
近
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博
多
祇
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け
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用
徴
収
法
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は
じ
め
に

0山笠
当
番
町
と
山
笠
当
番
費
用

②行
町
に
お
け
る
山
笠
当
番
費
用
徴
収
法
の
追
加
・
変
更

③片
土
居
町
に
お
け
る
山
笠
当
番
費
用
徴
収
法
と
町
中
抱
家
屋
敷

む
す
び

［論文
要
旨
］

　近
世
博
多
の
祭
礼
祇
園
山
笠
を
例
に
、
祭
礼
費
用
の
増
加
過
程
と
、
そ
の
結
果
と
し
て
生
じ
た
祭
　
　
　
　
限
に
ま
で
達
し
て
い
た
。
つ
ま
り
こ
の
町
で
は
居
付
地
主
・
地
借
・
店
借
の
別
な
く
町
内
の
表
店
全

礼費
用
徴
収
法
の
変
更
お
よ
び
祭
礼
費
用
負
担
者
層
の
拡
大
の
諸
相
に
つ
い
て
明
ら
か
に
し
た
。
分
　
　
　
　
世
帯
に
同
額
の
当
番
費
用
が
割
り
振
ら
れ
て
お
り
、
当
番
運
営
に
お
い
て
も
原
則
的
に
は
表
店
の
全

析
対
象
は
行
町
と
片
土
居
町
と
い
う
二
つ
の
町
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
世
帯
主
が
平
等
に
参
加
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
ま
た
、
そ
の
内
容
は
異
な
る
も
の
の
、
両
町
と
も

　
祇園
山
笠
に
は
二
つ
の
当
番
、
山
笠
当
番
と
能
当
番
が
あ
っ
た
。
本
稿
で
は
お
も
に
、
よ
り
重
要
　
　
　
　
町
中
抱
の
家
屋
敷
を
利
用
す
る
こ
と
で
当
番
費
用
の
一
部
を
捻
出
し
て
い
た
。

でよ
り
多
額
の
費
用
を
要
す
る
山
笠
当
番
に
つ
い
て
論
じ
た
。
こ
の
当
番
は
数
年
に
一
度
ま
た
は
十
　
　
　
　
特
異
な
祭
礼
運
営
仕
法
に
よ
っ
て
祭
礼
費
用
が
高
く
な
り
す
ぎ
た
結
果
、
祭
礼
費
用
に
か
ん
し
て

数
年
に
一
度
だ
け
各
町
に
巡
っ
て
来
た
の
で
、
各
町
は
こ
の
間
に
多
額
の
当
番
費
用
を
準
備
す
る
こ
　
　
　
徴
収
法
の
変
更
と
負
担
者
層
の
拡
大
が
な
さ
れ
、
そ
れ
に
伴
い
祭
礼
運
営
者
層
も
拡
大
し
た
、
と
い

と
が
で
き
た
。
そ
の
た
め
こ
の
祭
礼
は
徐
々
に
豪
華
に
な
っ
て
い
っ
た
。
し
か
し
江
戸
後
期
に
な
る
　
　
　
　
う
一
例
を
示
し
た
。

と
当
番
費
用
が
高
騰
し
、
豊
か
で
な
い
町
で
は
当
番
費
用
の
徴
収
法
に
工
夫
を
凝
ら
す
こ
と
に
な
っ

た
。

　
分
析し
た
二
町
の
例
か
ら
、
当
番
費
用
負
担
者
層
と
当
番
運
営
者
層
が
町
内
の
表
店
に
居
住
す
る

全
世帯
に
拡
大
し
て
い
く
過
程
が
観
察
さ
れ
た
。
と
り
わ
け
幕
末
の
片
土
居
町
で
は
こ
の
拡
大
が
極

4
5
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は
じ
め
に

　
近
世
都
市
祭
礼
を
支
え
た
経
済
基
盤
に
か
ん
す
る
専
論
は
意
外
に
少
な
い
。
古
く

は
京
都
の
祇
園
祭
に
つ
い
て
の
富
井
康
夫
の
研
究
が
［
富
井
一
九
七
＝
、
近
く
は

東
北
地
方
を
中
心
と
し
た
九
つ
の
祭
礼
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
の
論
文
を
ま
と
め
た
高

牧
實
の
著
書
が
代
表
的
な
も
の
で
あ
る
が
［
高
牧
二
〇
〇
〇
］
、
や
は
り
そ
の
数
は

多
い
と
は
い
え
な
い
。

　

こ
の
よ
う
な
事
例
研
究
と
は
別
に
、
久
留
島
浩
は
江
戸
・
川
越
・
和
歌
山
・
■
取

な
ど
の
祭
礼
の
分
析
を
お
こ
な
い
、
近
世
都
市
祭
礼
に
は
次
の
よ
う
な
傾
向
が
み
ら

れ

る
と
述
べ
て
い
る
［
久
留
島
一
九
八
九
］
。

　
⑦
近
世
都
市
に
お
い
て
は
本
来
、
そ
の
町
に
住
む
居
付
地
主
の
み
が
「
町
人
身
分
」

で

あ
り
、
各
種
の
役
を
負
担
し
て
町
中
（
町
の
運
営
機
関
）
の
構
成
員
を
勤
め
て
い

た
。
さ
ら
に
都
市
全
体
の
祭
礼
に
お
い
て
も
各
町
に
お
け
る
そ
の
運
営
と
費
用
負
担

の

中
心
で
あ
っ
た
。
⑦
し
か
し
都
市
に
よ
っ
て
は
早
く
も
一
七
世
紀
半
ば
に
は
居
町

　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

以
外
の

町
で
町
屋
敷
の
買
収
・
集
積
を
す
る
者
（
不
在
地
主
）
が
出
現
し
、
彼
ら
と

借
屋
人
が
増
加
し
、
居
付
地
主
は
減
少
し
て
い
っ
た
。
そ
の
た
め
居
付
地
主
は
実
質

的
に
は
祭
礼
の
中
心
か
ら
外
れ
て
い
っ
た
。
◎
一
方
、
不
在
地
主
は
他
町
に
所
有
し

て

い

る
自
分
の
抱
屋
敷
に
賦
課
さ
れ
た
祭
礼
費
用
に
つ
い
て
は
こ
れ
を
そ
の
他
町
に

支
払
い
は
し
た
が
、
他
町
の
祭
礼
運
営
に
は
関
係
し
な
か
っ
た
。

　
⑦
と
◎
に
つ
い
て
は
概
ね
そ
の
と
お
り
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
④
に
つ
い
て
は
、
全

て

の

都
市
で
居
付
地
主
の
減
少
が
甚
大
だ
っ
た
わ
け
で
は
な
く
、
常
に
妥
当
な
見
解

と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
久
留
島
自
身
が
同
じ
論
文
の
な
か
で
、
江
戸
後
期
の
川
越

で

は
居
付
地
主
の
比
重
が
な
お
も
高
く
、
か
な
り
の
変
化
は
あ
っ
た
も
の
の
、
彼
ら

が
祭
礼
の

中
心
で
あ
り
続
け
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
ま
た
、
こ
の
論
文
は
祭
礼

費
用
の
徴
収
法
と
そ
の
負
担
者
層
の
変
遷
を
主
題
と
し
た
も
の
で
は
な
い
た
め
、
こ

の

点
に
つ
い
て
は
詳
し
い
こ
と
は
わ
か
ら
な
い
。

　

こ
れ
ら
の
先
行
研
究
を
参
考
に
し
つ
つ
、
本
稿
で
は
、
近
世
博
多
の
大
祭
で
あ
っ

た
祇
園
山
笠
（
近
世
に
は
通
常
、
祇
園
会
と
称
さ
れ
て
い
た
）
に
つ
い
て
、
一
九
世

紀

中
期
に
そ
の
費
用
が
個
々
の
町
々
で
ど
の
よ
う
に
徴
収
さ
れ
て
い
た
の
か
を
明
ら

か

に
す
る
。
そ
し
て
祭
礼
費
用
負
担
者
層
と
祭
礼
運
営
者
層
の
関
係
に
つ
い
て
も
幾

分
か
は

明
ら
か
に
す
る
。

　
都
市
祭
礼
は
そ
の
規
模
の
大
き
さ
ゆ
え
に
多
額
の
費
用
を
要
す
る
も
の
な
の
で
、

こ
れ
を
捻
出
す
る
に
は
さ
ま
ざ
ま
な
工
夫
が
必
要
と
さ
れ
た
。
こ
の
費
用
は
領
主
か

ら
の
援
助
分
な
ど
を
除
け
ば
、
ど
こ
の
都
市
の
祭
礼
で
も
基
本
的
に
は
町
ご
と
に
集

め

ら
れ
た
も
の
な
の
で
、
そ
の
徴
収
法
に
は
個
々
の
町
々
の
そ
の
時
々
の
特
徴
が
反

映

し
た
は
ず
で
あ
る
。
ま
た
、
長
い
間
に
は
徴
収
法
に
変
更
が
生
ず
る
こ
と
も
あ
っ

た
。　

こ
れ
ら
の
点
を
博
多
の
二
つ
の
町
の
例
か
ら
明
ら
か
に
す
る
。
そ
の
町
と
は
、
と

　
　
ど
　
い
ま
ち
な
が
れ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ぎ
ょ
う
の
ち
ょ
う
　
か
た
ど
　
い
ま
ち

も
に
土
居
町
流
と
い
う
町
組
に
属
す
る
行
町
と
片
土
居
町
で
あ
る
。
両
町
の
位
置

に

つ
い

て
は

図
1
を
参
照
さ
れ
た
い
。

　
祇
園
山
笠
に
は
山
笠
当
番
と
能
当
番
と
い
う
二
つ
の
当
番
が
あ
り
、
ど
ち
ら
も
町

単
位
で
勤
め
ら
れ
て
い
た
。
本
稿
で
も
っ
ぱ
ら
議
論
す
る
の
は
山
笠
当
番
の
費
用
徴

収
法
で
あ
る
。
長
い
論
文
な
の
で
、
こ
こ
で
先
に
結
論
の
多
く
を
述
べ
て
お
く
。

　
天
保
九

（
一
八
三

八
）
年
以
前
の
行
町
で
は
、
大
通
り
に
面
し
た
表
屋
敷
の
地
主

が
山
笠
当
番
費
用
の
多
く
を
負
担
し
て
い
た
。
さ
ら
に
彼
ら
は
祇
園
山
笠
と
並
ぶ
博

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ち
　
こ

多
の
も
う
一
つ
の
大
祭
で
あ
っ
た
松
難
子
に
お
け
る
児
子
当
番
と
い
う
当
番
の
費
用

　
　
　
　
　
　
（
2
）

も
負
担
し
て
い
た
。
こ
の
地
主
に
は
居
付
地
主
と
不
在
地
主
が
い
た
わ
け
だ
が
、
各

自
の
所
有
屋
敷
の
表
口
の
長
さ
に
お
う
じ
て
山
笠
・
児
子
の
両
当
番
の
費
用
が
そ
れ

ぞ
れ
賦
課
・
徴
収
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
を
小
間
割
法
と
い
う
。
ま
た
小
間

割
法
と
は
別
に
、
な
ん
ら
か
の
や
り
方
で
表
店
居
住
の
地
借
と
店
借
も
こ
の
二
つ
の

当
番
費
用
の
一
部
を
負
担
し
て
い
た
（
能
当
番
の
費
用
徴
収
法
に
つ
い
て
は
不
詳
）
。

　
周
知
の
よ
う
に
小
間
割
法
に
よ
る
祭
礼
費
用
の
徴
収
は
近
世
都
市
祭
礼
に
お
い
て

は
別
に
珍
し
い
も
の
で
は
な
く
、
各
地
に
同
様
の
も
の
が
み
ら
れ
る
。
ま
た
地
主
の

46
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負
担
だ
け
で
は
祭
礼
費
用
を
賄
い
き
れ
な
く
な
っ
た
場
合
な
ど
に
、
地
借
や
店
借
に

も
出
金
さ
せ
る
と
い
う
例
も
し
ば
し
ば
み
ら
れ
る
。

　
た
と
え
ば
江
戸
の
山
王
権
現
・
神
田
明
神
の
両
祭
礼
で
は
、
寛
政
三
（
一
七
九
一
）

年
に
幕
命
に
よ
り
付
祭
の
出
し
物
が
三
組
に
制
限
さ
れ
、
こ
れ
を
受
け
て
氏
子
諸
町

で

は
組
ご
と
に
四
、
五
箇
町
の
世
話
番
を
交
替
で
立
て
る
こ
と
に
し
た
が
［
高
牧

二
〇

〇

〇

二
六

七
］
、
そ
の
後
の
文
政
五
（
一
八
二
二
）
年
の
状
況
は
「
世
話
番
町
、

是

迄
ハ
小
間
集
メ
出
銀
町
入
用
之
外
、
居
付
地
主
共
過
分
之
出
銀
差
出
し
、
井
地

借
・
店
借
迄
集
メ
金
等
い
た
し
候
」
と
い
う
も
の
だ
っ
た
［
同
書
　
二
七
〇
～
二
七

一
所

引
］
。
小
間
割
法
に
よ
る
地
主
の
出
金
の
ほ
か
、
居
付
地
主
は
さ
ら
に
余
分
に

出
金
し
、
地
借
・
店
借
も
い
く
ら
か
出
金
し
て
い
た
と
い
う
の
で
あ
る
。

　
ほ

ぼ
同
じ
時
期
に
行
町
も
こ
れ
と
酷
似
し
た
形
で
金
を
集
め
て
い
た
わ
け
だ
が
、

し
か
し
同
町
で
は
天
保
九
（
一
八
三
八
）
年
の
八
月
か
ら
九
月
に
か
け
て
、
山
笠
当

番
費
用
の
徴
収
法
に
つ
い
て
は
追
加
・
変
更
が
な
さ
れ
た
。
行
町
の
町
中
構
成
員
が

町
内
に
あ
っ
た
不
在
地
主
抱
の
貸
屋
一
］
軒
を
買
収
し
て
町
中
抱
の
貸
屋
と
し
、
そ

の

家
賃
な
ど
を
山
笠
当
番
費
用
の
一
部
（
お
そ
ら
く
半
分
強
ほ
ど
）
に
転
用
す
る
こ

と
に
し
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
伴
い
、
小
間
割
法
に
よ
る
負
担
分
と
表
地
借
・
表
店

借
の

負
担
分
と
は
大
幅
に
縮
小
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
な
お
、
当
時
の
行
町
町
中

は
町
内
居
住
の
表
店
所
有
者
、
す
な
わ
ち
居
付
地
主
と
表
地
借
か
ら
成
っ
て
い
た
。

山
笠
当
番
の
運
営
に
か
ん
し
て
は
、
彼
ら
が
引
き
続
き
こ
れ
を
お
こ
な
っ
た
。

　
一
方
、
片
土
居
町
で
は
文
久
元
（
一
八
六
一
）
年
に
勤
め
る
山
笠
当
番
に
先
立
ち
、

そ
の
費
用
の
徴
収
を
安
政
元
（
一
八
五
四
）
年
に
始
め
た
。
こ
の
徴
収
の
中
心
は
、

町
内
の
表
店
全
軒
に
山
笠
当
番
費
用
を
同
額
に
割
り
振
る
と
い
う
も
の
だ
っ
た
。
居

付
地

主
・
地
借
・
店
借
の
区
別
は
な
く
、
た
だ
表
店
に
居
住
し
て
い
る
こ
と
の
み
が

当
番
費
用
負
担
の
条
件
に
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
を
軒
割
法
と
呼
ぶ
こ
と
に

す
る
。
こ
の
た
め
山
笠
当
番
運
営
へ
の
参
加
に
お
い
て
も
、
表
店
世
帯
間
に
さ
ほ
ど

大

き
な
差
は
な
か
っ
た
様
子
が
窺
え
る
。
ま
た
、
こ
の
徴
収
法
で
は
不
在
地
主
に
は

当
番
費
用
の
負
担
の
義
務
が
な
か
っ
た
こ
と
に
な
る
。

　
さ
ら
に
こ
の
と
き
、
軒
割
法
に
よ
る
徴
収
だ
け
で
は
な
く
、
既
存
の
町
中
抱
の
家

屋
敷
の
う
ち
三
件
を
売
却
す
る
な
ど
し
て
当
番
費
用
の
一
部
に
充
て
て
い
る
。
な
お
、

当
時
の
片
土
居
町
町
中
の
構
成
に
つ
い
て
は
知
ら
れ
て
い
な
い
。

　
行

町
の
例
は
山
笠
当
番
費
用
の
負
担
者
層
が
裏
店
借
層
を
除
く
町
内
居
住
者
全
体

（町
内
全
世
帯
）
に
拡
大
し
て
い
く
過
程
を
示
し
て
お
り
、
片
土
居
町
の
例
は
そ
の

拡
大
が
極
限
に
ま
で
達
し
た
状
態
を
示
し
て
い
る
。

　
以

下
、
次
の
章
立
て
で
議
論
を
進
め
る
。
0
で
は
、
ま
ず
、
祇
園
山
笠
の
運
営
仕

法
の
根
幹
を
な
す
町
組
制
度
と
山
笠
・
能
の
両
当
番
に
か
ん
す
る
当
番
町
制
度
に
つ

い
て

そ
の
概
要
を
紹
介
し
た
う
え
で
、
当
番
町
制
度
の
実
際
に
つ
い
て
二
つ
の
町
組

の

も
の
を
具
体
的
に
示
す
。
つ
い
で
、
当
番
町
制
度
と
密
接
に
関
連
す
る
、
山
笠
当

番
費
用
の
増
加
過
程
を
明
ら
か
に
す
る
。
さ
ら
に
、
幕
末
の
博
多
で
は
町
間
の
経
済

格
差
が
大
き
く
、
町
に
よ
っ
て
は
増
加
し
て
い
く
山
笠
当
番
費
用
の
徴
収
が
困
難
に

な
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
を
述
べ
る
。

　

こ
れ
ら
を
受
け
て
②
と
③
で
は
、
山
笠
当
番
費
用
の
徴
収
が
困
難
に
な
っ
て
い
っ

た
山
笠
当
番
町
が
こ
れ
を
克
服
す
る
た
め
に
ど
の
よ
う
な
方
法
を
案
出
し
た
の
か
、

そ
し
て
そ
こ
に
は
町
の
ど
の
よ
う
な
特
徴
が
反
映
し
て
い
た
の
か
を
明
ら
か
に
す
る
。

②
で
は
行
町
に
つ
い
て
、
③
で
は
片
土
居
町
に
つ
い
て
論
ず
る
。

　
最
後
の
「
む
す
び
」
で
は
、
簡
単
な
ま
と
め
を
お
こ
な
う
。

　

た
だ
し
、
史
料
の
残
存
状
況
に
問
題
が
あ
る
こ
と
を
あ
ら
か
じ
め
お
断
り
し
て
お

く
。
祭
礼
に
か
ぎ
ら
ず
、
近
世
博
多
の
個
別
町
の
社
会
的
・
経
済
的
動
向
を
伝
え
る

史
料
は
非
常
に
少
な
い
。
祇
園
山
笠
に
か
ん
し
て
詳
し
く
記
さ
れ
た
個
別
町
の
史
料

に
つ
い
て
い
え
ば
、
管
見
の
か
ぎ
り
、
本
稿
で
取
り
上
げ
た
も
の
以
外
は
ほ
と
ん
ど

見
当
た
ら
な
い
。

　

そ
の
た
め
個
別
町
の
い
く
つ
か
の
断
片
的
な
史
料
や
博
多
惣
町
に
か
ん
す
る
史
料

も
援
用
し
な
が
ら
分
析
を
進
め
る
わ
け
だ
が
、
遺
憾
な
が
ら
推
測
に
頼
ら
ざ
る
を
え

な
い
箇
所
も
少
な
く
な
い
。
そ
れ
で
も
な
お
、
不
明
な
点
が
若
干
残
る
で
あ
ろ
う
。

と
く
に
片
土
居
町
の
ほ
う
で
は
、
行
町
に
は
存
在
し
た
町
絵
図
が
な
い
な
ど
、
い
っ
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そ
う
史
料
に
恵
ま
れ
ず
、
分
析
と
い
う
よ
り
関
係
史
料
の
紹
介
に
近
い
形
に
留
ま
る
。

0
山
笠
当
番
町
と
山
笠
当
番
費
用

一
節
　
町
組
制
度
と
当
番
町
制
度
の
概
要

　
博
多
祇
園
山
笠
は
一
五
世
紀
前
期
ご
ろ
に
始
ま
っ
た
と
思
わ
れ
る
、
博
多
の
総
鎮

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

守
櫛
田
神
社
に
奉
納
さ
れ
る
祇
園
祭
礼
で
あ
る
が
、
室
町
・
戦
国
時
代
の
様
相
は
あ

ま
り
は
っ
き
り
し
な
い
。
江
戸
時
代
に
は
毎
年
六
月
一
日
か
ら
一
五
日
に
か
け
て
、

男
性
の
み
の
参
加
で
お
こ
な
わ
れ
て
い
た
。
江
戸
前
期
の
博
多
で
形
成
さ
れ
た

な
が
れ

「
流
」
と
呼
ば
れ
る
、
近
隣
の
一
〇
前
後
の
町
か
ら
成
る
九
つ
の
町
組
の
う
ち
、
七

つ
の

町
組
（
東
町
流
・
呉
服
町
流
・
西
町
流
・
土
居
町
流
・
洲
崎
町
流
・
魚
町
流
・

石
堂

町
流
）
が
こ
の
祭
礼
に
正
式
に
参
加
し
て
い
た
。
こ
の
う
ち
六
つ
の
流
が
最
終

日
の
早
朝
に
「
山
笠
」
と
呼
ば
れ
る
作
り
山
を
一
本
ず
つ
櫛
田
神
社
に
奉
納
し
、
そ

れ
か

ら
す
ぐ
に
同
社
か
ら
こ
れ
を
出
し
、
博
多
市
中
（
津
中
と
も
い
う
）
の
約
五
キ

　
　
　
　
　
　
　
　
か

ロ

の

所
定
の

順
路
で
昇

き
進
ま
せ
た
。
「
昇
く
」
と
は
、
棒
な
ど
を
肩
で
担
い
で
移

動
す
る
こ
と
を
い
う
（
山
笠
に
は
車
輪
が
な
い
）
。
残
り
の
一
流
は
六
本
の
山
笠
が

出
て
い
っ
た
直
後
に
同
社
境
内
で
能
を
奉
納
し
た
。

　
櫛
田
神
社
へ
の
山
笠
の
奉
納
順
を
山
笠
番
付
と
い
い
、
一
定
の
順
序
で
毎
年
各
番

を
担
当
す
る
流
は
入
れ
替
わ
っ
た
。
特
定
の
番
付
、
た
と
え
ば
一
番
山
笠
に
着
目
す

れ
ば
七

流
間
で
一
年
交
替
の
輪
番
制
が
な
さ
れ
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
能
奉
納
の
役

も
毎
年
担
当
の
流
が
替
わ
り
、
七
年
で
七
流
を
一
巡
し
た
。

　
も
う
少
し
具
体
的
に
述
べ
る
。
山
笠
番
付
に
つ
い
て
い
え
ば
、
一
番
山
笠
の
担
当

流

は
次
の
年
に
は
六
番
山
笠
の
担
当
に
下
が
る
が
、
あ
と
の
流
は
一
つ
ず
つ
番
付
を

上
が

る
。
能
奉
納
の
順
番
に
つ
い
て
い
え
ば
、
一
年
交
替
で
東
町
流
・
呉
服
町
流
・

西
町
流
・
土
居
町
流
・
洲
崎
町
流
・
魚
町
流
・
石
堂
町
流
の
順
に
進
む
。

　
し
か
し
実
際
に
は
こ
の
二
つ
の
順
番
は
両
立
し
な
い
の
で
、
能
奉
納
の
順
番
を
優

先
し
て
次
の
よ
う
に
山
笠
番
付
は
回
る
。
あ
る
年
の
山
笠
番
付
が
一
番
山
笠
か
ら
順

に
A
・
B
・
C
・
D
・
E
・
F
流
で
、
能
担
当
が
G
流
で
あ
っ
た
と
す
る
。
す
る
と

翌

年
に
は
、
本
来
な
ら
ば
山
笠
番
付
は
一
番
山
笠
か
ら
順
に
B
・
C
・
D
・
E
・

F
・
A
流
と
な
る
は
ず
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
こ
の
年
に
、
た
と
え
ば
D
流
が
能
担
当

に
な
っ
て
い
れ
ば
D
流
は
そ
の
ま
ま
能
担
当
に
回
り
、
空
白
と
な
っ
た
三
番
山
笠
は

前
年
の
能
担
当
流
の
G
流
が
勤
め
る
の
で
あ
る
。
よ
う
す
る
に
、
そ
の
年
の
能
担
当

の

流
が
本
来
入
る
は
ず
で
あ
っ
た
山
笠
番
付
に
、
前
年
の
能
担
当
の
流
が
入
る
と
い

う
こ
と
で
あ
る
。

　
以
上
み

て

き
た
、
流
を
単
位
と
す
る
両
奉
納
の
輪
番
制
は
寛
文
九
（
一
六
六
九
）

年
に
は
す
で
に
確
立
さ
れ
て
お
り
、
明
治
三
八
（
一
九
〇
五
）
年
ま
で
乱
れ
る
こ
と

な
く
続
い
た
［
落
石
］
九
六
一
　
一
四
七
～
二
八
二
］
。

　

さ
ら
に
両
奉
納
の
実
施
に
当
た
っ
て
は
、
ど
の
流
で
も
当
番
町
制
度
が
採
ら
れ
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
や
い

い

た
。
一
町
単
独
で
ま
た
は
隣
接
す
る
二
な
い
し
三
町
合
同
（
催
合
と
い
う
）
で
当

番
を
勤
め
る
町
が
、
流
の
中
心
と
な
っ
て
そ
の
年
の
山
笠
ま
た
は
能
の
奉
納
を
指
揮

　
　
　
　
　
　
（
4
）

し
て
い
た
の
で
あ
る
。
当
番
の
回
し
方
は
、
ど
の
流
に
お
い
て
も
一
七
世
紀
末
期
ま

で

に
ほ
ぼ
固
定
さ
れ
た
。
そ
れ
は
流
ご
と
に
大
き
く
異
な
る
も
の
の
、
ど
の
流
に
お

い
て

も
山
笠
当
番
は
一
回
ご
と
に
（
つ
ま
り
能
奉
納
担
当
年
を
除
け
ば
常
に
一
年
ご

と
に
）
交
替
し
、
能
当
番
も
一
回
ご
と
に
交
替
す
る
と
い
う
点
で
は
共
通
し
て
い
た

［
同
書
同
頁
］
。
こ
の
こ
と
か
ら
容
易
に
推
測
が
つ
く
よ
う
に
、
各
山
笠
は
流
の
共

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

有
物
で
あ
っ
て
、
特
定
の
町
の
所
有
物
で
は
な
か
っ
た
。

　

よ
う
す
る
に
、
山
笠
奉
納
も
能
奉
納
も
、
町
組
と
町
に
よ
る
二
重
の
輪
番
制
で
実

施
さ
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
全
国
に
ほ
と
ん
ど
類
例
を
み
な
い
特

　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

異
な
祭
礼
運
営
仕
法
で
、
こ
の
祭
礼
の
発
展
を
決
定
づ
け
る
要
因
と
な
っ
た
。

　
非
番
の
町
々
に
は
基
本
的
に
金
銭
の
負
担
は
な
か
っ
た
。
非
番
の
諸
町
は
、
山
笠

奉
納
に
お
い
て
は
昇
き
手
と
し
て
自
流
の
山
笠
運
行
（
以
下
、
山
昇
き
と
い
う
）
に

参
加
す
る
だ
け
で
よ
く
、
能
奉
納
に
お
い
て
は
能
当
番
町
が
大
勢
の
人
手
を
必
要
と

し
な
か
っ
た
た
め
（
加
、
と
く
に
目
立
っ
た
役
割
は
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
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他
方
、
三
節
で
詳
述
す
る
が
、
六
山
笠
の
各
当
番
町
と
能
当
番
町
は
そ
の
年
の
自

流
の

祭
礼
費
用
の
ほ
ぼ
全
額
を
負
担
し
て
お
り
、
そ
れ
と
引
き
替
え
に
非
番
の
諸
町

を
指
揮
す
る
特
権
を
認
め
ら
れ
て
い
た
。
能
当
番
は
そ
れ
ほ
ど
で
も
な
か
っ
た
よ
う

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

だ
が
、
山
笠
当
番
に
は
莫
大
な
費
用
が
か
か
っ
た
。
山
笠
当
番
町
に
は
山
笠
に
取
り

付

け
る
飾
り
物
（
以
下
、
山
飾
り
と
い
う
）
の
製
作
と
加
勢
人
（
自
流
の
居
住
者
以

外
の

山
昇
き
参
加
者
）
の
雇
用
を
は
じ
め
、
さ
ま
ざ
ま
な
金
銭
的
負
担
が
あ
っ
た
か

ら
で
あ
る
。
山
飾
り
に
つ
い
て
補
足
す
る
と
、
室
町
時
代
以
来
の
慣
例
と
思
わ
れ
る

が
、
各
山
笠
当
番
町
で
は
毎
年
あ
る
標
題
を
そ
れ
ぞ
れ
定
め
て
そ
れ
に
沿
っ
て
新
し

い

山
飾
り
を
作
っ
て
お
り
、
「
山
笠
仕
立
銀
」
と
呼
ば
れ
た
こ
の
費
用
に
は
か
な
り

の
額
を
要
し
た
。

　

し
か
し
、
流
に
よ
っ
て
も
町
に
よ
っ
て
も
異
な
る
が
、
山
笠
当
番
は
、
短
く
と
も

五
、
六
年
に
一
度
、
長
い
場
合
は
一
七
、
八
年
に
一
度
だ
け
回
っ
て
来
る
も
の
だ
っ

た
の
で
、
ど
の
町
に
と
っ
て
も
（
比
較
的
貧
し
い
町
に
と
っ
て
も
）
当
番
費
用
を
貯

蓄
で
き
る
期
間
が
長
く
、
ひ
と
ま
ず
は
多
額
の
金
を
用
意
で
き
た
。
不
作
や
不
況
の

年
が
二
、
三
年
続
い
た
と
し
て
も
、
そ
れ
な
り
の
額
は
集
め
ら
れ
た
。
「
惣
而
山
笠

当
番
之
儀
ハ
数
ヶ
年
前
切
銭
等
仕
、
期
年
ニ
ハ
町
中
之
者
数
日
隙
欠
キ
造
立
候
」
と

あ
る
よ
う
に
［
博
多
山
笠
行
事
記
録
作
成
委
員
会
編
一
九
七
五
　
六
七
］
、
毎
年
、

そ
の
時
々
の
山
笠
当
番
町
が
当
番
年
の
前
の
数
年
間
ま
た
は
十
数
年
間
に
蓄
え
て
き

た
費
用
が
山
笠
の
建
造
に
費
や
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
④
毎
年
全
て
の
山
笠

に
、
各
山
笠
当
番
町
は
全
く
新
し
い
山
飾
り
を
取
り
付
け
る
こ
と
が
で
き
、
⑧
山
笠

当
番
町
が
山
笠
を
仕
立
て
る
こ
と
が
で
き
る
以
上
、
金
銭
的
負
担
の
な
い
非
番
の

町
々
も
祭
礼
に
参
加
で
き
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　
通

常
、
近
世
都
市
の
祭
礼
に
お
い
て
は
、
そ
れ
が
町
組
の
存
在
す
る
都
市
で
あ
っ

て

も
参
加
の
単
位
は
町
だ
け
で
あ
り
、
町
組
と
い
う
単
位
が
祭
礼
の
運
営
に
深
く
か

か
わ

る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
そ
し
て
毎
年
お
こ
な
わ
れ
る
祭
礼
の
場
合
、
参
加
す
る

各
町
は
一
年
分
の
祭
礼
費
用
を
町
内
で
集
め
て
こ
れ
に
参
加
し
て
い
た
。
し
た
が
っ

て
、
き
わ
め
て
大
雑
把
に
い
え
ば
、
⑧
大
掛
か
り
で
高
価
な
作
り
物
を
所
有
し
て
い

る
町
に
お
い
て
は
、
毎
年
こ
れ
を
作
り
替
え
る
こ
と
は
経
済
的
に
困
難
で
、
む
し
ろ

で

き
る
だ
け
長
く
こ
れ
を
維
持
し
よ
う
と
す
る
の
が
普
通
で
あ
り
、
⑤
不
作
時
や
不

況
時
、
ま
た
は
災
害
時
に
は
町
や
各
家
に
は
臨
時
の
出
費
が
あ
る
た
め
、
町
が
毎
年

祭
礼
に
参
加
で
き
る
と
は
か
ぎ
ら
な
い
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　
し
か
し
、
山
笠
当
番
町
が
資
金
を
、
非
番
の
諸
町
が
昇
き
手
な
ど
の
人
員
を
提
供

す
る
と
い
う
当
番
町
制
度
の
利
点
を
生
か
し
た
こ
と
に
よ
り
、
遅
く
と
も
寛
文
九

（
一
六
六

九
）
年
以
降
、
明
治
五
（
一
八
七
二
）
年
に
至
る
ま
で
、
祇
園
山
笠
は
一

度
も
中
止
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
し
か
も
六
山
笠
と
能
の
奉
納
が
一
つ
も
欠
け
る
こ
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

な
く
、
続
い
た
の
で
あ
っ
た
。

一
一節
　
当
番
町
制
度
の
実
際

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
）

　
土
居
町
流
と
魚
町
流
を
例
に
、
山
笠
当
番
と
能
当
番
の
回
し
方
を
説
明
す
る
。

　

ま
ず
、
土
居
町
流
で
あ
る
。
こ
の
流
は
次
の
一
〇
町
か
ら
成
っ
て
い
た
。
大
乗
寺

前
町
、
土
居
町
上
、
土
居
町
中
、
土
居
町
下
、
行
町
、
浜
小
路
町
、
西
方
寺
前
町
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
H
）

片
土
居
町
、
川
口
町
、
新
川
端
町
上
。

　
山
笠
当
番
は
、
一
四
回
で
こ
の
一
〇
町
を
一
巡
し
た
（
こ
の
間
に
二
な
い
し
三
回
、

能
奉
納
の
役
が
流
に
回
っ
て
来
る
）
。
そ
の
順
番
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

土
居
町
下

行
町

土
居
町
上

土
居
町
中

浜
小
路
町

片
土
居
町

新
川
端
町
上

土
居
町
下

行
町
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土
居
町
上

土
居
町
中

西
方
寺
前
町

川
口
町

大
乗
寺
前
町

　
一
四
回
に
二
度
、
す
な
わ
ち
七
回
に
一
度
当
番
を
勤
め
る
四
町
（
土
居
町
下
、
行

町
、
土
居
町
上
、
土
居
町
中
）
と
、
一
四
回
に
一
度
だ
け
当
番
を
勤
め
る
六
町
（
浜

小
路
町
、
片
土
居
町
、
新
川
端
町
上
、
西
方
寺
前
町
、
川
口
町
、
大
乗
寺
前
町
）
と

が
あ
る
。
当
番
を
勤
め
る
頻
度
に
町
間
で
差
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

　
能
当
番
は
、
七
回
で
一
〇
町
を
↓
巡
し
た
。
そ
の
順
番
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

土
居
町
下

行
町

新
川
端
町
上
・
大
乗
寺
前
町

片
土
居
町
・
川
ロ
町

土
居
町
中

浜
小
路
町
・
西
方
寺
前
町

土
居
町
上

　
能
当
番
に
お
い
て
は
、
山
笠
当
番
を
勤
め
る
頻
度
の
少
な
い
六
町
が
二
町
ず
つ
三

集
団
を
作
っ
て
催
合
当
番
を
な
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
他
の
四
町
が
一
町
で
一
集

団
で
あ
る
と
考
え
れ
ば
、
能
当
番
は
計
七
集
団
が
同
じ
頻
度
で
勤
め
て
い
た
形
に
な

る
。
つ
ま
り
能
奉
納
役
は
七
年
に
一
度
各
流
に
巡
っ
て
来
た
の
で
、
土
居
町
流
の
各

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
2
）

町
は
四
九
年
に
一
度
ず
つ
能
当
番
を
勤
め
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　
土
居
町
流
の
こ
の
よ
う
な
両
当
番
の
順
番
は
延
宝
入
（
一
六
八
〇
）
年
か
ら
安
定

　
　
　
　
　
　
　
（
1
3
）

し
、
大
正
期
に
崩
れ
た
。

　
土
居

町
流
で
は
山
笠
当
番
と
能
当
番
で
そ
れ
ぞ
れ
別
個
に
順
番
が
設
け
ら
れ
て
い

た
が
、
流
に
よ
っ
て
は
両
当
番
を
区
別
せ
ず
、
一
つ
の
順
番
だ
け
で
両
当
番
を
回
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
4
）

と
こ
ろ
も
あ
っ
た
。
魚
町
流
の
九
町
（
実
質
的
に
は
八
町
）
が
こ
れ
に
当
た
る
。
た

と
え
ば
、
あ
る
町
の
当
番
年
が
た
ま
た
ま
魚
町
流
の
能
奉
納
担
当
年
に
当
た
っ
て
い

れ
ば

そ
の
町
は
そ
の
ま
ま
能
当
番
町
と
な
り
、
翌
年
の
当
番
町
は
山
笠
当
番
町
と
な

る
、
と
い
う
形
で
両
当
番
を
回
し
て
い
く
の
で
あ
る
。
当
番
順
は
次
の
と
お
り
で
あ

る
。

魚
町
上

中
小
路
町
・
西
門
町

古
小
路
町

魚
町
中

店
屋
町
下

魚
町
上

中
小
路
町
・
西
門
町

古
小
路
町

魚
町
下

店
屋
町
上

　
一
〇
回
（
こ
こ
で
は
一
〇
年
と
同
義
に
な
る
）
に
二
度
、
す
な
わ
ち
五
年
に
一
度

ど
ち
ら
か
の
当
番
を
勤
め
る
四
町
（
魚
町
上
、
催
合
の
中
小
路
町
と
西
門
町
、
古
小

路

町
）
と
、
一
〇
年
に
一
度
だ
け
ど
ち
ら
か
の
当
番
を
勤
め
る
四
町
（
魚
町
中
、
店

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
5
）

屋

町
下
、
魚
町
下
、
店
屋
町
上
）
と
が
あ
る
。
能
当
番
に
か
ぎ
っ
て
い
え
ば
、
能
奉

納
役
は
七
年
に
一
度
各
流
に
巡
っ
て
来
た
の
で
、
前
者
の
四
町
は
三
五
年
に
一
度
、

後
者
の
四
町
は
七
〇
年
に
一
度
、
こ
の
当
番
を
勤
め
て
い
た
。
順
番
が
一
種
類
し
か

な
い
関
係
で
、
魚
町
流
で
は
、
山
笠
当
番
だ
け
で
な
く
能
当
番
を
勤
め
る
頻
度
に
も

町
間
で
差
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
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魚
町
流
に
お
け
る
こ
の
順
番
で
の
当
番
町
制
度
は
元
禄
八
（
一
六
九
五
）
年
か
ら

安
定
し
、
明
治
三
一
（
一
八
九
八
）
年
に
変
わ
っ
た
［
博
多
山
笠
行
事
記
録
作
成
委

員
会
編
一
九
七
五
九
一
］
。

　
二

つ
の
流
の

当
番
町
制
度
を
み
て
き
た
わ
け
だ
が
、
七
流
全
体
で
み
て
も
、
各
町

の

山
笠
当
番
を
勤
め
る
頻
度
は
流
ご
と
の
当
番
の
回
し
方
と
「
町
数
の
多
少
に
依
て
、

五
、
六
年
、
或
ハ
八
、
九
年
、
或
ハ
十
二
、
三
年
、
乃
至
十
七
、
八
年
に
」
一
度
と
、

や
や
ば

ら
つ
き
が
あ
っ
た
。
能
当
番
を
勤
め
る
頻
度
は
「
大
抵
、
六
十
一
、
二
年
」

に
一
度
で
あ
っ
た
が
、
や
は
り
流
ご
と
の
当
番
の
回
し
方
と
町
数
の
関
係
で
、
こ
の

年
数
に
も
長
短
が
あ
っ
た
と
い
う
［
津
田
一
九
七
七
（
一
七
六
五
）
　
巻
之
六
］
。

三
節
　
祇
園
銭
と
御
渡
り
銭

　
祇
園
山
笠
の
費
用
に
つ
い
て
、
寛
保
元
（
一
七
四
一
）
年
一
〇
月
の
文
書
に
そ
れ

ま
で
の
負
担
法
が
簡
単
に
だ
が
は
じ
め
て
言
及
さ
れ
て
い
る
。

　
　
マ
マ
　

祇
薗
会
山
笠
六
本
井
御
能

右
ハ
当
番
之
受
持
申
候
町
よ
り
引
切
二
受
持
来
リ
申
候
、
尤
受
持
之
流
よ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
マ
マ
　

り
凡
夫
壱
人
二
付
壱
匁
充
程
も
切
立
、
祇
薗
銭
と
号
し
て
当
番
之
受
持
申

町
二
加
勢
銀
二
遣
来
候
、
（
後
略
）
［
原
田
編
　
一
九
七
六
（
一
七
六
〇
ご
ろ
）

　
一
五
八
］

　
山
笠
と
能
の
各
当
番
町
が
そ
の
町
内
で
な
ん
ら
か
の
や
り
方
で
費
用
を
集
め
る
ほ

か
、
同
じ
流
に
属
す
る
非
番
の
諸
町
は
夫
高
に
も
と
つ
い
た
「
祇
園
銭
」
と
呼
ば
れ

る
加
勢
銀
を
当
番
町
に
渡
す
。
夫
高
は
町
ご
と
に
割
り
当
て
ら
れ
た
人
足
負
担
の
基

準
で
、
寛
保
三
（
一
七
四
三
）
年
三
月
に
博
多
年
行
司
が
記
し
た
「
古
来
よ
り
」
の

博
多
の
惣
夫
高
は
二
二
二
九
人
で
あ
る
［
同
書
二
一
二
］
。
江
戸
前
・
中
期
に
は
祇

園
山
笠
と
松
難
子
に
正
式
参
加
で
き
な
い
二
つ
の
流
（
厨
子
町
流
・
新
町
流
）
も
含

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
6
）

め

て

九

つ
の
流
が
あ
っ
た
の
で
、
一
流
あ
た
り
の
夫
高
は
約
二
三
八
人
と
な
る
。
一

流
を
一
〇
町
と
し
て
そ
の
う
ち
一
町
が
山
笠
当
番
ま
た
は
能
当
番
を
勤
め
る
場
合
、

残
り
九
町
か
ら
の
祇
園
銭
は
約
二
一
四
匁
と
な
る
。

　
流
内
各
町
の
夫
高
が
判
明
し
て
い
る
土
居
町
流
を
実
例
と
し
て
確
認
す
る
と
、
元

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
7
）

禄
四

（
一
六

九
一
）
年
の
同
流
一
〇
町
の
合
計
夫
高
は
二
四
三
人
で
あ
る
。
こ
の
う

ち
三
〇
人
が
割
り
当
て
ら
れ
て
い
る
行
町
が
山
笠
ま
た
は
能
の
当
番
を
勤
め
る
場
合
、

祇
園
銭
は
二
二
二
匁
と
な
る
。
以
上
か
ら
、
祇
園
銭
は
普
通
、
二
〇
〇
匁
強
で
あ
っ

た
と
結
論
で
き
る
。

　
松
難
子
費
用
に
つ
い
て
は
従
来
加
勢
銀
は
な
く
、
各
当
番
町
が
そ
の
町
内
だ
け
で

当
番
費
用
を
集
め
て
い
た
［
同
書
一
五
七
～
一
五
八
］
。

　
と
こ
ろ
で
、
寛
保
元
（
一
七
四
一
）
年
一
〇
月
に
、
福
岡
藩
は
福
岡
と
博
多
の
両

市
中
に
そ
れ
ぞ
れ
課
し
て
い
た
従
来
の
諸
切
銭
の
制
度
を
統
合
・
改
正
し
て
定
切
銭

制
度
を
設
け
た
。
切
銭
と
は
お
も
に
両
市
中
そ
れ
ぞ
れ
の
惣
町
運
営
に
か
か
わ
る
事

柄
に
支
出
さ
れ
た
税
金
の
こ
と
で
あ
る
が
、
以
後
、
定
切
銭
制
度
は
根
本
的
な
変
化

は

な
し
に
明
治
四
（
一
八
七
一
）
年
の
廃
藩
置
県
ま
で
用
い
ら
れ
た
［
山
崎
編
一

九
七

三

（
一
八
九

〇
）
　
下
巻
七
二
～
九
九
］
。

　
定
切
銭
制
度
の
内
容
や
設
定
前
後
の
様
相
に
つ
い
て
は
詳
細
な
研
究
が
あ
る
が

［又
野

一
九
九

三
］
、
こ
こ
で
は
必
要
最
小
限
の
説
明
を
お
こ
な
う
。

　
博
多
分
の
定
切
銭
は
次
の
よ
う
に
賦
課
・
徴
収
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
一
箇
年

の

必
要
総
額

を
あ
ら
か
じ
め
算
出
し
た
う
え
で
、
個
別
町
ご
と
の
負
担
能
力
に
お
う

じ
て
町
々
の
段
分
け
を
お
こ
な
っ
て
そ
れ
に
お
う
じ
た
銀
高
を
各
町
に
割
り
付
け
る
。

さ
ら
に
そ
の
銀
高
を
月
割
り
に
し
て
毎
月
各
町
に
徴
収
さ
せ
て
年
行
司
役
場
に
上
納

さ
せ
る
。
個
別
町
で
は
、
割
り
付
け
ら
れ
た
銀
高
を
「
軒
別
之
小
間
壱
間
」
を
単
位

と
し
て
徴
収
す
る
。
「
小
問
」
と
は
個
々
の
屋
敷
の
表
口
の
間
数
の
こ
と
で
、
町
内

の
全
屋
敷

に
た
い
し
て
そ
の
間
数
に
お
う
じ
て
銀
高
を
割
り
当
て
、
各
屋
敷
の
所
有

者

に
こ
れ
を
負
担
さ
せ
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
彼
ら
は
必
要
に
お
う
じ
て
臨
時
の
切

銭
も
負
担
す
る
［
原
田
編
一
九
七
六
（
一
七
六
〇
ご
ろ
）
　
一
四
九
～
一
五
〇
、
一

五
四

～
一
六
五
。
引
用
句
は
一
五
九
］
。
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定
切
銭
制
度
の
設
定
の
さ
い
の
段
数
や
各
段
の
一
間
分
の
賦
課
額
は
知
ら
れ
て
い

な
い
が
、
こ
の
と
き
、
博
多
分
で
は
そ
れ
ま
で
公
金
と
は
無
関
係
で
あ
っ
た
祇
園
山

笠
費
用
と
松
噺
子
費
用
の
一
部
に
つ
い
て
も
こ
の
中
に
組
み
込
ま
れ
た
。
祇
園
山
笠

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
8
）

費
用
に
つ
い
て
は
、
山
笠
仕
立
銀
と
し
て
一
本
に
つ
き
八
五
〇
目
が
各
山
笠
当
番
町

に
、
能
料
銀
と
し
て
二
七
五
匁
が
能
当
番
町
に
、
翌
年
か
ら
祇
園
銭
の
替
わ
り
に
そ

れ
ぞ
れ
支
給

さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
［
同
書
一
六
二
］
。
松
離
子
費
用
に
つ
い
て
は

翌
年
分
か
ら
、
福
禄
寿
仕
立
銀
六
〇
目
・
恵
比
須
両
神
社
仕
立
銀
一
四
五
匁
・
大
黒

天
仕
立
銀
七
〇
目
・
児
子
仕
立
銀
六
〇
〇
目
が
各
当
番
町
に
支
給
さ
れ
る
こ
と
に

な
っ
た
［
同
書
一
六
一
～
一
六
二
］
。
両
祭
礼
へ
の
こ
の
助
成
金
は
、
の
ち
に
「
御

渡
り
銭
」
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

　
御
渡
り
銭
は
祇
園
銭
よ
り
高
額
で
あ
っ
た
が
、
藩
政
期
を
通
じ
て
ほ
と
ん
ど
額
は

　
　
　
　
　
　
　
（
1
9
）

変

わ
ら
な
か
っ
た
の
で
、
と
り
わ
け
山
笠
仕
立
銀
の
分
に
つ
い
て
は
、
物
価
の
上
昇

や

山
飾
り
の
奢
修
化
に
伴
い
、
こ
れ
だ
け
で
は
到
底
足
り
な
く
な
っ
て
い
っ
た
。

　
宝
暦
六

（
一
七
五

六
）
年
三
月
の
記
録
に
早
く
も
、
同
年
の
六
山
笠
当
番
町
の
意

見
と
し
て
「
近
年
諸
品
高
直
二
相
成
、
別
而
去
秋
以
来
穀
物
高
直
二
有
之
二
付
、
御
渡
被

為
下
候
銀
子
．
而
ハ
山
笠
難
仕
立
」
と
あ
る
［
原
田
編
一
九
七
八
（
一
七
六
〇
ご
ろ
）

　
二
六

八
～
二
六
九
］
。
ま
た
、
②
で
詳
述
す
る
が
、
行
町
は
天
保
九
（
一
八
三
八
）

年
に
、
今
後
の
山
笠
当
番
の
さ
い
の
山
笠
仕
立
銀
を
総
額
で
七
貫
三
〇
〇
目
と
見
積

も
っ
て
お
り
、
そ
の
う
ち
御
渡
り
銭
の
分
に
つ
い
て
は
ひ
と
ま
ず
八
〇
〇
目
と
予
想

し
て
い
る
。
仕
立
銀
総
額
の
わ
ず
か
ニ
パ
ー
セ
ン
ト
で
あ
る
。
そ
し
て
残
り
の
六

貫
五
〇

〇

目
は
全
て
町
内
で
集
め
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
。

　
さ
ら
に
も
ち
ろ
ん
、
祇
園
山
笠
の
費
目
は
山
笠
仕
立
銀
と
能
料
銀
だ
け
で
は
な
い
。

そ
の
た
め
山
笠
当
番
町
ま
た
は
能
当
番
町
で
は
、
御
渡
り
銭
支
給
開
始
後
も
町
内
で

山
笠
ま
た
は
能
の
当
番
費
用
を
工
面
し
続
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。

四
節
　
山
笠
当
番
費
用
の
増
加
過
程

（
一
）　
山
飾
り
の
奢
移
化

　
宝
永
六
（
一
七
〇
九
）
年
に
成
っ
た
『
筑
前
国
続
風
土
記
』
で
は
、
山
笠
に
つ
い

て

「京
都
の
祇
園
に
く
ら
ぶ
る
に
、
其
制
甚
大
也
。
殊
に
京
都
に
か
は
り
、
毎
年
異

な
る
も
や
う
を
作
り
か
へ
て
、
其
制
定
ら
ず
。
此
事
今
に
至
り
て
絶
ず
」
と
記
し
て

い

る
［
貝
原
一
九
八
〇
（
一
七
〇
九
）
　
八
五
］
。
京
都
の
祇
園
会
で
は
室
町
時
代

の
後
半
ま
で
に
は
町
ご
と
に
出
さ
れ
る
山
ま
た
は
鉾
の
趣
向
が
固
定
し
て
し
ま
っ
た

わ
け
だ
が
［
守
屋
一
九
八
五
　
四
一
九
］
、
博
多
の
祇
園
会
で
は
山
飾
り
が
い
ま
だ

に
毎
年
作
り
替
え
ら
れ
て
い
る
と
著
者
は
述
べ
、
こ
れ
を
こ
の
祭
礼
の
特
徴
の
一
つ

と
み
な
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
山
飾
り
は
藩
政
期
を
通
じ
て
基
本
的
に
は
年
々
豪
華
に
な
っ
て
い
っ
た
。
こ
れ
が

観
光
客
の
目
を
意
識
し
た
結
果
で
あ
っ
た
と
い
う
の
は
間
違
い
な
い
と
こ
ろ
で
あ
ろ

う
が
、
同
時
に
、
他
流
や
他
町
へ
の
対
抗
心
の
な
せ
る
業
で
も
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ

る
。
つ
ま
り
、
他
流
の
山
飾
り
や
自
流
の
以
前
の
当
番
町
が
作
っ
た
山
飾
り
に
見
劣

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
0
）

り
す
る
も
の
は
作
れ
な
い
と
い
う
心
意
が
各
町
に
あ
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
1
）

　
福
岡
市
博
物
館
蔵
の
「
山
笠
巡
行
図
屏
風
」
は
、
お
そ
ら
く
延
宝
二
（
一
六
七
四
）

年
の
祇
園
山
笠
の
一
連
の
情
景
を
描
い
た
も
の
で
あ
る
。
描
か
れ
た
人
物
と
家
屋
と

の

対
比
か

ら
、
こ
の
当
時
の
山
笠
の
高
さ
が
す
で
に
一
〇
メ
ー
ト
ル
を
超
え
て
い
た

こ
と
が
わ
か
る
が
、
し
か
し
山
飾
り
は
ま
だ
き
わ
め
て
単
純
で
あ
る
。

　
頂
部

に
多
く
の
幟
旗
を
挿
し
た
山
笠
と
、
頂
部
に
一
本
の
雄
松
を
立
て
た
山
笠
と
、

二
系
統
の
飾
り
方
が
あ
っ
た
ら
し
い
が
［
田
坂
一
九
九
四
　
四
三
］
、
そ
れ
ら
と
数

　
　
　
　
　
ほ
　
　
ろ

体
の
人
形

と
母
衣
と
武
具
が
、
飾
り
の
ほ
と
ん
ど
全
て
で
あ
る
。
山
笠
の
組
み
立
て

作
業
を
描
い
た
場
面
に
は
四
本
脚
の
山
台
と
そ
の
上
に
載
せ
る
高
い
柱
が
剥
き
出
し

の

ま
ま
み
え
る
。
一
方
、
飾
り
付
け
完
了
後
の
山
笠
を
み
る
と
、
人
工
物
ま
た
は
自

然
物
の
模
型
な
ど
は
こ
の
こ
ろ
に
は
ま
だ
な
か
っ
た
ら
し
く
、
柱
を
覆
う
極
彩
色
の

布
が
ほ
ぼ
全
面
に
わ
た
っ
て
露
出
し
て
い
る
。
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宝
永
二
（
一
七
〇
五
）
年
に
成
っ
た
『
筑
陽
記
』
に
よ
る
と
、
こ
の
こ
ろ
ま
で
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
2
）

山
飾
り
は
も
う
少
し
発
展
し
て
お
り
「
山
笠
と
云
ハ
凡
高
さ
六
、
七
間
は
か
り
、
小

山
の
状
ち
高
低
の
嶺
を
造
り
、
彩
絹
を
以
て
裏
之
、
名
将
勇
士
の
合
戦
或
は
和
漢
希

有
の
物
語
の
品
・
人
馬
を
作
」
っ
て
い
た
と
い
う
［
安
見
一
九
六
四
（
一
七
〇
五
）

　
二
五
～
二
六
。
読
点
と
並
列
点
を
補
っ
た
］
。

　
と
こ
ろ
が
こ
の
発
展
は
享
保
一
七
（
一
七
三
二
）
年
の
大
飢
饅
に
よ
っ
て
一
時
的

に
頓
挫
す
る
。
『
山
笠
歳
代
記
（
写
本
）
』
の
享
保
一
八
（
一
七
三
三
）
年
条
に
「
去

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
3
）

子
ノ
秋
大
変
に
よ
つ
て
今
年
之
山
は
悉
細
し
」
と
あ
る
。
こ
れ
は
柱
を
取
り
払
っ
た

か
、
ま
た
は
著
し
く
低
め
た
と
い
う
意
味
だ
と
思
わ
れ
る
。
お
も
に
柱
に
取
り
付
け

ら
れ
る
金
の
か
か
る
山
飾
り
を
減
ら
そ
う
と
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
傾
向
は
し
ば

ら
く
続
い
た
ら
し
く
、
寛
保
二
（
一
七
四
二
）
年
に
支
給
が
開
始
さ
れ
た
祇
園
山
笠

用
の
御
渡
り
銭
の
内
訳
が
能
料
銀
の
他
は
山
笠
仕
立
銀
で
あ
っ
た
の
は
、
藩
が
山
飾

り
の
復
興
を
企
図
し
た
か
ら
だ
と
考
え
ら
れ
る
。

　
先
に
、
不
況
や
不
作
の
年
が
二
、
三
年
続
い
た
と
し
て
も
、
そ
れ
な
り
の
山
笠
当

番
費
用
は
集
め
ら
れ
る
と
述
べ
た
。
原
則
的
に
は
そ
の
と
お
り
な
の
だ
が
、
享
保
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
4
）

飢
饅
の

被
害
は
あ
ま
り
に
も
甚
大
だ
っ
た
た
め
、
こ
の
あ
と
し
ば
ら
く
費
用
が
な
か

な
か
集
ま
ら
な
か
っ
た
ら
し
く
、
粗
末
な
山
飾
り
が
続
い
た
。

　
宝
暦
一
二
（
一
七
六
二
）
年
に
至
っ
て
よ
う
や
く
「
山
笠
地
上
十
六
尺
以
上
、
表

裏

に
二
個
以
上
の
人
形
あ
る
も
の
あ
り
」
［
博
多
山
笠
行
事
記
録
作
成
委
員
会
編

］
九
七

五
　
四
六
］
、
と
い
う
程
度
に
ま
で
山
飾
り
は
回
復
し
た
。

　
そ
の
後
、
天
明
期
（
一
七
八
一
～
一
七
入
八
）
ま
で
に
は
享
保
の
飢
謹
以
前
の
山

笠
・
山
飾
り
を
凌
ぐ
よ
う
に
な
っ
て
い
た
。
こ
の
こ
ろ
か
ら
山
笠
の
絵
画
史
料
は
豊

富
に
な
る
が
［
同
書
口
絵
］
、
こ
れ
を
み
る
と
高
さ
も
六
、
七
間
は
確
実
に
あ
り
、

人

馬
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
城
館
、
橋
、
船
、
岩
浪
、
山
川
と
い
っ
た
人
工
物
・
自

然
物
の
模
型
も
こ
の
こ
ろ
に
は
盛
ん
に
作
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
柱
を
覆
う

布
は
ほ
と
ん
ど
み
え
な
い
が
、
こ
れ
は
、
豪
奢
な
人
形
や
多
く
の
模
型
が
ほ
と
ん
ど

隙
間
な
く
布
こ
し
に
柱
に
取
り
付
け
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。

　
以

後
、
明
治
五
（
一
八
七
二
）
年
に
至
る
ま
で
、
高
さ
も
山
飾
り
も
さ
ら
に
発
展

し
て
い
っ
た
［
同
書
同
箇
所
。
山
崎
編
一
九
一
〇
　
三
＝
。

（
二
）
加
勢
人
の
雇
用
の
開
始
と
拡
大

　
六

月
一
五
日
早
朝
、
櫛
田
神
社
へ
の
奉
納
（
「
櫛
田
入
り
」
と
い
う
）
に
先
立
ち

同
社
近
く
の
ス
タ
ー
ト
地
点
（
「
山
留
め
」
と
い
う
）
の
手
前
に
山
笠
を
番
付
ど
お

り
に
並
べ
置
く
「
山
揃
え
」
に
つ
い
て
、
寛
保
三
（
一
七
四
三
）
年
の
記
録
に
「
拾

七
、
八
年
以
前
よ
り
」
こ
れ
が
乱
れ
て
き
た
と
あ
る
。
享
保
一
〇
（
一
七
二
五
）
年

ご

ろ
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
後
の
櫛
田
入
り
で
は
、
先
行
の
山
笠
が
完
全
に
同

社
境
内
を
出
な
い
う
ち
に
後
続
の
山
笠
が
こ
れ
に
入
ろ
う
と
し
、
出
入
口
で
揉
み

合
っ
て
死
傷
者
も
出
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
の
た
め
寛
保
三
（
一
七
四
三
）
年
閏
四

月
、
町
奉
行
は
山
揃
え
の
位
置
を
厳
守
す
る
よ
う
六
山
笠
当
番
町
に
申
し
渡
し
た
。

さ
ら
に
五
月
に
は
、
山
揃
え
と
櫛
田
入
り
に
か
ん
す
る
細
か
い
仕
組
書
を
定
め
、
当

番
町
の
年
寄
と
組
頭
に
示
し
た
［
原
田
編
一
九
七
六
（
一
七
六
〇
ご
ろ
）
　
二
二
〇
、

二
三
一
～
二
三
二
］
。

　

こ
の
こ
ろ
か
ら
徐
々
に
、
一
五
日
の
山
昇
き
は
後
続
の
山
笠
が
先
行
の
山
笠
に
追

い

つ
き
追
い
越
そ
う
と
す
る
タ
イ
ム
レ
ー
ス
的
な
も
の
に
な
っ
て
い
っ
た
。
宝
暦
六

（
一
七
五
六
）
年
に
は
こ
れ
が
す
で
に
慣
例
化
し
て
い
た
こ
と
が
、
「
祇
園
会
山
笠
廻

方
之
儀
、
先
山
を
追
掛
ケ
候
儀
毎
度
有
之
、
弐
拾
ヶ
年
以
来
ハ
就
中
追
掛
ケ
申
儀
斗

有
之
」
と
い
う
文
言
か
ら
確
認
で
き
る
［
原
田
編
一
九
七
八
（
一
七
六
〇
ご
ろ
）

二
八

二
］
。
こ
れ
は
や
が
て
「
追
い
山
」
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
る
が
、
追
い
山
は

他
の
流
へ
の
対
抗
心
が
高
じ
た
結
果
、
生
じ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

　

こ
こ
で
重
要
な
の
は
、
追
い
山
が
確
立
さ
れ
る
に
つ
れ
て
、
重
い
山
笠
を
昇
き
進

め

る
さ
い
の
速
さ
を
保
つ
た
め
に
、
次
々
と
交
替
す
る
大
量
の
昇
き
手
と
後
押
し
が

必
要
に
な
っ
て
い
き
、
流
の
人
間
だ
け
で
は
数
が
足
り
な
く
な
っ
た
こ
と
で
あ
る
。

享
保
の
飢
饅
に
よ
る
博
多
の
人
口
の
減
少
で
、
こ
れ
は
さ
ら
に
足
り
な
く
な
っ
た
。

　

近
年
、
周
辺
郡
部
の
農
民
が
山
昇
き
に
来
て
い
た
が
、
こ
れ
は
郡
奉
行
に
禁
止
さ
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れ
て

し
ま
っ
た
。
そ
こ
で
昇
き
手
不
足
に
な
っ
た
た
め
、
延
享
元
（
一
七
四
四
）
年

春

に
山
笠
当
番
諸
町
の
依
頼
を
受
け
た
町
奉
行
が
郡
奉
行
に
掛
け
合
い
、
相
対
で
加

勢

に
雇
う
許
可
を
得
た
。
し
か
し
い
っ
た
ん
禁
令
を
出
し
た
手
前
も
あ
っ
て
か
、
解

禁
の
御
触
が
公
に
は
出
さ
れ
な
か
っ
た
た
め
、
農
民
は
不
審
に
思
っ
て
加
勢
に
来
な

か
っ

た
。
よ
っ
て
城
下
近
辺
四
郡
の
郡
代
衆
を
通
じ
て
大
庄
屋
へ
こ
の
旨
を
通
知
し

て

も
ら
い
、
よ
う
や
く
農
民
を
雇
え
る
よ
う
に
し
た
、
と
い
う
話
が
延
享
四
（
一
七

四

七
）
年
五
月
の
記
録
に
み
え
る
［
原
田
編
一
九
七
六
（
一
七
六
〇
ご
ろ
）
　
四
四

〇
～
四
四
一
］
。

　
不
景
気
だ
っ
た
宝
暦
六
（
一
七
五
六
）
年
の
二
月
か
ら
三
月
に
か
け
て
は
、
物
価

高
騰
の
お
り
、
在
郷
か
ら
来
る
加
勢
人
に
支
払
う
雑
用
銀
も
増
加
し
た
た
め
、
今
後

は

加
勢
は
受
け
ず
に
流
の
人
間
だ
け
で
山
昇
き
を
す
る
こ
と
に
六
山
笠
当
番
町
は
合

意
し
た
［
原
田
編
一
九
七
八
（
一
七
六
〇
ご
ろ
）
　
二
六
六
、
二
六
八
～
二
六
九
］
。

　

し
か
し
こ
の
合
意
は
す
ぐ
に
破
ら
れ
た
よ
う
で
、
加
勢
の
雇
用
は
さ
ら
に
盛
ん
に

な
っ
て
い
っ
た
。
こ
の
合
意
の
九
年
後
に
成
っ
た
『
石
城
志
』
に
は
、
「
近
郡
よ
り

集
る
山
昇
の
人
夫
井
津
中
の
者
、
数
千
人
」
が
追
い
山
に
参
加
し
て
い
た
と
あ
る
こ

と
か
ら
［
津
田
一
九
七
七
（
一
七
六
五
）
巻
之
六
］
、
そ
れ
が
確
認
で
き
る
。
周

辺
郡
部
か

ら
雇
用
す
る
加
勢
人
が
、
追
い
山
に
不
可
欠
の
存
在
に
な
っ
て
い
た
こ
と

が
窺
え
る
。

　
幕
末
・
明
治
初
期
の
山
笠
当
番
町
で
は
、
博
多
周
辺
村
落
の
う
ち
、
あ
る
大
村
を

親
村

に
見
立
て
て
二
〇
〇
人
や
三
〇
〇
人
と
加
勢
人
の
雇
用
を
依
頼
し
、
親
村
で
は

近

隣
の
諸
村
落
と
人
員
調
整
を
お
こ
な
い
依
頼
さ
れ
た
人
数
を
集
め
た
。
こ
の
加
勢

人

は
六
月
一
五
日
の
櫛
田
入
り
と
追
い
山
に
参
加
し
、
当
番
町
は
彼
ら
に
酒
食
な
ど

を
提
供
し
た
。
さ
ら
に
当
番
町
で
は
、
他
の
山
笠
当
番
町
や
そ
の
年
に
山
笠
を
出
さ

な
い
能
奉
納
担
当
流
の
諸
町
や
祇
園
山
笠
に
正
式
参
加
で
き
な
い
厨
子
町
流
・
岡

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
5
）

流
・
浜
流
の
諸
町
か
ら
も
加
勢
人
を
雇
う
こ
と
が
あ
っ
た
［
山
崎
編
一
九
一
〇

三

六
］
。
加
勢
人
の
雇
用
が
ま
す
ま
す
拡
大
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

五
節
　
山
笠
当
番
費
用
の
圧
迫
と
町
間
の
経
済
格
差

　

山
笠
当
番
費
用
の
増
加
の
推
移
は
、
そ
の
正
確
な
金
額
を
記
し
た
史
料
が
ほ
と
ん

ど
残
っ
て
い
な
い
の
で
、
詳
し
く
は
わ
か
ら
な
い
。
し
か
し
四
節
で
み
て
き
た
事
柄

か

ら
、
お
お
よ
そ
の
と
こ
ろ
、
藩
政
期
を
通
じ
て
こ
の
費
用
が
基
本
的
に
は
増
加
し

続
け
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
な
増
加
を
可
能
な
ら
し
め
た
の
は
、
も
ち
ろ
ん
当
番
費
用
の
貯
蓄
年
数

が
長
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
費
用
は
一
括
払
い
で
は
な
く
、
月
切
り
や
日
切
り
と

い
っ

た
仕
法
で
町
内
の
各
負
担
者
か
ら
徴
収
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
ら
、
総
費

用
を
増
や
し
て
も
、
一
回
当
た
り
の
徴
収
額
は
そ
れ
ほ
ど
増
え
な
か
っ
た
は
ず
で
あ

る
。
当
番
町
制
度
の
利
点
と
い
え
よ
う
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
も
と
よ
り
無
制
限
の
増
額
が
可
能
だ
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
あ

る
範
囲
を
超
え
れ
ば
増
額
を
続
け
る
こ
と
は
困
難
に
な
っ
て
い
く
。
豊
か
で
な
い
町

に
と
っ
て
は
、
山
笠
当
番
費
用
の
増
加
に
た
い
す
る
限
界
は
い
ず
れ
訪
れ
る
こ
と
に

な
る
。

　
②
で
詳
し
く
検
討
す
る
行
町
の
「
宝
永
録
」
と
い
う
記
録
に
お
い
て
、
著
者
は
天

保
九

（
一
八
三

八
）
年
九
月
に
こ
う
記
し
て
い
る
。
山
笠
当
番
と
児
子
当
番
に
か
ん

し
て
は
「
出
財
有
之
儀
二
付
、
時
節
柄
二
よ
り
候
要
間
二
者
困
窮
之
輩
モ
有
之
候
間
、

何
卒
仕
組
相
建
テ
一
統
心
易
く
諸
当
番
相
調
度
」
。
両
当
番
の
費
用
の
負
担
が
大
き

い

た
め
、
安
定
し
た
新
し
い
徴
収
法
を
設
定
す
る
必
要
性
が
説
か
れ
て
い
る
の
で
あ

る
。　

天

保
一
一
（
一
八
四
〇
）
年
六
月
に
は
、
博
多
年
行
司
が
こ
の
年
の
六
山
笠
当
番

町
の
年
寄
た
ち
に
次
の
通
達
を
出
し
た
。
こ
の
通
達
か
ら
、
ひ
と
り
行
町
に
か
ぎ
ら

ず
、
山
笠
当
番
費
用
を
工
面
す
る
の
に
苦
し
ん
で
い
た
町
や
負
担
者
が
少
な
く
な

か
っ

た
こ
と
が
確
認
で
き
る
。

（引
用
者
註
－
山
飾
り
を
）
近
年
頻
り
二
美
々
敷
取
持
入
財
茂
相
増
候
由
二
有

55



国立歴史民俗博物館研究報告

　第121集2005年3月

之
、
間
二
者
切
立
銭
も
集
り
兼
候
町
も
有
之
難
渋
之
者
も
不
少
相
聞
候
、
已
来

質
素
を
宗
と
い
た
し
可
申
候
、
神
祭
之
事
二
候
条
、
清
浄
潔
白
を
専
一
二
相
心

得
、
無
用
之
飾
を
取
止
可
申
候
［
博
多
山
笠
行
事
記
録
作
成
委
員
会
編
一
九

七

五

七
〇
］

　
天
保

＝
二
（
一
八
四
二
）
年
一
〇
月
に
な
る
と
、
中
央
で
進
め
ら
れ
て
い
た
天
保

の
改
革
の
影
響
も
あ
っ
て
、
町
奉
行
が
祇
園
山
笠
に
か
ん
し
て
い
く
つ
か
の
倹
約
を

指
示
し
た
。
こ
れ
は
詳
細
な
も
の
で
、
そ
の
う
ち
お
も
な
も
の
は
以
下
の
と
お
り
で

あ
る
。
山
飾
り
の
人
形
の
衣
装
に
現
在
で
は
今
織
錦
を
用
い
て
い
る
が
、
古
来
の
と

お
り
木
綿
を
用
い
る
こ
と
。
人
形
の
数
は
二
つ
ま
で
と
す
る
こ
と
。
手
の
込
ん
だ
館

は
作
ら
ず
岩
浪
な
ど
も
減
ら
し
て
、
代
わ
り
に
野
吹
幡
を
挿
す
こ
と
。
山
笠
の
高
さ

は
三
丈
五
尺
ま
で
と
す
る
こ
と
。
山
昇
き
参
加
者
の
手
拭
い
と
揮
に
毛
織
物
の
類
を

用
い
な
い
こ
と
。
山
笠
当
番
町
よ
り
加
勢
人
を
雇
わ
な
い
こ
と
、
た
だ
し
報
酬
な
し

で
加
勢
に
来
る
の
は
勝
手
次
第
と
す
る
こ
と
［
同
書
同
頁
］
。

　

し
か
し
こ
れ
が
長
く
は
守
ら
れ
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
、
四
節
の
（
一
）
と

三
）
そ
れ
ぞ
れ
の
末
尾
で
記
し
た
こ
と
か
ら
明
ら
か
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
一
部
の

か

な
り
富
裕
な
町
に
と
っ
て
は
倹
約
の
必
要
性
そ
の
も
の
が
さ
ほ
ど
大
き
く
は
な

か
っ

た
で
あ
ろ
う
し
、
ま
た
、
他
流
や
他
町
へ
の
対
抗
心
や
面
子
の
せ
い
で
、
貧
し

い

町
に
と
っ
て
も
山
笠
仕
立
銀
や
加
勢
人
雇
用
費
を
減
ら
す
こ
と
は
難
し
か
っ
た
で

あ
ろ
う
。

　

し
た
が
っ
て
、
町
に
よ
っ
て
は
山
笠
当
番
費
用
の
捻
出
に
さ
ま
ざ
ま
な
工
夫
を
凝

ら
す
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
の
具
体
例
は
次
章
以
下
で
み
て
い
く
と
し
て
、
こ
こ
で
は

幕
末
・
明
治
初
期
の
博
多
諸
町
の
経
済
的
な
格
差
を
各
町
の
納
め
る
運
上
銀
の
額
か

ら
考
え
て
み
る
。
運
上
銀
と
は
営
業
税
の
こ
と
で
、
福
岡
藩
で
は
町
方
（
福
岡
と
博

多
）
に
た
い
す
る
運
上
銀
の
賦
課
・
徴
収
制
度
が
元
文
五
（
一
七
四
〇
）
年
閏
七
月

に
完
成
を
み
た
。

　

こ
れ
に
よ
り
、
毎
年
四
月
（
春
）
と
一
〇
月
（
秋
）
に
町
ご
と
に
、
店
舗
を
構
え

て

い

る
各
営
業
者
か
ら
規
定
の
運
上
銀
を
集
め
、
町
奉
行
所
に
納
め
る
こ
と
に
な
っ

た
。
こ
れ
は
従
来
の
業
種
別
・
取
扱
商
品
別
（
以
下
、
営
業
内
容
と
い
う
）
の
課
税

に
加
え
、
新
た
に
各
営
業
者
の
営
業
規
模
に
よ
っ
て
も
税
額
に
差
を
設
け
る
と
い
う

点
に
特
徴
が
あ
っ
た
。
営
業
規
模
は
三
段
ま
た
は
二
段
に
分
け
ら
れ
た
が
、
ま
れ
に

段
区
分
の
な
い
営
業
内
容
も
あ
っ
た
。
段
分
け
は
、
福
岡
・
博
多
そ
れ
ぞ
れ
の
年
行

司
と
御
用
聞
町
人
と
呼
ば
れ
る
有
力
商
人
が
立
ち
会
っ
て
こ
れ
を
決
め
る
こ
と
に

な
っ
た
［
原
田
編
一
九
七
六
（
一
七
六
〇
ご
ろ
）
　
九
〇
～
一
〇
六
］
。

　

こ
れ
は
、
利
益
の
大
き
い
と
考
え
ら
れ
る
営
業
内
容
お
よ
び
営
業
規
模
の
大
き
い

営
業
者
に
た
い
し
て
、
よ
り
多
額
の
運
上
銀
を
課
せ
る
緻
密
な
仕
組
で
あ
っ
た
と
い

え
る
。

　
各
営
業
者
の
営
業
状
態
の
変
化
に
お
う
じ
て
、
賦
課
額
は
し
ば
し
ば
個
別
に
変
更

さ
れ
た
。
慶
応
元
（
一
八
六
五
）
年
の
冬
に
は
、
個
別
に
で
は
な
く
博
多
全
町
で
賦

課
額
の
大

き
な
改
定
が
実
施
さ
れ
、
一
〇
流
そ
れ
ぞ
れ
で
「
店
運
上
帳
」
と
い
う
税

金
台
帳
が
作
成
さ
れ
た
。
こ
の
台
帳
は
慶
応
二
（
一
八
六
六
）
年
春
期
分
か
ら
明
治

四

（
一
入
七
一
）
年
秋
期
分
ま
で
利
用
さ
れ
た
。

　
各
流
の
「
店
運
上
帳
」
の
本
文
は
次
の
よ
う
に
構
成
さ
れ
て
い
る
。
町
ご
と
に
、

ま
ず
慶
応
元
（
一
入
六
五
）
年
冬
改
の
各
営
業
者
の
名
（
姓
は
な
い
）
、
そ
の
営
業

内
容
と
そ
れ
に
た
い
す
る
賦
課
額
が
記
さ
れ
、
そ
の
あ
と
に
各
賦
課
額
の
合
計
が

「合
銀
」
（
以
下
、
小
計
と
い
う
）
と
し
て
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
ま
で
を
欄
内
記
載

事
項
と
す
る
と
、
そ
れ
か
ら
さ
ら
に
欄
外
記
載
事
項
が
続
く
。
こ
れ
は
欄
内
の
＝

般
的
な
」
運
上
銀
に
た
い
し
て
、
「
特
別
な
」
運
上
銀
に
か
ん
す
る
事
項
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
酒
造
・
酒
造
繋
、
薬
種
、
唐
物
問
屋
、
博
多
織
、
髪
結
が
特
別
な
営
業
内

容
と
さ
れ
、
各
営
業
内
容
と
と
も
に
そ
の
営
業
者
の
名
と
賦
課
額
が
別
立
て
で
記
さ

れ
て

い
る
の
で
あ
る
。

　

そ
の
後
、
各
徴
収
期
に
欄
内
・
欄
外
記
載
事
項
に
変
更
が
あ
っ
た
場
合
は
、
抹
消

線
ま
た
は
書
き
込
み
や
貼
紙
に
よ
っ
て
そ
の
変
更
の
内
容
が
示
さ
れ
て
い
る
。
小
計

の
変
更

に
つ
い
て
は
必
ず
貼
紙
で
示
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
し
こ
れ
ら
の
加
筆
に
は
変
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〔
2
6
）

更
の
時
期
が
記
さ
れ
て
い
る
も
の
と
い
な
い
も
の
と
が
あ
り
、
注
意
を
要
す
る
。

　

さ
ら
に
い
く
つ
か
説
明
し
て
お
く
。
名
の
上
に
職
業
ま
た
は
屋
号
が
記
さ
れ
て
い

る
者
も
い
る
。
ま
た
多
角
経
営
を
し
て
い
る
た
め
に
複
数
の
営
業
内
容
が
記
さ
れ
、

そ
れ
ぞ
れ
に
賦
課
額
が
記
さ
れ
て
い
る
者
も
い
る
。
ま
た
名
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
だ

け
で
営
業
内
容
も
賦
課
額
も
記
さ
れ
て
い
な
い
者
も
い
る
が
、
三
上
禮
次
の
い
う
よ

う
に
、
こ
れ
は
貧
困
で
無
税
と
さ
れ
た
者
で
あ
ろ
う
［
三
上
　
一
九
八
四
七
九
］
。

　

貧
困
者
は
将
来
的
に
繁
昌
し
て
運
上
銀
を
賦
課
さ
れ
る
可
能
性
が
あ
っ
た
の
で
名

前
の
み
は
記
さ
れ
た
の
だ
と
思
わ
れ
る
が
、
こ
の
ほ
か
に
さ
ま
ざ
ま
な
理
由
で
元
文

五

（
一
七
四

〇
）
年
閏
七
月
以
来
、
運
上
銀
を
免
除
さ
れ
て
い
た
武
具
製
造
職
人
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
や
　
ね
　
や

建
築
関
係
職
人
（
大
工
・
大
鋸
木
挽
・
家
上
屋
）
、
特
産
品
製
造
職
人
（
鷹
取
焼
・

木
実
蝋
売
座
）
、
お
よ
び
両
替
屋
は
［
原
田
編
一
九
七
六
（
一
七
六
〇
ご
ろ
）
　
一

〇

三
］
、
「
店
運
上
帳
」
に
は
名
前
す
ら
記
さ
れ
て
い
な
い
。

　
そ

の
た

め
各
町
の
経
済
力
が
細
部
ま
で
正
確
に
把
握
で
き
る
わ
け
で
は
な
い
が
、

そ
れ
で
も
貧
富
の
お
お
よ
そ
の
傾
向
は
こ
の
記
録
か
ら
読
み
取
れ
る
。
大
雑
把
に
い

え
ば
、
賦
課
額
の
大
き
い
町
ほ
ど
経
済
的
に
豊
か
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
7
）

　

こ
こ
で
は
本
文
の
、
す
な
わ
ち
慶
応
元
（
一
八
六
五
）
年
冬
改
の
博
多
九
八
町
そ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
8
）

れ
そ
れ
の
運
上
銀
の
総
計
を
表
1
に
示
す
。
こ
こ
で
い
う
総
計
と
は
、
小
計
額
に
特

別
運
上
銀
の
額
も
加
え
た
町
内
の
賦
課
額
の
全
部
の
こ
と
で
あ
る
。
特
別
運
上
銀
の

課
せ
ら
れ
て
い
な
い
町
の
場
合
は
、
小
計
額
が
そ
の
ま
ま
総
計
額
に
な
る
。

　

こ
れ
を
み
る
と
、
鰯
町
下
（
組
町
下
と
も
書
く
）
の
賦
課
額
一
万
二
三
四
六
匁
が

最
高
額
、
金
屋
町
下
の
一
二
匁
が
最
低
額
と
な
っ
て
い
る
。
そ
し
て
一
〇
〇
一
匁
以

上
の

町
は
二
六
、
一
〇
〇
匁
以
下
の
町
は
二
五
を
数
え
る
。
残
り
の
四
七
町
の
賦
課

額
は
一
〇
一
匁
か
ら
一
〇
〇
〇
匁
の
範
囲
に
散
ら
ば
っ
て
い
る
。
町
間
に
大
き
な
経

済
格
差
が
あ
っ
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
。

　
表

1
か
ら
、
祇
園
山
笠
に
も
松
離
子
に
も
正
式
参
加
で
き
な
い
三
流
（
厨
子
町

流
・
岡
流
・
浜
流
）
の
全
町
と
魚
町
流
の
中
島
町
を
除
い
た
七
三
町
の
運
上
銀
の
総

計
を
表
2
に
示
す
。

　
次

に
、
土
居
町
流
の
分
を
高
額
の
町
か
ら
順
に
掲
げ
る
。
丸
括
弧
内
の
記
述
は
、

前
が
九
八
町
内
の
順
位
、
後
が
七
三
町
内
の
順
位
で
あ
る
。

土
居
町
上

川
口
町

新
川
端
町
上

浜
小
路
町

土
居
町
下

行
町

西
方
寺
前
町

土
居
町
中

大
乗
寺
前
町

片
土
居
町

五
一
〇
六
匁

一
二
七
四

匁
六
分

一
二
三
〇

匁
六
分

一
一
三
四
匁

一
〇

八
五
匁

九

四
八
匁
六
分

　
五
一
四
匁

　
四
二
四
匁

　
二
三
一
匁

　
一
〇
九
匁
六
分

　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　
七六五五二二ニー一
二六六二九三一七五三位　　位　　位　　位　　位　　位　　位　　位　　位　　位

、　　、　　、　　、　　、　　、　　、　　、　　、　　、

　
三
位
）

一
四
位
）

一
六
位
）

二
〇
位
）

二
二
位
）

二
七
位
）

四

二
位
）

四

六
位
）

五
四
位
）

五
七
位
）

　
同
じ
流
内
に
お
い
て
も
町
間
に
か
な
り
貧
富
の
差
が
あ
っ
た
こ
と
は
一
目
瞭
然
で

あ
る
。
最
上
層
の
土
居
町
上
は
山
笠
当
番
を
勤
め
る
さ
い
に
金
銭
面
で
は
さ
ほ
ど
苦

労
は
し
な
か
っ
た
だ
ろ
う
が
、
片
土
居
町
は
苦
労
し
た
と
思
わ
れ
る
。

②
行
町
に
お
け
る
山
笠
当
番
費
用
徴
収
法
の
追
加
・
変
更

一
節
　
「
行
町
絵
図
」
の
分
析

（
一
）　
「
行
町
絵
図
」
の
概
略
と
、
角
屋
敷
に
お
け
る
屋
敷
割
の
逆
転

　
櫛

田
神
社
に
は
、
江
戸
後
期
の
博
多
の
個
別
町
を
描
い
た
絵
図
が
五
〇
点
保
管
さ

　
　
（
2
9
）

れ
て

い

る
。
そ
の
ほ
と
ん
ど
は
、
多
少
と
も
「
宅
地
券
帳
」
の
記
載
事
項
に
も
と
つ

い
て

描
か
れ
て

い

る
。
そ
し
て
定
切
銭
と
運
上
銀
そ
れ
ぞ
れ
の
負
担
者
も
読
み
取
れ

る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
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「
宅
地
券
帳
」
と
は
今
日
の
土
地
台
帳
の
こ
と
で
、
屋
敷
の
所
在
地
、
表
口
と
入

（
1
1
奥
行
き
）
の
間
数
、
屋
敷
内
の
出
入
り
（
表
屋
敷
と
裏
屋
敷
の
分
割
所
持
状
況

や
地
尻
の

凹
凸
）
、
地
主
の
姓
名
な
ど
が
記
さ
れ
て
い
た
。
博
多
各
町
に
は
そ
の
町

の

「宅
地
券
帳
」
が
保
管
さ
れ
て
お
り
、
町
役
所
（
町
奉
行
所
）
と
年
行
司
役
場
に

は
そ
れ
ぞ
れ
博
多
全
町
の
「
宅
地
券
帳
」
が
流
ご
と
に
ま
と
め
て
保
管
さ
れ
て
い
た

［山
崎
編
一
九
七
三
（
一
八
九
〇
）
　
下
巻
一
一
二
～
一
一
五
］
。

　
五
〇

点
の
絵
図
の
う
ち
四
〇
点
に
は
作
成
年
代
が
記
さ
れ
て
い
な
い
が
、
一
〇
点

　
　
　
　
　
　
（
3
0
）

に
は
記
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
う
ち
最
古
の
も
の
は
、
と
も
に
「
文
政
六
年
未
三
月
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
1
）

と
記
さ
れ
た
「
市
小
路
町
浜
図
」
と
「
博
多
竪
町
浜
絵
図
」
で
あ
る
。
作
成
年
代
不

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
2
）

詳
の
四
〇
点
の
う
ち
、
三
七
点
は
こ
の
二
点
と
同
一
の
形
式
で
描
か
れ
て
お
り
、
同

じ
こ
ろ
に
作
成
さ
れ
た
可
能
性
が
高
い
。

　
さ
ら
に
、
こ
れ
ら
の
同
一
形
式
の
計
三
九
点
の
絵
図
の
う
ち
、
三
七
点
に
は
そ
の

町
の
年
寄
の
名
が
記
さ
れ
て
い
る
。
一
方
、
文
政
八
（
一
八
二
五
）
年
に
お
こ
な
わ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
3
）

れ

た
櫛
田
神
社
の
改
修
記
録
で
あ
る
「
御
宮
御
普
請
日
記
」
に
は
、
博
多
の
多
数
の

町
の
年
寄
の
名
が
記
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
う
ち
一
九
人
の
年
寄
が
絵
図
の
年
寄
と

一
致
す
る
。
絵
図
の
伝
わ
っ
た
町
と
「
御
宮
御
普
請
日
記
」
に
記
さ
れ
た
町
と
で
は

重
複

し
て
い
な
い
も
の
も
多
い
の
で
、
こ
れ
は
か
な
り
高
い
一
致
率
と
い
え
る
。
以

上
か

ら
、
こ
の
形
式
の
絵
図
は
全
て
文
政
六
（
一
八
二
三
）
年
三
月
ご
ろ
の
作
成
と

考
え
て
よ
い
。

　
絵
図
に
よ
っ
て
は
わ
ず
か
に
異
な
る
点
を
持
つ
も
の
も
あ
る
が
、
そ
の
形
式
と
は

以
下
の

と
お
り
で
あ
る
。
一
間
は
六
尺
五
寸
の
京
間
で
、
縮
尺
に
は
意
を
払
わ
れ
て

お

ら
ず
、
絵
図
ご
と
に
全
て
の
屋
敷
が
ほ
ぼ
同
じ
大
き
さ
の
長
方
形
で
描
か
れ
て
い

る
。
屋
敷
ご
と
に
、
右
側
に
表
口
と
入
の
間
数
が
書
か
れ
、
中
央
に
は
大
抵
は
屋
号

ま
た
は
職
業
を
冠
し
た
う
え
で
居
住
者
の
名
が
あ
り
（
士
分
を
除
き
、
姓
の
記
入
は

な
い
）
、
左
側
に
は
「
券
帳
前
」
（
「
宅
地
券
帳
」
記
載
の
名
前
）
と
い
う
語
を
冠
し

た
う
え
で
地
主
の
姓
名
が
あ
る
。

　

た
だ
し
、
家
屋
が
居
宅
で
な
い
場
合
も
あ
る
。
そ
の
場
合
、
中
央
に
は
居
住
者
名

の

か

わ
り
に
そ
の
家
屋
の
所
有
者
（
本
稿
で
は
、
こ
れ
を
家
主
と
い
う
）
の
名
が
記

さ
れ
、
そ
の
下
に
「
抱
」
の
語
が
付
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
絵
図
に
よ
っ
て
は
家
主

名
の
上
に
そ
の
家
屋
の
利
用
状
況
が
空
屋
・
納
屋
・
蔵
・
宿
屋
・
出
店
な
ど
と
記
さ

れ
て

い

る
。
な
お
、
中
央
が
空
白
の
場
合
も
あ
る
が
、
こ
れ
は
大
抵
は
屋
敷
の
み

（更
地
）
を
示
し
て
い
る
。

　
裏
店
が
あ
る
場
合
は
屋
敷
を
分
割
す
る
形
で
表
店
に
続
け
て
裏
店
が
書
き
込
ま
れ

て

い

る
。
そ
こ
に
は
家
主
名
と
地
主
名
は
記
さ
れ
て
い
る
が
、
居
住
者
名
は
記
さ
れ

て

い

な
い
。
裏
店
は
普
通
は
店
舗
と
し
て
は
利
用
さ
れ
な
い
の
で
、
独
立
し
た
営
業

者
で

は
な
い
そ
の
居
住
者
の
名
は
省
か
れ
た
の
で
あ
る
。
彼
ら
に
は
も
ち
ろ
ん
運
上

銀
を
負
担
す
る
義
務
は
な
い
。

　
同
じ
屋
敷
内
で
居
住
者
の
名
と
地
主
の
名
が
一
致
し
て
い
れ
ば
両
者
は
同
一
人
物

で

あ
り
、
家
屋
敷
所
持
者
1
1
家
持
、
つ
ま
り
居
付
地
主
で
あ
る
。
別
人
で
あ
る
両
者

の

名
が
偶
然
一
致
し
て
い
る
場
合
も
あ
ろ
う
が
、
そ
れ
は
稀
で
あ
ろ
う
し
確
か
め
よ

う
も
な
い
の
で
考
慮
に
入
れ
な
い
。
し
か
し
こ
の
一
致
の
場
合
を
除
け
ば
居
付
地
主

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
4
）

と
不
在
地
主
の
別
が
完
全
に
わ
か
る
わ
け
で
は
な
い
。
た
と
え
ば
（
二
）
で
述
べ
る

古
賀
氏
や
奈
良
山
氏
の
よ
う
に
、
居
住
者
と
し
て
は
名
が
出
て
い
な
い
地
主
で
も
、

居
付
地
主
と
み
な
し
て
よ
い
例
も
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

　
ま
た
、
居
住
者
が
そ
の
屋
敷
の
地
主
で
な
い
場
合
、
彼
が
そ
の
居
宅
の
家
主
で
あ

る
の
か
否
か
は
、
つ
ま
り
地
借
な
の
か
店
借
な
の
か
は
絵
図
か
ら
は
わ
か
ら
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
5
）

　
「
行
町
絵
図
」
も
伝
来
し
て
い
る
。
屋
敷
ご
と
に
ア
ラ
ビ
ア
数
字
で
番
号
を
付
し
、

表
ロ
と
入
の
間
数
に
し
た
が
っ
て
町
の
様
態
を
復
元
し
た
も
の
が
図
2
で
あ
る
。
ア

ラ
ビ
ア
数
字
の
ほ
か
、
矢
印
と
丸
括
弧
の
記
述
も
筆
者
に
よ
る
補
足
で
あ
る
。

　
屋
敷

は
四
六
筆
で
、
そ
の
う
ち
更
地
は
七
筆
（
4
、
6
、
7
、
9
、
H
、
1
9
、
3
6
）
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
6
）

町
内
の
総
間
数
は
一
二
四
間
三
尺
五
寸
五
歩
で
あ
る
。
記
載
さ
れ
て
い
る
人
物
は
合

　
　
　
　
（
3
7
）

計
七
〇

人
で
、
そ
の
う
ち
地
主
は
二
八
人
で
あ
る
。
居
宅
と
し
て
利
用
さ
れ
て
い
る

家
屋
は
角
屋
敷
の
小
家
も
含
め
て
五
一
軒
を
数
え
る
の
で
、
寄
留
人
や
奉
公
人
を
除

い
て

五
一
世
帯
が
居
住
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
一
方
、
居
宅
以
外
の
家
屋
は
＝
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表1　慶応元（1865）年冬改の博多98町の運上銀賦課額

　　　「櫛田神社文書」843－1から843－10より作成

順位 町　　　　名 所属流名 運上銀（匁．分） 順位 町　　　　名 所属流名 運上銀（匁分）

1 鰯　　町　　下 洲　崎　町　流 12346．0 50 北　　船　　町 東　　町　　流 584．6

2 古　　漢　　町 西　　町　　流 6816．2 51 市小路町下 呉　服　町　流 525．6

3 土　居　町　上 土　居　町　流 5106．0 52 西方寺前町 土　居　町　流 514．0

4 洲　崎　町　中 洲　崎　町　流 3887．2 53 魚　　町　　上 魚　　町　　流 478．6

5 鰯　　町　　上 洲　崎　町　流 3718．0 54 小　山　町　下 呉　服　町　流 470．2

6 仲　　間　　町 石　堂　町　流 3172．6 55 妙　楽　寺　町 洲　崎　町　流 433．0

7 糀　　屋　　番 洲　崎　町　流 2353．6 56 土　居　町　中 土　居　町　流 424．0

8 対馬小路町中 洲　崎　町　流 2299．6 57 中　小　路　町 魚　　町　　流 416．6

9 対馬小路町下 洲　崎　町　流 2155．6 58 辻　堂　町　上 岡　　　　　　流 387．8

10 西　　町　　上 西　　町　　流 2134．0 59 金　屋　町　上 石　堂　町　流 375．0

11 蔵　　本　　番 西　　町　　流 1989．6 60 櫛　田　外　町 厨　子　町　流 364．6

12 中　　嶋　　町 魚　　町　　流 1916．0 61 魚　　町　　中 魚　　町　　流 360．0

13 新川端町下 洲　崎　町　流 1714．0 62 店　屋　町　下 魚　　町　　流 359．6

14 掛　　　　　町 洲　崎　町　流 1547．0 63 市小路町中 呉　服　町　流 323．8

15 川　　口　　町 土　居　町　流 1274．6 64 浜　口　町　中 東　　町　　流 304．6

16 奈　良　屋　番 西　　町　　流 1271．6 65 万行寺前町 西　　町　　流 265．0

17 新川端町上 土　居　町　流 1230．6 66 大乗寺前町 土　居　町　流 231．0

18 古　小　路　町 魚　　町　　流 1217．0 67 鏡　　　　　　町 東　　町　　流 218．0

19 川　　端　　町 洲　崎　町　流 1181．0 68 桶　屋　町　下 厨　子　町　流 195．6

20 浜　口　町　上 東　　町　　流 1171．6 69 社　　家　　町 岡　　　　　　流 164．4

21 浜　小　路　町 土　居　町　流 1134．0 70 古　門　戸　町 洲　崎　町　流 159．2

22 綱　　場　　町 石　堂　町　流 1114．2 71 厨　子　町　下 厨　子　町　流 157．0

23 土　居　町　下 土　居　町　流 1085．0 72 片　土　居　町 土　居　町　流 109．6

24 西　　町　　浜 浜　　　　　　流 1055．0 73 蓮　　池　　町 石　堂　町　流 107．6

25 呉　服　町　下 呉　服　町　流 1026．6 74 呉　服　町　上 呉　服　町　流 97．2

26 洲　崎　町　上 洲　崎　町　流 1015．6 75 辻　堂　町　下 岡　　　　　　流 92．6

27 箔　　屋　　番 西　　町　　流 990．0 76 妙楽寺新町 洲　崎　町　流 91．6

28 釜　　屋　　番 西　　　町　　流 968．8 77 金屋丁横町 石　堂　町　流 88．6

29 行　　　　　　町 土　居　町　流 948．6 78 御　供　所　町 東　　町　　流 81．0

30 中　石　堂　町 石　堂　町　流 914．8 79 竪　　町　　上 石　堂　町　流 70．8

31 東　　町　　下 東　　町　　流 875．8 80 厨　子　町　上 厨　子　町　流 69．0

32 竪　　町　　下 石　堂　町　流 843．0 81 今　　熊　　町 厨　子　町　流 66．0

33 市小路町上 呉　服　町　流 828．0 82 浜　口　町　下 東　　町　　流 63．4

34 馬　場　新　町 岡　　　　　　流 803．2 83 奥　堂　町　下 厨　子　町　流 56．6

35 店　屋　町　上 魚　　町　　流 803．0 84 奥　堂　町　上 厨　子　町　流 55．2

36 官　　内　　町 石　堂　町　流 792．0 85 金屋小路町 東　　町　　流 53．6

37 橋　　口　　町 洲　崎　町　流 779．0 86 西　　門　　町 魚　　町　　流 50．0

38 竪　　町　　浜 浜　　　　　　流 759．8 87 廿　　家　　町 呉　服　町　流 47．6

39 祇　園　町　下 岡　　　　　　流 753．6 88 茅　　堂　　町 呉　服　町　流 38．0

40 瓦　　　　　　町 岡　　　　　　流 743．2 ク 竹　　若　　番 西　　町　　流 38．0

41 西　　町　　下 西　　町　　流 741．2 90 普賢堂町上 厨　子　町　流 37．0

42 東　　町　　上 東　　町　　流 725．6 91 対馬小路町上 洲　崎　町　流 34．6

43 小　山　町　上 呉　服　町　流 722．2 92 赤　間　町　下 厨　子　町　流 34．0

44 魚　　町　　下 魚　　町　　流 715．6 93 芥　　屋　　町 西　　町　　流 33．6

〃 祇　園　町　上 岡　　　　　　流 715．6 94 桶　屋　町　上 厨　子　町　流 24．0

46 浜　口　町　浜 浜　　　　　　流 681．6 95 竪　　町　　中 石　堂　町　流 19．0

47 奥　小　路　町 西　　町　　流 655．2 96 普賢堂町下 厨　子　町　流 16．0

48 奥　堂　町　中 厨　子　町　流 619．6 97 赤　間　町　上 厨　子　町　流 13．0

49 市小路町浜 浜　　　　　　流 590．6 98 金　屋　町　下 石　堂　町　流 12．0
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（
3
8
）

軒
で
あ
る
。
描
か
れ
て
い

る
家
屋
は
合
計
六
二
軒
と

な
る
。

　

こ
れ
を
み
る
と
、
こ
の

時
期
の
行
町
で
は
、
い
ま

だ

表
部
分
と
裏
部
分
で
地

主

が
異
な
っ
て
い
る
屋
敷

が
皆
無
で
あ
る
こ
と
が
わ

か

る
。
た
だ
し
他
町
の
絵

図
で
は
こ
の
よ
う
な
屋
敷

が
散
見

さ
れ
る
も
の
が
若

干
あ
る
。
ま
た
、
居
付
地

主

以
外
の

居
住
者
に
つ
い

て

は
、
他
町
の
絵
図
と
同

様
、
や
は
り
地
借
か
店
借

か
は
わ
か
ら
な
い
。

　
裏
店
も
皆
無
で
あ
る
が
、

こ
れ
は
裏
店
の
記
入
を
全

て

省
略
し
た
か
ら
だ
と
考

え
て
い
る
。
裏
店
の
居
住

者
名
は
も
と
も
と
省
か
れ

る
も
の
で
あ
っ
た
う
え
、

行
町
の
場
合
は
裏
店
を
記

す
と
表
店
の
地
主
名
と
同

じ
も
の
を
裏
店
に
も
書
き

込
ま
ね
ば
な
ら
ず
、
そ
の

手
間
を
省
い
た
と
い
う
こ

表2　慶応元（1865）年冬改の祇園山笠正式参加73町の運上銀賦課額

　　　「櫛田神社文書」843－1から843－10より作成

順位 町　　　　名 所属流名 運上銀（匁．分） 順位 町　　　　名 所属流名 運上銀（匁分）

1 鰯　　町　　下 洲　崎　町　流 12346．0 38 魚　　町　　下 魚　　町　　流 715．6

2 古　　漢　　町 西　　町　　流 6816．2 39 奥　小　路　町 西　　町　　流 655．2

3 土　居　町　上 土　居　町　流 5106．0 40 北　　船　　町 東　　町　　流 584．6

4 洲　崎　町　中 洲　崎　町　流 3887．2 41 市小路町下 呉　服　町　流 525．6

5 鰯　　町　　上 洲　崎　町　流 3718．0 42 西方寺前町 土　居　町　流 514．0

6 仲　　間　　町 石　堂　町　流 3172．6 43 魚　　町　　上 魚　　町　　流 478．6

7 糀　　屋　　番 洲　崎　町　流 2353．6 44 小　山　町　下 呉　服　町　流 470．2

8 対馬小路町中 洲　崎　町　流 2299．6 45 妙　楽　寺　町 洲　崎　町　流 433．0

9 対馬小路町下 洲　崎　町　流 2155．6 46 土　居　町　中 土　居　町　流 424．0

10 西　　町　　上 西　　町　　流 2134．0 47 中　小　路　町 魚　　町　　流 416．6

11 蔵　　本　　番 西　　町　　流 1989．6 48 金　屋　町　上 石　堂　町　流 375．0

12 新川端町下 洲　崎　町　流 1714．0 49 魚　　町　　中 魚　　町　　流 360．0

13 掛　　　　　町 洲　崎　町　流 1547．0 50 店　屋　町　下 魚　　町　　流 359．6

14 川　　　口　　町 土　居　町　流 1274．6 51 市小路町中 呉　服　町　流 323．8

15 奈　良　屋　番 西　　町　　流 1271．6 52 浜　口　町　中 東　　町　　流 304．6

16 新川端町上 土　居　町　流 1230．6 53 万行寺前町 西　　町　　流 265．0

17 古　小　路　町 魚　　町　　流 1217．0 54 大乗寺前町 土　居　町　流 231．0

18 川　　端　　町 洲　崎　町　流 1181．0 55 鏡　　　　　　町 東　　町　　流 218．0

19 浜　口　町　上 東　　町　　流 1171．6 56 古　門　戸　町 洲　崎　町　流 159．2

20 浜　小　路　町 土　居　町　流 1134．0 57 片　土　居　町 土　居　町　流 109．6

21 綱　　場　　町 石　堂　町　流 1114．2 58 蓮　　池　　町 石　堂　町　流 107．6

22 土　居　町　下 土　居　町　流 1085．0 59 呉　服　町　上 呉　服　町　流 97．2

23 呉　服　町　下 呉　服　町　流 1026．6 60 妙楽寺新町 洲　崎　町　流 91．6

24 洲　崎　町　上 洲　崎　町　流 1015．6 61 金屋丁横町 石　堂　町　流 88．6

25 箔　　屋　　番 西　　　町　　流 990．0 62 御　供　所　町 東　　町　　流 81．0

26 釜　　屋　　番 西　　町　　流 968．8 63 竪　　町　　上 石　堂　町　流 70．8

27 行　　　　　町 土　居　町　流 948．6 64 浜　口　町　下 東　　町　　流 63．4

28 中　石　堂　町 石　堂　町　流 914．8 65 金屋小路町 東　　町　　流 53．6

29 東　　町　　下 東　　町　　流 875．8 66 西　　門　　町 魚　　町　　流 50．0

30 竪　　町　　下 石　堂　町　流 843．0 67 廿　　家　　町 呉　服　町　流 47．6

31 市小路町上 呉　服　町　流 828．0 68 茅　　堂　　町 呉　服　町　流 38．0

32 店　屋　町　上 魚　　町　　流 803．0 ク 竹　　若　　番 西　　町　　流 38．0

33 官　　内　　町 石　堂　町　流 792．0 70 対馬小路町上 洲　崎　町　流 34．6

34 橋　　口　　町 洲　崎　町　流 779．0 71 芥　　屋　　町 西　　町　　流 33．6

35 西　　町　　下 西　　　町　　流 741．2 72 竪　　町　　中 石　堂　町　流 19．0

36 東　　町　　上 東　　町　　流 725．6 73 金　屋　町　下 石　堂　町　流 12．0

37 小　山　町　上 呉　服　町　流 722．2
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冬
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い

る
。
1
8
・
4
4
・
4
5
の
各
一
軒
を
除
き
、
こ
の
五
筆
の
全
軒
の
居
住
者
名
は
東
西
路

1
7
、
1
8
、
4
4
、
4
5
）
、
い
ず
れ
も
数
軒
か
ら
成
り
、
居
住
者
は
そ
れ
ぞ
れ
異
な
っ
て

と
こ
ろ
で
、
二
本
の
道
路
の
交
叉
点
に
位
置
す
る
角
屋
敷
が
五
筆
あ
る
が
（
1
、

と
で
あ
ろ
う
。
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を
上
に
し
て
書
き
込
ま
れ
て
い
る
。
各
角
屋
敷
の
本
来
の
表
口
は
南
北
路
の
土
居
町

筋
に
面
し
て
い
た
が
、
こ
れ
ら
各
軒
の
事
実
上
の
表
口
は
東
西
路
に
面
し
て
い
た
こ

と
に
な
る
。
各
軒
の
事
実
上
の
表
口
の
脇
に
土
居
町
筋
を
上
に
し
て
「
入
」
の
語
が

書
き
込
ま
れ
て
い
る
の
は
、
こ
れ
ら
事
実
上
の
表
口
が
形
式
上
は
あ
く
ま
で
も
屋
敷

全
体
の
入

の
一
部
で
あ
る
こ
と
を
示
す
た
め
で
あ
る
。
土
居
町
筋
が
大
通
り
、
東
西

路
が
小
路
で

あ
っ
た
わ
け
だ
が
、
東
西
路
を
営
業
活
動
に
利
用
す
る
た
め
に
、
屋
敷

割
を
逆
に
変
え
て
こ
れ
ら
の
家
屋
は
形
成
さ
れ
て
い
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
ら

も
表
店
で
あ
る
こ
と
に
変
わ
り
は
な
い
。

　
東
西
路
に
面
し
た
側
の
用
益
性
の
高
さ
が
窺
え
る
が
、
角
屋
敷
の
う
ち
、
と
く
に

注

目
す
べ
き
は
ー
で
あ
る
。
こ
こ
に
点
線
で
示
さ
れ
て
い
る
六
軒
の
仕
切
り
は
そ
の

ま
ま
2
に
ま
で
延
び
て
い
る
。
2
に
は
居
住
者
名
や
家
主
名
が
全
く
記
さ
れ
て
い
な

い

が
、
こ
れ
は
更
地
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、
本
来
は
二
筆
の
屋
敷
で
あ
る
ー
と
2

に
跨
る
形
で
家
屋
が
構
成
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

　

こ
の
六
軒
の
事
実
上
の
表
口
が
面
し
て
い
た
掛
町
筋
は
唐
津
街
道
の
一
部
で
、
こ

の

筋
を
東
に
進
め
ば
石
堂
橋
か
ら
箱
崎
（
古
代
以
来
の
大
社
筥
崎
八
幡
宮
の
所
在
地
）

に
、
西
に
進
め
ば
中
島
橋
か
ら
福
岡
に
至
る
（
図
1
を
参
照
）
。
博
多
の
東
西
路
と

し
て
は
最
も
重
要
な
も
の
で
営
業
活
動
も
と
り
わ
け
活
発
だ
っ
た
た
め
に
、
家
屋
の

拡
大
の

必
要
に
迫
ら
れ
て
事
実
上
の
入
が
ー
か
ら
2
へ
と
延
長
さ
れ
て
い
っ
た
と
考

え
ら
れ
る
。
1
の
六
軒
は
そ
の
屋
敷
内
で
屋
敷
割
を
逆
に
変
え
た
に
留
ま
ら
ず
、
そ

の
逆
転

を
2
に
ま
で
連
続
さ
せ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
結
果
、
1
か
ら
2
に
か
け
て
の

六

軒
は
い
ず
れ
も
、
1
の
表
ロ
ニ
間
三
寸
と
2
の
表
口
六
間
一
尺
と
を
合
わ
せ
た
八

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
9
）

間
一
尺
三
寸
を
事
実
上
の
入
と
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。

　

次

に
他
の
史
料
も
用
い
て
、
こ
の
図
か
ら
居
付
地
主
と
不
在
地
主
の
別
を
あ
る
程

度
ま
で
は
明
ら
か
に
し
て
み
よ
う
。

（
二
）
　
居
付
地
主
お
よ
び
居
付
地
主
と
思
わ
れ
る
者

　
屋
敷
四

六

筆
の
う
ち
、
地
主
が
自
分
の
所
有
屋
敷
に
立
つ
家
屋
に
居
住
し
て
い
れ

ば

そ
れ
が
居
付
地
主
で
あ
り
、
原
則
的
に
は
そ
こ
が
店
舗
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　
絵

図
か
ら
す
ぐ
に
確
認
で
き
る
居
付
地
主
は
以
下
の
一
〇
人
で
あ
る
。
1
0
の
米
屋

　
　
　
　
（
4
0
）

五
十
嵐
喜
八
、
1
4
の
大
工
成
田
喜
平
、
2
0
の
大
工
成
田
善
吉
、
2
1
の
大
工
成
田
文
次
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
1
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
2
）

23

の

桶
屋
宮
崎
嘉
平
、
2
4
の
三
原
屋
中
村
喜
右
衛
門
、
2
5
の
桶
屋
入
江
新
蔵
、
3
3
の

大
工
成
田
善
兵
衛
（
善
平
）
、
3
5
の
米
屋
五
十
嵐
孫
次
（
孫
治
）
、
3
8
の
更
砂
屋
樋
口

勇
七
。

　

こ
の
う
ち
四
人
は
町
内
に
居
住
用
以
外
の
屋
敷
を
計
六
筆
掛
け
持
ち
し
て
い
る
。

す
な
わ
ち
、
五
十
嵐
喜
八
が
1
1
と
1
2
を
、
中
村
喜
右
衛
門
が
3
2
と
4
2
を
、
入
江
新
蔵

（新
三
）
が
4
3
を
、
樋
口
勇
七
が
4
0
を
所
有
し
て
い
る
。

　
と
こ
ろ
で
絵
図
に
居
住
者
と
し
て
名
が
出
て
い
な
く
て
も
、
家
族
名
義
の
家
屋
に

そ
の
屋
敷
の
地
主
ま
た
は
町
内
の
別
の
屋
敷
の
地
主
が
住
ん
で
い
れ
ば
、
他
町
に
住

ん

で

い

る
わ
け
で
も
な
い
の
で
、
こ
れ
も
ひ
と
ま
ず
事
実
上
の
居
付
地
主
と
み
な
し

て
よ
い
。

　

こ
の
よ
う
な
例
と
し
て
確
実
な
の
は
、
行
町
最
大
の
地
主
古
賀
宗
七
で
あ
る
。
彼

は
屋
敷
を
七
筆
所
有
し
て
い
る
が
（
5
か
ら
9
、
2
9
、
3
0
）
、
居
住
者
と
し
て
は
名

が
出
て
い
な
い
。
そ
の
所
有
屋
敷
の
う
ち
5
と
8
（
家
屋
は
そ
れ
ぞ
れ
居
宅
と
蔵
）

の

居
住
者
・
家
主
は
紅
屋
惣
平
で
あ
る
。
さ
て
、
文
政
六
（
一
八
二
三
）
年
四
月
改

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
3
）

の

「
御
参
勤
御
上
下
之
節
二
□
□
仕
博
多
町
人
名
寄
セ
帳
」
に
は
、
不
作
で
あ
っ
た

寛
政
四
（
一
七
九
二
）
年
当
時
の
「
行
町
　
紅
屋
宗
七
」
の
救
援
活
動
を
藩
が
賞
し

て
、
他
の
同
様
の
博
多
町
人
四
〇
人
と
と
も
に
箱
崎
に
お
け
る
藩
主
参
勤
の
送
迎
を

一
代
限
り
認
め
て
い
る
と
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
り
、
「
行
町
絵
図
」
作
成
時

に
紅
屋
宗
七
が
行
町
に
住
ん
で
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

　
以
上
か

ら
、
古
賀
宗
七
と
紅
屋
宗
七
は
同
一
人
物
で
あ
る
と
判
断
で
き
る
。
惣
平

は
宗
七
の
息
子
か
何
か
で
あ
ろ
う
。
惣
平
は
8
の
蔵
と
同
じ
く
5
の
居
宅
の
所
有
者

で

あ
っ
た
と
思
わ
れ
、
そ
の
た
め
宗
七
の
名
は
居
住
者
と
し
て
は
出
て
い
な
い
の
で

あ
る
。
し
か
し
宗
七
も
5
に
住
ん
で
い
た
の
で
あ
ろ
う
。

　
古
賀
宗
七
の
他
に
も
文
政
六
（
一
八
二
三
）
年
三
月
ご
ろ
に
行
町
に
居
住
し
て
い
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た

と
思
わ
れ
る
地
主
が
い
る
。
奈
良
山
惣
助
と
奈
良
山
嘉
右
衛
門
で
あ
る
。

　

こ
の
当
時
の
3
6
の
更
地
の
地
主
は
奈
良
山
惣
助
で
、
隣
接
す
る
3
7
の
地
主
は
奈
良

山
嘉
右
衛
門
で
そ
の
居
住
者
は
柳
河
屋
後
家
で
あ
る
。

　
「
店
運
上
帳
　
土
居
流
」
の
行
町
の
項
に
は
、
慶
応
元
（
一
八
六
五
）
年
冬
の
時

点
で
「
柳
川
屋
惣
助
」
と
あ
る
。
ま
た
、
明
治
五
（
一
八
七
二
）
年
一
〇
月
の
「
券

　
　
　
　
　
　
（
4
4
）

帳
直
し
願
」
で
は
、
3
6
の
地
主
は
日
高
平
吉
と
な
っ
て
い
る
が
3
7
の
地
主
は
奈
良
山

惣
助
と
な
っ
て
お
り
、
「
第
二
区
行
町
　
奈
良
山
惣
助
圃
」
と
署
名
・
捺
印
さ
れ
て

い

る
。
慶
応
・
明
治
初
期
の
惣
助
は
文
政
の
惣
助
の
後
商
と
思
わ
れ
る
。
柳
河
（
川
）

屋

は
奈
良
山
氏
の
屋
号
で
、
3
7
で
ず
っ
と
営
業
を
続
け
て
い
た
可
能
性
が
高
い
。

　
以
上
か

ら
、
文
政
の
絵
図
の
惣
助
・
嘉
右
衛
門
・
柳
河
屋
後
家
は
家
族
（
ま
た
は

親
族

か
）
で
あ
っ
た
と
判
断
で
き
る
。
文
政
六
（
一
八
二
三
）
年
三
月
ご
ろ
に
惣
助

は

更
地
に
住
ん
で
い
た
わ
け
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
ら
、
3
7
の
店
舗
に
住
ん
で
い
た
の

で

は
な
か
ろ
う
か
。
ま
た
、
3
7
の
地
主
で
あ
る
嘉
右
衛
門
も
ひ
と
ま
ず
同
所
に
住
ん

で

い

た
と
考
え
て
お
く
。
こ
の
場
合
も
、
3
7
の
家
屋
は
柳
河
屋
後
家
の
所
有
で
あ
っ

た
た
め
、
居
住
者
と
し
て
彼
女
が
記
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　
以
上
か

ら
、
居
付
地
主
と
み
な
せ
る
の
は
八
氏
一
三
人
で
そ
の
所
有
屋
敷
は
二
五

筆
、
表
口
間
数
は
合
わ
せ
て
六
一
間
三
尺
四
寸
五
歩
と
な
る
。

（
三
）
　
不
在
地
主
お
よ
び
不
在
地
主
と
思
わ
れ
る
者

　
不
在
地
主

と
断
言
で
き
る
の
は
春
田
三
右
衛
門
（
1
6
か
ら
1
9
の
地
主
）
で
、
他
に

姓
名
と
活
動
時
期
か
ら
、
正
木
宗
七
（
4
4
の
地
主
）
も
不
在
地
主
で
あ
っ
た
と
み
て

ほ

ぼ
間
違
い
な
い
。

　
文
政
六
（
一
八
二
三
）
年
三
月
ご
ろ
の
「
土
居
町
下
絵
図
」
に
は
「
年
寄
三
右
工

門
」
と
署
名
が
あ
り
、
さ
ら
に
同
図
中
の
一
屋
敷
に
「
年
寄
三
右
工
門
　
券
帳
前
春

　
　
　
　
　
　
　
（
4
5
）

田
三
右
工
門
」
と
あ
る
。
ま
た
、
す
ぐ
あ
と
で
詳
述
す
る
、
天
保
九
（
一
八
三
八
）

年
九
月
に
書
か
れ
た
「
宝
永
録
」
の
本
論
で
は
、
1
6
か
ら
1
9
は
「
土
居
町
下
春
田
三

平
太
」
の
「
抱
之
家
屋
鋪
」
に
替
わ
っ
て
い
る
。
そ
の
後
ほ
ど
な
く
こ
の
三
平
太
は

三

右
衛
門
と
改
名
し
た
こ
と
が
、
天
保
一
一
（
一
八
四
〇
）
年
六
月
に
書
か
れ
た
「
宝

永
録
」
の
補
論
に
記
さ
れ
て
い
る
。

　

以
上
か

ら
、
文
政
の
春
田
三
右
衛
門
は
土
居
町
下
の
居
付
地
主
で
、
行
町
か
ら
み

れ
ば
16

か

ら
1
9
の
不
在
地
主
で
あ
っ
た
と
結
論
で
き
、
春
田
三
平
太
は
そ
の
後
商
で

行
町
の
所
有
地
を
相
続
し
て
い
た
と
結
論
で
き
る
。

　
「
正
木
」
と
い
う
博
多
に
は
珍
し
い
姓
を
も
つ
正
木
宗
七
は
、
「
宗
七
焼
」
と
称
さ

れ

た
素
焼
物
を
製
造
し
て
い
た
著
名
な
陶
工
の
こ
と
と
思
わ
れ
、
当
主
は
代
々
宗
七

（ま
た
は
惣
七
）
を
名
乗
り
、
初
代
以
来
、
岡
流
（
岡
新
町
流
）
の
祇
園
町
下
に
居

住
し
て
い
た
と
い
う
［
博
多
人
形
沿
革
史
編
纂
委
員
会
編
二
〇
〇
一
　
一
一
〇
～
一

＝
二
］
。

　

こ
れ
を
史
料
で
確
認
し
て
み
る
と
、
「
筑
紫
遺
愛
集
」
に
は
「
宗
七
は
祇
園
町
下

に
住
る
陶
工
」
で
、
そ
の
妻
が
舅
・
姑
・
夫
に
よ
く
仕
え
た
の
で
文
化
八
（
一
八
一

一
）
年
に
賞
さ
れ
た
と
あ
る
［
伊
藤
一
九
七
三
（
一
八
六
八
）
　
一
九
八
］
。
時
期

的
に
み
て
こ
の
舅
と
は
三
代
宗
七
（
一
七
四
八
～
一
八
三
〇
）
で
、
彼
が
4
4
の
地
主

で

あ
ろ
う
。
ま
た
、
慶
応
元
（
一
入
六
五
）
年
冬
に
祇
園
町
下
の
陶
工
師
宗
七
は
素

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
6
）

焼
物
に
二
〇
目
の
運
上
銀
を
課
せ
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
の
人
物
は
六
代
宗
七
（
一
八

三
四

～
一
八
七
三
）
で
あ
ろ
う
。

　
不
在
地
主
と
判
断
で
き
る
の
は
こ
の
二
人
だ
け
で
、
そ
の
所
有
屋
敷
は
五
筆
、
表

口

間
数
は
計
一
〇
間
一
尺
五
歩
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　
居
付
か
不
在
か
判
明
し
な
い
地
主
が
一
三
人
も
残
っ
て
し
ま
っ
た
が
、
と
も
か
く
、

文
政
六

（
一
八
二

三
）
年
三
月
ご
ろ
の
行
町
で
は
、
地
主
数
・
筆
数
・
表
口
間
数
と

も
に
、
少
な
く
見
積
も
っ
て
も
ほ
ぼ
半
分
は
居
付
地
主
が
占
め
て
い
た
と
結
論
で
き

る
。
実
際
に
は
こ
れ
よ
り
さ
ら
に
多
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。

　
し
か
し
こ
こ
で
確
認
し
て
お
く
べ
き
は
、
居
付
地
主
の
比
重
が
不
在
地
主
よ
り
高

か
っ

た
と
し
て
も
、
抱
屋
敷
が
町
内
に
増
え
て
い
け
ば
、
一
般
的
に
い
っ
て
そ
れ
を

借
り
る
地
借
な
い
し
店
借
も
増
え
て
い
く
と
い
う
点
で
あ
る
。
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二
節
　
仕
組
借
屋
の
設
置
と
運
営
規
定

　
福

岡
市
博
物
館
に
「
祇
園
山
笠
・
松
離
子
　
筑
前
国
博
多
津
行
町
宝
永
録
」
（
以

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⌒
4
7
）

下
、
「
宝
永
録
」
と
い
う
）
と
題
さ
れ
た
電
子
複
写
版
の
記
録
が
所
蔵
さ
れ
て
い
る
。

行
町
で
天
保
九
（
一
八
三
八
）
年
九
月
に
本
論
が
書
か
れ
、
つ
い
で
天
保
一
一
二

八
四
〇
）
年
六
月
に
補
論
が
書
か
れ
た
記
録
で
あ
る
。
本
論
と
補
論
合
わ
せ
て
一
六

丁
か

ら
成
る
。
著
者
は
不
明
で
あ
る
が
、
内
容
か
ら
み
て
町
中
の
有
力
者
で
あ
ろ
う
。

本
論
の

お
も
な
内
容
は
、
町
中
が
町
内
に
貸
屋
（
「
仕
組
借
屋
」
な
ど
と
記
さ
れ
て

い

る
）
を
設
け
て
、
そ
こ
か
ら
生
じ
る
家
賃
や
掃
除
米
な
ど
の
利
潤
（
「
備
金
」
「
仕

組
銭
」
と
記
さ
れ
て
い
る
）
の
大
部
分
を
山
笠
仕
立
銀
に
充
て
る
こ
と
に
す
る
、
と

い
う
も
の
で
あ
る
。
以
下
、
二
節
か
ら
五
節
ま
で
、
こ
の
本
論
の
分
析
を
中
心
に
議

論
を
進
め
る
。

　
本
論

に
は
ま
ず
、
内
題
に
続
い
て
仕
組
借
屋
の
設
置
の
経
緯
や
運
営
規
定
な
ど
が

八
条
に
渡
っ
て
記
さ
れ
、
つ
い
で
「
今
度
買
求
候
借
家
券
帳
写
」
「
定
」
「
大
工
棟
梁

定
」
「
売
渡
申
讃
文
之
事
」
「
今
度
出
金
面
々
姓
名
井
銘
々
抱
家
軒
数
」
と
題
さ
れ
た

関
係
書
類
五
点
が
こ
の
順
序
で
記
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
こ
の
記
録
の
保
管
規
定
が

一
条
続
き
、
最
後
に
町
年
寄
・
助
役
・
組
頭
取
の
連
署
が
あ
る
。

　
以
上

に
つ
い
て
は
二
節
・
三
節
・
四
節
で
全
文
を
引
用
す
る
が
、
行
論
の
都
合
上
、

「今
度
買
求
候
借
家
券
帳
写
」
と
「
売
渡
申
讃
文
之
事
」
の
各
条
の
冒
頭
に
は
、
そ

れ
ぞ
れ

A
か
ら
D
ま
で
の
文
字
と
a
か
ら
d
ま
で
の
文
字
を
振
る
。
同
一
文
字
の
大

文
字
と
小
文
字
は
対
応
関
係
に
あ
り
、
両
書
類
の
対
応
す
る
各
条
は
同
じ
屋
敷
に
か

ん

し
て
記
し
て
い
る
。
ま
た
、
五
書
類
の
引
用
順
は
本
来
の
記
載
順
と
は
若
干
変
え

る
こ
と
に
す
る
。

　

で

は
は
じ
め
に
、
「
宝
永
録
」
の
内
題
と
第
一
条
を
み
て
み
よ
う
。

　
　
　
　
　
　

宝
永
録
　
　
　
　
　
　
　
行
町

六
月
祇
園
会
山
笠
当
番
井
松
離
子
児
子
当
番
二
付
而
ハ
、

　
　
　
　
　
　
　
ロ

其
年
之
町
中
録
分

也
、
出
財
有
之
儀
二
付
、
時
節
柄
こ
よ
り
候
而
者
間
二
者
困
窮
之
輩
も
有
之
候

間
、
何
卒
仕
組
相
建
テ
一
統
心
易
く
諸
当
番
相
調
度
、
尤
右
二
付
而
ハ
格
別

之
仕
組
ヲ
以
備
金
等
致
シ
置
度
、
常
々
町
中
心
を
寄
せ
居
候
、
然
二
土
居
町

下

春
田
三
平
太
儀
、
於
当
町
抱
之
家
屋
鋪
左
之
通
有
之
候
二
付
、
何
卒
買
求

之
町

中
之
致
借
家
、
此
家
賃
井
掃
除
米
等
ヲ
以
致
備
金
与
、
尚
又
自
然
非
常

等
之
節
ハ
右
備
金
之
内
よ
り
致
用
途
、
尤
柳
之
儀
二
者
不
取
遣
候
様
致
シ
置

度
、
町
中
相
談
相
決
候
上
、
右
三
平
太
一
族
当
町
桶
屋
宮
崎
嘉
平
ヲ
以
、
春

田
氏
江
借
家
惣
売
渡
之
儀
及
相
談
候
処
、
速
二
熟
談
相
整
イ
、
尤
代
金
五
拾

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
ロ
ロ

五
両
壱
歩
参
朱
二
而
相
済
候
二
付
、
町
中
致
万
悦
い
つ
れ
も
格
別
二
出
情
有

之
、
早
速
右
金
子
高
相
調
候
間
、
家
屋
鋪
売
主
三
平
太
方
江
右
高
金
子
相
渡
、

同
人
よ
り
家
屋
鋪
当
町
中
江
売
渡
讃
文
請
取
、
事
々
相
済
候
上
、
右
家
屋
敷

御
券
帳
前
、
則
当
町
中
与
相
改
候
、
此
節
ハ
格
別
之
仕
組
二
而
、
永
代
諸
当
番

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ
　
へ

等
気
安
く
相
成
候
仕
置
二
付
、
町
中
之
面
々
殊
外
相
励
ミ
出
金
出
情
有
之
候

儀
二
付
、
則
出
金
之
面
々
姓
名
左
之
通
相
記
シ
置
候
、
右
大
造
之
仕
組
致
出

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
シ

来
候
儀
、
根
元
町
中
之
面
々
申
合
せ
宜
敷
、
只
平
日
諸
商
売
筋
出
情
覚
悟
宜

故
之

儀
二
候
間
、
已
来
共
不
勘
弁
等
無
之
様
、
懇
商
売
筋
相
励
ミ
、
幾
久
し

く
繁
昌
い
た
し
、
第
一
者
諸
上
納
筋
・
諸
切
銭
等
厳
重
二
相
納
、
御
上
江
不
奉

掛
御
返
弁
様
有
之
度
候
、
依
之
、
後
年
仕
組
少
も
異
乱
筋
無
之
様
、
規
定
相

建
置
事
二
候
条
、
此
段
急
度
相
守
可
申
候
事

　
　

（
こ
の
あ
と
二
段
落
と
し
の
注
釈
文
が
続
く
が
、
三
節
で
引
用
す
る
）

　
祇
園
会
の
山
笠
当
番
と
松
難
子
の
児
子
当
番
を
勤
め
る
こ
と
は
町
中
の
禄
分
で
あ

る
が
、
と
き
に
は
困
窮
し
て
い
る
者
も
い
て
費
用
負
担
が
大
変
な
の
で
、
特
別
の
仕

組

を
設
け
て
安
定
的
に
諸
当
番
を
勤
め
る
必
要
性
が
町
中
構
成
員
の
間
で
以
前
か
ら

認
識

さ
れ
て
い
た
と
い
う
。
ま
た
、
祇
園
会
の
能
当
番
に
つ
い
て
は
言
及
が
な
い
の

で
、
ひ
と
ま
ず
本
稿
で
は
「
宝
永
録
」
の
「
諸
当
番
」
に
は
能
当
番
は
含
ま
れ
て
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
8
）

な
い
も
の
と
解
し
て
、
以
下
の
議
論
を
進
め
て
い
く
。
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さ
て
こ
の
よ
う
な
事
情
で
、
町
中
は
土
居
町
下
の
住
人
春
田
三
平
太
が
行
町
に
貸

屋

と
し
て
所
有
し
て
い
る
家
屋
敷
に
着
目
し
、
こ
れ
を
買
収
の
う
え
町
中
抱
の
貸
屋

と
し
、
そ
の
家
賃
と
掃
除
米
な
ど
を
諸
当
番
の
費
用
な
ど
に
充
て
よ
う
と
計
画
し
た
。

こ
れ
を
実
現
す
る
た
め
、
彼
ら
は
春
田
の
一
族
で
行
町
居
住
の
宮
崎
嘉
平
（
図
2
の

23

の
居
付
地
主
）
を
仲
介
に
し
て
春
田
と
買
収
交
渉
を
お
こ
な
い
、
成
立
さ
せ
た
。

春

田
が
行
町
に
差
し
出
し
た
「
売
渡
申
讃
文
之
事
」
に
よ
る
と
、
こ
の
買
収
が
成
立

し
た
の
は
天
保
九
（
一
八
三
八
）
年
八
月
の
こ
と
で
あ
る
。
買
収
費
用
は
こ
の
月
ま

で

に
町
中
構
成
員
が
出
し
合
っ
て
全
額
を
調
え
、
一
括
で
支
払
わ
れ
た
。

　
続
い
て
第
二
条
か
ら
第
八
条
ま
で
を
み
て
み
よ
う
。

右
借
家
券
帳
之
儀
、
委
敷
当
町
券
帳
面
二
相
記
シ
有
之
候
得
共
、
尚
此
書
面

こ

も
相
記
シ
置
候
事

借
家
賃
銭
井
十
壱
軒
分
掃
除
米
等
之
儀
、
左
二
相
記
シ
置
候
事

右
家
賃
銭
、
月
々
厳
重
二
年
寄
手
元
江
相
納
、
助
役
井
組
頭
取
中
立
会
、

月
々
相
改
可
申
候
事

借
家
居
住
之
面
々
之
内
、
屋
賃
其
月
々
相
納
兼
、
万
一
壱
ヶ
月
二
而
も
相
滞

候
儀
有
之
候
ハ
・
、
其
仁
脇
町
江
引
移
り
之
儀
可
申
談
候
事

永
々
之
儀
二
付
、
後
年
自
然
衰
微
之
人
有
之
、
右
仕
組
借
屋
を
借
り
引
移
り

居
住
之

上
、
万
一
心
得
違
二
而
、
借
屋
求
之
節
鯨
分
出
金
致
シ
置
候
間
、
両

三

年
ハ
無
屋
賃
二
而
居
住
可
仕
杯
可
申
儀
も
可
有
之
候
、
如
何
程
出
財
有
之

居
候
仁
二
而
も
右
体
之
儀
ハ
決
而
不
相
成
、
定
通
り
之
屋
賃
ハ
堅
く
相
納
候
様

可
相
心
得
候
、
若
会
釈
二
相
拘
り
右
之
辺
り
等
閑
二
取
斗
候
而
ハ
、
節
角
之

仕
組
相
崩
レ
候
儀
二
付
、
い
つ
れ
も
勘
弁
可
有
之
候
事

当
町
之
人
、
自
然
仕
組
筋
二
而
脇
町
江
引
越
参
り
候
儀
も
可
有
之
哉
二
候
得
共
、

仕
組
出
金
ハ
当
町
江
置
居
二
候
事

後
年
自
然
明
家
致
出
来
、
其
家
を
脇
町
之
人
買
取
引
移
り
候
歎
又
ハ
借
受
居

住
致
シ
候
共
、
諸
当
番
之
節
、
不
及
出
銭
候
、
尤
時
之
都
合
こ
よ
り
右
仕
組

銭
二
而
入
目
及
不
足
候
ハ
・
、
足
シ
銭
出
シ
候
儀
ハ
可
為
町
並
候
事

　
第
二
条
と
第
三
条
で
は
、
そ
れ
ぞ
れ
後
掲
の
「
今
度
買
求
候
借
家
券
帳
写
」
と
「
定
」

に
つ
い
て
言
及
し
て
い
る
。

　

第
四
条
は
家
賃
の
納
め
方
で
、
以
下
、
仕
組
借
屋
の
運
営
規
定
が
続
く
。
第
五
条

で

は
、
ひ
と
月
で
も
家
賃
を
滞
納
す
れ
ば
他
町
へ
の
転
出
を
勧
告
す
る
と
し
て
い
る
。

第
六
条
で
は
、
今
回
の
貸
屋
買
収
で
出
金
し
た
人
が
や
が
て
困
窮
し
て
こ
の
仕
組
借

屋

に
住
む
こ
と
に
な
っ
た
場
合
、
自
分
は
多
目
に
出
金
し
た
か
ら
二
、
三
年
は
無
家

賃
で
居
住
さ
せ
て
ほ
し
い
な
ど
と
言
っ
て
も
こ
れ
を
認
め
ず
、
定
め
ら
れ
た
家
賃
は

必
ず
納
め
さ
せ
る
と
し
て
い
る
。
第
七
条
で
は
、
今
回
の
貸
屋
買
収
で
出
金
し
た
人

が
他
町
へ
転
出
す
る
こ
と
に
な
っ
て
も
、
そ
の
出
金
分
は
返
還
し
な
い
と
し
て
い
る
。

　
第
八
条
で
は
仕
組
借
屋
の
話
か
ら
離
れ
て
、
今
後
の
他
町
か
ら
の
転
入
者
に
つ
い

て

述
べ
て
い
る
。
彼
ら
は
行
町
の
空
屋
を
買
い
取
っ
た
（
地
借
）
の
で
あ
れ
借
り
受

け
た
（
店
借
）
の
で
あ
れ
、
諸
当
番
費
用
の
負
担
に
は
及
ば
な
い
。
仕
組
銭
が
「
定
」

に
あ
る
規
定
額
に
足
り
な
い
と
き
に
は
、
そ
の
不
足
分
は
町
並
す
な
わ
ち
表
屋
敷
の

地
主
が
出
金
す
る
と
定
め
て
い
る
。
た
だ
し
、
仕
組
銭
の
不
足
と
い
う
町
中
の
貸
屋

運
営
の

不
手

際
を
不
在
地
主
に
ま
で
補
填
さ
せ
る
と
い
う
こ
と
は
、
お
そ
ら
く
な

か

っ

た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
こ
で
、
断
言
は
で
き
な
い
が
、
こ
こ
で
の
町
並

は
居
付
地
主
だ
け
を
指
し
て
い
る
と
考
え
て
お
く
。

　

さ
て
、
第
八
条
は
重
要
な
示
唆
を
い
く
つ
か
有
し
て
い
る
。
第
一
に
、
地
借
・
店

借
が
従
来
な
ん
ら
か
の
形
で
諸
当
番
費
用
を
負
担
し
て
い
た
こ
と
を
窺
わ
せ
る
。
そ

れ

に
た
い
し
、
新
し
い
仕
組
が
設
定
さ
れ
て
費
用
徴
収
の
安
定
が
予
想
さ
れ
た
か
ら

で

あ
ろ
う
が
、
今
後
は
他
町
か
ら
転
入
し
て
く
る
地
借
・
店
借
に
つ
い
て
は
こ
れ
を

負
担
し
な
く
と
も
よ
い
、
と
定
め
た
も
の
と
解
釈
で
き
る
。
か
り
に
地
借
・
店
借
が

も
と
も
と
諸
当
番
費
用
を
負
担
し
て
い
な
か
っ
た
と
す
れ
ば
、
わ
ざ
わ
ざ
こ
の
よ
う

な
規
定
を
設
け
る
必
要
は
な
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
こ
れ
に
関
連
す
る
が
、
第
二
に
、

以
前
か
ら
行
町
に
住
ん
で
い
る
地
借
・
店
借
に
つ
い
て
は
な
ん
の
言
及
も
な
い
の
で
、
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お
そ
ら
く
彼
ら
は
引
き
続
き
諸
当
番
費
用
を
い
く
ら
か
は
負
担
す
る
こ
と
に
な
っ
て

い

た
と
思
わ
れ
る
。
第
三
に
、
地
借
と
店
借
が
一
括
さ
れ
て
議
論
さ
れ
て
い
る
こ
と

か

ら
、
従
来
、
地
借
・
店
借
と
地
主
と
で
は
負
担
の
あ
り
方
に
差
違
が
あ
っ
た
と
推

測

さ
れ
る
。
第
四
に
、
他
町
出
身
の
地
借
・
店
借
は
な
る
べ
く
祭
礼
に
関
係
さ
せ
た

く
な
い
と
い
う
行
町
町
中
の
心
意
が
知
ら
れ
る
。
し
か
し
第
五
に
、
居
付
地
主
と
し

て

転
入
し
て
く
る
場
合
の
規
定
は
な
い
の
で
、
そ
の
場
合
は
他
町
出
身
者
で
も
諸
当

番
費
用
を
負
担
さ
せ
る
つ
も
り
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
地
主
の
負
担
額
が
大
き

か
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。

　
で

は
具
体
的
に
、
仕
組
銭
は
ど
の
よ
う
に
計
算
さ
れ
、
ど
の
よ
う
に
利
用
さ
れ
る

こ
と
に
な
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
こ
れ
は
、
「
定
」
に
詳
細
に
記
さ
れ
て
い
る
。

　
　
　
定

借
家
敷
銭
五
拾
目
宛

借
家
賃
銭
壱
ヶ
月
四
匁
宛

　
　

壱
軒
二
付
壱
ヶ
年
二
凡
四
拾
八
匁
宛

　
都
合
借
家
十
壱
軒
二
而

　
　

壱
ヶ
年
二
凡
銭
五
百
弐
拾
八
匁
者

右
借
屋
拾
壱
軒
掃
除
米
一
ヶ
年
二
凡
七
俵
ハ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
但
シ
壱
俵
二
付

　
　

右
米
七
俵
代
銭
弐
百
四
拾
五
匁

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
代
銭
三
拾
五
匁
建
二
而

空
地
借
賃
壱
ヶ
年
二
銭
弐
拾
六
匁
宛

　
右
三
口
合
壱
ヶ
年
二
銭
七
百
九
拾
九
匁
ハ

　
　

右
山
笠
当
番
よ
り
又
当
番
迫
年
限
九
ヶ
年
二
而
右
仕
組

　
　

銭
高
凡
七
貫
百
九
拾
壱
匁
ハ
此
分
ヲ
左
之
通
建
銭
二
仕
置
候
事

　
（
4
9
）

六

銭
六
貫
五
百
目
ハ
　
山
笠
仕
立
備
分

　
　

外
二
銭
八
百
目
ハ
御
渡
り
銭

　
合
而
銭
七
貫
三
百
目
辻
　
右
山
笠
仕
立
料

銭
六
百
九
拾
壱
匁
ハ

右
山
よ
り
山
造
九
ヶ
年
之
間
借
家
修
覆
料
備
分

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
　
ザ

但
シ
自
然
非
常
等
之
節
ハ
右
建
銭
之
内
よ
り
用
違
可
致
候
事

右
之
通

相
定
置
候
得
共
閏
月
等
有
之
節
ハ
右
壱
ヶ
年
銭
高

相
増
候
且
又
借
屋
居
住
之
家
内
人
数
多
少
二
よ
り
掃
除
米
俵

数
増
減
可
有
之
候
此
段
ハ
其
時
々
之
都
合
二
而
可
取
斗
候
事

　

こ
れ
を
み
る
と
御
渡
り
銭
以
外
の
山
笠
仕
立
銀
は
全
額
仕
組
銭
で
賄
う
と
さ
れ
て

い

る
。
ま
た
、
こ
れ
ま
で
は
「
諸
当
番
」
が
問
題
に
さ
れ
て
い
た
が
、
こ
の
仕
組
は

実
際
に
は
山
笠
当
番
の
費
用
の
み
に
関
係
し
て
い
る
。
そ
れ
だ
け
山
笠
当
番
の
頻
度

と
費
用
が
多
か
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。

　
ま
た
、
仕
組
銭
の
計
算
が
九
年
分
で
な
さ
れ
て
い
る
。
行
町
は
土
居
町
流
に
お
い

て

山
笠
当
番
を
七
回
に
一
度
勤
め
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。
通
常
、
こ
の
町
が
勤
め

る
山
笠
当
番
と
次
の
山
笠
当
番
の
問
に
一
回
、
土
居
町
流
に
能
奉
納
の
役
目
が
回
っ

て

来
る
の
で
、
こ
の
町
は
普
通
は
八
年
間
隔
で
山
笠
当
番
を
勤
め
て
い
た
。
し
か
し

稀

に
、
行
町
の
山
笠
当
番
年
と
次
の
山
笠
当
番
年
の
間
に
二
回
能
奉
納
の
役
目
が
土

居

町
流
に
回
っ
て
来
る
こ
と
が
あ
っ
た
。
つ
ま
り
行
町
が
勤
め
る
山
笠
当
番
年
の
翌

年
に
土
居
町
流
が
能
奉
納
の
担
当
に
な
れ
ば
、
能
奉
納
の
担
当
は
七
年
で
七
流
を
一

巡

す
る
の
で
、
次
の
行
町
の
山
笠
当
番
年
の
前
年
に
も
土
居
町
流
に
能
奉
納
の
役
目

が

回
っ
て
来
る
。
こ
の
場
合
に
は
、
行
町
は
九
年
間
隔
で
山
笠
当
番
を
勤
め
た
。

　
●

を
行
町
の
山
笠
当
番
年
、
◎
を
土
居
町
流
の
能
奉
納
担
当
年
、
○
を
行
町
以
外

の
土
居

町
流
構
成
町
の
山
笠
当
番
年
と
し
て
こ
れ
を
図
示
す
る
と
、
次
の
よ
う
に
な

る
。
●
◎
○
○
○
○
○
○
◎
●
。
仕
組
銭
の
計
算
は
、
ご
く
稀
に
し
か
生
じ
な
い
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
0
）

の
九
年
間
隔
の
ほ
う
で
な
さ
れ
て
い
る
。
八
年
間
隔
の
場
合
は
一
年
分
の
仕
組
銭
を

引
い
て
予
算
を
立
て
る
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。

　

と
こ
ろ
で
、
一
回
あ
た
り
の
山
笠
当
番
費
用
の
総
額
を
行
町
町
中
が
い
く
ら
と
見

込
ん

で

い

た
の
か
は
定
か
で
な
い
。
一
方
、
③
で
詳
し
く
述
べ
る
が
、
片
土
居
町
は

文
久
元
（
一
八
六
一
）
年
に
山
笠
当
番
を
勤
め
た
さ
い
、
そ
の
費
用
と
し
て
総
額
六
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七
七
貫
六
五
六
文
を
用
意
し
た
。
他
に
総
収
入
あ
る
い
は
総
支
出
の
書
か
れ
た
近
世

史
料
は
な
い
が
、
他
流
や
他
町
へ
の
対
抗
心
か
ら
多
少
の
無
理
を
し
て
で
も
金
を
か

け
て
山
笠
奉
納
に
努
め
た
と
思
わ
れ
る
の
で
、
こ
の
数
値
は
文
久
元
（
一
八
六
一
）

年
ご
ろ
の
山
笠
当
番
費
用
の
総
額
と
し
て
極
端
に
低
い
も
の
だ
っ
た
と
は
思
え
な
い
。

天
保
九

（
一
八
三

八
）
年
ご
ろ
に
は
も
う
少
し
低
い
額
だ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
が
、

ひ

と
ま
ず
こ
の
ぐ
ら
い
の
額
を
天
保
九
（
一
八
三
八
）
年
当
時
の
行
町
で
も
山
笠
当

番
費
用
の
総
額
と
見
込
ん
で
い
た
と
仮
定
す
る
。
も
と
よ
り
、
や
や
難
の
あ
る
史
料

操
作
で
あ
る
こ
と
は
承
知
し
て
い
る
。

　
註

（
4
9
）
で
述
べ
た
よ
う
に
、
「
定
」
で
は
銭
六
〇
文
を
銀
一
匁
相
当
と
し
て
い

る
の
で
、
山
笠
仕
立
備
分
の
六
貫
五
〇
〇
目
（
匁
）
は
三
九
〇
貫
文
に
等
し
い
。
こ

の

額
を
山
笠
仕
立
銀
に
用
い
る
と
い
う
規
定
で
あ
る
か
ら
、
当
番
費
用
全
体
の
約
五

七
・
六
パ
ー
セ
ン
ト
が
仕
組
銭
か
ら
支
出
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
仕
組
銭
を

規
定
ど
お
り
に
徴
収
す
る
こ
と
に
町
中
が
意
を
払
っ
た
の
は
、
当
番
費
用
全
体
に
た

い
す
る
仕
組
銭
の
割
合
が
高
か
っ
た
か
ら
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

　

こ
れ
に
御
渡
り
銭
八
〇
〇
目
を
加
え
た
七
貫
三
〇
〇
目
（
1
1
四
三
八
貫
文
）
で
み

る
と
、
当
番
費
用
全
体
の
約
六
四
・
六
パ
ー
セ
ン
ト
が
山
笠
仕
立
銀
と
い
う
こ
と
に

な
る
。
江
戸
後
期
の
山
飾
り
が
い
か
に
多
額
の
金
を
要
し
て
い
た
の
か
が
窺
え
る
。

　
行

町
の
実
際
の
予
算
総
額
が
こ
こ
で
仮
定
し
た
平
均
総
額
と
若
干
異
な
っ
て
い
た

と
し
て
も
、
山
笠
当
番
の
費
目
の
う
ち
で
最
も
額
の
大
き
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
山
笠

仕
立
銀
の
ほ

と
ん
ど
を
仕
組
銭
で
賄
う
こ
と
に
し
た
と
い
う
解
釈
ま
で
を
変
え
る
必

要
は
あ
る
ま
い
。

一一
一節
　
仕
組
借
屋
の
構
成
と
小
間
割
法

　
先
に
省
略
し
た
第
一
条
の
注
釈
文
を
こ
こ
で
引
用
し
、
続
け
て
「
今
度
買
求
候
借

家
券
帳
写
」
「
大
工
棟
梁
定
」
「
売
渡
申
讃
文
之
事
」
を
引
用
す
る
。
な
お
、
書
類
中

の
間
法
は
こ
こ
で
も
京
間
で
あ
る
。

右
家
屋
敷
買
求
一
件
二
付
、
右
桶
屋
宮
崎
嘉
平
儀
、
対
町
中
江
甚
以
不
実
之
次

第
有
之
、
於
相
糺
ハ
同
人
儀
当
町
居
住
も
難
相
成
程
之
儀
二
有
之
候
処
、
右
三

平
太
方
よ
り
、
嘉
平
儀
不
宜
次
第
も
可
有
之
候
得
共
、
其
段
差
捨
呉
候
様
重
畳

頼

ミ
有
之
候
間
、
無
鹸
儀
此
節
ハ
相
糺
不
申
候
、
依
之
、
已
後
町
中
之
儀
二

付
而
ハ
、
如
何
体
之
儀
二
而
も
嘉
平
儀
壱
人
ハ
指
除
ケ
申
候
、
勿
論
右
体
之
者
二

付
、
此
節
之
出
金
壱
銭
も
不
差
出
候
二
付
、
以
来
諸
当
番
之
節
、
同
人
方
ハ
勿

論
外
二
同
人
借
屋
三
軒
有
之
、
都
合
四
軒
分
ハ
諸
当
番
入
目
銭
出
財
為
致
可
申

候
、
尤
借
家
借
り
主
よ
り
不
及
出
銭
、
矢
張
家
主
嘉
平
手
元
よ
り
出
銭
致
シ
候

様
、
堅
く
取
斗
候
、
尤
右
入
切
高
、
町
中
小
間
二
割
、
其
割
合
ヲ
以
出
銭
致
さ

せ
可
申
候
、
此
段
、
永
々
町
中
相
心
得
居
候
事

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ

　
　
　
但
シ
同
人
儀
当
番
事
出
方
等
ハ
町
並
二
相
勤
さ
せ
可

　
　
　
申
候
、
勿
論
諸
公
役
等
も
可
為
町
並
候
事

　
　
今
度
買
求
候
借
家
券
帳
写

　
岡
側

A
一
　
表
口
弐
間
ハ
　
入
拾
七
間
　
　
　
町
中
抱

B
一
　
同
壱
間
半
ハ
　
入
拾
七
間
　
　
　
右
同
断

　
　
　
此
所
二
表
口
壱
間
入
十
七
間
井
土
地
有

　
　
　
右
三
ヶ
所
入
奥
二
借
家
六
軒
　
但
シ
仕
組
分

　
濱
側

C
一
　
同
弐
間
　
　
　
入
弐
拾
壱
間
ハ
　
町
中
抱

　
　
　
　
　
　
右
入
奥
二
而
横
弐
間
入
五
間
ハ
宮
崎
嘉
平
抱

D
一
　
同
弐
間
五
尺
　
入
弐
拾
壱
間
ハ
　
町
中
抱

　
　
　
　
　
　
右
入
奥
二
而
横
弐
間
五
尺
入
五
間
ハ
宮
崎
嘉
平
抱

　
　
　
　
右
弐
ヶ
所
表
ロ
ヨ
リ
裏
奥
迫
借
家
五
軒

　
　
　
　
　
　
此
入
奥
二
空
地
横
四
間
五
尺
入
四
間
半
五
寸

　
　
　
　
　
　
　
右
地
借
賃
一
ヶ
年
二
銭
弐
拾
六
匁
ハ
此
分
先
二
も
出
ス
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已
上
借
家
拾
壱
軒
也

　
　
大
工
棟
梁
定

東

側
借
家
六
軒
ハ
　
　
棟
梁
大
工
　
成
田
喜
平

西
側
借
家
五
軒
ハ
　
　
棟
梁
大
工
　
成
田
文
右
衛
門

　
　
　
但
シ
空
地
分
共
二

　
　
右
拾
壱
軒
借
屋
後
年
如
何
体
之
儀
有
之
候
共
合
券
与
申
儀

　
　
　
　
　
　
　
カ
け

　
　
決
而
不
相
成
候
定
二
候
条
町
中
者
勿
論
右
大
工
故
事
二
得
其

　
　
意
候
事

　
　
　
　
　
　
　
春

田
三
平
太
ヨ
リ
家
屋
鋪
売
渡
讃
文
写
左
之
通

　
　
　
　
売
渡
申
讃
文
之
事

a
一
　
表
口
弐
間
　
　
入
拾
七
間

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
此
入
之
内
三
間
半
七
寸
嘉
助
抱
也

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
残
り
拾
三
間
弐
尺
五
寸
五
歩
ハ
此
節
御
町
中
抱
二
相
成
分

b
一
　
同
壱
間
半
　
　
入
拾
七
間

c
一
　
同
弐
間
　
　
　
入
拾
六
間

d
一
　
同
弐
間
五
尺
　
入
拾
六
間

　
　
　
　
　
　
〆

右
拙
者
抱
家
屋
鋪
天
満
宮
御
社
共
二
、
依
御
相
談
代
金
五
拾
五
両
壱
歩
三
朱

二

而
此
節
御
町
中
江
売
渡
、
代
金
惜
二
受
取
申
候
処
、
相
違
無
御
坐
候
、
御
券
帳

之
儀
ハ
来
春
早
々
相
直
シ
可
申
候
、
然
ル
上
ハ
右
売
渡
申
候
処
、
違
乱
之
儀
為

無
之
、
一
札
差
遣
取
置
候
、

天
保
九
年
戌
八
月

伍
而
売
渡
讃
文
如
件

　
　
　
　
売
主

　
　
　
　
　
　
春
田
三
平
太

　
　
　
　
口

入

　
　
　
　
　
　
桶
屋
　
嘉
平

判

行
町
年
寄

　
　
勇
七
殿

　
注
釈
文
で
は
、
宮
崎
が
貸
屋
・
。
貝
収
に
さ
い
し
て
町
中
に
た
い
し
て
な
ん
ら
か
の
不

実
な
こ
と
を
し
た
た
め
、
町
中
が
彼
に
た
い
し
て
二
つ
の
制
裁
措
置
を
定
め
た
こ
と

が
記
さ
れ
て
い
る
。

　
第
一
は
、
宮
崎
を
町
中
か
ら
除
く
、
つ
ま
り
町
の
運
営
か
ら
外
す
と
い
う
も
の
で

あ
る
。
さ
ら
に
彼
が
今
回
の
貸
屋
買
収
に
さ
い
し
て
も
一
銭
も
出
金
し
な
か
っ
た
と

責
め
た
の
ち
（
宮
崎
に
は
出
金
の
義
務
が
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
）
、
第
二
の
制
裁
措

置
が
定
め
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
宮
崎
本
人
の
居
宅
に
か
か
る
諸
当
番
費
用
に
加

え
て
宮
崎
所
持
の
貸
屋
三
軒
に
も
こ
の
費
用
を
課
し
、
こ
れ
を
宮
崎
に
出
金
さ
せ
る

と
い
う
も
の
で
あ
る
。
こ
の
措
置
に
つ
い
て
は
（
三
）
で
詳
し
く
考
察
す
る
。

　
さ
て
、
「
今
度
買
求
候
借
家
券
帳
写
」
の
屋
敷
四
筆
を
図
2
の
屋
敷
に
同
定
し
て

み

よ
う
。
家
屋
の
形
態
な
ど
に
変
化
は
あ
る
が
、
屋
敷
の
大
き
さ
と
井
土
地
の
存
在

か

ら
み
て
、
A
・
B
・
C
・
D
が
そ
れ
ぞ
れ
1
6
・
1
7
・
1
8
・
1
9
に
当
た
る
の
は
疑
い

な
い
。
こ
れ
ら
の
屋
敷
は
さ
ら
に
、
「
売
渡
申
讃
文
之
事
」
の
a
・
b
・
c
・
d
に

そ
れ
ぞ
れ
対
応
す
る
が
、
C
・
D
と
c
・
d
と
で
は
、
数
値
の
面
で
一
見
す
る
と
食

い
違
い

が
あ
る
よ
う
に
み
え
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
（
二
）
で
説
明
す
る
。

　

こ
こ
で
仕
組
借
屋
と
そ
の
周
辺
を
図
3
で
示
し
て
お
く
。
ア
ラ
ビ
ア
数
字
は
図
2

の
屋
敷
番
号

と
同
一
で
あ
る
。
な
お
、
「
売
渡
申
讃
文
之
事
」
に
記
さ
れ
た
天
満
宮

（祠
で

あ
ろ
う
）
の
位
置
は
不
明
で
、
図
か
ら
省
い
た
。

（
一
）

屋

敷
A
・
B

　
ま
ず
、
「
今
度
買
求
候
借
家
券
帳
写
」
の
A
条
と
B
条
に
お
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の

貸
屋
数
が
書
か
れ
て
お
ら
ず
、
一
括
し
て
貸
屋
が
六
軒
と
書
か
れ
て
い
る
点
に
つ
い

て

述
べ
る
。
こ
れ
は
、
本
来
二
筆
の
屋
敷
で
あ
る
は
ず
の
1
7
1
1
B
と
1
6
‖
A
に
跨
っ

て
、
そ
の
入
奥
（
裏
屋
敷
）
に
貸
屋
が
六
軒
立
っ
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
文
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図

政
六

（
一
八
二

三
）
年
に
、
掛
町
筋
に
面
し
て
い
た
ー
か
ら
2
へ
と
六
軒
の
家
屋
の

事
実
上
の
入
が
延
び
て
い
た
の
と
同
じ
形
で
あ
る
。
そ
の
文
政
六
（
一
八
二
三
）
年

に
は
1
7
1
1
B
に
も
家
屋
が
六
軒
あ
っ
た
が
、
あ
る
い
は
こ
の
六
軒
が
仕
切
り
を
変
え

ず
に
そ
の
ま
ま
1
6
1
1
A
に
延
び
て
い
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
こ

の
東
西
路
で
の
営
業
も
掛
町
筋
と
同
様
に
利
益
の
高
い
も
の
と
な
っ
て
い
た
た
め
、

天
保
九

（
一
八
三

八
）
年
ま
で
に
は
家
屋
の
事
実
上
の
入
が
1
7
1
1
B
か
ら
1
6
1
1
A
へ

延
び
て

い

っ

た
と
判
断
で
き
る
。

　
次

に
「
抱
」
と
い
う
語
に
つ
い
て
述
べ
る
。
通
常
、
町
人
地
の
「
抱
」
に
は
三
つ

の

意
味
が
あ
る
。
④
家
主
が
自
己
の
居
住
以
外
の
目
的
で
所
持
し
て
い
る
家
屋
。
こ

の

場
合
、
家
主
が
地
主
と
同
一
人
物
で
あ
る
か
否
か
は
関
係
な
く
、
単
に
そ
の
家
屋

が
家
主
の

居
宅
で

は
な
い
と
い
う
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
⑧
地
主
が
自
己
の
居
住
以

外
の
目
的
で
所
持
し
て
い
る
屋
敷
。
◎
地
主
が
自
己
の
居
住
以
外
の
目
的
で
所
持
し

て

い
る
家
屋
敷
。

　
た
だ
し
「
宝
永
録
」
で
は
こ
の
ほ
か
に
、
居
宅
で
あ
る
か
否
か
に
関
係
な
く
、
家

主
が
所
持
し
て
い
る
家
屋
を
「
抱
」
と
総
称
し
て
い
る
箇
所
が
あ
る
。
こ
れ
を
⑪
と

す
る
が
、
こ
の
場
合
、
家
主
が
居
宅
以
外
に
家
屋
を
所
持
し
て
い
な
け
れ
ば
「
抱
」

は
居
宅
を
意
味
す
る
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
四
節
で
詳
し
く
述
べ
る
。

　
さ
て
、
文
政
の
各
町
の
絵
図
で
は
「
抱
」
は
ほ
と
ん
ど
家
主
名
の
下
に
書
か
れ
て

お
り
、
し
た
が
っ
て
ほ
ぼ
常
に
④
の
意
味
で
使
わ
れ
て
い
る
。
「
行
町
絵
図
」
に
か

ぎ
っ
て
い
え
ば
、
「
抱
」
は
例
外
な
く
家
主
名
の
下
に
書
か
れ
て
お
り
、
全
て
⑧
の

意
味
で
あ
る
。
一
方
、
地
主
名
を
記
し
た
土
地
台
帳
で
あ
る
「
宅
地
券
帳
」
を
写
し

た
「
今
度
買
求
候
借
家
券
帳
写
」
で
は
、
「
抱
」
は
全
て
⑧
の
意
味
で
使
わ
れ
て
い

る
。　

そ
の
「
今
度
買
求
候
借
家
券
帳
写
」
で
は
、
ま
ず
1
6
1
1
A
と
1
7
1
1
B
の
大
き
さ
を

示
し
（
1
7
1
1
B
の
表
屋
敷
は
井
土
地
と
重
な
っ
て
い
る
が
、
両
者
の
表
口
は
別
立
て

で
記

さ
れ
て
い
る
）
、
さ
ら
に
そ
れ
ら
が
全
て
町
中
抱
の
屋
敷
で
あ
る
こ
と
を
記
し
、

最
後
に
1
7
1
1
B
と
1
6
H
A
の
両
方
の
裏
屋
敷
に
跨
っ
て
貸
屋
が
六
軒
あ
る
と
し
た
う
69
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え
で
、
そ
れ
ら
は
「
但
シ
仕
組
分
」
で
あ
る
と
し
て
い
る
。

　
と
こ
ろ
が
、
「
売
渡
申
讃
文
之
事
」
の
a
の
脇
書
に
は
「
此
入
之
内
三
間
半
七
寸

嘉
助
抱
也
／
残
り
拾
三
間
弐
尺
五
寸
五
歩
ハ
此
節
御
町
中
抱
二
相
成
分
」
と
あ
る
。

17

1
1
B
と
同
様
、
1
6
‖
A
も
屋
敷
全
体
が
春
田
か
ら
行
町
町
中
に
売
却
さ
れ
て
い
る

の

で
、
こ
の
屋
敷
は
全
て
町
中
抱
と
な
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
脇
書
の

「嘉
助
抱
」
と
「
町
中
抱
」
は
屋
敷
の
所
有
で
は
な
く
、
家
屋
の
所
有
を
指
し
て
い

る
。
間
数
は
そ
れ
ぞ
れ
嘉
助
と
町
中
が
利
用
し
て
い
る
土
地
の
入
の
長
さ
と
い
う
こ

と
で
あ
る
。

　
嘉
助
は
以
前
か
ら
1
6
の
表
屋
敷
を
春
田
か
ら
借
り
て
お
り
、
町
中
が
1
6
・
1
7
全
体

の
地
主

と
な
っ
た
あ
と
は
こ
れ
を
町
中
か
ら
借
り
続
け
る
形
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

16
・

17

の

裏
屋
敷
に
立
っ
て
い
る
春
田
所
有
の
貸
屋
六
軒
も
町
中
の
所
有
へ
と
替

わ
っ
た
が
、
1
6
の
表
屋
敷
に
は
、
明
記
は
さ
れ
て
い
な
い
も
の
の
、
嘉
助
所
有
の
家

屋
が
立
っ

て

い

た
。
1
6
・
1
7
の
裏
屋
敷
に
立
つ
貸
屋
六
軒
を
「
但
シ
仕
組
分
」
で
あ

る
と
わ
ざ
わ
ざ
断
っ
て
い
る
の
は
、
町
中
の
所
有
地
で
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

17

の

表
屋
敷
に
山
笠
当
番
用
の
仕
組
借
屋
と
は
異
な
る
嘉
助
所
有
の
家
屋
が
立
っ
て

い

た
た
め
、
そ
れ
と
の
区
別
を
明
確
に
し
た
か
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。

（
二
）
屋
敷
C
・
D
の
表
部
分

　
屋
敷
が
表
部
分
と
裏
部
分
に
分
割
所
持
さ
れ
て
い
る
場
合
、
「
宅
地
券
帳
」
で
は
、

本
文

と
脇
書
に
分
け
て
次
の
よ
う
に
記
載
さ
れ
て
い
る
。

　
本
文
の
上
段

に
は
一
筆
全
体
の
表
口
の
間
数
と
入
の
間
数
が
記
さ
れ
、
下
段
に
は

表
部
分
の
地
主
の
姓
名
と
そ
の
取
得
年
月
日
が
記
さ
れ
、
さ
ら
に
そ
れ
が
抱
屋
敷
で

あ
れ
ば
そ
の
旨
も
記
さ
れ
る
。
脇
書
の
上
段
に
は
裏
部
分
の
横
の
間
数
と
入
の
間
数

が
記

さ
れ
、
下
段
に
は
そ
の
地
主
の
姓
名
と
そ
の
取
得
年
月
日
が
記
さ
れ
、
さ
ら
に

そ
れ
が
抱
屋
敷
で
あ
れ
ば
そ
の
旨
も
記
さ
れ
る
。
ま
た
裏
部
分
自
体
が
さ
ら
に
細
分

さ
れ
て
複
数
の
地
主
に
所
持
さ
れ
て
い
れ
ば
、
そ
の
区
画
ご
と
に
同
様
の
事
項
が
記

さ
れ
る
。
表
部
分
も
裏
部
分
も
所
有
権
が
移
譲
さ
れ
れ
ば
、
下
段
に
新
た
な
所
有
関

係

を
記
し
た
貼
紙
が
貼
り
重
ね
ら
れ
て
い
く
。
よ
う
す
る
に
表
部
分
そ
の
も
の
の
大

き
さ
は
記
さ
れ
ず
、
全
体
の
大
き
さ
か
ら
裏
部
分
の
そ
れ
を
引
い
た
値
が
表
部
分
の

大

き
さ
と
な
る
。
屋
敷
の
形
態
の
変
更
や
所
有
権
の
移
譲
が
あ
れ
ば
、
各
町
・
町
役

所

（町
奉
行
所
）
・
年
行
司
役
場
に
保
管
さ
れ
て
い
る
三
冊
の
「
宅
地
券
帳
」
の
当

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
1
）

該
記
載
事
項
を
そ
れ
ぞ
れ
貼
紙
で
書
き
改
め
る
。

　
取
得
年
月
日
こ
そ
写
さ
れ
て
い
な
い
も
の
の
、
「
今
度
買
求
候
借
家
券
帳
写
」
の

C
条
と
D
条
は
こ
の
書
式
で
記
さ
れ
て
お
り
、
全
体
か
ら
裏
部
分
の
宮
崎
抱
の
分
を

除

く
と
そ
れ
ぞ
れ
表
口
二
間
・
入
一
六
間
と
表
口
二
間
五
尺
・
入
一
六
間
の
表
部
分

と
な
る
。
こ
れ
が
町
中
抱
の
屋
敷
で
、
「
売
渡
申
讃
文
之
事
」
の
c
と
d
の
数
値
に

一
致

し
、
食
い
違
い
は
な
い
。
つ
ま
り
春
田
家
で
は
文
政
六
（
一
八
二
三
）
年
三
月

以

降
に
1
8
1
1
C
と
1
9
1
1
D
を
分
割
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
裏
部
分
を
宮
崎
嘉
平
に
譲
渡
し

て

い
た
こ
と
に
な
る
。

　
「
右
弐
ヶ
所
表
ロ
ヨ
リ
裏
奥
迫
借
家
五
軒
」
と
あ
る
の
は
町
中
抱
の
屋
敷
に
立
つ

家
屋
の

こ
と
で
、
家
屋
自
体
も
町
中
抱
で
あ
る
。
1
8
1
1
C
と
1
9
1
1
D
も
そ
れ
ぞ
れ
で

貸
屋
数
を
書
く
の
で
は
な
く
、
一
括
し
て
そ
の
数
が
記
さ
れ
て
い
る
。
1
8
‖
C
と
1
9

1
1
D
に
跨
っ
て
貸
屋
が
立
っ
て
い
た
形
で
あ
る
。
1
7
1
1
B
と
1
6
1
1
A
の
場
合
と
同
様
、

東
西
路
で
の
営
業
の
利
益
の
高
さ
に
伴
い
、
家
屋
の
事
実
上
の
入
が
1
8
1
1
C
か
ら
1
9

‖
D
へ
と
延
び
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

（
三
）
　
屋
敷
C
・
D
の
裏
部
分
と
小
間
割
法

　
注
釈
文

に
あ
る
、
宮
崎
に
た
い
す
る
第
二
の
制
裁
措
置
に
つ
い
て
述
べ
る
。
こ
の

措
置
は
行
町
が
も
と
も
と
諸
当
番
の
費
用
を
ど
の
よ
う
に
工
面
し
て
い
た
の
か
、
そ

の
方
法
と
も
か
か
わ
っ
て
い
る
。

　
「
以
来
諸
当
番
之
節
」
に
は
、
宮
崎
本
人
の
居
宅
に
か
け
ら
れ
て
い
る
諸
当
番
費

用
に
加
え
、
宮
崎
所
持
の
貸
屋
三
軒
分
の
諸
当
番
費
用
に
つ
い
て
も
「
借
家
借
り
主

よ
り
不
及
出
銭
、
矢
張
家
主
嘉
平
手
元
よ
り
出
銭
」
さ
せ
る
よ
う
取
り
計
ら
う
。
そ

の
額
に

つ
い
て

は
、
「
尤
右
入
切
高
、
町
中
小
間
二
割
、
其
割
合
ヲ
以
出
銭
致
さ
せ
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可
申
候
」
と
あ
る
。
こ
こ
で
の
「
家
主
」
は
「
家
主
兼
地
主
」
の
意
味
で
、
「
町
中
」

は

「町
内
全
域
」
の
意
味
で
あ
る
。

　
こ
れ
は
先
に
み
た
、
福
岡
藩
に
よ
る
定
切
銭
の
徴
収
法
と
よ
く
似
た
も
の
で
あ
る
。

宮
崎
所
持
の
貸
屋
に
か
け
る
額
（
入
切
高
）
は
、
あ
る
額
を
町
内
の
屋
敷
の
総
小
間

で

割
っ
て
弾
き
出
さ
れ
た
基
準
値
か
ら
算
出
し
、
こ
れ
を
地
主
で
あ
る
宮
崎
に
出
金

さ
せ
る
と
し
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
規
模
と
内
容
か
ら
み
て
こ
の
や
り
方
は
明
ら
か

に

宮
崎
の
制
裁
用
に
新
た
に
設
け
ら
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
行
町
が
以
前
か
ら
町
内

の
全
屋
敷

に
用
い
て
い
た
も
の
と
判
断
で
き
る
。
あ
る
額
と
は
町
内
の
諸
当
番
費
用

で

あ
り
、
行
町
で
は
こ
れ
を
小
間
割
に
し
た
う
え
で
各
屋
敷
の
負
担
分
（
入
切
高
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
2
）

を
算
出
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
そ
し
て
制
裁
措
置
と
し
て
の
宮
崎
所
持
の
貸
屋
に
た
い
す
る
新
た
な
徴
収
に
こ
の

方
法
を
転
用
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
方
法
が
仕
組
借
屋
設
置
後
も
利
用
さ
れ
た

こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

　
つ
ま
り
山
笠
仕
立
銀
に
つ
い
て
は
少
額
の
御
渡
り
銭
と
多
額
の
仕
組
銭
で
こ
れ
を

全
額
賄
う
こ
と
に
な
っ
た
の
で
、
そ
れ
以
外
の
山
笠
当
番
の
費
目
と
児
子
仕
立
銀

（御
渡
り
銭
分
）
以
外
の
児
子
当
番
費
用
に
つ
い
て
は
引
き
続
き
小
間
割
法
で
集
め

る
こ
と
に
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
付
け
加
え
る
と
、
二
節
で
軽
く
触
れ
た
、

従
来
か
ら
行
町
に
居
住
し
て
い
る
地
借
・
店
借
の
今
後
の
負
担
分
も
、
や
は
り
残
り

の
両
当
番
費
用
の
一
部
と
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。

　
さ
て
、
小
間
割
法
は
屋
敷
の
表
口
間
数
に
も
と
つ
く
徴
収
法
で
あ
る
。
と
い
う
こ

と
は
従
来
、
宮
崎
所
持
の
貸
屋
三
軒
に
は
こ
の
徴
収
法
は
適
用
さ
れ
て
い
な
か
っ
た

わ
け
だ
か
ら
、
そ
れ
ら
が
表
口
を
持
た
な
い
裏
屋
敷
に
立
つ
貸
屋
で
あ
っ
た
こ
と
が

わ
か
る
。
す
な
わ
ち
図
3
に
示
し
た
と
お
り
、
宮
崎
抱
の
貸
屋
は
三
軒
と
も
角
屋
敷

の
裏
部
分
に
立
っ
て
お
り
、
事
実
上
の
表
口
は
東
西
路
に
面
し
て
い
た
こ
と
が
確
認

で
き
る
。

　
町
中
は
、
本
来
な
ら
町
中
が
負
担
す
べ
き
1
8
‖
C
と
1
9
1
1
D
の
表
口
に
か
か
る
入

切
高
に
つ
い
て
は
、
そ
の
裏
屋
敷
の
地
主
で
あ
る
宮
崎
に
負
担
さ
せ
る
こ
と
に
し
た

　
　
　
（
5
3
）

の

で
あ
る
。

　
な
お
、
但
書
で
は
、
宮
崎
は
町
中
の
構
…
成
員
か
ら
外
れ
て
も
、
祭
礼
当
番
時
の
出

方
（
具
体
的
な
内
容
は
不
明
）
な
ど
、
町
並
1
1
表
屋
敷
所
持
者
が
果
た
す
べ
き
負
担

は
勤
め
る
よ
う
に
と
定
め
て
い
る
。
行
町
の
当
番
に
さ
い
し
て
他
町
居
住
の
不
在
地

主
が
出
方
を
勤
め
た
は
ず
は
な
い
の
で
、
出
方
に
つ
い
て
は
町
並
の
う
ち
で
も
居
付

地
主
の
み
が
こ
れ
を
勤
め
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

四
節
　
出
金
帳
の
分
析

　
こ
の
節
で
は
、
ま
ず
「
今
度
出
金
面
々
姓
名
井
銘
々
抱
家
軒
数
」
（
以
下
、
出
金

帳
と
い
う
）
を
引
用
し
、
検
討
を
加
え
る
。
そ
の
あ
と
保
管
規
定
と
町
年
寄
・
助

役
・
組
頭
取
の
連
署
を
引
用
す
る
。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　　　　　　　　　　　　　　　一　　　　　　　　　　　　　　一　　　　　　　　　　　　一　　　　　　　　　　　一　　　　　　　　　一　　　　　　　一　　　　　一　　　一　　一一

今
度
出
金
面
々
姓
名
井
銘
々
抱
家
軒
数

金
　
四
　
両
ハ

同
壱
両
式
歩
ハ

同
　
拾
　
両
ハ

同
　
五
　
両
ハ

同
　
四
　
両
ハ

金
壱
両
戴
歩
ハ

同
壱
両
戴
歩
ハ

同
武
両
式
歩
ハ

同同同同同同
コ　 ポ　 　　 　　 　　 エ
1ヨ官官1ヨ1ヨハ

両両両両両両
ノ、 ノ、　ノ、　ノ、　ノ、　ノ、

壱壱壱壱壱六或壱口三或五壱或
軒軒軒軒軒軒軒軒口軒軒軒軒軒

樋
口
　
勇
七

中
村
喜
右
衛
門

五
十
嵐
喜
八

五
十
嵐
太
兵
衛

高
木
　
伊
助

五
十
嵐
孫
兵
衛

中
村
利
平
次

日成入古平
高田江賀山
平喜新宗宗
吉平藏七助

成
田
文
右
衛
門

梅
野
　
千
藏
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　　　　　　　　　　　　　　　一　　　　　　　　　　　　　　一　　　　　　　　　　　　　一　　　　　　　　　　　一　　　　　　　　　一　　　　　　　一　　　　　一　　　一　　一一

同同同同同同同同同金同同同同同同同
一

　 士　 士　 士　 士　 士　 士　 士　 士　 士　 士　 士　 士　 士　 士　 士　 士
二官官咋ヨ官匂1ヨ官匂官官官官官匂官官
両両両両両両両両両両両両両両両両両
ノ、ノ、ノ、ノ、ノ、ノ、ノ、ノ、ノ、ノ、ノ、ノ、ノ、ノ、ノ、ノ、ノ、

或壱壱壱壱壱壱壱壱口壱壱壱壱壱壱壱
軒軒軒軒軒軒軒軒軒軒軒軒軒軒軒軒軒

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ホ
ニ

同
壱
両
式
歩
ハ
　
弘
化
四
年
未
正
月
二
戴
ル

　
　
　
　
（
載
）

嘉
永
元
申
六
月
書
戴
ル

　　　　　　　　　一　　　　　　　一　　　　　一　　　一　　一一

同
壱
両
武
歩
ハ

金同同同同

歩歩歩歩歩
ノ、ノ、ノ、ノ、ノ、

口壱壱壱壱壱
口軒軒軒軒軒

宮小木柴成
崎蔦下田田

善
兵
衛

源
助

嘉
助

太
吉

清
作

吉
永
藤
右
衛
門

　　
れ南

良
山
茂
平

山
嵜
長
兵
衛

園神相早斎岡
田田葉川藤部
小利徳治平勘
七吉次平次助

白
水
八
右
衛
門

渡
辺
　
源
藏

高
田
　
玄
桂

河
内
　
卯
助

白
水
吉
右
衛
門

久
光
　
亦
七

成

田
　
善
吉

谷
嵜
　
太
七

篠
崎
甚
右
衛
門

宮
嵜
　
長
平

右
嘉
平
甥
宮
崎
長
平
儀
、
前
文
之
都
合
二
付
除
ケ
置
候
得
共
、
嘉
平
一
族

竪
町
中
米
屋
嘉
藏
よ
り
段
々
町
中
江
及
断
出
金
帳
二
差
加
へ
呉
候
様
相
談

有
之
候
二
付
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
な
　

弘
化
二
年
巳
五
月
八
日
二
無
飴
儀
此
帳
面
二
書
戴
セ
候
事

　

こ
れ
ら
の
出
金
者
が
ど
の
よ
う
な
人
物
で
あ
っ
た
の
か
、
換
言
す
れ
ば
出
金
資
格

は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
の
か
が
、
第
一
の
問
題
に
な
る
。

　
「
宝
永
録
」
第
一
条
に
「
町
中
之
面
々
殊
外
相
励
ミ
出
金
」
し
た
と
あ
り
、
さ
ら

に
出
金
帳
の
題
名
に
「
抱
家
軒
数
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
⑦
行
町
の
町
中
を
構
成
し

て

い

る
者
、
④
行
町
に
抱
の
家
屋
を
所
有
し
て
い
る
者
、
の
二
つ
は
同
義
で
あ
り
、

彼
ら
が
出
金
者
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
れ
を
も
っ
と
具
体
的
に
み
て
い
こ
う
。

　
⑦
は
も
ち
ろ
ん
、
不
在
地
主
は
出
金
し
て
い
な
か
っ
た
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
こ

れ

は
城
戸
与
三
右
衛
門
の
例
か
ら
確
認
で
き
る
。
こ
の
人
物
は
文
政
六
（
一
八
二
三
）

年
三
月
ご
ろ
の
図
2
「
行
町
絵
図
」
に
屋
敷
番
号
4
1
の
地
主
と
し
て
出
て
い
る
が
、

そ
の
家
屋
は
米
屋
伊
兵
衛
抱
で
宿
屋
と
な
っ
て
い
る
。
そ
し
て
城
戸
の
名
は
他
に
は

い

っ

さ
い
出
て
い
な
い
の
で
、
断
言
は
で
き
な
い
が
不
在
地
主
で
あ
っ
た
可
能
性
が

高
い
。
く
だ
っ
て
明
治
五
（
一
八
七
二
）
年
一
〇
月
に
も
城
戸
与
三
右
衛
門
（
同
一

人

物
か
同
名
の
後
商
か
は
不
明
）
が
同
じ
屋
敷
を
所
有
し
て
い
る
が
（
後
掲
の
図
4

を
参
照
）
、
翌
＝
月
に
至
っ
て
彼
は
こ
れ
を
平
山
惣
助
に
売
却
し
、
そ
の
譲
渡
書

　
　
　
　
　
こ
け
い
ま
ち
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
4
）

類

に
居
町
を
古
漢
町
（
古
渓
町
と
も
。
西
町
流
所
属
）
と
記
し
て
い
る
。
以
上
の
こ

と
か
ら
み
て
、
天
保
九
年
（
一
八
三
八
）
八
月
ま
で
に
城
戸
が
出
金
し
て
い
な
い
の

は
、
こ
の
時
点
で
不
在
地
主
で
あ
っ
た
か
ら
だ
と
解
釈
す
る
の
が
妥
当
で
あ
る
。

　
④
に
つ
い
て
は
ま
ず
、
五
十
嵐
孫
兵
衛
・
山
嵜
長
兵
衛
・
宮
嵜
長
平
の
条
に
注
意

す
る
必
要
が
あ
る
。
こ
の
三
条
は
い
ず
れ
も
軒
数
が
判
読
で
き
な
い
が
、
し
か
し
彼

ら
の
出
金
額
（
順
に
一
両
二
歩
・
一
両
・
二
歩
）
を
他
の
人
物
の
条
で
確
認
す
る
と
、

い
ず
れ
も
一
軒
の
所
有
者
の
出
金
額
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
こ
の
三
人
の
軒
数
も
各

一
軒

と
判
断
で
き
る
。
ま
た
、
河
内
卯
助
の
条
に
は
軒
数
が
書
き
漏
ら
さ
れ
て
い
る

が
、
こ
れ
も
一
両
二
歩
と
い
う
出
金
額
か
ら
み
て
軒
数
は
一
軒
で
あ
ろ
う
。

　

そ
う
す
る
と
、
出
金
帳
に
は
合
計
で
五
三
軒
、
三
八
人
の
記
載
が
あ
る
と
い
う
こ

と
に
な
る
。
こ
の
う
ち
宮
嵜
長
平
の
条
は
本
文
も
脇
書
も
全
て
異
筆
で
、
後
年
の
加
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筆
で
あ
る
。
こ
れ
を
除
け
ば
、
出
金
帳
作
成
時
に
は
五
二
軒
、
三
七
人
の
記
載
が

あ
っ
た
こ
と
に
な
る
（
す
ぐ
あ
と
で
理
由
は
述
べ
る
が
、
河
内
卯
助
と
そ
の
家
屋
、

白
水
吉
右
衛
門
と
そ
の
家
屋
は
除
く
必
要
が
な
い
）
。

　

こ
こ
で
考
え
る
べ
き
は
、
「
抱
家
軒
数
」
が
正
確
な
と
こ
ろ
何
を
意
味
し
て
い
る

か
で
あ
る
。

　
天
保
九

（
→
八
三

八
）
年
八
月
ご
ろ
の
行
町
に
は
右
の
五
二
軒
と
は
別
に
、
宮
崎

嘉
平
の
居
宅
一
軒
と
貸
屋
三
軒
、
お
よ
び
こ
の
時
点
で
は
ま
だ
春
田
三
平
太
の
所
有

で

あ
っ
た
貸
屋
一
一
軒
の
、
計
］
五
軒
が
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
も
合

わ
せ
れ
ば
、
少
な
く
と
も
六
七
軒
の
家
屋
が
こ
の
こ
ろ
存
在
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
。

　
一
五
年
前
の
文
政
六
（
一
八
二
三
）
年
に
「
行
町
絵
図
」
に
描
か
れ
て
い
た
居
宅

は
五
一
軒
で
そ
れ
以
外
の
家
屋
は
一
一
軒
で
あ
っ
た
。
以
上
の
六
二
軒
は
表
店
で

あ
っ
た
。
ま
た
、
こ
の
と
き
更
地
が
七
筆
あ
っ
た
。
一
方
、
時
代
は
下
る
が
慶
応
元

（
一
八
六

五
）
年
冬
に
行
町
で
運
上
銀
賦
課
職
に
就
い
て
い
た
の
は
五
六
人
で
あ
る

こ
と
が
、
「
店
運
上
帳
　
土
居
流
」
か
ら
知
ら
れ
る
。
運
上
銀
免
除
職
に
就
い
て
い

た
者
が
数
人
は
い
た
で
あ
ろ
う
か
ら
、
店
舗
を
構
え
て
い
た
営
業
者
は
全
部
で
六
〇

人

強
で
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
明
治
一
二
（
一
八
七
九
）
年
一
月
一
日
の
福
岡
区
役
所
調

べ
で

は
、
行
町
の
世
帯
は
「
本
籍
六
十
五
戸
（
平
民
）
」
で
あ
っ
た
［
三
原
編
一
九

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
5
）

八
〇

（
一
八
八
〇
）
　
三
〇
〇
］
。

　
こ
れ
ら
の
数
値
か
ら
み
て
、
出
金
帳
の
「
抱
」
は
前
述
の
◎
の
意
味
で
あ
る
。
五

二
軒
に
は
出
金
者
三
七
人
の
居
宅
が
含
ま
れ
て
お
り
、
軒
数
が
「
壱
軒
」
と
書
か
れ

て

い

る
条
で
は
そ
の
壱
軒
が
家
主
の
居
宅
と
い
う
解
釈
で
あ
る
。
同
じ
く
数
値
か
ら

み

て
、
六
七
軒
は
い
ず
れ
も
表
店
で
あ
る
。

　
以
上
の

解
釈
を
さ
ら
に
木
下
嘉
助
の
例
か
ら
確
認
し
て
お
く
。
出
金
帳
に
は
他
に

嘉
助
と
い
う
人
物
は
い
な
い
の
で
、
木
下
嘉
助
は
「
売
渡
申
讃
文
之
事
」
に
記
さ
れ

た
嘉
助
と
同
一
人
物
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
木
下
所
有
の
家
屋
一
軒
と
は
、
前
述
し

た
1
6
‖
A
の
表
屋
敷
に
立
っ
て
い
た
も
の
を
指
す
。
1
6
1
1
A
全
体
の
地
主
は
行
町
町

中
で
あ
っ
た
が
、
嘉
助
は
そ
の
表
屋
敷
の
上
に
立
つ
家
屋
の
家
主
で
は
あ
り
、
そ
こ

に

居
住

し
て
い
た
と
結
論
で
き
る
。
つ
ま
り
「
売
渡
申
讃
文
之
事
」
に
記
さ
れ
た
「
嘉

助
抱
」
も
出
金
帳
の
「
抱
」
と
同
様
に
◎
の
意
味
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
屋
敷
の
所

有
に
で
は
な
く
、
こ
の
家
屋
の
所
有
に
た
い
し
て
出
金
の
義
務
が
課
せ
ら
れ
て
い
た

こ
と
が
わ
か
る
。

　
以
上

を
要
約
す
る
と
、
行
町
に
居
住
し
、
か
つ
行
町
に
表
店
を
一
軒
で
も
所
有
し

て

い

る
者
に
出
金
資
格
が
与
え
ら
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
の
条
件
に
合

え
ば
地
主
で
も
地
借
で
も
出
金
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
わ
け
で
あ
る
。

　

と
こ
ろ
で
天
保
九
（
一
八
三
八
）
年
八
月
ま
で
の
出
金
者
と
出
金
額
の
合
計
は
そ

れ
ぞ
れ
三

五
人

と
六
二
両
で
あ
る
。
出
金
額
は
春
田
三
平
太
へ
の
支
払
額
五
五
両
一

歩
三
朱
を
若
干
上
回
っ
て
い
る
。
そ
し
て
こ
の
時
点
で
春
田
へ
の
支
払
い
が
済
ん
で

い
た

に

も
か
か
わ
ら
ず
、
後
年
、
河
内
卯
助
・
白
水
吉
右
衛
門
・
宮
嵜
長
平
が
そ
れ

ぞ

れ
一
両
二
歩
・
一
両
二
歩
・
二
歩
を
町
中
に
出
金
し
て
い
る
。
こ
れ
は
何
を
意
味

し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
こ
れ
が
第
二
の
問
題
に
な
る
。

　
河
内
卯
助
は
文
化
二
　
（
一
八
一
四
）
年
に
福
岡
藩
領
の
鞍
手
郡
植
木
村
に
生
ま

れ
、
時
期
は
不
明
だ
が
行
町
に
転
入
し
、
吉
野
屋
と
号
し
て
幕
末
に
は
富
商
と
な
っ

　
　
　
　
　
（
5
6
）

た
人
物
で
あ
る
。
彼
の
条
は
氏
名
の
箇
所
だ
け
は
前
後
の
条
と
同
筆
で
あ
り
、
出
金

帳
作
成
の
時
点
で
す
で
に
表
店
を
所
有
し
て
お
り
出
金
予
定
者
と
み
な
さ
れ
て
い
た

こ
と
が
わ
か
る
。
し
か
し
こ
の
こ
ろ
に
は
ま
だ
富
裕
で
は
な
か
っ
た
の
か
金
策
が
す

ぐ
に
は
つ
か
な
か
っ
た
ら
し
く
、
弘
化
四
（
一
八
四
七
）
年
正
月
に
至
っ
て
よ
う
や

く
出
金
し
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
7
）

　
白
水
吉
右
衛
門
と
い
う
人
物
に
か
ん
し
て
は
不
詳
だ
が
、
彼
の
条
に
つ
い
て
も
氏

名
の
箇
所
だ
け
は
前
後
の
条
と
同
筆
で
あ
り
、
出
金
帳
作
成
の
時
点
で
す
で
に
表
店

を
所
有
し
て
お
り
出
金
予
定
者
と
み
な
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
実
際
に
出
金

し
た
の
は
嘉
永
元
（
一
入
四
八
）
年
六
月
で
あ
る
。

　
宮
嵜
長
平
は
宮
崎
嘉
平
の
「
甥
」
と
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
「
伜
」
の
誤
記
で

あ
ろ
う
。
「
宝
永
録
」
の
補
論
す
な
わ
ち
天
保
一
一
（
一
八
四
〇
）
年
六
月
執
筆
部

の
数
箇
所
に
、
長
平
と
そ
の
兄
弟
の
嘉
吉
が
嘉
平
の
伜
で
あ
る
旨
が
記
さ
れ
て
い
る
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か

ら
で
あ
る
。
補
論
は
、
こ
の
兄
弟
が
春
田
三
平
太
（
こ
の
と
き
ま
で
に
三
右
衛
門

と
改
名
し
て
い
た
と
あ
る
）
な
ど
の
協
力
を
得
て
、
嘉
平
と
町
中
と
の
和
熟
を
成
立

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
8
）

さ
せ
た
次
第
を
記
し
た
も
の
で
あ
る
。
和
熟
に
さ
い
し
て
兄
弟
は
、
「
表
口
壱
間
六

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

尺
入
拾
四

間
　
但
シ
久
光
又
七
抱
分
引
残
正
ミ
」
と
い
う
「
私
名
前
之
家
屋
敷
壱
軒
」

を
行
町
町
中
に
無
料
で
譲
渡
す
る
と
し
た
、
連
名
の
「
譲
渡
讃
文
」
を
同
年
同
月
に

　
　
　
　
　
　
　
（
5
9
）

町

中
に
提
出
し
て
い
る
。
町
中
は
こ
れ
を
受
け
容
れ
、
こ
れ
以
後
は
「
嘉
平
儀
町
中

可
為
同
様
候
事
」
と
定
め
ら
れ
た
。

　

と
こ
ろ
が
長
平
が
出
金
し
た
の
は
こ
の
和
熟
成
立
か
ら
五
年
も
経
っ
た
弘
化
二

（
一
八
四

五
）
年
五
月
の
こ
と
で
あ
る
。
彼
の
条
は
全
て
後
筆
な
の
で
、
町
中
が
彼

を
出
金
予
定
者
と
は
み
な
し
て
い
な
か
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
、
出
金
帳
に
は

嘉
平
と
嘉
吉
の
条
は
存
在
し
な
い
。
宮
崎
親
子
に
は
も
と
も
と
出
金
の
義
務
は
課
せ

ら
れ
て
い
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
長
平
は
出
金
を
望
ん
だ
ら

し
く
、
一
族
の
者
に
よ
る
執
拗
な
仲
介
が
な
さ
れ
て
い
る
。
町
中
の
方
は
と
い
え
ば
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
0
）

こ
の
度
重
な
る
仲
介
で
「
無
飴
儀
」
長
平
に
こ
れ
を
認
め
た
の
で
あ
っ
た
。

　

こ
の
三
例
か
ら
、
仕
組
借
屋
に
た
い
す
る
出
金
は
町
中
の
構
成
員
と
し
て
の
資
格

を
保
証
す
る
意
味
合
い
が
あ
っ
た
と
結
論
で
き
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、
仕
組
借
屋
買
収

か

ら
数
年
経
っ
た
あ
と
で
も
こ
の
出
金
が
な
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
後
年
の
出
金

分

は
、
町
溜
ま
り
金
に
で
も
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

　
他
所
か
ら
の
転
入
者
で
あ
っ
た
河
内
卯
助
に
と
っ
て
、
町
中
の
構
成
員
で
あ
る
こ

と
を
示
す
こ
と
は
重
要
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
嘉
平
の
地
位
が
一
応
回
復
し
た
に
も
か

か
わ

ら
ず
、
町
中
が
息
子
の
長
平
に
な
か
な
か
出
金
を
許
さ
な
か
っ
た
と
い
う
事
実

は
、
町
中
が
ま
だ
な
お
嘉
平
に
不
快
感
を
も
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

そ
れ
ゆ
え
に
長
平
も
ま
た
、
こ
の
出
金
を
認
め
て
も
ら
う
こ
と
で
町
内
に
お
け
る
自

分
の
地
位
を
確
保
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
こ
こ
ま
で
の
本
節
の
分
析
を
踏
ま
え
て
「
宝
永
録
」
を
読
み
返
す
と
、

第
一
条
の
注
釈
文
の
「
町
中
小
間
二
割
」
と
い
う
箇
所
を
除
け
ば
、
「
町
中
」
は
い

ず
れ
も
町
内
居
住
の
表
店
の
家
主
の
意
味
で
使
わ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
表
地

借

は
店
借
と
同
様
、
小
間
割
法
と
は
別
の
徴
収
法
で
諸
当
番
費
用
を
負
担
し
て
い
た

と
考
え
ら
れ
る
が
、
そ
の
一
方
で
彼
ら
は
居
付
地
主
と
と
も
に
町
中
を
構
成
し
て
い

た
の
で
あ
る
。

　
し
た
が
っ
て
「
六
月
祇
園
会
山
笠
当
番
井
松
磯
子
児
子
当
番
二
付
而
ハ
、
其
年
之

　
　
　
　
け

町
中
録
分
也
、
出
財
有
之
儀
二
付
、
時
節
柄
二
よ
り
候
而
者
間
二
者
困
窮
之
輩
も
有
之

候
」
と
い
う
第
一
条
の
本
文
か
ら
、
表
地
借
が
以
前
か
ら
居
付
地
主
に
近
い
立
場
で

諸
当
番
の
運
営
に
か
か
わ
っ
て
い
た
こ
と
と
、
表
地
借
に
と
っ
て
も
諸
当
番
費
用
の

負
担
が
重
か
っ
た
こ
と
と
が
読
み
取
れ
る
。
前
者
の
事
情
か
ら
し
て
、
表
地
借
が
居

付
地
主
と
と
も
に
山
笠
当
番
費
用
に
か
か
わ
る
貸
屋
買
収
に
出
金
す
る
の
は
当
然
の

義
務
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。
ま
た
後
者
は
、
お
そ
ら
く
表
地
借
が
店
借
よ
り
は
多
く

諸
当
番
費
用
を
負
担
し
て
い
た
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。

　

近
世
都
市
に
お
い
て
各
町
の
町
中
を
構
成
し
て
い
た
の
は
本
来
は
居
付
地
主
だ
け

で

あ
っ
た
。
し
か
し
周
知
の
よ
う
に
、
居
付
地
主
の
減
少
と
そ
れ
に
伴
う
不
在
地

主
・
借
屋
人
の
増
加
に
よ
っ
て
、
不
在
地
主
の
代
理
と
し
て
そ
の
抱
の
家
屋
敷
を
管

理
す
る
家
守
が
町
中
に
加
わ
っ
た
り
、
借
屋
人
が
町
の
運
営
に
た
い
す
る
発
言
力
を

増
し
て
い
っ
た
事
例
が
多
く
み
ら
れ
る
。

　

こ
れ
に
即
し
て
い
え
ば
、
行
町
で
は
天
保
九
（
一
八
三
八
）
年
ま
で
に
町
中
の
構

成
員
が
町
内
居
住
の
地
主
か
ら
町
内
居
住
の
表
店
家
主
へ
と
変
化
・
拡
大
し
て
い
た

と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
は
、
居
付
地
主
と
不
在
地
主
の
、
と
く
に
前
者
の
抱
屋

敷
が
増
加
し
た
た
め
、
表
屋
敷
の
地
借
に
よ
っ
て
商
工
業
を
営
む
人
間
が
増
加
し
た

結
果
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
た
め
町
中
が
運
営
す
る
諸
当
番
に
つ
い
て
も
、
も
と
も

と
は
居
付
地
主
だ
け
が
お
こ
な
っ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
が
、
後
に
表
地
借
も
加
わ
る

よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
天
保
九
（
一
八
三
八
）
年
の
時
点
で
、
仕

組
銭
の

不
足
分

は
居
付
地
主
の
み
が
出
金
す
る
こ
と
に
な
っ
た
と
推
測
さ
れ
、
ま
た

当
番
の
出
方
な
ど
は
居
付
地
主
の
み
が
ず
っ
と
果
た
し
て
い
た
。
以
上
の
こ
と
は
、

町
中
が
も
と
も
と
居
付
地
主
だ
け
で
構
成
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
反
映
し
て
い
よ
う
。

　

こ
こ
で
再
び
「
宝
永
録
」
第
八
条
に
目
を
向
け
る
。
今
や
こ
れ
が
他
町
出
身
者
に
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よ
る
表
店
の
買
い
取
り
・
借
り
受
け
居
住
を
念
頭
に
置
い
た
規
定
で
あ
る
と
確
認
で

き
る
。
ま
た
、
も
と
も
と
行
町
で
諸
当
番
費
用
を
負
担
し
て
い
た
地
借
・
店
借
と
は

表
店
居
住
者
だ
け
で
あ
り
、
裏
店
居
住
者
は
含
ま
れ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
も
確
認
で

き
る
。

　
さ
て
、
本
論
の
末
尾
に
あ
る
保
管
規
定
と
町
年
寄
・
助
役
・
組
頭
取
の
連
署
は
以

下
の
と
お
り
で
あ
る
。

永
代
仕
組
之
儀
二
付
、
規
定
書
右
之
通
相
認
置
候
、
然
処
、
此
書
面
後
年

自
然
切
損
シ
又
ハ
紛
失
杯
も
可
有
之
哉
二
付
、
同
書
九
冊
相
認
左
之
通
書

請
持
二
致
シ
置
候
事

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
請
持

〆
　
九
人

同同組助年
　　頭
　　取役寄

樋
口
　
勇
七

中
村
喜
右
衛
門

入
江
　
新
藏

成

田
　
喜
平

日
高
　
平
吉

平
山
　
宗
助

五
十
嵐
孫
兵
衛

五
十
嵐
喜
八

古
賀
　
宗
七

樋
口
　
勇
七

中
村
喜
右
衛
門

入
江
　
新
藏

成
田
　
喜
平

日
高
　
平
吉

唖剛團副画劃國回］圓］國

天
保
九
戊
戌
年
九
月
吉
祥
日

已

上同同

平久
山光

宗亦
助七

國［到

古
賀
宗
七
請
持
分

五
節
　
天
保
九
（
一
八
三
八
）
年
八
月
ご
ろ
の
居
付
地
主
と
不
在
地
主

　
図
4
は
明
治
五
（
一
八
七
二
）
年
一
〇
月
時
点
で
の
行
町
の
屋
敷
割
と
地
主
の
姓

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
1
）

名
を
判
明
す
る
か
ぎ
り
で
示
し
た
も
の
で
あ
る
。
ア
ラ
ビ
ア
数
字
は
図
2
の
屋
敷
番

号
と
同
一
で
あ
る
。
境
界
が
文
政
六
（
一
八
二
三
）
年
三
月
ご
ろ
と
若
干
変
化
し
て

い

る
屋
敷
も
あ
る
が
、
そ
れ
に
も
同
じ
番
号
を
振
っ
た
う
え
で
、
も
と
の
境
界
の
表

口

部
分
を
土
居
町
筋
上
に
点
線
で
示
し
た
。
こ
の
ほ
か
、
矢
印
・
黒
三
角
形
・
片
仮

名
も
筆
者
に
よ
る
補
足
で
あ
る
。
丸
括
弧
の
記
述
は
筆
者
に
よ
る
補
足
ま
た
は
原
図

の
記
載
事
項
の
要
約
で
あ
る
。

　

こ
の
図
で
は
、
地
主
の
姓
名
は
記
さ
れ
て
い
る
が
居
住
者
の
名
前
は
な
い
。
さ
ら

に
居
付
地
主
と
不
在
地
主
の
別
は
こ
の
図
だ
け
か
ら
は
判
明
し
な
い
。

　
と
こ
ろ
で
、
文
政
六
（
一
八
二
三
）
年
三
月
ご
ろ
の
行
町
に
は
皆
無
で
あ
っ
た
、

表
部
分
と
裏
部
分
で
地
主
の
異
な
る
屋
敷
が
多
く
み
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
場
合
、

小
間
割
法
に
よ
る
諸
当
番
費
用
は
表
屋
敷
の
地
主
が
負
担
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
。

　
こ
こ
で
、
天
保
九
（
一
八
三
八
）
年
八
月
ご
ろ
の
行
町
に
お
い
て
誰
が
表
屋
敷
（
ま

た
は
一
筆
全
体
。
以
下
、
同
じ
）
の
居
付
地
主
で
あ
っ
た
の
か
を
考
え
て
み
た
い
。

こ
れ
に
つ
い
て
直
接
記
し
て
い
る
史
料
は
見
当
た
ら
な
い
が
、
以
下
の
三
段
階
の
史

料
操
作
を
お
こ
な
う
こ
と
で
あ
る
程
度
ま
で
は
答
え
が
出
せ
る
。

　
ま
ず
、
こ
れ
は
す
で
に
お
こ
な
っ
た
操
作
で
あ
る
が
、
文
政
六
（
一
八
二
三
）
年

三

月
ご
ろ
の
地
主
を
図
2
か
ら
把
握
す
る
。
次
に
図
2
の
地
主
と
同
姓
の
者
で
、
天

保
九
（
一
八
三
八
）
年
九
月
作
成
の
出
金
帳
に
も
記
載
さ
れ
て
い
る
人
物
を
確
認
す

る
。
出
金
帳
に
記
載
さ
れ
て
い
る
者
は
同
年
八
月
ご
ろ
の
行
町
居
住
者
に
し
て
表
店
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※表口と入の長さは 「間・尺寸歩」 と記す。

堵
x 涛滞

　口

　ただし入は，

※裏屋敷の横の長さ

尺以下が 0

が表屋敷の表口の長さ

であれば間のみを記す。

に等しい場

操 口 田 波 遍

準 添　〉÷

　　i．　o 2
A口　，

知られるであろう。

これを記していないことがある。 図から容易に

田 ㈲　o

豊 黎 芸 早 早 是
　　畑浮川ロ

1

・

十　　冶　　斗　　H　　q A　　r　（東西路、掛町筋）

所
有
者
で
あ
る
。
最
後
に
そ
の
同
姓
の
者
が
、
明
治
五
（
一
八
七
二
）
年
一
〇
月
に

表
屋
敷
の
地
主
で
あ
っ
た
か
ど
う
か
を
図
4
か
ら
把
握
す
る
。

　
文
政
六
（
一
八
二
三
）
年
三
月
ご
ろ
の
地
主
の
家
系
に
属
す
る
者
が
明
治
五
二

（団1Ulいい〉一　中，存4｝ψ章w甘ぺ．川〉　口∨）

　　　　　図4　行田復元図（明治5年10月）

　　　　　　　　　　「櫛田神社文書」930－14－5－1、930－14－5－2、932より作成

主

で

あ
り
続
け
た
と
考
え
て
間
違
い
な
い
。
い
っ
た
ん
あ
る
屋
敷
を
売
却
し
て
か
ら

し
て
い
る
も
の
が
あ
れ
ば
、
そ
の
家
系
は
こ
の
半
世
紀
の
間
、
行
町
の
表
屋
敷
の
地

八
七

二
）
年
一
〇
月
に
表
屋
敷
の
地
主
で
あ
り
、
か
つ
両
時
期
の
所
有
屋
敷
に
重
複
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そ
れ
を
買
い
戻
し
た
と
い
う
こ
と
も
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
が
、
こ
れ
は
単
に
一
時

的
な
所
有
権
の
喪
失
と
考
え
、
「
地
主
で
あ
り
続
け
た
」
も
の
に
含
め
る
。

　

こ
の
家
系
に
属
す
る
者
が
出
金
帳
に
記
載
さ
れ
て
い
れ
ば
、
そ
の
人
物
は
ほ
ぼ
確

実
に
天
保
九
三
八
三
八
）
年
八
月
ご
ろ
に
表
屋
敷
の
居
付
地
主
で
あ
っ
た
か
、
あ

る
い
は
そ
の
一
族
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
の
解
釈
は
妥
当
な
も
の
で
あ

ろ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
2
）

　

ま
た
「
店
運
上
帳
　
土
居
流
」
の
行
町
の
項
に
は
、
図
4
の
表
屋
敷
の
地
主
と
同

一
と
思
わ
れ
る
人
物
の
名
が
散
見
さ
れ
る
。
そ
こ
で
三
段
階
の
史
料
操
作
の
補
足
と

し
て
、
こ
の
記
述
も
参
照
す
る
こ
と
に
す
る
。
な
お
、
表
3
は
そ
の
行
町
の
項
の
う

ち
、
慶
応
元
（
一
八
六
五
）
年
冬
改
分
の
記
載
事
項
の
み
を
参
考
ま
で
に
ま
と
め
た

　
　
　
　
（
6
3
）

も
の
で
あ
る
。

　
以

下
、
④
を
図
2
の
文
政
六
（
一
八
二
三
）
年
三
月
ご
ろ
、
⑧
を
出
金
帳
の
天
保

九

（
一
八
三

八
）
年
八
月
ご
ろ
、
◎
を
「
店
運
上
帳
　
土
居
流
」
行
町
の
項
の
慶
応

元
（
一
八
六
五
）
年
冬
か
ら
明
治
四
（
一
八
七
一
）
年
秋
、
⑪
を
図
4
の
明
治
五
二

八
七

二
）
年
一
〇
月
と
し
て
、
天
保
九
（
一
八
三
八
）
年
八
月
ご
ろ
に
表
屋
敷
の
居

付
地
主
で
あ
っ
た
家
系
を
明
ら
か
に
し
て
み
よ
う
。

樋
口

氏
　
更
砂
屋
。
④
勇
七
が
3
8
・
4
0
を
所
有
（
居
宅
は
3
8
）
⑧
勇
七
が
表
店

二
軒
を
所
有
。
◎
勇
七
が
「
店
運
上
帳
　
土
居
流
」
の
全
期
間
に
記
載
。
⑪
勇

七

が
38

全
体
を
所
有
。
勇
七
は
新
た
に
4
4
の
表
屋
敷
、
シ
・
ソ
、
お
よ
び
3
6
・

3
7
・
3
9
の
各
裏
屋
敷
も
所
有
。
4
0
は
全
体
が
尾
上
与
七
の
所
有
に
変
更
。

中
村
氏
　
三
原
屋
。
（
⑥
喜
右
衛
門
が
2
4
・
3
2
・
4
2
を
所
有
（
居
宅
は
2
4
）
。
⑧

喜
右
衛
門
が
表
店
一
軒
を
所
有
。
利
平
次
が
表
店
一
軒
を
所
有
。
◎
利
平
次
が

表3　慶応元（1865）年冬改の行町の運上銀賦課額

　　　「櫛田神社文書」843－10より作成
謝
⑲
銀
上
運

0
0
0
0
0
　
　
　
　
　
0
　
　
　
0
　
　
　
　
　
　
　
0
　
　
0
　
　
0
0
　
　
0
　
　
　
　
　
0
　
　
　
　
　
0
　
　
0
0
6
0
0
0
0
0
　
　
0
　
　
0
0
0
　
　
0
0
0
0
己
0
α
翫
α
　
　
　
　
　
λ
　
　
　
　
L
　
　
　
　
　
　
　
　
凱
　
　
＆
　
　
0
臥
　
　
己
　
　
　
　
　
軌
　
　
　
　
　
己
　
　
己
a
＆
凱
己
己
乱
己
　
　
乱
　
　
＆
λ
3
　
　
α
α
α
α
　
1
3
　
　
1
　
　
　
　
　
　
　
　
1
　
　
　
　
　
　
1
7
　
　
　
　
2
　
　
　
　
　
　
　
　
2
　
　
　
　
　
　
　
　
1
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
5
2
5
2
2

翻
㎞
賦
¢

0
　
0
　
0
α
仏
己
1
5
1
0

“
9
4

容
内
業
営

職

鈍　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
絞

温

代

鍛

茜
　
　
　
　
檜
　
　
　
藍
　
　
　
　
　
　
呉
　
　
つ
　
糀
紅
　
　
飴
　
　
　
　
色
　
　
　
　
豆
　
　
石
菓
志
桶
売
茜
木
　
　
　
白
　
　
鍛
丁
か
　
　
紅
唐
わ
代

造
屋
結
　
問
　
　
み
　
物
酒
唐
か

名

平
門
助
吉
平
助
門
七
次
衛
助
吉
七
七
七
七
衛
助
助
次
七
助
八
助
衛
七
門
藏
助
衛
衛
七
門
蔵
七
次
門
平
衛
平
藏
衛
八
七
　
助
助
平
衛
平
作
助
助
助
　
　
　
吉
平
舗
　
　
舗
平
兵
　
　
兵
　
　
之
兵
舗
　
丘
・
兵
楠
　
舗
兵
　
兵
　
・
　
兵
　
　
：
長
勘
嘉
源
喜
平
藤
甚
利
伝
惣
善
勇
与
又
与
伊
宗
嘉
善
宗
伊
喜
卯
太
与
卯
専
正
市
吉
茂
卯
甚
清
栄
喜
市
市
瀬
新
徳
卯
又
　
　
利
徳
市
重
次
清
和
善
卯
　
　
　
又
利

衛

助介
兵
太
卯
伊

人
5
6

号
渥
業
職

屋　
　
屋
　
　
屋
　
　
屋
　
　
　
　
　
　
　
屋
　
　
屋
　
　
屋
　
　
　
　
屋
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
屋
　
　
　
　
屋
　
　
　
　
　
師
　
　
　
　
　
　
　
結
屋
原
　
　
川
　
　
砂
　
　
後
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
菊
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
銀
　
　
　
　
　
　
　
み
野
ク
〃
三
　
柳
　
　
更
　
　
肥
　
　
　
　
　
　
紅
　
　
米
　
　
米
　
　
　
　
米
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
新
　
　
　
　
紅
　
　
　
　
　
白
　
　
　
　
　
　
か
吉

計
小

屋

計
総
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「
店
運
上
帳
　
土
居
流
」
の
全
期
間
に
記
載
。
な
お
、
喜
右
衛
門
と
い
う
名
が

「店
運
上
帳
　
土
居
流
」
の
全
期
間
に
記
載
さ
れ
て
い
る
が
、
名
前
の
み
の
記

載
で
、
こ
れ
だ
け
で
は
中
村
氏
か
ど
う
か
判
断
で
き
な
い
。
◎
利
平
次
が
3
2
全

体
を
所
有
。
4
2
は
日
高
佐
吉
な
ど
の
分
割
所
有
に
変
更
。
2
4
の
地
主
は
不
明
。

五
十
嵐
氏
　
米
屋
。
⑥
）
喜
八
が
1
0
・
H
・
1
2
を
所
有
（
居
宅
は
1
0
）
。
孫
次
（
孫

治
）
が
3
5
を
所
有
（
居
宅
は
3
5
）
。
な
お
、
太
平
が
1
5
を
地
借
ま
た
は
店
借
。

⑧
喜
八
が
表
店
五
軒
を
所
有
。
太
兵
衛
が
表
店
二
軒
を
所
有
。
孫
兵
衛
が
お
そ

ら
く
表
店
一
軒
を
所
有
。
◎
喜
八
と
太
兵
衛
が
「
店
運
上
帳
　
土
居
流
」
の
全

期
間
に
記
載
。
⑪
喜
八
が
3
5
全
体
を
所
有
。
喜
八
は
新
た
に
、
二
筆
に
分
割
さ

れ

た
3
1
の
一
方
の
表
屋
敷
も
所
有
。
1
0
・
H
・
1
2
お
よ
び
1
5
の
地
主
は
不
明
。

古
賀
氏
　
紅
屋
。
⑧
宗
七
が
5
か
ら
9
と
2
9
・
3
0
を
所
有
（
居
宅
は
惣
平
と
同

じ
く
5
で
あ
ろ
う
）
。
⑧
宗
七
（
時
期
か
ら
み
て
、
お
そ
ら
く
⑧
の
惣
平
の
改

名
）
が
表
店
六
軒
を
所
有
。
◎
宗
七
が
「
店
運
上
帳
　
土
居
流
」
の
全
期
間
に

記

載
。
◎
宗
七
が
5
か
ら
9
と
2
9
・
3
0
の
各
全
体
を
所
有
。
宗
七
は
新
た
に

ウ
・
エ
、
お
よ
び
2
7
・
2
8
・
3
1
の
各
裏
屋
敷
も
所
有
。

入
江
氏
　
桶
屋
。
④
新
蔵
（
新
三
）
が
2
5
・
4
3
を
所
有
（
居
宅
は
2
5
）
。
⑧
新

藏
が
表
店
一
軒
を
所
有
。
◎
新
蔵
が
「
店
運
上
帳
　
土
居
流
」
の
全
期
間
に
記

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
4
）

載
。
◎
新
三
が
4
3
の
表
屋
敷
を
所
有
。
新
蔵
が
新
た
に
セ
を
所
有
。
こ
の
両
者

は

同
一
で
あ
ろ
う
。
2
5
の
地
主
は
不
明
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
5
）

梅
野
氏
　
屋
号
・
職
業
不
明
。
⑧
長
次
郎
が
2
7
を
所
有
（
居
付
地
主
か
ど
う
か

は
不
明
）
。
⑧
千
藏
が
表
店
一
軒
を
所
有
。
◎
「
店
運
上
帳
　
土
居
流
」
へ
の

記
載

は
確
認
で
き
ず
。
◎
長
次
郎
が
2
7
の
表
屋
敷
を
所
有
。

柴
田
氏
　
屋
号
・
職
業
不
明
。
⑧
七
兵
衛
が
2
8
を
所
有
（
居
付
地
主
か
ど
う
か

は
不
明
）
。
⑧
源
助
が
表
店
一
軒
を
所
有
。
◎
「
店
運
上
帳
　
土
居
流
」
へ
の

記
載
は
確
認
で
き
ず
。
⑪
七
兵
衛
が
2
8
の
表
屋
敷
を
所
有
。

奈
良
山
氏
　
柳
河
（
川
）
屋
。
⑧
惣
助
が
3
6
（
更
地
）
を
所
有
。
嘉
右
衛
門
が

37

を
所
有
（
両
人
と
も
、
柳
河
屋
後
家
と
同
じ
く
居
宅
は
3
7
か
）
。
⑧
茂
平
が

表
店
一
軒
を
所
有
。
◎
惣
助
が
「
店
運
上
帳
　
土
居
流
」
の
全
期
間
に
記
載
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
6
）

◎
惣
助
が
3
7
の
表
屋
敷
を
所
有
。
3
6
は
日
高
平
吉
の
所
有
に
変
更
。
な
お
、
3
6

と
3
7
の
境
界
は
文
政
の
こ
ろ
と
若
干
異
な
っ
て
い
る
。

　
こ
れ
を
さ
ら
に
絞
り
込
ん
で
み
る
。
明
治
五
（
一
八
七
二
）
年
一
〇
月
ま
で
に
地

主

が

変
更
さ
れ
て
い
る
屋
敷
に
つ
い
て
は
全
て
、
そ
の
変
更
が
い
つ
な
さ
れ
た
の
か

は
、
す
な
わ
ち
天
保
九
（
一
八
三
八
）
年
八
月
以
前
で
あ
っ
た
の
か
以
後
で
あ
っ
た

の
か

は
不
明
で
あ
る
。
ま
た
、
明
治
五
（
一
八
七
二
）
年
一
〇
月
に
地
主
が
不
明
で

あ
る
屋
敷
も
あ
る
。
天
保
九
（
一
八
三
八
）
年
八
月
ご
ろ
に
表
屋
敷
の
居
付
地
主
で

あ
っ
た
者
を
で
き
る
だ
け
確
実
か
つ
厳
密
に
抽
出
し
よ
う
と
す
れ
ば
、
こ
れ
ら
の
屋

敷

は
除
か
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
ら
を
除
く
と
、
少
な
く
見
積
も
っ
て
も
、

問
題
の
時
期
に
は
次
の
八
氏
八
人
が
次
の
一
四
筆
の
屋
敷
の
表
部
分
を
所
有
し
て
い

た
と
考
え
ら
れ
る
。

樋
口

勇
七
、
3
8
。
中
村
利
平
次
、

か

ら
9
と
2
9
・
3
0
。
入
江
新
藏
、

良
山
茂
平
、
3
7
。

3
2
。
五
十
嵐
孫
兵
衛
、
3
5
。
古
賀
宗
七
、
5

4
3
。
梅
野
千
藏
、
2
7
。
柴
田
源
助
、
2
8
。
奈

　
3
5
に
つ
い
て
は
若
干
曖
昧
で
、
ひ
と
ま
ず
孫
兵
衛
の
所
有
と
し
た
が
、
彼
以
外
の

五
十
嵐
氏
の
所
有
で
あ
っ
た
可
能
性
も
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
は
重
要
で
は
な
い
の
で
、

こ
の
ま
ま
に
し
て
お
く
。
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さ
ら
に
、
以
上
の
史
料
操
作
と
は
別
に
、
「
宝
永
録
」
の
記
述
か
ら
宮
崎
嘉
平
が

こ
の
時
期
に
表
屋
敷
の
居
付
地
主
で
あ
っ
た
こ
と
は
前
述
の
と
お
り
で
あ
る
。
そ
の

居
宅
は
註
（
5
9
）
②
で
指
摘
し
た
と
お
り
、
文
政
六
（
一
八
二
三
）
年
三
月
ご
ろ
と

同
じ
く
2
3
に
立
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　
今
度
は
や
や
異
な
る
史
料
操
作
に
よ
っ
て
、
天
保
九
（
一
八
三
入
）
年
八
月
ご
ろ

に
不
在
地
主
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
者
を
抽
出
し
て
み
よ
う
。
つ
ま
り
図
2
の
地
主

と
図
4
の
表
屋
敷
の
地
主
に
共
通
す
る
姓
を
把
握
し
た
う
え
で
、
先
ほ
ど
の
操
作
と

は

逆

に
、
そ
の
う
ち
出
金
帳
に
記
さ
れ
て
い
な
い
姓
を
探
す
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
該

当
す
る
家
系
は
問
題
の
時
期
に
不
在
地
主
で
あ
っ
た
可
能
性
が
高
い
と
い
う
こ
と
に

な
る
。
4
1
の
地
主
の
城
戸
氏
が
こ
れ
に
該
当
す
る
こ
と
は
す
で
に
み
た
と
お
り
で
あ

る
。
こ
の
ほ
か
に
3
1
の
地
主
の
大
野
氏
（
図
4
で
は
3
1
は
二
筆
に
分
割
さ
れ
て
お
り
、

そ
の
一
方
の
表
屋
敷
の
地
主
に
な
っ
て
い
る
）
も
こ
れ
に
該
当
す
る
。
こ
の
操
作
で

抽
出
で
き
る
の
は
こ
の
二
例
の
み
で
あ
る
。

　

図
4
で
は
行
町
全
体
の
半
分
強
の
屋
敷
し
か
描
か
れ
て
お
ら
ず
、
図
2
と
対
照
で

き
る
情
報
量
は
不
充
分
で
あ
る
。
そ
の
た
め
天
保
九
（
一
八
三
八
）
年
八
月
ご
ろ
の

表
屋
敷
の
地
主

の

別
は
こ
こ
ま
で
し
か
わ
か
ら
な
い
。
し
か
し
明
ら
か
に
で
き
た
分

の

割
合
か
ら
み
て
、
行
町
全
体
で
み
て
も
居
付
地
主
の
数
の
ほ
う
が
多
か
っ
た
と
判

断
し
て
よ
い
。

　
先
に
、
文
政
六
（
一
八
二
三
）
年
三
月
ご
ろ
の
行
町
で
は
、
地
主
数
・
筆
数
・
表

口

間
数
と
も
に
、
少
な
く
見
積
も
っ
て
も
ほ
ぼ
半
分
は
居
付
地
主
が
占
め
て
い
た
こ

と
を
明
ら
か
に
し
た
が
、
天
保
九
（
一
入
三
八
）
年
八
月
ご
ろ
に
も
こ
の
傾
向
は
変

わ
っ
て
い
な
か
っ
た
と
い
え
よ
う
。

　

と
こ
ろ
で
、
天
保
九
（
一
八
三
八
）
年
八
月
ご
ろ
の
行
町
に
は
表
地
借
は
ど
の
く

ら
い
居
住
し
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。

　
出
金
帳
作
成
時
に
は
三
七
人
の
姓
名
が
記
載
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
に
宮
崎
嘉
平
を

加
え
た
三
八
人
が
こ
の
時
点
で
の
町
内
居
住
の
表
店
家
主
‖
町
中
構
成
員
で
あ
っ
た
。

そ
し
て
こ
の
う
ち
宮
崎
嘉
平
を
含
め
た
九
人
が
表
屋
敷
の
居
付
地
主
で
あ
る
こ
と
は

確
認
で

き
た
。
ま
た
木
下
嘉
助
が
表
地
借
で
あ
る
こ
と
も
確
認
で
き
た
。
し
か
し
残

り
の
二
八
人
に
つ
い
て
は
居
付
地
主
か
表
地
借
か
確
認
で
き
な
い
。
な
お
表
店
借
に

つ
い
て

も
そ
の
人
数
を
明
ら
か
に
で
き
る
史
料
は
な
い
。
と
い
う
わ
け
で
、
こ
の
間

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
7
）

題

に
は
遺
憾
な
が
ら
答
え
が
出
せ
な
い
。

　
ひ

と
ま
ず
、
町
中
構
成
員
に
加
え
ら
れ
る
程
度
に
は
表
地
借
の
人
数
は
多
く
な
っ

て

い

た
ら
し
い
と
い
う
、
具
体
的
な
数
値
の
な
い
表
現
を
結
論
と
す
る
し
か
な
い
。

町

内
に
お
け
る
表
屋
敷
の
所
有
に
た
い
し
て
、
表
店
の
所
有
が
重
要
性
を
増
し
て

い
っ

た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

六

節
要
約

　

い

つ
ご

ろ
採
用
さ
れ
た
徴
収
法
な
の
か
は
不
明
だ
が
、
行
町
が
天
保
九
（
一
八
三

八
）
年
八
月
以
前
に
お
こ
な
っ
て
い
た
山
笠
当
番
費
用
な
ら
び
に
児
子
当
番
費
用
の

徴
収
法
の
中
心
は
小
間
割
法
で
あ
っ
た
（
能
当
番
費
用
の
徴
収
法
に
つ
い
て
は
不
明

で
あ
る
）
。

　
小
間
割
法
に
つ
い
て
ま
と
め
る
と
、
⑦
各
屋
敷
（
各
表
屋
敷
）
に
た
い
し
て
表
口

の
長

さ
に
お
う
じ
て
そ
の
賦
課
額
を
定
め
、
居
付
地
主
で
あ
れ
不
在
地
主
で
あ
れ
、

そ
の
所
有
者
が
こ
れ
を
支
払
い
、
④
裏
屋
敷
に
た
い
し
て
は
こ
れ
を
賦
課
せ
ず
、
◎

事
実
上
の
表
口
が
東
西
路
に
面
し
て
い
る
角
地
の
裏
屋
敷
に
た
い
し
て
も
、
形
式
的

に
は
（
土
居
町
筋
側
か
ら
み
れ
ば
）
あ
く
ま
で
も
裏
屋
敷
で
あ
る
の
で
こ
れ
を
賦
課

し
な
い
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　
ま
た
、
小
間
割
法
と
は
別
に
、
表
地
借
や
表
店
借
に
も
な
ん
ら
か
の
形
で
い
く
ら

か
の

賦
課
が

な
さ
れ
て
い
た
。
そ
し
て
表
地
借
は
表
店
借
よ
り
も
多
く
負
担
す
る
こ

と
に
な
っ
て
い
た
ら
し
い
。

　

し
か
し
山
笠
当
番
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
徴
収
法
だ
け
で
は
当
番
の
た
び
に
増

加
し
て
い
く
費
用
を
捻
出
す
る
の
が
難
し
く
な
っ
て
い
っ
た
。
た
だ
し
天
保
九
二

八
三

八
）
年
ご
ろ
の
行
町
の
経
済
力
に
つ
い
て
は
残
念
な
が
ら
は
っ
き
り
し
な
い
の

で
、
山
笠
当
番
費
用
の
負
担
が
ど
の
く
ら
い
重
か
っ
た
の
か
厳
密
に
は
わ
か
ら
な
い
。
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そ
れ
で
も
、
居
付
地
主
と
地
借
か
ら
成
る
町
中
構
成
員
の
な
か
に
は
「
時
節
柄
こ

よ
り
候
璽
間
二
者
困
窮
之
輩
」
も
い
た
と
は
記
さ
れ
て
い
る
。
不
在
地
主
も
い
く
ら

屋
敷
の
所
有
を
行
町
に
認
め
て
も
ら
っ
て
い
る
か
ら
と
い
っ
て
、
増
加
し
て
い
く
多

額
の
費
用
を
行
町
の
た
め
に
負
担
し
続
け
る
こ
と
は
好
ま
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
こ

う
し
て
、
新
し
い
、
安
定
的
な
費
用
徴
収
法
を
建
て
る
こ
と
が
望
ま
れ
て
い
た
。

　

町
中
に
と
っ
て
幸
運
だ
っ
た
の
は
、
南
北
路
の
土
居
町
筋
の
他
に
東
西
路
が
町
内

に
通
っ
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。
掛
町
筋
を
は
じ
め
と
す
る
東
西
路
の
用
益
性
が
増
し

て

い
っ

た
た
め
、
こ
れ
に
面
し
た
角
屋
敷
と
そ
れ
に
続
く
数
筆
の
屋
敷
の
利
用
価
値

も
高
ま
っ
て
い
た
。
そ
こ
で
町
中
は
土
居
町
下
の
住
人
春
田
三
平
太
が
行
町
に
所
有

し
て
い
た
角
屋
敷
の
貸
屋
に
着
目
し
、
天
保
九
（
一
八
三
八
）
年
八
月
に
こ
れ
を
三

平
太
か

ら
買
収
し
て
自
ら
貸
屋
経
営
に
乗
り
出
し
た
。

　
貸
屋
買
収
額
に
つ
い
て
み
る
と
、
こ
の
代
金
は
春
田
三
平
太
の
厚
意
で
町
中
の
予

想
よ
り
も
少
な
い
五
五
両
一
歩
三
朱
と
さ
れ
た
。
そ
れ
で
も
や
は
り
大
金
に
は
違
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
　

な
い
。
し
か
し
「
町
中
致
万
悦
い
つ
れ
も
格
別
二
出
情
有
之
、
早
速
右
金
子
高
相
調

候
間
、
家
屋
鋪
売
主
三
平
太
方
江
右
高
金
子
相
渡
」
し
た
。

　

出
金
帳
作
成
時
に
出
金
帳
に
記
載
さ
れ
た
三
七
人
の
う
ち
、
三
五
人
が
天
保
九

（
一
八
三

八
）
年
八
月
ま
で
に
各
割
当
額
を
出
金
し
、
計
六
二
両
が
準
備
さ
れ
た
。

各
割
当
額
に
は
、
所
有
す
る
表
店
の
数
を
基
準
に
お
そ
ら
く
各
人
の
資
産
も
考
慮
し

て

二
歩
か

ら
一
〇
両
ま
で
と
大
き
な
幅
が
あ
っ
た
が
、
こ
の
割
当
は
概
ね
妥
当
な
も

の

だ
っ
た
ら
し
く
、
ほ
と
ん
ど
の
町
中
構
成
員
が
「
早
速
」
割
当
額
を
出
金
し
た
。

無
論
、
行
町
の
町
中
抱
貸
屋
の
設
置
の
た
め
に
不
在
地
主
が
出
金
す
る
こ
と
は
な

か
っ
た
。

　
買
収
が
成
立
す
る
と
、
町
中
は
仕
組
借
屋
の
借
主
に
仕
組
銭
を
納
め
さ
せ
、
そ
の

大
部
分
を
山
笠
仕
立
銀
に
転
用
す
る
こ
と
に
し
た
。
従
来
か
ら
行
町
に
住
ん
で
い
た

表
店
借
の
負
担
の
形
と
は
異
な
り
、
こ
れ
は
あ
く
ま
で
も
転
用
で
あ
っ
て
仕
組
借
屋

の

借
主

が
山
笠
当
番
費
用
を
直
接
負
担
す
る
と
い
う
形
で
は
な
い
。

　

し
か
し
実
質
的
に
は
、
こ
の
借
屋
人
が
山
笠
当
番
費
用
の
一
部
を
負
担
す
る
こ
と

に
な
っ
た
と
い
え
る
。
先
に
、
天
保
九
（
一
八
三
八
）
年
当
時
の
山
笠
当
番
費
用
全

体

に
占
め
る
仕
組
銭
の
割
合
を
、
暫
定
的
に
だ
が
、
約
五
七
・
六
パ
ー
セ
ン
ト
と
計

算
し
た
。
こ
れ
は
山
笠
当
番
費
用
の
一
部
と
い
う
よ
り
半
分
強
で
あ
る
。
そ
し
て
こ

れ

に
約
七
パ
ー
セ
ン
ト
分
の
御
渡
り
銭
も
加
え
れ
ば
、
山
笠
仕
立
銀
に
つ
い
て
は
そ

の
全
額
が
賄
え
る
と
町
中
は
計
算
し
た
。

　
行
町
で
は
従
来
、
表
屋
敷
地
主
層
が
山
笠
当
番
費
用
の
多
く
を
負
担
し
て
い
た
と

思
わ

れ

る
が
、
こ
れ
が
改
め
ら
れ
、
仕
組
借
屋
の
借
主
が
支
払
う
仕
組
銭
に
大
き
く

頼

る
こ
と
で
こ
の
費
用
を
賄
う
こ
と
に
し
た
こ
と
が
は
っ
き
り
と
わ
か
る
。

　
仕
組
借
屋
設
置
以
後
も
小
間
割
法
は
引
き
続
き
用
い
ら
れ
、
表
屋
敷
の
地
主
が
そ

の

ま
ま
こ
れ
を
負
担
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
ま
た
従
来
か
ら
行
町
に
居
住
し
て
い
た

表
地
借
・
表
店
借
も
、
引
き
続
き
な
ん
ら
か
の
形
で
両
当
番
の
費
用
の
一
部
を
負
担

す
る
こ
と
に
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
に
よ
っ
て
、
山
笠
仕
立
銀
以
外
の
山

笠
当
番
費
用
と
、
そ
し
て
児
子
仕
立
銀
（
御
渡
り
銭
分
）
以
外
の
児
子
当
番
費
用
が

賄
わ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。

　
先
の
計
算
で
は
、
山
笠
仕
立
銀
を
除
い
た
残
り
の
山
笠
当
番
費
用
は
、
費
用
全
体

の

約
三
五
・
四
パ
ー
セ
ン
ト
だ
け
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
表
屋
敷
の
地
主
の
負

担
分
も
表
地
借
・
表
店
借
の
負
担
分
も
以
前
よ
り
大
幅
に
縮
小
さ
れ
た
こ
と
は
間
違

い
な
い
。

　
行
町
で

は
従
来
の
徴
収
法
を
維
持
・
縮
小
し
つ
つ
貸
屋
経
営
仕
組
も
新
設
・
併
用

し
、
山
笠
当
番
費
用
の
増
加
へ
の
対
処
と
従
来
か
ら
の
当
番
費
用
負
担
者
層
の
負
担

の
軽
減
を
図
っ
た
と
い
え
る
。

　
貸
屋
買

収
へ
の
出
金
は
出
金
者
に
と
っ
て
一
時
的
に
は
か
な
り
の
負
担
で
あ
っ
た

で
あ
ろ
う
し
、
仕
組
銭
は
出
金
者
の
私
的
な
収
入
に
な
る
わ
け
で
も
な
か
っ
た
。

　

し
か
し
、
と
り
わ
け
表
屋
敷
の
居
付
地
主
に
と
っ
て
は
こ
の
出
金
に
よ
っ
て
将
来

的
に
は
山
笠
当
番
費
用
に
た
い
す
る
自
己
の
負
担
が
か
な
り
軽
減
さ
れ
る
と
見
込
ま

れ
、
好
都
合
で
あ
っ
た
。
も
と
も
と
居
付
地
主
ほ
ど
負
担
額
は
多
く
は
な
か
っ
た
で

あ
ろ
う
が
、
表
地
借
に
と
っ
て
も
以
後
の
負
担
の
軽
減
は
好
都
合
で
あ
っ
た
。
こ
う
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し
て
貸
屋
買
収
に
た
い
す
る
出
金
が
な
さ
れ
て
仕
組
借
屋
が
設
置
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　

そ
の
結
果
、
山
笠
当
番
費
用
の
負
担
者
層
が
仕
組
借
屋
の
借
主
に
ま
で
実
質
的
に

拡
大

し
、
彼
ら
が
表
屋
敷
地
主
層
と
表
地
借
層
に
替
わ
っ
て
山
笠
当
番
費
用
負
担
の

事
実
上
の
中
心
と
な
っ
た
。

　

し
か
し
そ
の
］
方
、
山
笠
当
番
運
営
（
お
よ
び
児
子
当
番
運
営
）
は
町
中
が
引
き

続
き
担
当
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
山
笠
当
番
運
営
に
必
要
な
貸
屋
の
買
収
に
出
金
し

た
の
は
町
中
だ
け
で
あ
っ
た
し
、
こ
の
買
収
自
体
が
、
今
後
も
町
中
が
＝
統
心
易

く
諸
当
番
相
調
」
え
ら
れ
る
よ
う
に
と
い
う
目
的
に
沿
う
も
の
で
あ
っ
た
。
仕
組
借

屋
の
居
住
者
は
山
笠
当
番
費
用
を
直
接
負
担
す
る
わ
け
で
は
な
か
っ
た
か
ら
、
い
か

に
仕
組
銭
が
多
額
な
も
の
で
あ
っ
て
も
山
笠
当
番
運
営
に
加
え
ら
れ
る
は
ず
も
な

か
っ

た
。
そ
の
た
め
当
番
運
営
者
層
に
変
化
は
生
じ
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
一
つ
細
か
い
疑
問
だ
が
、
天
保
九
（
一
八
三
八
）
年
八
・
九
月
の
仕

組
借
屋
の
設
置
以
前
の
行
町
に
は
、
町
中
抱
の
貸
屋
は
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
文

政
六

（
一
八
二

三
）
年
三
月
ご
ろ
に
こ
れ
が
な
か
っ
た
こ
と
は
図
2
か
ら
確
認
で
き

る
が
、
そ
れ
以
後
は
ど
う
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
史
料
の
不
足
で
こ
れ
に
は
答
え
が

出
せ
な
い
。

　
た
だ
、
か
り
に
町
中
抱
の
貸
屋
が
天
保
九
（
一
八
三
八
）
年
八
月
以
前
に
設
置
さ

れ
て

い

た
と
し
て
も
、
そ
の
貸
屋
収
入
は
山
笠
当
番
費
用
以
外
の
町
内
の
物
入
り
に

使

わ
れ
た
は
ず
で
あ
る
。
「
宝
永
録
」
第
］
条
の
本
文
か
ら
み
て
、
山
笠
当
番
費
用

専
用
の
仕
組
借
屋
と
規
定
さ
れ
た
も
の
が
、
こ
の
と
き
は
じ
め
て
設
け
ら
れ
た
こ
と

は

間
違
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。

　
ま
た
、
少
な
く
と
も
そ
の
経
営
が
嘉
永
元
（
一
八
四
八
）
年
六
月
ま
で
続
い
て
い

た
こ
と
は
確
実
で
あ
る
。
出
金
帳
に
記
さ
れ
た
最
後
の
出
金
者
で
あ
る
白
水
吉
右
衛

門
が
こ
の
時
点
で
出
金
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
少
な
く
と
も
仕
組
借
屋
設
置
か
ら

一
〇

年
ほ
ど
は
、
多
少
な
り
と
も
仕
組
借
屋
は
山
笠
当
番
費
用
の
準
備
に
役
立
っ
た

と
い
え
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

③
片
土
居
町
に
お
け
る
山
笠
当
番
費
用
徴
収
法
と
町
中
抱
家
屋
敷

一
節
　
幕
末
の
町
内
居
住
者
と
経
済
的
貧
困

　
片
土
居
町
は
文
久
元
（
一
八
六
一
）
年
に
山
笠
当
番
を
勤
め
た
わ
け
だ
が
、
こ
れ

に
か
ん
す
る
「
山
笠
銭
出
入
控
帳
」
と
い
う
記
録
が
あ
る
（
概
要
は
三
節
で
説
明
す

る
）
。
こ
の
な
か
に
「
文
久
元
酉
六
月
六
番
山
笠
当
番
相
勤
申
候
」
と
い
う
当
番
役

職

を
書
い
た
記
事
と
「
六
月
十
五
日
役
割
控
」
と
い
う
最
終
日
の
役
割
を
書
い
た
記

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
8
）

事
が
あ
る
。
こ
れ
ら
を
ま
と
め
た
も
の
が
表
4
で
あ
る
。
い
く
つ
か
重
複
す
る
名
も

み

ら
れ
る
が
、
合
計
三
四
人
の
名
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。

　

し
か
し
「
若
者
中
」
と
だ
け
記
さ
れ
て
名
前
の
書
か
れ
て
い
な
い
箇
所
が
あ
る
ほ

か
、
高
齢
や
病
気
や
忌
中
で
こ
の
年
の
祇
園
山
笠
に
参
加
で
き
な
い
者
の
名
は
省
か

れ
て

い

る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
で
も
こ
の
表
か
ら
、
当
番
時
の
町
内
居
住
の
成
人

男
性
の
名
が
あ
る
程
度
ま
で
は
知
ら
れ
る
。

　

こ
こ
で
話
題
を
変
え
、
幕
末
の
片
土
居
町
の
経
済
力
に
つ
い
て
述
べ
る
。
前
述
の

と
お
り
、
慶
応
元
（
一
八
六
五
）
年
冬
の
時
点
で
、
片
土
居
町
は
土
居
町
流
一
〇
町

の
う
ち
で
最
も
運
上
銀
賦
課
額
が
少
な
く
、
わ
ず
か
一
〇
九
匁
六
分
で
あ
っ
た
。
こ

れ

は
次
に
少
な
い
大
乗
寺
前
町
の
二
三
一
匁
と
比
べ
て
も
、
そ
の
半
分
に
も
満
た
な

い

額
で

あ
る
。
こ
の
賦
課
額
は
ま
た
、
こ
の
時
点
で
の
博
多
の
一
〇
流
九
八
町
の
中

で

は
下
か
ら
二
七
番
目
で
あ
り
（
表
1
を
参
照
）
、
祇
園
山
笠
に
正
式
参
加
で
き
る

七

三

町
に
か
ぎ
れ
ば
下
か
ら
一
七
番
目
で
あ
る
（
表
2
を
参
照
）
。
こ
の
こ
ろ
の
片

土
居
町
が
山
笠
当
番
を
勤
め
る
こ
と
は
、
か
な
り
重
い
負
担
だ
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
。

　
片
土
居
町
は
一
四
回
に
一
度
山
笠
当
番
を
勤
め
る
町
で
、
こ
の
間
に
普
通
は
二
回
、

稀
に
は
三
回
、
土
居
町
流
に
能
当
番
が
回
っ
て
来
る
の
で
、
年
数
で
い
え
ば
一
六
年

ま
た
は
一
七
年
に
一
度
だ
け
山
笠
当
番
を
勤
め
て
い
た
勘
定
に
な
る
。
当
番
費
用
を

貯
蓄
す
る
期
間
が
行
町
の
ほ
ぼ
二
倍
あ
っ
た
わ
け
だ
が
、
し
か
し
土
居
町
流
で
は
山
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笠
当
番
は
催
合
で
勤
め
る
こ
と
に
は
な
っ
て
い
な
か
っ
た
の
で
、
や
は
り
こ
の
町
の

経
済
力
か
ら
み
て
山
笠
当
番
を
勤
め
る
こ
と
は
か
な
り
の
重
荷
だ
っ
た
と
い
え
る
。

　
と
こ
ろ
で
『
筑
前
国
続
風
土
記
』
に
、
「
筑
紫
櫛
」
と
い
う
櫛
に
つ
い
て
「
今
は

片
土
居
一
町
す
へ
て
櫛
匠
住
し
て
是
を
作
る
」
と
あ
る
［
貝
原
一
九
八
〇
（
一
七

〇

九
）
　
六
五
六
］
。
片
土
居
町
に
櫛
工
が
集
住
し
て
い
る
と
い
う
の
で
あ
る
が
、

『筑
前
国
続
風
土
記
附
録
』
で
は
、
そ
の
数
を
一
二
戸
と
し
て
い
る
［
加
藤
・
鷹
取

一
九
七
七

（
一
七
九

八
）
　
二
三
二
。
櫛
と
い
う
の
は
利
益
率
の
さ
ほ
ど
高
い
商
品

で
は
な
い
。

　
表
5
は
、
「
店
運
上
帳
　
土
居
流
」
の
片
土
居
町
の
項
に
も
と
つ
い
て
、
慶
応
元

（
一
八
六

五
）
年
冬
改
の
同
町
の
営
業
者
へ
の
運
上
銀
賦
課
額
を
示
し
た
も
の
で
あ

（6
9
）

る
。　

こ
れ
を
み
る
と
、
運
上
銀
賦
課
職
に
就
い
て
い
た
三
四
人
の
う
ち
、
一
二
人
は
無

税

と
さ
れ
て
い
る
。
か
な
り
貧
し
か
っ
た
者
た
ち
で
あ
ろ
う
。
残
り
の
、
賦
課
額
の

記

さ
れ
た
二
二
人
の
う
ち
、
木
櫛
細
工
を
生
業
と
す
る
者
は
七
人
を
数
え
、
櫛
工
の

集
住
が
続
い
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
れ
ら
櫛
工
を
筆
頭
に
、
零
細
な
手
工
業
者

が
多
い
。
綿
製
造
業
者
（
わ
た
弓
弦
）
の
七
右
衛
門
が
二
五
匁
を
、
針
細
工
師
の
く

し
屋
宗
吉
が
一
〇
匁
を
賦
課
さ
れ
て
い
る
の
を
や
や
例
外
と
し
て
、
い
ず
れ
も
賦
課

額

は
少
額
で
あ
る
。
貧
富
の
差
が
あ
ま
り
大
き
く
な
く
、
営
業
者
の
多
く
が
同
じ
程

度
に
貧
し
か
っ
た
と
い
え
る
。
こ
れ
は
表
3
で
示
し
た
行
町
の
例
と
対
照
的
で
あ
る
。

　
も
ち
ろ
ん
こ
の
三
四
人
以
外
に
、
運
上
銀
免
除
職
に
就
い
て
い
た
営
業
者
が
い
く

ら
か
は
居
住
し
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。
実
際
、
二
節
で
詳
述
す
る
「
山
笠
寄
銭
井
家

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
0
）

賃
控
帳
」
と
い
う
記
録
に
は
大
工
の
清
右
衛
門
と
い
う
人
物
が
出
て
い
る
。

　
ま
た
、
三
節
で
詳
述
す
る
が
、
安
政
元
（
一
八
五
四
）
年
か
ら
文
久
元
（
一
八
六

一
）
年
に
か
け
て
の
片
土
居
町
に
は
四
五
軒
の
表
店
が
あ
っ
た
の
で
、
「
店
運
上
帳

　
土
居

流
」
記
載
の
運
上
銀
賦
課
職
従
事
者
の
三
四
人
と
考
え
併
せ
る
と
、
こ
の
こ

ろ
に
は
一
〇
人
前
後
の
営
業
者
が
運
上
銀
免
除
職
に
就
い
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と

思
わ

れ

る
。
し
か
し
運
上
銀
免
除
職
従
事
者
の
全
員
が
富
裕
だ
っ
た
わ
け
で
は
あ
る

ま
い
。

　
ひ

と
ま
ず
、
少
な
く
と
も
幕
末
ご
ろ
に
は
こ
の
町
が
全
体
と
し
て
貧
し
か
っ
た
と

い
う
こ
と
は
認
め
て
よ
い
。

一
一節
　
「
山
笠
寄
銭
井
家
賃
控
帳
」
の
分
析

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
1
）

　
「
山
笠
寄
銭
井
家
賃
控
帳
」
は
片
土
居
町
町
中
の
金
銭
出
納
簿
で
あ
る
。
表
紙
に

は
「
嘉
永
七
歳
寅
三
月
吉
日
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
嘉
永
七
年
は
安
政
元
（
一
八
五

四
）
年
で
あ
る
。
裏
表
紙
は
な
い
。
本
節
で
は
こ
の
史
料
を
分
析
す
る
。

　
起
筆
は
子
年
の
嘉
永
五
（
一
八
五
二
）
年
＝
月
で
あ
る
が
、
こ
れ
以
前
の
年
に

か
ん

す
る
言
及
も
混
じ
っ
て
い
る
。
本
文
に
は
十
二
支
の
み
で
年
が
記
さ
れ
て
い
る

が
、
各
年
の
閏
月
の
位
置
か
ら
み
て
、
亥
年
の
嘉
永
四
（
一
八
五
一
）
年
正
月
か
ら

酉
年
の
文
久
元
（
一
八
六
一
）
年
三
月
二
八
日
ま
で
の
事
柄
が
記
さ
れ
て
い
る
と
判

断
で
き
る
。
お
も
な
内
容
は
三
つ
で
、
町
中
抱
貸
屋
五
軒
分
の
経
営
実
態
、
町
中
に

よ
る
家
質
貸
付
と
町
内
家
屋
敷
買
収
、
山
笠
当
番
費
用
と
町
中
抱
貸
屋
か
ら
の
収
入

（た
だ
し
二
年
分
の
み
）
、
で
あ
る
。
こ
の
順
に
み
て
い
こ
う
。

（
一
）　
町
中
抱
貸
屋
の
経
営
実
態

　
町
中
抱
貸
屋
の
居
住
者
と
し
て
名
が
挙
が
っ
て
い
る
の
は
、
髪
結
床
久
七
・
清
五

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
2
）

郎
・
嘉
平
・
弥
吉
・
藤
八
で
あ
る
。
彼
ら
の
納
入
記
録
が
こ
の
史
料
の
後
半
に
個
別

に
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。
要
約
す
る
と
次
の
よ
う
に
な
る
。

⑧
久
七

は
安
政
三
（
辰
、
一
八
五
六
）
年
二
月
に
金
一
両
の
敷
銀
を
町
中
に
預
け

た
が
、
こ
の
と
き
、
翌
年
正
月
か
ら
は
改
め
て
組
頭
取
甚
平
の
受
持
の
も
と
で
毎

月
六
〇
〇
文
の
家
賃
を
納
め
る
こ
と
と
、
毎
年
一
貫
二
〇
〇
文
の
掃
除
米
料
を
納

め

る
こ
と
が
決
ま
っ
た
。
し
か
し
家
賃
・
掃
除
米
料
と
も
に
実
際
の
納
入
状
況
は

記
さ
れ
て
い
な
い
。
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表5　慶応元（1865）年冬改の片土居町の運上銀賦課額

　　　「櫛田神社文書」843－10より作成

職業・屋号 名 営業内容 運上銀（匁．分）

仁　　　平

伊右衛門 柑るい店 2．0

杢　　　平

源　　　助 素焼人形 5．0

久　　　吉

七　兵　衛 志　　　　荷 6．6

正右衛門
く　し　屋 △　　　　　　士

7示　　　　　口 針　細　工 10．0

櫛　　　　屋 惣　　　次 木櫛細工 5．0

七　　　次

吉右衛門
く　し　屋 惣　　　八 木くし細工 3．0

清　　　八

梅　　　　屋 茂　　　助 文 2．0

惣　　　助

正　五　郎 木くし細工 3．0

儀　　　平 木くし細工 3．0

伝　　　次 木くし細工 3．0

徳　　　平 鍛　冶　職 3．0

藤　　　八 木くし細工 3．0

忠　　　平

藤　　　助 針　細　工 5．0

七右衛門 わた弓弦 25．0

く　し　屋 伊　三　郎 木櫛細工 3．0

次右衛門 鉄　　　　管 3．0

茂　　　平 醤　　　　製 2．0

理　　　平 古道具店 8．0

藤右衛門
和　　　吉

宗　　　平

甚　　　平 洗　粉　店 2．0

梅　　　　屋 武右衛門 ボマ商人宿 5．0

甚右衛門 白銀細工 3．0

小　　　　計 104．6

久　　　吉 か　み　結 5．0

総　　　　計 34人 109．6
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表4　文久元（1861）年の片土居町の山笠当番役職と最終日役割

　　　「中西毅藏資料」5より作成

当番役職 姓　　　　　名

町　　　　　　役 前崎惣吉・大穂徳平

組　　　頭　　　取 川嶋七右衛門・石丸次右衛門・前崎惣八・

重松甚平・花村貞次

山　笠　買　物　方 前崎伝次・重松甚平・春伊三郎

最　終　日　役　割 名　　前　　等

（空　　　　　白） 両町役

山　　　笠　　　見 善吉・徳右衛門

東　長　寺　　行
（人数50人ふせ勢也）

伊右衛門・平吉・七右衛門・伝三郎

承　天　　寺　行
（人数50人ふせ勢〉

儀平・七兵衛・武兵衛・甚右衛門

台　廻　り　掛　り 藤兵衛・藤八・徳次・幸吉・伊八・

東長寺才判承天寺才判若者中
水
　
　
　
才
　
　
　
判
・
半
切
掛
⑦
・
半
　
切
　
掛
　
⑦
・
半
　
切
　
掛
⑤
・
半
　
切
　
掛
㊤
・
手
由
手
（
手
担
柵
・
荷
　
ひ
　
水

伝次・徳右衛門

茂助・清五郎・久吉

茂平・伊平・芳蔵

清助・常吉

川口町若者中

八人雇立

留主請持諸事才判　　　〔普〕

　　（不段外）

七右衛門・惣八・次右衛門・正五郎・藤助・利平

本昇仕舞御届ケ役
　（櫛田御役場）

七右衛門・惣八

⑤
清
五
郎
は
安
政
二
（
卯
、
一
八
五
五
）
年
の
初
め
と
思
わ
れ
る
こ
ろ
、
三
貫
文

の

敷
銀
を
預
け
、
家
賃
は
毎
月
二
四
〇
文
と
決
ま
っ
た
。
し
か
し
同
年
二
月
か
ら

一
二
月
ま
で
の
家
賃
二
貫
六
四
〇
文
の
う
ち
、
一
二
月
二
〇
日
に
一
貫
三
五
〇
文

は
納
入
し
た
が
、
一
貫
二
九
〇
文
は
滞
納
と
記
さ
れ
て
い
る
。
安
政
三
（
辰
、
一

八
五

六
）
年
は
、
家
賃
二
貫
八
八
〇
文
、
納
入
額
二
貫
文
、
滞
納
額
八
八
〇
文
で

あ
る
。
安
政
四
（
巳
、
一
八
五
七
）
年
は
閏
月
が
あ
っ
て
家
賃
は
三
貫
一
二
〇
文

と
な
り
、
そ
し
て
そ
の
全
て
が
滞
納
で
あ
る
。
こ
の
三
年
間
の
滞
納
総
額
は
五
貫

二
九
〇

文
に
及
ぶ
。
安
政
五
（
午
、
一
八
五
八
）
年
五
月
に
は
こ
の
う
ち
一
貫
五

〇

〇

文
を
納
入
し
、
滞
納
額
を
三
貫
七
九
〇
文
に
減
ら
し
た
。
し
か
し
同
年
分
の

家
賃
総
額
二
貫
八
八
〇
文
は
全
額
滞
納
で
、
こ
こ
ま
で
の
滞
納
総
額
は
六
貫
六
七

〇

文
と
記
さ
れ
て
い
る
。
安
政
六
（
未
、
一
八
五
九
）
年
分
の
家
賃
二
貫
八
八
〇

文

に
つ
い
て
は
記
述
が
曖
昧
で
あ
る
が
、
ど
う
も
全
額
滞
納
し
た
ら
し
い
。
こ
の
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分
を
入
れ
る
と
、
滞
納
総
額
は
九
貫
五
五
〇
文
と
な
る
。

◎
嘉
平
は
安
政
六
（
未
、
一
八
五
九
）
年
一

賃
は
毎
月
二
四
〇
文
と
記
さ
れ
て
い
る
が
、

い
。

二
月
に
金
一
両
の
敷
銀
を
預
け
、
家

実

際
の
納
入
状
況
は
記
さ
れ
て
い
な

⑧
弥
吉
に
つ
い
て
は
敷
銀
も
毎
月
の
家
賃
も
記
さ
れ
て
い
な
い
。
嘉
永
四
（
一
八

五
一
）
年
以
前
か
ら
の
借
屋
人
な
の
で
あ
ろ
う
。
ま
ず
、
嘉
永
四
（
亥
、
一
八
五

一
）
年
正
月
か
ら
嘉
永
五
（
子
、
一
入
五
二
）
年
一
二
月
ま
で
の
家
賃
が
一
〇
貫

五
〇

〇

文
と
記
さ
れ
て
い
る
。
子
年
は
閏
月
が
あ
っ
た
の
で
、
毎
月
の
家
賃
は
四

二
〇

文
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
弥
吉
は
こ
の
額
の
う
ち
、
五
貫
〇
四
〇
文
を
両
年

中
に
納
入
し
た
。
ま
た
子
年
一
二
月
に
は
、
仁
平
な
る
人
物
が
三
貫
四
〇
〇
文
を

立
て

替
え
た
。
嘉
永
六
（
丑
、
一
八
五
三
）
年
正
月
に
は
、
弥
吉
は
八
五
〇
文
を

納
入

し
た
。
こ
の
結
果
、
最
後
に
は
亥
年
と
子
年
の
滞
納
総
額
が
一
貫
二
一
〇
文

と
記
さ
れ
て
い
る
。

◎
藤
八
に
つ
い
て
も
、
敷
銀
も
毎
月
の
家
賃
も
記
さ
れ
て
い
な
い
。
嘉
永
四
二

八
五

こ

年
以
前
か
ら
の
借
屋
人
な
の
で
あ
ろ
う
。
ま
ず
、
嘉
永
四
（
亥
、
一
八

五
一
）
年
正
月
か
ら
嘉
永
五
（
子
、
一
八
五
二
）
年
一
二
月
ま
で
の
家
賃
が
七
貫

五
〇
〇

文

と
あ
る
。
毎
月
の
家
賃
は
三
〇
〇
文
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
藤
八
は
こ

の
額
の
う
ち
、
お
そ
ら
く
亥
年
中
に
一
貫
八
〇
〇
文
を
、
子
年
三
月
に
入
五
〇
文

を
納
入
し
た
。
さ
ら
に
こ
の
あ
と
、
月
は
不
明
だ
が
、
子
年
中
に
仁
平
（
⑥
に
も

出
て
き
た
人
物
）
が
三
貫
四
〇
〇
文
を
立
て
替
え
た
。
よ
っ
て
、
子
年
一
二
月
ま

で

の
滞
納
額
は
一
貫
四
五
〇
文
と
記
さ
れ
て
い
る
。
嘉
永
六
（
丑
、
一
八
五
三
）

年
の
家
賃
は
三
貫
六
〇
〇
文
で
納
入
額
は
二
貫
五
五
〇
文
と
あ
り
、
よ
っ
て
こ
の

年
の
滞
納
額
は
一
貫
〇
五
〇
文
に
な
る
。
安
政
元
（
寅
、
一
八
五
四
）
年
は
閏
月

が
あ
っ
た
の
で
家
賃
は
三
貫
九
〇
〇
文
で
、
そ
し
て
そ
の
全
て
が
滞
納
で
あ
る
。

し
か
し
安
政
二
（
卯
、
一
八
五
五
）
年
正
月
二
〇
日
に
は
三
貫
四
〇
〇
文
を
納
入

し
た
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
時
点
で
の
滞
納
総
額
は
三
貫
文
と
記
さ
れ
て
い
る
。

そ
の
後
、
同
年
の
家
賃
三
貫
六
〇
〇
文
と
安
政
三
（
辰
、
一
八
五
六
）
年
の
家
賃

三

貫
六
〇
〇
文
は
、
と
も
に
全
額
滞
納
し
て
い
る
。
し
か
し
安
政
四
（
巳
、
一
八

五

七
）
年
に
入
っ
て
か
ら
だ
と
思
わ
れ
る
が
、
二
貫
文
を
納
め
た
。
そ
れ
で
も
ま

だ
滞
納
額
は
全
部
で
八
貫
二
〇
〇
文
と
あ
る
。
そ
の
巳
年
の
家
賃
総
額
は
三
貫
九

〇

〇
文
と
記
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
こ
で
「
山
笠
寄
銭
井
家
賃
控
帳
」
は
終
わ
っ
て

お
り
、
同
年
分
の
納
入
状
況
に
つ
い
て
は
不
明
で
あ
る
。

　
納
入
状
況
の
記
さ
れ
て
い
な
い
久
七
と
嘉
平
を
除
き
、
他
の
三
名
は
い
ず
れ
も
家

賃
を
滞
納
し
て
い
る
。
と
く
に
藤
八
は
嘉
永
四
（
一
八
五
一
）
年
正
月
か
ら
安
政
三

（
一
八
五

六
）
年
一
二
月
ま
で
の
分
を
八
貫
二
〇
〇
文
も
滞
納
し
、
清
五
郎
も
ま
た

安
政
二
二
八
五
五
）
年
二
月
か
ら
安
政
五
（
一
八
五
八
）
年
一
二
月
ま
で
の
分
を

六
貫
六
七
〇
文
滞
納
し
て
い
る
。

（一
一）　
町
中
に
よ
る
家
質
貸
付
と
町
内
家
屋
敷
買
収

　
前
述
の
と
お
り
、
仁
平
は
嘉
永
五
（
子
、
一
八
五
二
）
年
一
二
月
に
弥
吉
の
家
賃

三

貫
四
〇
〇
文
を
立
て
替
え
、
さ
ら
に
月
は
不
明
だ
が
、
同
じ
年
に
藤
八
の
家
賃
三

貫
四

〇

〇
文
を
立
て
替
え
て
い
る
。

　

こ
の
人
物
に
つ
い
て
は
「
山
笠
寄
銭
井
家
賃
控
帳
」
の
冒
頭
部
に
次
の
よ
う
に
あ

る
。
文
中
の
「
取
替
」
は
「
立
て
替
え
」
の
意
で
、
「
小
」
は
意
味
不
明
で
あ
る
。

仁
平
殿

子
十
一
月

一　

金
壱
両
弐
歩
ハ
　
　
取
替

　
　
但

シ
同
人
家
屋
敷
四
両
二

　
　
相
定
メ
讃
文
入
リ
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丑
十
二
月
廿
三
日

一　
壱
貫
七
百
文

一　
壱
貫
七
百
文

］　
三
貫
六
十
六
文

　
取
替

　
取
か

へ

小
　
取
か
へ

　
嘉
永
五

（
一
八
五

二
）
年
＝
月
に
町
中
は
仁
平
に
た
い
し
、
そ
の
家
屋
敷
を
四

両

と
評
価
し
た
う
え
で
こ
れ
を
担
保
に
取
っ
て
借
用
讃
文
を
彼
に
提
出
さ
せ
、
そ
し

て

誰
か
に

た

い
す
る
彼
の
債
務
で
あ
る
一
両
二
歩
を
立
て
替
え
た
。
家
質
に
よ
る
貸

付
で
あ
る
。

　

し
か
し
仁
平
は
一
一
月
に
町
中
か
ら
こ
の
額
を
受
け
取
っ
て
い
な
が
ら
、
翌
一
二

月
に
は
弥
吉
の
家
賃
三
貫
四
〇
〇
文
を
立
て
替
え
た
の
で
あ
る
。
仁
平
自
身
は
あ
ま

り
余
裕
が
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
が
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
ど
う
い
う
わ
け
か

弥
吉
の
家
賃
を
立
て
替
え
、
さ
ら
に
同
年
中
に
藤
八
の
家
賃
も
立
て
替
え
て
い
る
。

　

そ
し
て
ま
だ
四
両
に
は
余
裕
が
あ
っ
た
た
め
で
あ
ろ
う
が
、
町
中
は
嘉
永
六
二

八
五

三
）
年
の
一
二
月
一
二
二
日
に
も
仁
平
の
三
口
の
債
務
を
立
て
替
え
て
い
る
。

　
仁
平
が
片
土
居
町
の
町
中
抱
貸
屋
の
居
住
者
二
人
に
金
を
立
て
替
え
て
い
る
こ
と

と
、
同
町
町
中
が
彼
に
た
い
し
て
家
質
に
よ
る
貸
付
を
お
こ
な
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、

彼
は
同
町
の
居
付
地
主
と
結
論
で
き
る
。

　
仁
平
が
町
中
に
こ
れ
ら
の
金
を
返
済
で
き
た
の
か
、
で
き
ず
に
そ
の
家
屋
敷
が
町

中
抱
に
な
っ
た
の
か
は
「
山
笠
寄
銭
井
家
賃
控
帳
」
に
記
さ
れ
て
い
な
い
。
こ
れ
と

同
一
人
物
と
思
わ
れ
る
が
、
表
5
に
も
仁
平
の
名
が
あ
り
、
町
内
に
居
住
し
続
け
て

い

た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
し
か
し
貧
困
者
で
あ
っ
た
ら
し
く
、
ど
の
年
に
も
運
上
銀

は
賦
課
さ
れ
て
お
ら
ず
、
し
た
が
っ
て
営
業
内
容
も
書
か
れ
て
い
な
い
。

　

こ
れ
は
推
測
と
い
う
よ
り
単
な
る
可
能
性
の
指
摘
だ
が
、
町
中
は
貸
付
後
も
こ
の

家
屋
敷
に
仁
作
を
そ
の
ま
ま
居
住
さ
せ
、
貸
金
の
利
子
と
し
て
家
賃
を
取
る
、
い
わ

ゆ
る
家
質
貸
し
を
お
こ
な
っ
て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

　
次

に
「
出
銭
高
控
」
と
い
う
記
事
を
み
る
と
、
最
初
の
条
に
「
内
　
拾
七
貫
文
／

正
五
郎
家
買
入
分
」
と
あ
る
。
買
収
額
か
ら
み
て
、
「
家
」
と
い
う
語
が
家
屋
で
は

な
く
家
屋
敷
を
指
し
て
い
る
の
は
明
ら
か
で
あ
る
。
買
収
し
た
年
月
は
書
か
れ
て
い

な
い
が
、
こ
の
記
事
の
直
前
に
「
寅
卯
両
年
分
／
山
笠
切
銭
・
家
賃
」
を
合
わ
せ
た

「
寄
銭
高
」
が
一
一
入
貫
三
文
と
記
さ
れ
て
お
り
、
続
き
具
合
か
ら
み
て
、
こ
の
家

屋
敷
買
収
も
安
政
元
（
寅
、
一
八
五
四
）
年
か
安
政
二
（
卯
、
一
八
五
五
）
年
に
な

さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
正
五
郎
は
表
4
に
も
表
5
に
も
名
が
出
て
い
る
が
、
し
か

し
町
中
の
買
収
時
に
片
土
居
町
に
居
住
し
て
い
た
の
か
ど
う
か
は
不
明
で
あ
る
。

　
最
後

に
仁
作
と
い
う
人
物
の
家
屋
敷
の
買
収
に
か
ん
す
る
記
事
を
紹
介
す
る
。
文

中
の
「
亥
」
は
嘉
永
四
（
一
八
五
一
）
年
、
酉
は
文
久
元
（
一
入
六
一
）
年
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
仁
作
名
前
家
買
入
控

亥
二
月
十
七
日

一　
七
両
ハ

　
　
内
壱
両
弐
朱
儀
御
指
引

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
立
用

　
　
同
壱
両
弐
歩
者
　
冬
二
相
渡
ス
分

　
　

〆
弐
両
弐
歩
弐
朱
　
引

　
　
く
四
両
壱
歩
弐
朱
　
相
渡

酉
三

月
廿
八
日
改

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
カ
　

一
　
金
拾
両

家
一
軒
口

　
　
内
弐
両
弐
歩
弐
朱

　
　
く
七
両
壱
歩
弐
朱

　
亥
年
二
月
分
を
み
る
と
、
仁
作
の
家
屋
敷
は
七
両
と
評
価
さ
れ
て
い
る
。
何
か
に

流

用
さ
れ
た
一
両
二
朱
と
冬
に
支
払
わ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
一
両
二
歩
を
除
い
た
四

両
一
歩
二
朱
が
こ
の
と
き
支
払
わ
れ
て
い
る
。
酉
年
三
月
分
を
み
る
と
、
こ
ち
ら
の

家
屋
敷
は
一
〇
両
と
評
価
さ
れ
、
二
両
二
歩
二
朱
と
い
う
内
容
不
明
の
額
を
除
い
た
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七

両
一
歩
二
朱
が
こ
の
と
き
支
払
わ
れ
て
い
る
。
こ
う
し
て
町
中
は
両
家
屋
敷
を
買

収

し
た
。
仁
作
に
つ
い
て
は
表
4
に
も
表
5
に
も
そ
の
名
が
み
え
ず
、
い
か
な
る
人

物
で
あ
っ
た
の
か
わ
か
ら
な
い
。
居
付
地
主
と
不
在
地
主
の
別
も
わ
か
ら
な
い
。

（
三
）
　
山
笠
当
番
費
用
と
町
中
抱
貸
屋
か
ら
の
収
入

　
「
山
笠
寄
銭
井
家
賃
控
帳
」
に
は
「
寅
卯
両
年
分
／
山
笠
切
銭
・
家
賃
」
の
収
入

額
が
記

さ
れ
て
お
り
、
一
方
、
三
節
で
検
討
す
る
「
山
笠
銭
出
入
控
帳
」
に
は
「
寅

年
よ
り
酉
六
月
迄
八
ヶ
年
之
問
、
諸
雑
用
」
の
支
出
額
が
記
さ
れ
て
い
る
。
当
番
費

用
の
徴
収
と
支
出
が
安
政
元
（
寅
、
一
八
五
四
）
年
か
ら
少
し
ず
つ
始
ま
っ
て
い
た

こ
と
が
わ
か
る
。
片
土
居
町
の
前
回
の
山
笠
当
番
は
弘
化
二
（
一
八
四
五
）
年
で
あ
っ

た
が
［
落
石
　
一
九
六
一
　
二
三
二
］
、
こ
の
と
き
の
当
番
終
了
直
後
か
ら
で
は
な

く
、
数
年
お
い
た
安
政
元
（
一
入
五
四
）
年
か
ら
次
の
山
笠
当
番
の
費
用
を
集
め
始

め

た
わ
け
で
あ
る
。
民
力
休
養
の
期
間
を
設
け
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。

　
そ
の
「
寅
卯
両
年
分
」
の
「
寄
銭
高
」
、
す
な
わ
ち
安
政
元
（
一
八
五
四
）
年
と

安
政
二

（
一
八
五

五
）
年
に
徴
収
さ
れ
た
、
山
笠
当
番
費
用
と
家
賃
な
ど
の
貸
屋
収

入
を
書
き
出
し
て
み
る
。

卯
正
月
廿
日
改

一　
弐
貫
五
百
五
十
文
　
安
銭

一　

三

貫
四
百
文
　
　
　
藤
八
殿

　
　
　
　
　
　
　
　
　

家
賃
分

卯
年
分

一　
拾
四
貫
八
百
文

十
六
貫
三
百
文

忠
平
分

山
笠
切
銭

七

右
衛
門
分

右
同

惣
八
分

　
　
十
六
貫
八
百
文
　
　
右
同

　
　
　
　
　
　
　
　
　

次
右
衛
門
分

　
　
十
七
貫
五
百
文
　
　
（
右
同
、
脱
力
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　

甚
平
分

　
　
　
　
　
マ
マ
　

一　

十
六
貫
○
弐
十
文
（
右
同
、
脱
力
）

惣
〆
　
五
組
分

　
　
　
七
十
八
貫
五
百
弐
拾
文

外
二

寅
年
分

一　
八
貫
百
文

寅
年
分

一　
五
貫
九
百
五
十
文

卯
年
分

一　
五
貫
四
拾
文

卯
年
分

一　

壱
貫
三
百
五
十
文

一　
壱
貫
六
百
廿
文

卯
年
分

一　

九

百
七
拾
三
文

卯
年
分

一　
十
貫
五
百
文

次
右
衛
門
分

山
笠
切
せ
ん

惣
八
分

右
同

清
平
分

　
マ

こ

水
賃

清
五
郎
分

同同
人

掃
除
米
分

次
右
衛
門
分

掃
除
米
分

髪
結
床

家
賃
分

但

シ
　
寅
卯
両
年
分

　
　
　
　
山
笠
切
銭
・
家
賃
と
も
こ

惣
〆
合
　
寄
銭
高
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マ
マ
　

百
拾
八
貫
○
〇
三
文

　
第
一
条
の
「
安
銭
」
は
貸
屋
収
入
に
か
か
わ
る
金
だ
と
思
わ
れ
る
が
、
意
味
不
明

で
あ
る
。
第
二
条
に
つ
い
て
は
（
一
）
⑧
に
同
一
の
記
述
が
み
ら
れ
る
。

　
次

に
山
笠
当
番
費
用
の
話
が
数
条
続
く
。
「
惣
〆
　
五
組
分
」
の
値
は
正
し
く
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
3
＞

八
一
貫
四
二
〇
文
で
あ
る
は
ず
だ
が
、
そ
れ
は
そ
う
と
、
五
人
の
組
頭
取
が
卯
年
に

各
自
の
組
内
か
ら
山
笠
当
番
費
用
を
徴
収
し
た
こ
と
が
わ
か
る
。
た
だ
し
、
寅
年
分

に
つ
い
て
は
二
組
か
ら
の
収
入
し
か
記
さ
れ
て
い
な
い
。
こ
の
二
組
は
寅
年
か
ら
徴

収
を
始
め
、
残
り
の
三
組
は
卯
年
か
ら
徴
収
を
始
め
た
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。

詳
細
は
不
明
で
あ
る
。

　
以

下
、
再
び
貸
屋
収
入
の
話
が
数
条
続
く
。
「
水
賃
」
は
「
家
賃
」
の
誤
記
で
は

な
い
か
思
わ
れ
る
。
清
平
は
（
一
）
の
個
別
の
納
入
記
録
に
は
そ
の
名
が
出
て
い
な

い
。
清
五
郎
の
水
賃
（
家
賃
）
に
つ
い
て
は
（
一
）
⑤
に
同
一
の
記
述
が
み
ら
れ
る
。

さ
ら
に
彼
は
掃
除
米
料
も
納
め
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

　
次
右
衛

門
は
（
一
）
に
は
そ
の
名
が
出
て
い
な
い
。
彼
は
掃
除
米
料
は
納
め
て
い

る
が
、
家
賃
は
納
め
て
い
な
い
。
次
右
衛
門
と
い
う
名
は
表
4
に
も
表
5
に
も
一
人

し
か
出
て
い
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
条
の
次
右
衛
門
は
組
頭
取
の
次
右
衛
門
と

同
一
人
物
と
判
断
し
て
よ
い
。

　
髪
結
床
の
条
に
は
そ
の
名
が
記
さ
れ
て
い
な
い
が
、
こ
れ
は
（
一
）
⑧
の
髪
結
床

久
七

を
指
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
「
寄
銭
高
」
に
よ
る
と
、
彼
は
安
政
二

（卯
、
一
八
五
五
）
年
に
家
賃
一
〇
貫
五
〇
〇
文
を
納
め
た
。
「
寄
銭
高
」
に
続
く
「
出

銭
高
控
」
に
は
、
「
三
拾
八
貫
八
百
七
十
九
文
／
右
ハ
髪
結
床
普
請
料
」
と
い
う
、

無
年
月
の
条
が
あ
る
。
こ
の
直
前
の
条
は
「
辰
二
月
」
の
出
銭
に
つ
い
て
記
し
て
い

る
の
で
、
こ
の
普
請
料
も
安
政
三
（
辰
、
一
八
五
六
）
年
初
頭
の
出
銭
で
あ
ろ
う
。

そ
こ
で
（
一
）
④
を
み
る
と
、
久
七
は
辰
二
月
に
金
一
両
の
敷
銀
を
町
中
に
預
け
て

い

る
。
町
中
が
普
請
し
た
こ
の
貸
屋
に
転
居
し
た
の
で
あ
る
。
そ
の
家
賃
と
掃
除
米

料
を
翌
巳
年
の
正
月
か
ら
改
定
す
る
と
書
か
れ
て
い
る
の
は
、
辰
年
中
は
従
来
の
家

賃
・
掃
除
米
料
が
据
え
置
か
れ
た
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
巳
年
の
正
月
か

ら
甚
平
の
受
持
に
な
る
と
い
う
の
は
、
所
属
す
る
組
を
甚
平
の
組
に
変
え
る
と
い
う

意
味
で
あ
る
。

　
な
お
「
寅
卯
両
年
分
」
の
「
寄
銭
高
」
と
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
実
際
に
は
貸

屋
収
入

に
つ
い
て
は
卯
年
分
の
記
述
し
か
な
い
。

三
節
　
「
山
笠
銭
出
入
控
帳
」
の
分
析

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
4
）

　
「
山
笠
銭
出
入
控
帳
」
の
概
要
を
述
べ
る
。
表
紙
に
は
「
安
政
六
年
未
六
月
」
お

よ
び
「
片
土
居
町
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
起
筆
も
同
年
同
月
、
す
な
わ
ち
一
八
五
九

年
六
月
で
あ
る
。
内
容
は
、
こ
の
年
か
ら
文
久
元
（
一
八
六
一
）
年
六
月
ま
で
の
足

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
5
）

掛
け
三
年
に
及
ぶ
山
笠
当
番
費
用
の
詳
細
な
支
出
記
録
が
中
心
で
、
他
に
は
山
笠
当

番
費
用
の
総
収
入
を
記
し
た
「
出
銭
寄
銭
之
高
」
や
、
前
述
の
当
番
役
職
・
最
終
日

役
割
も
収
め
ら
れ
て
い
る
。
本
節
で
は
こ
の
史
料
中
の
い
く
つ
か
の
記
事
を
紹
介
し
、

若
干
の
検
討
を
加
え
て
み
る
。

（
一
）

山
笠
当
番
費
用
収
入
の
内
訳
と
そ
の
徴
収
法

　
「
出
銭
寄
銭
之
高
」
を
以
下
に
書
き
出
し
、
条
ご
と
に
分
析
し
て
い
く
。

一

　
　
出
銭
寄
銭
之
高

四

百
三
拾
貫
文

　
　
町
中
寄
銭
壱
軒
二
付

　
　
拾
貫
文
充
出
銭
高

　
但
町
役
両
家
　
除
ケ

　
納
屋
之
分
ハ
五
貫
文
充
也

五
拾
壱
貫
九
拾
壱
文

　
　
　
　
　
　
渡
り
銭

五
拾
弐
貫
七
百
文
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一
〆

弐
拾
四
貫
文

四

拾
弐
貫
文

藤
八
二
売
渡
家

儀
平
二
売
渡
家

　
　
　
　
　
　
次
右
衛
門
二
売
渡
家

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
内
最

七

拾
七

貫
八
百
六
拾
五
文

　
　
　
　
　
　
諸
品
売
立

六
百
七
拾
七

貫
六
百
五
拾
六
文

金
二
直
シ

　
　
九

拾
九
両
弐
歩
弐
朱
ト

　
　
　
　
　
　
ニ
百
六
文

　
第
一
条
の
「
町
中
寄
銭
壱
軒
二
付
拾
貫
文
充
出
銭
高
」
と
い
う
文
言
は
、
安
政
元

（
一
八
五

四
）
年
か
ら
始
ま
っ
た
山
笠
当
番
費
用
の
徴
収
に
つ
い
て
、
そ
の
額
を
一

軒
一
〇
貫
文
ず
つ
に
定
め
た
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
町
役
（
‖
年
寄
）
の
前
崎
惣
吉

　
　
　
　
　
（
7
6
）

と
大
穂
徳
平
の
家
を
除
い
た
諸
家
に
一
〇
貫
文
ず
つ
計
四
三
〇
貫
文
を
出
銭
さ
せ
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
7
）

の
だ

か

ら
、
当
番
費
用
を
負
担
し
た
家
は
四
三
軒
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
文
久
元

（
一
八
六
一
）
年
六
月
ま
で
の
七
年
強
の
間
に
一
軒
あ
た
り
一
〇
貫
文
と
い
う
こ
と

は
、
閏
月
も
あ
る
の
で
月
平
均
で
は
各
軒
一
〇
〇
文
強
の
出
銭
で
あ
る
。

　
さ
て
、
安
政
か
ら
文
久
に
か
け
て
の
片
土
居
町
に
は
少
な
く
と
も
四
五
軒
の
家
が

あ
っ
た
こ
と
に
な
る
。
「
山
笠
銭
出
入
控
帳
」
の
別
の
箇
所
に
も
「
町
中
四
拾
五
軒
」

と
あ
る
。
こ
の
四
五
軒
に
つ
い
て
検
討
す
る
。

　
ま
ず
、
片
土
居
町
の
寺
院
が
山
笠
当
番
費
用
を
負
担
し
て
い
た
の
か
ど
う
か
を
考

え
て
み
る
。
こ
れ
に
か
ん
す
る
史
料
は
な
い
が
、
櫛
田
神
社
に
た
い
す
る
奉
納
神
事

で

あ
る
祇
園
山
笠
に
こ
れ
ら
が
関
係
し
て
い
た
と
は
考
え
づ
ら
い
の
で
、
負
担
は
し

て

い

な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
よ
っ
て
安
政
か
ら
文
久
に
か
け
て
の
四
五
軒
に
は
、

寺
院
は
入
っ
て
い
な
い
と
判
断
し
て
お
く
。

　

こ
れ
を
踏
ま
え
て
『
石
城
志
』
を
み
る
と
、
宝
暦
一
三
（
一
七
六
三
）
年
の
片
土

居

町
の
家
数
は
四
四
軒
、
町
内
の
総
間
数
は
一
六
一
間
八
寸
と
あ
る
が
、
こ
れ
に
は

寺
院
も
含
ま
れ
て
い
る
［
津
田
一
九
七
七
（
一
七
六
五
）
　
巻
之
二
］
。
当
時
の
同

町

に
あ
っ
た
寺
院
は
、
時
宗
の
称
名
寺
、
と
も
に
浄
土
宗
の
栄
昌
庵
と
順
弘
庵
、
そ

し
て
日
蓮
宗
の
宗
玖
寺
で
［
同
書
　
巻
之
四
、
五
］
、
こ
の
四
寺
で
同
町
の
西
側
半

　
　
　
　
　
　
（
7
8
）

分

を
占
め
て
い
た
。
註
（
3
6
）
②
で
述
べ
た
と
お
り
、
『
石
城
志
』
の
家
数
は
、
家

屋
の
数
で

は
な
く
屋
敷
の
数
を
表
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
宝
暦
一
三
（
一
七
六
三
）

年
の
片
土
居
町
に
は
、
寺
院
を
除
い
て
一
般
家
屋
用
の
屋
敷
が
四
〇
筆
あ
っ
た
こ
と

に
な
る
。

　
次

に
表
5
を
み
る
と
、
慶
応
元
（
一
八
六
五
）
年
冬
に
同
町
で
運
上
銀
賦
課
職
に

就
い
て
い
た
者
の
全
員
が
記
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
数
は
三
四
人
で
あ
る
。

　
さ
ら
に
、
福
岡
区
役
所
に
よ
る
明
治
一
二
（
一
八
七
九
）
年
一
月
一
日
調
べ
の
片

土
居

町
の
戸
数
を
み
る
と
「
本
籍
五
十
一
戸
（
士
族
九
戸
平
民
四
十
二
戸
）
社
一
戸

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
9
）

（無
格
社
一
座
）
寺
三
戸
（
時
宗
一
宇
浄
土
宗
一
宇
日
蓮
宗
一
宇
）
」
と
あ
る
［
三
原

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
0
）

編
一
九
入
○
（
一
八
八
〇
）
　
二
五
九
］
。

　
以
上

を
ま
と
め
る
と
、
宝
暦
＝
二
三
七
六
三
）
年
の
一
般
家
屋
用
の
屋
敷
は
四

〇

筆
、
慶
応
元
（
一
八
六
五
）
年
冬
の
運
上
銀
賦
課
職
従
事
者
は
三
四
人
、
明
治
一

二

（
一
八
七

九
）
年
の
居
住
者
の
い
る
本
籍
地
番
は
五
一
筆
と
な
る
。
こ
れ
ら
の
数

値
か

ら
み
て
、
安
政
か
ら
文
久
に
か
け
て
の
四
五
軒
は
町
内
の
表
店
の
全
軒
と
考
え

て
よ
い
。

　
し
た
が
っ
て
、
表
店
に
居
住
し
て
い
る
こ
と
が
当
番
費
用
負
担
の
義
務
な
い
し
権

利
と
結
び
つ
い
て
い
た
と
い
え
る
。
な
か
に
は
藤
八
や
次
右
衛
門
の
よ
う
に
町
中
抱

の

貸
屋

に
住
ん
で
い
た
人
間
も
い
た
わ
け
だ
か
ら
、
居
付
地
主
・
地
借
・
店
借
の
別

な
く
、
表
店
居
住
の
世
帯
主
に
た
い
し
て
同
額
の
当
番
費
用
が
課
せ
ら
れ
て
い
た
の

で
あ
る
。
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も
と
よ
り
著
し
く
貧
し
い
世
帯
主
の
負
担
分
を
他
の
世
帯
主
が
立
て
替
え
た
り
し

た
と
い
っ
た
例
は
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
が
、
し
か
し
そ
う
い
っ
た
こ
と
は
、
あ
っ

た
と
し
て
も
例
外
的
な
措
置
で
あ
ろ
う
。
原
則
と
し
て
は
、
片
土
居
町
は
表
店
全
軒

平
等
負
担
と
い
う
徴
収
法
を
採
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
の
方
法
で
集
め
た
四
三
〇

貫
文
は
、
こ
の
と
き
の
当
番
費
用
全
体
の
約
六
三
・
五
パ
ー
セ
ン
ト
に
達
し
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
8
1
）

　
第
二
条
は
御
渡
り
銭
の
支
給
額
で
、
当
番
費
用
全
体
の
約
七
・
五
パ
ー
セ
ン
ト
で

あ
る
。

　
第
三
・
四
・
五
条
は
町
中
抱
の
家
屋
敷
の
売
却
に
よ
る
収
入
額
を
記
し
て
い
る
。

各
条
の
額
か
ら
み
て
、
こ
の
「
家
」
も
や
は
り
家
屋
敷
を
指
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ

る
。
三
件
合
わ
せ
て
二
八
貫
七
〇
〇
文
で
、
当
番
費
用
全
体
の
約
一
七
・
五
パ
ー

セ

ン

ト
で
あ
る
。
各
物
件
の
正
確
な
売
却
時
期
は
不
明
だ
が
、
当
番
費
用
の
徴
収
を

開
始
し
た
安
政
元
（
一
八
五
四
）
年
か
ら
文
久
元
（
一
八
六
一
）
年
六
月
ま
で
の
こ

と
で
は
あ
ろ
う
。
し
か
し
「
寅
卯
両
年
分
」
の
「
寄
銭
高
」
に
は
こ
れ
ら
の
売
却
に

か
ん

す
る
記
述
は
皆
無
な
の
で
、
さ
ら
に
時
期
を
狭
め
る
こ
と
が
で
き
、
安
政
三

（
一
八
五

六
）
年
か
ら
文
久
元
（
一
八
六
一
）
年
六
月
ま
で
の
こ
と
に
な
る
。
個
々

に
具
体
的
に
み
て
い
こ
う
。

◎
藤

八
は
二
節
（
一
）
⑧
で
み
た
と
お
り
、
嘉
永
四
（
一
八
五
一
）
年
か
ら
安
政
三

（
一
八
五

六
）
年
ま
で
は
確
実
に
町
中
抱
貸
屋
に
居
住
し
て
お
り
、
表
4
・
表
5
に

も
そ
の
名
が
出
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
家
屋
敷
買
収
時
に
も
片
土
居
町
に
居
住
し
て

い

た
と
判
断
で
き
る
。

◎
儀

平
は
表
4
・
表
5
に
そ
の
名
が
出
て
い
る
が
、
家
屋
敷
買
収
時
に
片
土
居
町
に

住
ん

で

い

た
の
か
ど
う
か
は
わ
か
ら
な
い
。
た
だ
、
彼
は
表
5
に
よ
る
と
木
櫛
細
工

師
で
あ
る
。
同
町
が
古
く
か
ら
櫛
工
の
集
住
地
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
こ
の
町
に
生

ま
れ
住
ん
で
い
た
可
能
性
が
高
い
。
し
か
し
こ
の
買
収
を
機
に
、
他
町
か
ら
同
業
者

の
多
い
片
土
居
町
に
転
入
し
て
き
た
と
考
え
ら
れ
な
い
こ
と
も
な
い
。

◎
次
右
衛
門
は
二
節
（
三
）
で
み
た
と
お
り
安
政
元
（
一
八
五
四
）
年
と
そ
の
翌
年

に
組
頭
取
で
あ
り
、
表
4
で
み
た
と
お
り
文
久
元
（
一
八
六
一
）
年
六
月
に
も
引
き

続
き
組
頭
取
で
あ
る
。
ま
た
、
安
政
二
（
一
八
五
五
）
年
に
は
町
中
抱
貸
屋
に
居
住

し
て
い
た
。
家
屋
敷
買
収
時
に
も
片
土
居
町
に
居
住
し
て
い
た
と
判
断
で
き
る
。
表

5
に
も
そ
の
名
が
出
て
い
る
。

　

買
主
の
三
人
全
員
が
も
と
も
と
片
土
居
町
に
居
住
し
て
い
た
か
、
あ
る
い
は
儀
平

の
み

は
買
収
を
機
に
同
町
に
転
入
し
て
き
た
か
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
い
ず
れ
に

せ

よ
、
こ
れ
ら
の
買
収
に
よ
っ
て
新
た
に
不
在
地
主
が
出
現
し
た
わ
け
で
は
な
い
。

こ
れ
が
町
中
の
意
図
に
よ
る
も
の
な
の
か
偶
然
そ
う
な
っ
た
の
か
は
、
事
例
が
少
な

い
の

で

は
っ
き
り
し
な
い
。

　
買
主
の
三
人
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
、
自
費
で
買
収
し
た
の
か
誰
か
か
ら
の
借
金
で

買
収
し
た
の
か
、
と
い
う
点
に
つ
い
て
考
え
て
み
よ
う
。
儀
平
に
つ
い
て
は
よ
く
わ

か

ら
な
い
が
、
藤
八
の
買
収
資
金
と
次
右
衛
門
の
買
収
資
金
に
つ
い
て
は
い
く
ら
か

推
測
で
き
る
。

　
藤
八
は
町
中
抱
貸
屋
に
住
ん
で
い
た
わ
け
だ
が
、
二
節
（
］
）
⑥
で
み
た
藤
八
分

の

家
賃
納
入
記
録
の
記
事
に
は
、
実
は
、
全
面
に
わ
た
っ
て
抹
消
線
が
引
か
れ
て
い

る
。
「
出
銭
寄
銭
之
高
」
の
第
三
条
に
記
さ
れ
て
い
る
藤
八
が
買
い
取
っ
た
家
屋
敷

と
は
、
お
そ
ら
く
自
分
の
住
ん
で
い
た
こ
の
貸
屋
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
こ
の
買
収
以

後
は
町
中
が
藤
八
か
ら
家
賃
を
徴
収
す
る
必
要
が
な
く
な
っ
た
た
め
、
当
該
箇
所
に

抹
消
線
が
引
か
れ
た
と
解
釈
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。

　
藤

八
の

納
入
記
録
は
ひ
と
ま
ず
安
政
四
（
一
八
五
七
）
年
に
入
っ
た
あ
た
り
で
終

わ
っ
て
い
た
。
そ
の
た
め
彼
が
こ
の
貸
屋
を
買
収
し
た
の
は
安
政
四
（
］
八
五
七
）

年
か
ら
文
久
元
（
］
八
六
一
）
年
六
月
ま
で
の
間
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
彼
は
月
三

〇

〇

文
の
家
賃
の
支
払
い
に
も
し
ば
し
ば
事
欠
き
、
安
政
三
（
一
八
五
六
）
年
末
ま

で

の
滞
納
総
額
は
八
貫
二
〇
〇
文
に
及
ん
で
い
た
。
ま
た
、
慶
応
元
（
一
八
六
五
）

年
冬
改
の
彼
へ
の
運
上
銀
賦
課
額
は
わ
ず
か
三
匁
だ
っ
た
。
以
上
か
ら
考
え
る
と
、
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藤
八
が
貸
屋
買
収
費
の
五
二
貫
七
〇
〇
文
を
自
費
で
支
払
え
た
と
は
思
え
ず
、
し
た

が
っ

て
、
第
三
者
か
ら
の
借
金
に
よ
っ
た
と
考
え
る
の
が
妥
当
で
あ
る
。

　
次
右
衛
門
は
安
政
二
（
一
八
五
五
）
年
に
町
中
抱
貸
屋
に
居
住
し
て
い
た
。
彼
は

こ
の
年
、
掃
除
米
料
の
九
七
三
文
は
納
め
た
が
、
家
賃
は
全
く
納
め
て
い
な
い
。
こ

の

あ
と
の
安
政
三
（
一
八
五
六
）
年
か
ら
文
久
元
（
一
八
六
一
）
年
六
月
ま
で
の
間

に
四
二
貫
文
で
貸
屋
を
買
収
し
た
こ
と
に
な
る
。
さ
ら
に
の
ち
の
慶
応
元
（
一
八
六

五
）
年
冬
改
の
彼
へ
の
運
上
銀
賦
課
額
は
藤
八
と
同
じ
く
三
匁
だ
っ
た
。
情
報
量
は

少

な
い
が
、
や
は
り
彼
の
場
合
も
借
金
に
よ
っ
て
自
分
の
住
ん
で
い
た
貸
屋
を
買
収

し
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　
ま
た
、
次
右
衛
門
の
条
に
は
内
済
と
あ
り
、
こ
の
買
収
に
さ
い
し
て
彼
と
町
中
と

の

間
で
何
か
紛
議
が
あ
り
、
そ
の
あ
と
和
解
し
た
こ
と
が
わ
か
る
。
し
か
し
そ
の
内

容
は

不
明
で
あ
る
。

　
第
六
条
で
は
、
な
お
も
当
番
費
用
が
足
り
ず
に
「
諸
品
」
を
売
却
し
た
、
そ
の
収

入
が
記

さ
れ
て
い
る
。
「
諸
品
」
と
は
、
町
の
共
有
財
産
か
家
々
の
貴
重
品
で
あ
ろ

う
か
。
売
却
高
は
当
番
費
用
全
体
の
約
一
一
・
五
パ
ー
セ
ン
ト
で
あ
る
。

　
合
計
額
は
六
七
七
貫
六
五
六
文
で
、
金
に
直
し
て
九
九
両
二
歩
二
朱
と
二
〇
六
文

と
あ
る
。
計
算
す
る
と
、
文
久
元
（
一
入
六
一
）
年
当
時
の
博
多
で
は
銭
六
貫
八
〇

〇

文
が
金
一
両
だ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
こ
の
と
き
の
山
笠
当
番
費
用
の
収
入
に
は
、
町
中
抱
貸
屋
か
ら
の
収

入
や
貸
金
の
利
子
は

含
ま
れ
て
い
な
い
。
こ
れ
以
外
の
町
内
の
諸
経
費
に
充
て
ら
れ

た
の
だ
ろ
う
が
、
何
に
支
出
さ
れ
た
の
か
は
わ
か
ら
な
い
。

　
行
町

町
中
が
天
保
九
（
一
八
三
八
）
年
八
・
九
月
に
山
笠
当
番
費
用
専
用
の
仕
組

借
屋
一
一
軒
を
新
設
し
た
の
に
た
い
し
、
片
土
居
町
町
中
は
安
政
三
（
一
八
五
六
）

年
か
ら
文
久
元
（
一
八
六
一
）
年
六
月
ま
で
の
間
に
、
数
件
あ
っ
た
町
中
抱
の
家
屋

敷
の
う
ち
三
件
を
売
却
し
、
山
笠
当
番
費
用
の
一
部
に
し
た
。
町
中
抱
の
家
屋
敷
の

利
用
形
態
に
か
な
り
の
差
が
み
ら
れ
る
。

（
二
）
　
山
笠
当
番
の
運
営
者
層

　
片
土
居
町
で
は
表
店
居
住
を
山
笠
当
番
費
用
負
担
の
平
等
な
資
格
と
し
て
い
た
わ

け
だ
が
、
当
番
費
用
を
直
接
負
担
し
た
以
上
、
そ
の
負
担
者
は
こ
の
当
番
の
運
営
に

原
則
的
に
は
か
か
わ
れ
た
は
ず
で
あ
る
。
「
山
笠
銭
出
入
控
帳
」
の
「
山
笠
作
り
古

小
路
町
／
卯
吉
」
と
い
う
記
事
の
次
の
条
か
ら
、
こ
の
こ
と
は
確
認
で
き
る
。

山
笠
棟
梁
先
年
よ
り
三
苫
惣
吉
な
り
し
所
、
去
申
年
、
算
用
之
節
、
争
論

よ
り
互
二
不
和
と
な
り
、
当
年
春
比
よ
り
銘
々
請
方
致
度
よ
し
当
番
之

町
々
二
頼
ミ
来
り
申
候
故
、
何
れ
之
町
も
惣
吉
・
卯
吉
之
両
人
銘
々
望
ミ

之
入
札
二
相
成
候
由
二
て
、
当
町
も
右
両
人
入
札
致
申
候
処
、
町
中
四
拾

五
軒
之
所
、
弐
拾
八
軒
卯
吉
、
十
七
軒
惣
吉
、
右
二
付
、
古
小
路
町
卯
吉

殿
を
請
方
棟
梁
と
相
定
申
候

　
山
飾
り
の
下
絵
を
描
き
、
そ
れ
に
も
と
つ
い
て
飾
り
付
け
の
指
示
を
山
笠
当
番
町

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
2
）

の
人

間
に
出
す
山
笠
棟
梁
は
、
こ
れ
ま
で
三
苫
惣
吉
と
い
う
人
物
で
あ
っ
た
。
と
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ
し
ょ
う
う
じ
ま
ち

う
が
彼
と
そ
の
協
力
者
で
あ
っ
た
ら
し
い
古
小
路
町
（
魚
町
流
）
居
住
の
卯
吉
と

の

間
で
紛
議
が
生
じ
、
文
久
元
三
八
六
こ
年
春
に
至
り
、
今
年
は
単
独
で
棟
梁

を
請
け
負
い
た
い
と
そ
れ
ぞ
れ
が
六
山
笠
当
番
町
に
申
し
入
れ
て
き
た
。
片
土
居
町

で

は
他
の
山
笠
当
番
町
と
同
じ
く
入
札
を
お
こ
な
い
、
卯
吉
を
選
ん
だ
。
他
の
山
笠

当
番
町
が
ど
の
よ
う
な
や
り
方
で
入
札
を
お
こ
な
っ
た
の
か
は
不
明
だ
が
、
片
土
居

町
で

は
表
店
の
全
四
五
軒
の
世
帯
主
に
等
し
く
投
票
権
を
与
え
る
と
い
う
や
り
方
で

入
札
を
お
こ
な
っ
た
。

　

こ
の
件
か
ら
、
祇
園
山
笠
運
営
の
う
ち
、
少
な
く
と
も
一
部
に
つ
い
て
は
表
店
の

全
軒
平
等
で
な
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
「
山
笠
銭
出
入
控
帳
」
か
ら
運

営
面

に
お
け
る
表
店
の
全
軒
平
等
を
確
認
で
き
た
の
は
こ
の
一
例
だ
け
で
あ
る
が

（運
営
面
に
か
ん
す
る
記
述
自
体
が
少
な
い
）
、
山
飾
り
の
良
し
悪
し
を
決
す
る
山
笠

棟
梁
の
入
札
と
い
う
重
要
事
項
が
表
店
の
全
軒
平
等
で
な
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
は
、
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他
の
運
営
事
項

に
つ
い
て
も
、
少
な
く
と
も
そ
の
い
く
つ
か
は
表
店
の
全
軒
平
等
で

な
さ
れ
て
い
た
可
能
性
が
高
い
と
い
え
る
。
経
験
や
年
齢
に
よ
る
役
割
の
軽
重
は

　
　
　
　
　
　
（
8
3
）

あ
っ
た
で
あ
ろ
う
が
、
裏
店
借
を
除
い
て
社
会
階
層
に
よ
る
運
営
参
加
の
有
無
や
差

違

は
原
則
的
に
は
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

四
節
　
要
約

　
能
当
番
と
児
子
当
番
の
費
用
に
つ
い
て
、
近
世
の
片
土
居
町
が
ど
の
よ
う
に
こ
れ

を
徴
収
し
て
い
た
の
か
全
く
不
明
で
あ
る
。
し
か
し
幕
末
の
山
笠
当
番
費
用
の
徴
収

法
に
つ
い
て
は
次
の
よ
う
に
ま
と
め
ら
れ
る
。

　
文

久
元
（
一
八
六
一
）
年
の
山
笠
当
番
に
向
け
て
、
片
土
居
町
は
安
政
元
（
一
八

五

四
）
年
か
ら
軒
割
法
に
よ
る
費
用
徴
収
を
始
め
た
。
こ
れ
は
、
町
役
を
除
い
た
町

内
の
表
店
全
軒
に
当
番
費
用
を
一
〇
貫
文
ず
つ
割
り
振
り
、
五
つ
の
組
ご
と
に
そ
の

組
頭
取
が
徴
収
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
徴
収
は
月
切
り
か
日
切
り
で

な
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
徴
収
法
に
は
居
付
地
主
・
地
借
・
店
借
と
い
う
区
別

は

な
く
、
表
店
居
住
の
み
が
適
用
の
条
件
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
不
在
地
主
に
は

適
用
さ
れ
な
か
っ
た
。

　
片
土
居
町
で
は
ど
う
し
て
こ
の
よ
う
な
徴
収
法
を
中
核
と
し
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。

こ
の
点
は
ご
く
簡
単
に
説
明
が
つ
く
。

　
慶
応
元
（
一
八
六
五
）
年
冬
改
の
運
上
銀
賦
課
額
か
ら
一
〇
年
ほ
ど
遡
考
し
、
ま

た
櫛
工
の
集
住
も
考
慮
に
入
れ
れ
ば
、
こ
の
町
が
安
政
ご
ろ
に
も
か
な
り
貧
し
く
、

さ
ら
に
町
内
の
大
体
の
営
業
者
が
同
じ
ぐ
ら
い
に
貧
し
か
っ
た
と
判
断
し
て
も
大
過

あ
る
ま
い
。
そ
う
で
あ
れ
ば
、
山
笠
当
番
費
用
の
負
担
の
有
無
や
負
担
の
額
に
差
が

あ
る
よ
り
は
表
店
全
軒
で
平
等
に
負
担
し
た
ほ
う
が
合
理
的
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
に

な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
片
土
居
町
が
い
つ
ご
ろ
か
ら
軒
割
法
を
採
っ
て
い
た
か
は

定
か
で

な
い
が
、
少
な
く
と
も
こ
の
徴
収
法
が
幕
末
の
同
町
の
状
況
に
適
し
た
も
の

で
あ
っ
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
。

　
も
ち
ろ
ん
町
全
体
の
貧
し
さ
や
各
世
帯
の
資
産
状
況
だ
け
で
は
な
く
、
各
社
会
階

層
（
居
付
地
主
・
不
在
地
主
・
地
借
・
店
借
）
が
そ
れ
ぞ
れ
ど
の
く
ら
い
い
た
の
か
、

町
中
構
成
員
の
内
訳
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
の
か
、
と
い
っ
た
点
も
こ
の
徴

収
法
の
採
用
・
実
施
に
影
響
し
て
い
た
と
は
思
わ
れ
る
が
、
し
か
し
こ
れ
ら
に
つ
い

て

は
い
ず
れ
も
不
明
で
、
考
慮
の
外
に
置
か
ざ
る
を
え
な
い
。

　

と
も
か
く
各
表
店
の
世
帯
主
が
同
額
の
割
当
額
を
負
担
し
て
い
た
た
め
、
原
則
的

に

は
、
山
笠
当
番
の
運
営
に
お
い
て
も
各
世
帯
主
に
平
等
に
参
加
資
格
が
与
え
ら
れ

て

い

た
と
思
わ
れ
る
。
こ
こ
に
、
当
番
費
用
負
担
者
層
と
当
番
運
営
者
層
の
一
致
を

み

る
こ
と
が
で
き
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
幕
末
の
片
土
居
町
の
町
中
は
町
内
家
屋
敷
の
買
収
を
し
ば
し
ば
お
こ

な
い
、
こ
れ
を
売
却
し
な
い
か
ぎ
り
は
貸
屋
と
し
て
利
用
し
て
い
た
こ
と
を
確
認
し

た
。
ま
た
、
居
付
地
主
に
た
い
し
て
家
質
に
よ
る
貸
付
を
お
こ
な
っ
て
い
た
こ
と
も

確
認

し
た
。
そ
し
て
こ
の
借
金
を
返
せ
な
か
っ
た
場
合
、
そ
の
家
屋
敷
は
町
中
抱
と

な
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
町
中
抱
の
家
屋
敷
の
正
確
な
数
は
不
明
だ
が
、
あ

る
程
度
の
集
積
が
あ
っ
た
こ
と
も
示
し
た
。

　

こ
れ
を
踏
ま
え
て
再
び
軒
割
法
に
つ
い
て
み
る
と
、
一
軒
に
た
い
し
て
一
〇
貫
文

と
い
う
割
当
額
は
き
わ
め
て
切
り
の
い
い
額
で
あ
る
こ
と
に
気
づ
く
。
ま
た
、
軒
割

法
に
よ
る
徴
収
は
山
笠
当
番
費
用
全
体
の
約
六
三
・
五
パ
ー
セ
ン
ト
に
す
ぎ
な
か
っ

た
。
こ
の
二
点
は
、
町
中
が
当
番
費
用
収
入
の
予
算
案
を
立
て
た
段
階
で
、
す
で
に

家
屋
敷
の
売
却
を
念
頭
に
置
い
て
そ
の
収
入
を
当
番
費
用
の
一
部
に
し
よ
う
と
し
て

い

た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
予
算
の
不
足
が
明
ら
か
に
な
っ
た
あ
と
で
家
屋
敷
を
売

却

し
た
の
で
な
く
、
当
初
か
ら
家
屋
敷
の
売
却
益
に
よ
っ
て
軒
割
法
に
よ
る
出
金
額

を
抑
制
す
る
こ
と
を
意
図
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
実
際
に
既
存
の
町
中

抱
の
家
屋
敷
の
う
ち
三
件
を
売
却
し
た
。

　
そ
れ
で
も
ま
だ
当
番
費
用
が
足
り
ず
、
諸
品
の
売
却
ま
で
し
て
不
足
分
を
補
っ
た

が
、
こ
の
分
に
か
ん
し
て
は
お
そ
ら
く
計
算
外
だ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

　
家
屋
敷
は
資
産
価
値
が
高
い
の
で
右
の
や
り
方
が
成
功
し
た
わ
け
だ
が
、
し
か
し

こ
れ
は
山
笠
当
番
費
用
の
徴
収
法
と
し
て
は
や
や
安
定
性
を
欠
い
て
い
る
よ
う
に
見
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受
け
ら
れ
る
。
そ
の
よ
う
に
思
う
理
由
は
、
山
笠
当
番
の
た
び
に
町
中
が
適
当
と
考

え
た
額
で
家
屋
敷
を
買
収
し
て
く
れ
る
人
間
が
常
に
い
る
と
は
か
ぎ
ら
な
い
し
、
新

た
に
不
在
地
主
を
出
現
さ
せ
な
い
こ
と
を
町
中
が
意
図
し
て
買
主
を
選
ん
で
い
た
と

し
た
ら
、
適
当
な
買
主
を
見
出
す
の
は
さ
ら
に
困
難
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
豊
か
な

人

間
が
町
内
に
は
あ
ま
り
い
な
か
っ
た
の
で
、
こ
の
点
も
買
主
選
択
の
幅
を
狭
め
た

と
思
わ
れ
る
。

　
そ
こ
で
改
め
て
こ
の
と
き
の
買
主
に
目
を
向
け
る
と
、
儀
平
に
つ
い
て
は
よ
く
わ

か

ら
な
い
が
、
藤
八
と
次
右
衛
門
は
貧
し
く
、
か
な
り
無
理
を
し
て
（
お
そ
ら
く
は

借
金

を
し
て
）
こ
れ
を
買
収
し
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
こ
れ
に
関
連
が
あ

る
の
か
ど
う
か
、
次
右
衛
門
は
町
中
と
何
か
紛
議
を
起
こ
し
て
い
た
。

　
軒
割
法
と
同
様
、
山
笠
当
番
費
用
捻
出
の
た
め
の
家
屋
敷
売
却
も
い
つ
ご
ろ
か
ら

お
こ
な
わ
れ
て
い
た
の
か
わ
か
ら
な
い
。
多
少
の
不
安
定
さ
は
感
じ
ら
れ
る
も
の
の
、

そ
れ
で
も
こ
の
と
き
の
当
番
に
さ
い
し
て
は
家
屋
敷
売
却
が
ど
う
や
ら
う
ま
く
い
っ

た
よ
う
で
あ
る
。
か
く
し
て
片
土
居
町
は
無
事
に
こ
の
と
き
の
山
笠
当
番
を
勤
め
終

え
た
。

む
す
び

　
藩
政
期
の
祇
園
山
笠
は
町
組
に
よ
る
輪
番
制
を
背
景
に
山
笠
奉
納
・
能
奉
納
と
も

に
当
番
町
制
度
で
運
営
さ
れ
て
い
た
。
こ
の
制
度
で
は
当
番
が
回
っ
て
来
る
年
数
に

余
裕
が
あ
っ
た
た
め
、
当
番
費
用
を
集
め
る
期
間
が
長
く
、
各
町
で
は
多
額
の
金
を

集
め

る
こ
と
が
で
き
た
。
能
当
番
は
人
手
も
費
用
も
さ
ほ
ど
要
し
な
い
も
の
だ
っ
た

が
、
山
笠
当
番
に
お
い
て
は
、
費
用
の
潤
沢
さ
が
他
流
や
他
町
へ
の
対
抗
心
を
発
現

さ
せ
る
機
会
を
与
え
る
こ
と
に
な
っ
た
。

　
そ
の
結
果
、
山
笠
当
番
町
間
で
は
山
飾
り
の
豪
華
さ
を
、
流
間
で
は
追
い
山
の
速

さ
を
競
う
よ
う
に
な
っ
て
祭
礼
は
発
展
し
て
い
っ
た
が
、
そ
の
た
め
山
笠
当
番
費
用

は
徐
々
に
増
加
し
て
い
っ
た
。
多
少
の
増
額
で
あ
れ
ば
貯
蓄
年
数
が
長
い
こ
と
も

あ
っ
て
負
担
者
に
と
っ
て
さ
ほ
ど
の
重
荷
に
な
ら
な
か
っ
た
が
、
し
か
し
無
制
限
の

増
額
が
可
能
だ
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
豊
か
で
な
い
町
に
と
っ
て
は
増
額
に
た
い
す

る
限
界
が
い
ず
れ
は
訪
れ
る
こ
と
に
な
る
。
多
額
の
費
用
の
徴
収
を
可
能
に
し
て
祭

礼
の

発
展
を
促
し
た
当
番
町
制
度
が
、
今
度
は
逆
に
町
々
を
圧
迫
す
る
よ
う
に
な
る
。

こ
れ
が
山
笠
当
番
に
た
い
す
る
各
町
の
取
り
組
み
に
変
質
を
も
た
ら
し
た
大
き
な
要

因
で
あ
る
。

　

こ
の
事
態
に
行
町
と
片
土
居
町
が
そ
れ
ぞ
れ
ど
の
よ
う
に
対
処
し
た
の
か
は
、
す

で

に
要
約
し
た
と
お
り
で
あ
る
。

　
当
番
町
制
度
と
い
う
共
通
基
盤
の
上
に
、
増
大
し
て
い
く
東
西
路
の
用
益
性
と
角

屋
敷
の

価
値
（
行
町
）
、
経
済
的
貧
困
お
よ
び
平
素
か
ら
活
発
に
な
さ
れ
て
い
た
町

中
に
よ
る
家
屋
敷
の
集
積
と
貸
屋
の
経
営
（
片
土
居
町
）
、
と
い
っ
た
町
ご
と
の
特

徴
が
積
み
重

な
っ
た
結
果
、
同
じ
町
組
に
属
し
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
一
九
世

紀
中
期
の
両
町
の
山
笠
当
番
費
用
徴
収
法
は
か
な
り
異
な
る
形
態
を
示
し
て
い
た
。

　
た
し
か
に
両
町
と
も
山
笠
当
番
費
用
に
か
ん
す
る
個
々
人
の
負
担
の
軽
減
を
企
図

し
て
町
中
が
町
内
家
屋
敷
を
利
用
し
た
と
い
う
点
は
共
通
す
る
。
し
か
し
そ
の
内
容

は
著
し
く
異
な
っ
て
い
た
。
さ
ら
に
い
う
ま
で
も
な
く
、
小
間
割
法
と
軒
割
法
も
性

格
を
異
に
す
る
。

　
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
二
町
の
事
例
を
並
べ
た
う
え
で
大
雑
把
に
図
式
化

す
れ
ば
、
増
大
す
る
山
笠
当
番
費
用
の
も
と
で
は
直
接
的
に
で
あ
れ
間
接
的
に
で
あ

れ

そ
の
負
担
者
層
の
拡
大
が
図
ら
れ
、
そ
れ
に
多
少
と
も
呼
応
す
る
形
で
山
笠
当
番

運
営
者
層
も
拡
大
し
て
い
く
、
と
い
う
傾
向
が
看
て
取
れ
る
。

　
天
保
九

二

八
三

八
）
年
以
前
の
行
町
で
は
表
屋
敷
の
地
主
を
中
心
と
し
つ
つ
表

地

借
・
表
店
借
ま
で
も
が
山
笠
・
児
子
の
両
当
番
の
費
用
を
負
担
し
て
い
た
と
考
え

ら
れ
る
。
こ
の
と
き
す
で
に
裏
店
借
を
除
く
町
内
の
全
世
帯
が
そ
れ
ぞ
れ
な
ん
ら
か

の
形
で
両
当
番
の
費
用
を
分
担
・
出
金
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
天
保
九
二

八
三

八
）
年
に
至
っ
て
、
新
た
な
表
店
借
を
仕
組
借
屋
に
集
め
て
彼
ら
を
間
接
的
な

が

ら
も
山
笠
当
番
費
用
の
負
担
者
層
に
加
え
る
こ
と
に
し
た
。
そ
の
一
方
、
両
当
番
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の
運
営
は
町
中
が
引
き
続
き
お
こ
な
っ
た
。
し
か
し
そ
の
町
中
は
も
と
も
と
居
付
地

主
だ

け
で
構
成
さ
れ
て
い
た
は
ず
で
、
天
保
九
（
一
八
三
八
）
年
ま
で
に
、
増
加
し

て

い

た
表
地
借
を
含
む
形
に
変
化
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
表
屋
敷
の
所
有
に
た

い

し
て
表
店
の
所
有
の
重
要
性
が
高
ま
っ
て
い
き
、
そ
の
結
果
、
時
期
は
不
明
だ
が
、

両
当
番
の
運
営
者
層
が
拡
大
し
て
い
っ
た
と
み
な
せ
る
。

　
た

だ
し
仕
組
借
屋
設
置
後
に
仕
組
借
屋
以
外
の
家
屋
に
転
入
し
て
来
る
他
町
出
身

の

表
地
借
・
表
店
借
に
つ
い
て
は
両
当
番
の
費
用
を
負
担
し
な
く
て
よ
い
と
さ
れ
て

お

り
、
町
内
全
世
帯
に
た
い
し
て
祭
礼
に
か
か
わ
る
費
用
負
担
を
無
条
件
に
求
め
て

い

た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
こ
と
が
窺
え
る
。

　
し
か
し
一
方
、
幕
末
の
片
土
居
町
で
は
町
内
の
表
店
の
全
世
帯
に
同
額
に
山
笠
当

番
費
用
が
割
り
振
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
た
め
山
笠
当
番
運
営
に
つ
い
て
も
表
店
世
帯

間
に
大
き
な
差
は
な
く
な
っ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
こ
れ
以
前
の
同
町
の
山
笠
当
番

費
用
徴
収
法
や
山
笠
当
番
運
営
者
層
に
つ
い
て
は
知
ら
れ
て
い
な
い
が
、
し
か
し
古

く
か
ら
（
山
笠
当
番
費
用
が
ま
だ
高
く
な
い
こ
ろ
か
ら
）
こ
の
よ
う
な
や
り
方
を
採
っ

て

い

た
わ
け
で
は
あ
る
ま
い
。
こ
れ
は
や
は
り
、
山
笠
当
番
に
か
ん
す
る
費
用
負
担

者
層
と
運
営
者
層
が
拡
大
し
て
い
っ
た
最
終
的
な
形
態
と
み
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
表

店
の
所
有
よ
り
も
さ
ら
に
進
ん
で
、
表
店
で
の
居
住
の
重
要
性
が
高
ま
っ
て
い
っ
た

の

で
あ
る
。
そ
の
結
果
、
表
店
借
ま
で
が
当
番
費
用
の
負
担
に
留
ま
ら
ず
、
当
番
運

営
に
も
参
加
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
店
舗
を
構
え
て
さ
え
い
れ
ば
、
そ
の
店
舗
の
所

有
の
有
無
は
問
わ
れ
な
く
な
っ
て
い
た
。

　
町
単
位
で
祭
礼
が
な
さ
れ
る
か
ぎ
り
、
そ
し
て
祭
礼
費
用
が
増
加
を
続
け
る
か
ぎ

り
、
負
担
者
一
人
当
た
り
の
負
担
額
を
増
や
す
こ
と
に
は
い
ず
れ
限
界
が
来
る
。
そ

う
な
る
と
新
た
な
費
用
徴
収
法
や
新
た
な
負
担
者
層
を
創
出
し
て
費
用
を
集
め
な
け

れ
ば

な
ら
ず
、
結
果
的
に
祭
礼
費
用
負
担
と
祭
礼
運
営
の
外
縁
は
町
内
の
全
世
帯
を

包
含
す

る
方
向
に
広
が
っ
て
い
く
こ
と
に
な
る
。

　
最
後

に
蛇
足
を
一
つ
付
け
加
え
て
お
く
。
天
保
九
（
一
八
三
八
）
年
以
後
の
行
町

で

は
、
町
中
抱
貸
屋
か
ら
の
収
入
を
主
に
、
小
間
割
法
な
ど
を
従
に
し
て
、
山
笠
当

番
費
用
を
徴
収
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
安
政
か
ら
文
久
に
か
け
て
の
片
土
居
町
で
は
、

軒
割
法
を
主
に
、
町
中
抱
家
屋
敷
の
売
却
益
な
ど
を
従
に
し
て
、
山
笠
当
番
費
用
を

徴
収
し
て
い
た
。
こ
の
こ
と
か
ら
み
て
、
一
九
世
紀
中
期
に
は
山
笠
当
番
費
用
の
徴

収
法
は
町
ご
と
に
か
な
り
異
な
っ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
町
の
経

済
力
や
軒
数
・
人
口
・
各
社
会
階
層
の
割
合
と
い
っ
た
要
因
に
お
う
じ
て
、
他
に
も

い

く
つ
か
の
徴
収
法
は
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
、
徴
収
法
の
追
加
や
変
更
も
稀

で

は
な
か
っ
た
と
考
え
て
い
る
。

註（
1
）
　
以
下
、
町
人
地
の
屋
敷
は
単
に
「
屋
敷
」
と
表
記
す
る
。
ま
た
、
屋
敷
と
そ
の
上
に
立
つ

　

家
屋
を
一
括
す
る
場
合
は
「
家
屋
敷
」
と
表
記
す
る
。

（
2
）
①
博
多
の
松
難
子
は
室
町
時
代
に
始
ま
っ
た
正
月
の
奉
祝
儀
礼
で
、
藩
政
期
に
は
正
月
一

　

五

日
に
博
多
か
ら
福
禄
寿
・
恵
比
須
（
男
女
二
柱
）
・
大
黒
天
の
仮
装
行
列
と
児
子
舞
の
一
団

　

を
仕
立
て
て
福
岡
城
で
藩
主
を
参
賀
し
た
の
ち
、
福
岡
・
博
多
で
祝
言
を
触
れ
歩
い
た
も
の

　
で
あ
る
。

　
　

福
禄
寿
・
恵
比
須
・
大
黒
天
の
仮
装
行
列
を
運
営
す
る
の
は
、
毎
年
替
わ
ら
ず
そ
れ
ぞ
れ

　
う
お
の
ま
ち
な
が
れ
　
い
し
ど
う
ま
ち
な
が
れ
　
す
さ
き
ま
ち
　
　
　
　
　
　
　
　
な
が
れ

　

魚
町
流
・
石
堂
町
流
・
洲
崎
町
（
須
崎
町
）
流
と
い
う
三
つ
の
町
組
に
固
定
さ
れ
て

　

い

た
。
各
流
で
は
一
年
交
替
の
当
番
町
制
度
が
採
ら
れ
て
お
り
、
当
番
町
が
運
営
の
中
心
と

　

な
っ
て
い
た
。
な
お
明
治
以
降
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
運
営
す
る
仮
装
行
列
に
ち
な
ん
で
、
こ
の

三
流

は
そ
れ
ぞ
れ
福
神
流
・
恵
比
須
流
・
大
黒
流
と
通
称
さ
れ
て
い
る
。

　
児
子
舞
の
一
団
は
、
東
町
流
・
呉
服
町
流
・
西
町
流
・
土
居
町
流
と
い
う
四
つ
の
町
組
が

→
年
交
替
で
こ
れ
を
運
営
し
て
い
た
。
江
戸
中
期
の
博
多
地
誌
『
石
城
志
』
は
、
こ
の
四
流

で

は
流
ご
と
に
一
回
交
替
の
当
番
町
制
度
が
採
ら
れ
て
お
り
、
四
流
の
各
町
は
三
二
年
に
一

度
の
割
合
で
児
子
当
番
を
勤
め
て
い
る
と
し
て
い
る
［
津
田
　
一
九
七
七
（
一
七
六
五
）
　
巻

之

六
］
。
た
だ
し
こ
れ
は
概
数
で
あ
っ
て
、
町
に
よ
っ
て
こ
の
年
数
に
は
多
少
の
長
短
が
あ
っ

た
。
た
と
え
ば
行
町
は
単
独
で
二
八
年
に
一
度
、
片
土
居
町
は
川
口
町
と
合
同
で
や
は
り
二

八
年
に
一
度
、
こ
の
当
番
を
勤
め
て
い
た
（
「
松
難
子
山
笠
記
録
壱
、
武
、
参
、
四
」
、
「
櫛

田
神
社
文
書
」
一
〇
〇
四
　
一
ー
一
、
一
〇
〇
四
ー
二
、
一
〇
〇
四
ー
三
、
一
〇
〇
四
ー
四

！
一
）
。
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②
近
世
の
こ
の
祭
礼
の
詳
細
に
つ
い
て
は
拙
稿
を
参
照
さ
れ
た
い
［
宇
野
一
九
九
九
］
。

　

現
在
で
は
、
こ
の
祭
礼
は
「
博
多
ど
ん
た
く
港
ま
つ
り
」
の
一
部
と
し
て
五
月
三
日
と
四
日

　
　
に
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
。

　
　

③
「
櫛
田
神
社
文
書
」
に
つ
い
て
は
、
以
下
、
櫛
田
神
社
蔵
の
原
本
で
は
な
く
、
福
岡
市

　

総
合

図
書
館
蔵
の
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
版
を
使
用
し
、
資
料
番
号
も
同
館
の
付
し
た
も
の
を

　

示
す
。
ま
た
本
稿
で
は
「
櫛
田
神
社
文
書
」
に
属
す
る
史
料
を
多
く
利
用
す
る
の
で
、
そ
の

　
　
目
録
も
稿
末
の
「
引
用
・
参
照
文
献
」
に
掲
げ
て
お
く
［
福
岡
市
総
合
図
書
館
文
書
資
料
課

　

編

　
二
〇
〇
二
五
七
～
二
三
五
］
。

（
3
）
　
こ
の
祭
礼
の
開
始
時
期
お
よ
び
起
源
説
話
に
つ
い
て
は
拙
稿
を
参
照
さ
れ
た
い
［
宇
野
一

　
　
九
九
八
］
。

（
4
）
　
①
祇
園
山
笠
研
究
の
基
本
著
作
の
一
つ
で
あ
る
『
博
多
祇
園
山
笠
史
談
』
に
は
、
寛
文
九

　
　
（
＝
ハ
六
九
）
年
か
ら
昭
和
三
六
（
↓
九
六
一
）
年
ま
で
、
ほ
ぼ
毎
年
の
六
山
笠
の
当
番
町
名

　
　
と
能
当
番
町
名
が
記
さ
れ
て
い
る
［
落
石
一
九
六
一
　
一
四
七
～
四
六
五
］
。
以
下
、
こ
の
よ

　

う
な
記
録
を
番
付
記
録
と
呼
ぶ
こ
と
に
す
る
が
、
著
者
の
落
石
は
、
藩
政
期
の
分
に
つ
い
て

　
　
は
『
山
笠
歳
代
記
（
写
本
）
』
（
福
岡
市
総
合
図
書
館
蔵
、
K
三
八
・
一
・
ヤ
）
と
「
松
灘
子

　
　
山
笠
記
録
壱
・
試
・
参
・
四
」
（
「
櫛
田
神
社
文
書
」
一
〇
〇
四
ー
一
－
一
、
一
〇
〇
四

　
　
二
、
一
〇
〇
四
　
三
、
一
〇
〇
四
ー
四
ー
一
）
を
参
照
し
て
、
自
身
の
番
付
記
録
を
作
成
し

　
　
て
い
る
［
同
書
　
一
五
二
～
一
五
三
、
一
七
八
な
ど
］
。

　
　

②
と
こ
ろ
が
こ
の
両
番
付
記
録
で
は
、
二
な
い
し
三
町
の
催
合
当
番
の
場
合
、
一
ま
た
は

　

　
二
町
の
名
前
し
か
記
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
が
し
ば
し
ば
あ
る
。
た
と
え
ば
宝
暦
二
二
七
五

　
　
二
）
年
の
別
の
記
録
に
は
東
町
流
の
浜
口
町
下
と
鏡
町
は
「
古
来
よ
り
催
合
二
て
候
」
と
あ

　
　
る
が
［
原
田
編
一
九
七
八
（
一
七
六
〇
ご
ろ
）
　
一
二
］
、
こ
の
年
以
前
の
番
付
記
録
を
落
石

　
　
の
著
作
で
確
認
す
る
と
、
浜
口
町
下
と
鏡
町
が
と
も
に
記
さ
れ
て
い
る
の
は
延
享
元
（
一
七

　
　
四
四
）
年
だ
け
で
［
落
石
一
九
六
一
　
一
八
三
］
、
あ
と
は
す
べ
て
浜
口
町
下
の
み
が
記
さ
れ

　
　
て
い
る
。
こ
れ
は
彼
が
参
照
し
た
両
番
付
記
録
に
不
備
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て

　
　
落
石
の
番
付
記
録
を
参
照
す
る
さ
い
は
、
注
意
が
必
要
で
あ
る
。

　
　
　
こ
の
点
に
つ
い
て
は
註
（
1
1
）
（
1
2
）
（
1
5
）
も
参
照
の
こ
と
。

（
5
）
　
山
笠
が
流
の
共
有
物
で
あ
る
こ
と
を
明
示
す
る
も
の
と
し
て
、
「
台
送
り
」
が
挙
げ
ら
れ
る
。

　
　
祭
礼
終
了
後
、
そ
の
年
の
山
笠
当
番
町
が
山
笠
に
取
り
付
け
ら
れ
て
い
る
飾
り
物
を
自
町
内

　
　
で
外
し
た
う
え
で
、
次
の
山
笠
当
番
町
に
山
笠
を
昇
き
運
び
、
保
管
を
委
ね
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
土
居
町
流
片
土
居
町
の
記
録
「
山
笠
銭
出
入
控
帳
」
（
福
岡
市
博
物
館
蔵
、
「
中
西
毅
藏
資

　
　
料
」
五
）
の
万
延
元
（
一
八
六
〇
）
年
六
月
一
五
日
条
に
、
こ
の
日
、
祭
礼
終
了
直
後
に
土

　
　
居

町
流
当
番
町
の
浜
小
路
町
が
翌
年
の
当
番
町
の
片
土
居
町
に
台
送
り
を
し
た
と
の
記
述
が

　
　
あ
る
。

　
　
　
ま
た
、
日
に
ち
は
不
明
だ
が
、
寛
延
四
（
一
七
五
一
）
年
六
月
に
は
東
町
流
当
番
町
の
金

　

屋
小
路

町
が
翌
年
の
催
合
当
番
で
あ
る
浜
口
町
下
と
鏡
町
に
山
笠
を
送
り
、
保
管
は
浜
口
町

　
　
下
が
引
き
受
け
た
と
い
う
［
原
田
編
一
九
七
八
（
一
七
六
〇
ご
ろ
）
　
一
二
］
。

　
　

さ
ら
に
、
月
日
と
も
不
明
だ
が
、
寛
政
六
（
｝
七
九
四
）
年
に
は
石
堂
町
流
当
番
町
の
蓮

　

池
町
・
竪
町
上
・
竪
町
中
が
翌
年
の
催
合
当
番
の
金
屋
町
下
と
金
屋
町
横
町
に
山
笠
を
送
っ

　

た

が
、
そ
の
あ
と
こ
れ
を
受
け
取
っ
た
両
町
の
間
に
紛
議
が
生
じ
て
七
月
九
日
に
も
そ
れ
が

　

続
い
て
い
た
と
い
う
［
博
多
山
笠
行
事
記
録
作
成
委
員
会
編
一
九
七
五
　
五
一
］
。

　
　
　
お
そ
ら
く
後
二
者
の
場
合
も
、
や
は
り
六
月
一
五
日
の
祭
礼
終
了
直
後
に
台
送
り
が
な
さ

　
　
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

（
6
）
　
こ
の
運
営
仕
法
の
形
成
過
程
に
つ
い
て
は
不
明
な
点
が
多
い
。

（
7
）
　
能
当
番
町
は
舞
い
手
と
し
て
福
岡
藩
領
の
夜
須
郡
甘
木
村
の
能
役
者
梅
津
太
夫
を
雇
い
、

　
　
曝
子
方
と
地
謡
の
者
は
博
多
か
ら
雇
っ
た
［
津
田
一
九
七
七
二
七
六
五
）
　
巻
之
六
］
。

（
8
）
　
文
久
元
（
一
八
六
一
）
年
に
片
土
居
町
が
勤
め
た
山
笠
当
番
の
費
用
の
総
収
入
は
六
七
七

　
　
貫
六
五
六
文
で
あ
る
（
福
岡
市
博
物
館
蔵
、
「
山
笠
銭
出
入
控
帳
」
、
「
中
西
毅
藏
資
料
」
五
）
。

（
9
）
　
明
治
五
（
一
八
七
二
）
年
＝
月
、
福
岡
県
は
翌
年
以
降
の
祇
園
山
笠
を
禁
止
す
る
通
達

　
　
を
出
し
た
。
祇
園
山
笠
が
本
格
的
に
再
興
さ
れ
た
の
は
明
治
一
六
（
一
八
八
三
）
年
で
あ
る

　
　
［
博
多
山
笠
行
事
記
録
作
成
委
員
会
編
一
九
七
五
八
五
、
八
九
］
。
し
か
し
中
止
期
間
中
に

　
　
も
、
毎
年
ど
の
流
で
も
山
笠
当
番
と
能
当
番
は
順
番
ど
お
り
に
回
さ
れ
た
。
近
代
の
祇
園
山

　
　
笠
に
つ
い
て
は
拙
稿
を
参
照
さ
れ
た
い
［
宇
野
一
九
九
八
］
。

（
1
0
）
　
と
く
に
断
ら
な
い
か
ぎ
り
、
本
節
の
記
述
は
落
石
の
番
付
記
録
に
よ
る
［
落
石
一
九
六
＝
。

（
1
1
）
　
①
福
岡
市
博
物
館
蔵
の
「
土
居
流
片
土
居
町
記
録
」
（
「
中
西
毅
藏
資
料
」
一
（
一
）
お
よ

　
　
び
（
二
）
）
に
、
元
禄
四
年
（
一
六
九
一
）
年
吟
味
の
「
土
居
流
人
足
高
之
覚
」
が
収
め
ら
れ

　
　
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
る
と
、
土
居
町
流
各
町
の
名
は
、
大
乗
寺
前
町
、
土
居
町
上
、
土
居
町

　
　
中
上
、
土
居
町
中
下
、
行
町
、
浜
ノ
小
路
町
、
西
方
寺
前
町
、
片
土
居
町
、
川
口
町
、
そ
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ
　
ミ
　

　
　
　
　
　
　
　
ハ
ヒ
シ
　
ザ

　
　
て
「
新
川
端
町
　
」
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
覚
の
制
作
町
は
「
土
居
中
ノ
下
番
」
と
あ
る
。

　
　
　
と
こ
ろ
が
、
こ
の
覚
は
享
和
年
間
（
一
八
〇
一
～
一
八
〇
三
）
に
同
じ
記
録
の
中
に
書
き

　
　
写

さ
れ
て
い
る
が
、
町
名
は
、
大
乗
寺
前
町
、
土
居
町
上
、
同
町
中
、
同
町
下
、
行
之
町
、

　
　
浜
小
路
町
、
西
方
寺
前
町
、
片
土
居
町
、
川
口
町
、
新
川
端
町
上
と
表
記
さ
れ
て
い
る
。
ま

　
　
た
、
制
作
町
は
「
土
居
町
中
ノ
下
番
」
と
表
記
さ
れ
て
い
る
。
各
町
に
割
り
当
て
ら
れ
て
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
な
か
　
　
か
み

　
　
る
人
足
高
の
一
致
と
町
名
の
並
び
順
か
ら
み
て
、
か
つ
て
の
土
居
町
中
上
（
土
居
町
中
ノ
上

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
な
か
　
　
し
も

　
　
番
）
が
土
居
町
中
に
、
土
居
町
中
下
（
土
居
町
中
ノ
下
番
）
が
土
居
町
下
に
、
そ
れ
ぞ
れ
呼

　
　
称
が
変
わ
っ
た
こ
と
に
疑
い
は
な
い
。
こ
の
点
は
、
落
石
な
ど
の
番
付
記
録
中
の
町
名
を
混

　
　
乱

な
く
理
解
す
る
う
え
で
重
要
で
あ
る
。

　
　
　
呼
称
が
変
わ
っ
た
時
期
に
つ
い
て
は
、
ま
ず
宝
永
二
（
一
七
〇
五
）
年
に
成
っ
た
『
筑
陽

　
　
記
』
に
、
土
居
町
上
、
同
中
ノ
上
、
同
中
ノ
下
と
あ
る
の
が
目
を
引
く
［
安
見
一
九
六
四
二

　
　
七
〇
五
）
　
二
四
］
。
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次

に
、
落
石
の
番
付
記
録
を
み
る
と
、
一
八
世
紀
前
期
ま
で
「
土
居
町
中
・
上
」
お
よ
び

「
土
居
町
中
・
下
」
と
い
う
表
現
が
散
見
さ
れ
る
。
不
適
切
に
も
並
列
点
を
用
い
て
い
る
の
で

催
合
当
番
の
よ
う
に
み
え
る
が
、
こ
れ
は
そ
れ
ぞ
れ
「
土
居
町
中
ノ
上
」
と
「
土
居
町
中
ノ

下
」
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
以
後
は
、
そ
れ
ぞ
れ
「
土
居
町
中
」
と
「
土
居
町
下
」
に
統
一

さ
れ
て
い
る
。
以
上
か
ら
、
一
八
世
紀
中
期
に
は
こ
の
両
町
の
呼
称
の
変
化
が
完
全
に
浸
透

し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　
②
ま
た
、
延
宝
六
年
（
一
六
七
八
）
年
の
番
付
記
録
で
は
、
三
番
山
笠
当
番
町
が
土
居
町

上

ノ
上
と
な
っ
て
い
る
が
［
落
石
一
九
六
一
　
一
五
一
］
、
こ
の
町
名
は
他
の
年
の
番
付
記
録

に
は
み
え
な
い
。
お
そ
ら
く
土
居
町
上
ノ
下
と
い
う
町
も
古
く
は
あ
っ
た
と
思
わ
れ
、
一
七

世
紀
末
期
ま
で
に
は
こ
の
両
町
が
統
合
さ
れ
て
土
居
町
上
と
な
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　
③
宝
永
六
（
一
七
〇
九
）
年
に
成
っ
た
『
筑
前
国
続
風
土
記
』
で
は
行
町
は
上
下
の
二
町
に
、

西
方
寺
前
町
は
「
西
方
寺
前
町
」
と
「
西
方
寺
前
町
下
」
の
二
町
に
な
っ
て
い
る
［
貝
原
一

九

八
〇

（
一
七

〇
九
）
　
二
四
］
。
し
か
し
各
種
の
番
付
記
録
や
そ
の
他
の
史
料
で
は
ど
ち
ら

の
町

も
二
町
に
分
か
れ
て
お
ら
ず
、
一
七
世
紀
中
期
に
は
す
で
に
事
実
上
、
そ
れ
ぞ
れ
一
町

に
統
合
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
著
者
の
貝
原
は
古
い
区
分
を
書
き
記
し
た
の
で
あ
ろ

う
。　

④

『筑
前
国
続
風
土
記
』
で
は
、
櫛
田
社
家
町
（
単
に
社
家
町
と
も
い
う
）
と
い
う
町
も

土
居

町
流
の
所
属
と
さ
れ
て
い
る
［
同
書
同
頁
］
。
こ
れ
は
『
石
城
志
』
で
も
同
様
で
あ
る

［津
田

一
九
七

七

（
一
七

六

五
）
　
巻
之
二
］
。
し
か
し
『
筑
陽
記
』
で
は
、
櫛
田
社
家
町
は

柳
町
（
遊
女
町
）
と
寺
中
町
（
役
者
町
）
と
と
も
に
い
ず
れ
の
流
に
も
属
し
て
い
な
い
と
さ

れ
て

い

る
［
安
見
一
九
六
四
（
一
七
〇
五
）
　
二
五
］
（
こ
の
三
町
に
つ
い
て
は
註
（
2
7
）
も

参
照
）
。
一
方
、
寛
政
一
〇
二
七
九
八
）
年
成
立
の
『
筑
前
国
続
風
土
記
附
録
』
で
は
、
社

家
町
は
土
居
町
流
か
ら
新
町
流
に
所
属
が
変
わ
っ
た
と
説
明
さ
れ
て
い
る
［
加
藤
・
鷹
取
一

九
七
七

（
一
七
九
八
）
　
＝
ハ
五
］
。

　
流

帰
属
が
不
安
定
な
の
は
、
社
家
町
が
櫛
田
神
社
の
社
家
が
集
住
す
る
町
で
、
町
政
上
、

定
切
銭
（
こ
れ
に
つ
い
て
は
三
節
で
述
べ
る
）
な
ど
の
負
担
が
免
除
さ
れ
た
特
別
な
町
だ
っ

た
か
ら
で
あ
る
［
山
崎
編
一
九
七
三
（
一
八
九
〇
）
　
下
巻
九
八
～
九
九
］
。
ま
た
、
同
町
が

祇

園
山
笠
と
松
難
子
の
諸
当
番
を
勤
め
た
こ
と
は
な
い
。
以
上
を
踏
ま
え
て
、
本
稿
で
は
、

同
町
が
実
質
的
に
土
居
町
流
に
属
し
て
い
た
こ
と
は
な
か
っ
た
と
み
な
し
て
議
論
を
進
め
る
。

　
⑤
新

川
端
町
上
は
土
居
町
流
の
所
属
で
あ
る
が
、
新
川
端
町
下
は
洲
崎
町
流
の
所
属
で
あ

る
。
両
町
と
も
、
史
料
に
よ
っ
て
は
「
新
川
端
町
」
も
し
く
は
「
新
川
端
」
と
の
み
書
か
れ

て

い

る
の
で
分
別
に
注
意
を
要
す
る
。

　
ち
な
み
に
『
石
城
志
』
の
活
字
本
で
も
新
川
端
町
上
を
「
新
川
端
町
」
と
記
し
て
い
る
が
、

こ
れ
は
誤
り
で
あ
る
。
活
字
本
と
セ
ッ
ト
に
な
っ
て
い
る
原
本
の
影
印
本
で
は
正
し
く
「
新

川
端
町
上
」
と
記
さ
れ
て
い
る
［
津
田
一
九
七
七
（
一
七
六
五
）
　
巻
之
二
］
。

　
　
　
ま
た
『
筑
前
国
続
風
土
記
』
で
は
、
「
新
川
端
下
」
と
書
く
べ
き
と
こ
ろ
を
誤
っ
て
「
新
川

　
　
端
上
」
と
書
い
て
い
る
［
貝
原
一
九
八
〇
（
一
七
〇
九
）
　
二
四
］
。

　
　
　
⑥

「
土
居
流
片
土
居
町
記
録
」
（
前
述
、
①
）
に
つ
い
て
は
又
野
誠
に
よ
る
翻
刻
・
解
説
が

　
　
あ
る
［
又
野
一
九
九
七
］
。
そ
の
解
説
を
紹
介
す
る
と
、
こ
の
記
録
は
同
町
の
四
代
の
年
寄

　
　
が
書
き
継
い
だ
も
の
で
、
記
事
は
貞
享
四
（
一
六
八
七
）
年
か
ら
天
保
三
（
一
八
三
二
）
年

　
　
に

及
び
、
書
き
残
す
に
値
す
る
重
要
事
項
を
各
年
寄
が
判
断
し
て
事
後
的
に
記
述
し
た
も
の

　
　
で

あ
る
、
と
い
う
［
同
稿
五
六
～
五
七
］
。

（
1
2
）
①
と
こ
ろ
が
落
石
の
番
付
記
録
を
み
る
と
、
享
保
一
〇
（
一
七
二
五
）
年
、
享
保
一
七
二

　
　
七

三

二
）
年
、
延
享
三
（
］
七
四
六
）
年
、
文
政
六
（
一
八
二
三
）
年
の
能
当
番
町
は
そ
れ

　
　
ぞ
れ
新

川
端
町
上
、
片
土
居
町
、
浜
小
路
町
、
新
川
端
町
上
と
な
っ
て
お
り
［
落
石
一
九
六

　
　
一
　
一
七
一
、
↓
七
三
、
一
八
四
、
二
一
九
］
、
一
見
す
る
と
単
独
当
番
の
よ
う
で
あ
る
。

　
　
　
し
か
し
「
山
笠
番
附
（
写
本
）
」
（
九
州
大
学
附
属
図
書
館
六
本
松
分
館
蔵
、
「
檜
垣
文
庫
」

　
　
一
三
五
　
一
四
、
＝
二
五
ー
一
五
）
と
い
う
番
付
記
録
で
該
当
年
を
み
る
と
、
そ
れ
ぞ
れ
新

　
　
川
端
町
上
・
大
乗
寺
前
町
、
片
土
居
町
・
川
口
町
、
浜
小
路
町
・
西
方
寺
前
町
、
新
川
端
町

　
　
上
・
大
乗
寺
前
町
と
な
っ
て
お
り
、
ど
の
年
も
二
町
の
催
合
で
当
番
を
勤
め
た
こ
と
が
確
認

　

　
で
き
る
。

　
　

②
寛
政
七

（
一
七

九

五
）
年
の
能
当
番
町
は
落
石
に
よ
る
と
西
方
寺
前
町
で
［
落
石
一
九

　
　
六
一
二
〇
五
］
、
「
山
笠
番
附
（
写
本
）
」
に
よ
る
と
浜
小
路
町
で
あ
る
。
こ
れ
も
実
際
に
は

　
　
こ
の
二
町
が
催
合
で
当
番
を
勤
め
た
の
で
あ
ろ
う
が
、
異
な
る
一
町
だ
け
が
そ
れ
ぞ
れ
記
載

　

　
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。

　
　

③
催
合
当
番
に
か
ぎ
ら
ず
単
独
当
番
の
場
合
に
も
、
落
石
が
参
照
し
た
「
山
笠
歳
代
記
（
写

　
　
本
）
』
（
福
岡
市
総
合
図
書
館
蔵
、
K
三
八
・
一
・
ヤ
）
と
「
松
離
子
山
笠
記
録
　
壱
、
或
、

　

参
、
四
」
（
「
櫛
田
神
社
文
書
」
一
〇
〇
四
ー
一
－
一
、
一
〇
〇
四
ー
二
、
一
〇
〇
四
－
三
、

　
　
一
〇
〇
四
－
四
ー
一
）
、
お
よ
び
彼
が
参
照
し
な
か
っ
た
「
山
笠
番
附
（
写
本
）
」
の
三
者
間

　
　
に
は
相
違
点
が
散
見
さ
れ
る
。
三
者
を
校
合
し
、
よ
り
正
確
な
番
付
記
録
を
作
る
必
要
が
あ

　
　
る
。

（
1
3
）
①
た
だ
し
落
石
の
番
付
記
録
で
は
、
元
禄
一
六
（
一
七
〇
三
）
年
の
山
笠
当
番
町
は
西
方

　

寺
前
町
、
次
の
年
に
能
当
番
町
の
土
居
町
上
を
挟
ん
で
、
宝
永
二
（
一
七
〇
五
）
年
の
山
笠

　

当
番
町
は
土
居
町
中
・
上
（
土
居
町
中
ノ
上
1
1
土
居
町
中
）
と
な
っ
て
い
る
［
落
石
↓
九
六

　
　
一
　
一
六
二
、
一
六
三
］
。
つ
ま
り
、
本
来
な
ら
土
居
町
中
、
西
方
寺
前
町
と
続
く
べ
き
山
笠

　

当
番
町
が
こ
の
両
年
だ
け
は
逸
脱
し
、
二
町
の
後
先
が
入
れ
替
わ
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ

　
　
の
理
由
は
不
明
で
あ
る
。

　
　

②
ま
た
、
「
山
笠
番
附
（
写
本
）
」
（
九
州
大
学
附
属
図
書
館
六
本
松
分
館
蔵
、
「
檜
垣
文
庫
」

　
　
一
三
五
ー
一
四
、
＝
二
五
　
一
五
）
で
も
ほ
ぼ
右
と
同
様
に
記
さ
れ
て
い
る
が
、
た
だ
し
宝

　

永
二
（
一
七
〇
五
）
年
の
山
笠
当
番
町
は
土
居
町
上
と
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
単
に
土
居
町
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中
の
誤
写
で
あ
ろ
う
。

（
1
4
）
　
魚
町
流
に
属
す
る
中
島
（
嶋
）
町
は
、
一
七
世
紀
初
頭
に
那
珂
川
河
口
の
中
洲
を
開
発
し

　
　
て
設
け
ら
れ
た
町
で
あ
る
［
貝
原
一
九
八
〇
二
七
〇
九
）
　
五
七
］
。
こ
の
町
は
博
多
の
飛

　
　
び
地
で
特
別
視
さ
れ
た
た
め
か
、
祇
園
山
笠
に
も
松
難
子
に
も
関
係
し
て
い
な
か
っ
た
。
つ

　

ま
り
両
祭
礼
の
諸
当
番
に
か
ん
し
て
は
、
こ
の
町
を
除
く
八
町
で
勤
め
て
い
た
。

（
1
5
）
①
『
筑
前
国
続
風
土
記
』
に
よ
る
と
、
「
魚
町
」
は
上
ノ
上
・
上
ノ
下
・
中
ノ
上
・
中
ノ
下

　
　
の
四
町
で
［
貝
原
一
九
八
〇
（
一
七
〇
九
）
　
二
五
］
、
『
筑
陽
記
』
で
は
上
下
・
中
上
・
中

　
　
下

の
三

町
で
あ
る
［
安
見
一
九
六
四
（
一
七
〇
五
）
　
二
四
］
。
し
か
し
各
種
の
番
付
記
録
や

　
　
そ
の
他
の
史
料
を
み
る
と
、
一
七
世
紀
中
期
に
は
す
で
に
事
実
上
、
上
ノ
上
と
上
ノ
下
は
統

　
　
合

さ
れ
て
い
た
よ
う
で
、
魚
町
上
と
呼
ば
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
。
と
こ
ろ
が
『
筑
陽
記
』

　
　
で
は
、
統
合
後
の
呼
称
を
「
魚
町
上
下
」
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
一
方
、
一
八
世
紀
前
期
ま
で
の
各
番
付
記
録
に
は
「
魚
町
中
・
上
（
ま
た
は
魚
町
中
ノ
上
）
」

　
　
と
「
魚
町
中
・
下
（
ま
た
は
魚
町
中
ノ
下
）
」
と
い
う
呼
称
が
散
見
さ
れ
る
が
、
一
入
世
紀
中

　
　
期
に
入
る
こ
ろ
に
は
、
魚
町
中
ノ
上
は
魚
町
中
に
、
魚
町
中
ノ
下
は
魚
町
下
に
、
呼
称
が
変

　
　
化
し
て
い
る
。

　
　

②
ま
た
、
『
筑
前
国
続
風
土
記
』
で
は
「
中
小
路
町
」
は
上
下
の
二
町
と
な
っ
て
お
り
［
貝

　
　
原

一
九

八
〇

（
一
七
〇

九
）
　
二
五
］
、
『
筑
陽
記
』
で
も
同
様
で
あ
る
［
安
見
一
九
六
四
二

　
　
七
〇

五
）
　
二
四
］
。
し
か
し
各
番
付
記
録
や
そ
の
他
の
史
料
で
は
こ
の
町
に
上
下
の
別
は
み

　
　
ら
れ
ず
、
一
七
世
紀
中
期
に
は
す
で
に
事
実
上
、
一
町
に
統
合
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

（
1
6
）
　
「
厨
子
町
流
」
を
「
図
師
町
流
」
と
書
く
こ
と
も
あ
る
。
「
町
」
を
省
い
て
「
厨
子
（
図
師
）

　
　
流
」
と
も
書
く
。
「
町
」
を
省
く
表
記
は
土
居
町
流
・
洲
崎
町
流
・
石
堂
町
流
に
も
み
ら
れ
る
。

　
　
新
町

流

は
、
幕
末
に
は
岡
流
と
浜
流
に
分
離
し
た
。
こ
れ
は
新
町
岡
流
・
新
町
浜
流
と
も
書

　
　
き
、
岡
新
町
流
・
浜
新
町
流
と
も
書
く
。

（
1
7
）
　
「
土
居
流
片
土
居
町
記
録
」
（
福
岡
市
博
物
館
蔵
、
「
中
西
毅
藏
資
料
」
一
（
一
）
お
よ
び
（
二
）
）
。

（
1
8
）
　
「
目
」
は
、
一
の
位
が
○
の
場
合
に
し
ば
し
ば
「
匁
」
に
代
用
さ
れ
た
単
位
。

（
1
9
）
①
年
に
よ
る
増
減
は
僅
か
で
あ
り
、
明
治
四
二
八
七
こ
年
に
は
各
山
笠
当
番
町
に
八

　
　
七

二
匁
四

分
、
能
当
番
町
に
二
四
〇
匁
が
支
給
さ
れ
た
［
山
崎
編
一
九
一
〇
二
六
～
二
七
］
。

　
　
福
岡
藩
は
銭
六
〇
文
を
銀
一
匁
相
当
と
定
め
て
い
た
の
で
、
こ
こ
で
の
四
分
は
二
四
文
に
当

　
　
た
る
。
な
お
い
う
ま
で
も
な
い
が
、
こ
の
交
換
レ
ー
ト
は
公
的
な
も
の
で
、
民
間
の
商
取
引

　
　

に
お
い
て
は
そ
の
時
々
の
相
場
で
レ
ー
ト
は
変
わ
っ
た
。

　
　
　
②
御
渡
り
銭
は
い
つ
の
こ
ろ
か
ら
か
、
定
切
銭
か
ら
半
ば
独
立
し
た
扱
い
に
な
っ
て
い
た
。

　
　
明
治
初
期
に
は
、
祇
園
山
笠
・
松
難
子
へ
の
参
加
の
有
無
や
段
の
高
低
に
か
か
わ
ら
ず
、
町

　
　
ご

と
に
表
口
一
間
に
つ
き
八
文
六
歩
四
厘
を
毎
月
徴
収
す
る
と
い
う
形
で
あ
っ
た
［
山
崎
編

　
　
一
九
七
三
（
一
八
九
〇
）
　
下
巻
八
三
。
同
編
一
九
一
〇
三
］
。

（
2
0
）
　
観
光
客
の
評
判
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
博
多
内
で
の
評
判
が
重
要
だ
っ
た
。
山
飾
り
は
常

　
　
に
、
以
前
の
山
飾
り
も
含
め
た
他
の
山
飾
り
と
比
較
さ
れ
た
か
ら
で
あ
る
。
短
い
記
述
の
み

　

を
い
く
つ
か
引
用
す
れ
ば
、
た
と
え
ば
『
山
笠
歳
代
記
（
写
本
）
』
に
は
（
福
岡
市
総
合
図
書

　

館
蔵
、
K
三
八
・
一
・
ヤ
）
、
安
永
九
（
一
七
八
〇
）
年
の
一
番
山
笠
に
つ
い
て
「
此
山
笠
、

　

出
来
、
当
代
二
不
聞
」
と
あ
り
、
ま
た
天
保
五
（
一
八
三
四
）
年
の
あ
る
記
録
に
は
「
当
年

　

　
五
番
山
（
中
略
）
美
麗
な
る
こ
と
限
り
な
し
、
五
ツ
人
形
此
又
今
迄
例
な
き
事
な
り
」
と
あ

　
　
る
［
博
多
山
笠
行
事
記
録
作
成
委
員
会
編
一
九
七
五
　
六
六
］
。

（
2
1
）
　
「
石
橋
源
一
郎
資
料
」
絵
画
・
書
跡
一
。
な
お
、
こ
の
屏
風
と
全
く
同
じ
構
図
で
色
合
い
も

　
　
よ
く
似
た
「
追
い
山
図
屏
風
」
と
い
う
屏
風
が
櫛
田
神
社
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
が
（
「
櫛
田
神

　
　
社
収
蔵
品
」
掛
幅
・
屏
風
等
二
）
、
両
者
の
関
係
に
つ
い
て
は
未
考
で
あ
る
。

（
2
2
）
　
福
岡
藩
で
用
い
ら
れ
た
間
法
は
、
ほ
と
ん
ど
常
に
、
六
尺
五
寸
を
一
間
と
す
る
京
間
で

　
　
あ
っ
た
。
こ
こ
で
の
間
法
も
京
間
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。

（
2
3
）
　
福
岡
市
総
合
図
書
館
蔵
、
K
三
八
・
一
・
ヤ
。
ま
た
、
「
土
居
流
片
土
居
町
記
録
」
の
享
保

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
　
ヤ

　
　
一
八
（
一
七
三
三
）
年
の
記
事
に
も
、
昨
年
か
ら
続
く
「
き
や
う
年
故
だ
い
ほ
そ
く
被
仰
付

　
　
候
」
と
あ
る
（
福
岡
市
博
物
館
蔵
、
「
中
西
毅
藏
資
料
」
一
（
一
）
お
よ
び
（
二
）
）
。
「
被
仰

　
　
付
候
」
と
あ
る
の
を
み
る
と
、
こ
れ
は
博
多
年
行
司
か
町
奉
行
の
指
示
で
あ
っ
た
ら
し
い
。

（
2
4
）
　
飢
饅
直
前
の
博
多
の
人
口
は
不
明
だ
が
、
元
禄
三
（
一
六
九
〇
）
年
の
人
口
は
一
万
九
四

　
　
六

八
人
で

［貝
原
一
九
八
〇
（
一
七
〇
九
）
　
二
〇
］
、
飢
鐘
の
少
し
あ
と
の
元
文
二
（
一
七

　

　
三
七
）
年
の
人
ロ
は
一
万
三
四
六
九
人
で
あ
っ
た
［
原
田
編
一
九
七
六
二
七
六
〇
ご
ろ
）

　
　
　
一
二
～
＝
二
］
。
単
純
に
比
較
す
れ
ば
ほ
ぼ
六
〇
〇
〇
人
の
減
少
だ
が
、
こ
れ
に
は
餓
死
者

　
　
だ
け
で
は
な
く
流
出
者
も
含
ま
れ
て
い
た
。
享
保
二
〇
（
一
七
三
五
）
年
一
二
月
、
町
奉
行

　
　
か

ら
福
岡
・
博
多
そ
れ
ぞ
れ
の
年
行
司
に
宛
て
て
、
禁
じ
ら
れ
て
い
る
他
国
で
の
長
期
間
の

　
　
奉
公
と
商
売
が
増
え
て
い
る
の
で
、
こ
れ
ら
の
流
出
者
を
出
身
町
で
呼
び
返
す
よ
う
に
指
示

　
　
が
出
さ
れ
た
［
原
田
編
一
九
七
五
（
一
七
六
〇
ご
ろ
）
　
五
四
六
］
。
飢
饅
後
し
ば
ら
く
、
人

　
　
口

の
減
少

と
と
も
に
博
多
の
商
業
が
停
滞
し
て
い
た
様
子
が
窺
え
る
。

（
2
5
）
　
他
流
の
山
笠
当
番
町
か
ら
加
勢
人
を
雇
う
と
い
う
の
は
わ
か
り
づ
ら
い
話
で
あ
る
が
、
こ

　
　
う
い
う
事
情
で
あ
る
。
現
在
で
も
洲
崎
町
流
で
観
察
さ
れ
る
も
の
だ
が
、
山
昇
き
の
さ
い
に

　
　
山
笠
当
番
町
の
人
間
は
原
則
と
し
て
昇
き
手
を
勤
め
な
い
、
す
な
わ
ち
昇
き
棒
（
山
台
に
取

　
　
り
付
け
ら
れ
る
長
い
棒
で
、
江
戸
前
期
に
は
四
本
、
中
期
以
降
は
六
本
）
に
は
手
を
触
れ
な

　
　
い
と
い
う
慣
例
が
あ
る
。
他
町
を
指
揮
し
て
流
の
運
営
に
当
た
る
と
い
う
特
権
と
引
き
替
え

　
　

に
、
昇
き
手
と
し
て
の
参
加
を
放
棄
さ
せ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
二
九
九
四
～
九
七
年
に

　
　
か
け
て
の
筆
者
の
実
地
調
査
に
よ
る
）
。

　
　
　
遅
く
と
も
江
戸
後
期
に
は
多
く
の
流
で
こ
の
よ
う
な
慣
例
が
確
立
さ
れ
て
い
た
ら
し
く
、

　
　
山
笠
当
番
町
に
お
い
て
町
や
流
の
運
営
に
ま
だ
重
い
責
任
を
負
っ
て
い
な
か
っ
た
若
衆
な
ど

　
　

は
、
他
流
の
山
笠
当
番
町
に
雇
わ
れ
て
そ
の
流
の
山
笠
を
昇
く
こ
と
が
あ
っ
た
と
考
え
て
い

　
　
る
。
天
保
＝
二
（
一
八
四
二
）
年
の
町
奉
行
か
ら
の
通
達
に
「
山
笠
当
番
町
と
其
流
之
町
と
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申
分
有
之
当
番
之
山
笠
ヲ
不
鼻
他
流
之
山
ヲ
昇
候
儀
差
留
候
」
と
あ
り
［
博
多
山
笠
行
事
記

　
　
録
作
成
委
員
会
編
一
九
七
五
七
〇
］
、
こ
の
解
釈
が
裏
付
け
ら
れ
る
。

（
2
6
）
①
各
流
の
「
店
運
上
帳
」
は
「
櫛
田
神
社
文
書
」
八
四
三
－
一
か
ら
八
四
三
ー
一
〇
で
あ

　
　
る
。
正
式
名
称
は
八
四
三
ー
一
が
「
店
運
上
帳
　
洲
崎
流
」
で
、
以
下
同
様
に
岡
新
町
流
、

　
　
厨
子
流
、
呉
服
町
流
、
西
町
流
、
浜
流
、
東
町
流
、
石
堂
流
、
魚
町
流
と
続
き
、
最
後
の
八

　
　
四

三
ー
一
〇
が
「
店
運
上
帳
　
土
居
流
」
で
あ
る
。

　
　

以

下
、
「
店
運
上
帳
　
土
居
流
」
の
利
用
に
さ
い
し
て
は
資
料
番
号
を
付
さ
な
い
。
ま
た
、

　
　
全
流
の

「店
運
上
帳
」
を
「
店
運
上
帳
」
と
記
し
て
一
括
し
て
議
論
す
る
さ
い
も
同
様
と
す

　
　
る
。

　
　

な
お
、
全
て
の
「
店
運
上
帳
」
が
翻
刻
・
刊
行
さ
れ
て
い
る
［
宮
本
編
一
九
五
八
二
四

　
　
七
～
四
五
六
所
収
］
。

　
　

②
刊
本
の
「
解
説
」
な
ど
で
は
、
全
て
の
「
店
運
上
帳
」
の
表
紙
に
「
慶
応
二
年
寅
二
月
」

　
　
と
記
さ
れ
て
い
る
と
さ
れ
て
い
る
が
［
同
書
二
五
〇
、
二
五
三
、
二
五
五
］
、
実
際
に
は
い

　

ず
れ
も
二
月
で
は
な
く
三
月
と
記
さ
れ
て
い
る
。

　
　

③

「店
運
上
帳
」
で
は
、
各
町
の
本
文
中
の
小
計
の
脇
に
「
丑
冬
御
改
」
と
あ
る
。
さ
ら

　
　
に
各
人
の
条
に
、
「
寅
春
加
ル
」
と
い
っ
た
書
き
込
み
や
「
寅
春
止
メ
」
と
い
っ
た
貼
紙
の
あ

　
　
る
町
も
散
見
さ
れ
る
。
つ
ま
り
本
文
は
慶
応
元
（
丑
、
一
八
六
五
）
年
冬
に
書
か
れ
た
が
、

　
　
翌
慶
応
二
（
寅
、
一
八
六
六
）
年
の
四
月
に
「
店
運
上
帳
」
を
は
じ
め
て
利
用
す
る
に
さ
い

　
　
し
て
、
表
紙
の
年
月
を
そ
の
直
前
の
「
慶
応
二
年
寅
三
月
」
と
記
し
、
さ
ら
に
い
く
つ
か
の

　
　
町
で
は
記
載
事
項
に
若
干
の
変
更
を
加
え
た
う
え
で
、
最
初
の
徴
収
が
な
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　
　

④
欄
外
記
載
事
項
の
う
ち
、
酒
造
・
酒
造
繋
を
除
い
た
ほ
と
ん
ど
の
条
は
後
に
抹
消
さ
れ

　
　
た
う
え
で
、
欄
内
の
ど
こ
か
に
同
じ
事
項
が
加
筆
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
場
合
、
以
後
の
徴
収

　

期
に
は
そ
の
額
も
小
計
に
算
入
さ
れ
て
い
る
。

（
2
7
）
　
博
多
に
は
こ
の
ほ
か
、
柳
町
と
寺
中
町
が
あ
っ
た
。
両
町
と
も
江
戸
後
期
に
は
社
家
町
と

　
　
同
じ
く
新
町
流
の
所
属
と
さ
れ
て
い
た
が
［
加
藤
・
鷹
取
一
九
七
七
（
一
七
九
八
）
　
一
四

　
　
五
］
、
「
店
運
上
帳
」
で
は
新
町
流
が
分
離
し
て
で
き
た
岡
流
・
浜
流
と
も
こ
れ
を
載
せ
て
い

　
　
な
い
。
無
論
、
他
の
流
の
「
店
運
上
帳
」
に
も
こ
の
両
町
は
記
載
さ
れ
て
い
な
い
。
社
家
町

　
　
の
み
は
岡
流
の
「
店
運
上
帳
」
に
記
載
さ
れ
て
い
る
。

　
　

幕
末
・
明
治
初
期
の
博
多
に
つ
い
て
記
し
た
『
石
城
遺
聞
』
で
は
、
柳
町
と
寺
中
町
は
流

　

外
の

町
、
社
家
町
は
岡
流
の
所
属
町
と
な
っ
て
お
り
［
山
崎
編
一
九
七
三
（
一
八
九
〇
）

　
　
下
巻
九
六
、
九
八
］
、
同
じ
分
類
で
あ
る
。

（
2
8
）
①
「
店
運
上
帳
」
の
刊
本
も
参
照
し
て
表
を
作
成
し
た
。
［
宮
本
編
一
九
五
八
二
四
七
～

　
　
四
五
六
所
収
］

　
　
　
　
お
や
ま
ま
ち
し
も
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ
も
ん
ど
ま
ち

　
　

②
小
山
町
下
・
中
小
路
町
・
古
門
戸
町
・
魚
町
上
の
み
は
、
本
文
の
小
計
の
脇
に
「
丑
冬

　

御
改
」
の
語
句
が
な
い
。
し
か
し
こ
の
額
が
後
年
の
書
き
込
み
で
は
な
く
本
文
で
あ
る
こ
と

　
　
は
、
小
計
に
先
行
す
る
本
文
と
同
筆
で
あ
る
こ
と
な
ど
か
ら
み
て
明
ら
か
で
あ
る
。
「
丑
冬
御

　
　
改
」
の
語
句
は
単
に
書
き
漏
ら
さ
れ
た
に
す
ぎ
な
い
。
な
お
刊
本
で
は
小
山
町
下
の
本
文
小

　
　
計

に
つ
い
て
は
変
更
時
期
の
不
明
な
書
き
込
み
と
し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
誤
り
で
あ
る
。

　
　
　
③
刊
本
に
は
呉
服
町
上
の
本
文
小
計
が
丑
年
の
「
春
改
」
と
記
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は

　
　
誤
り
で
あ
る
。
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
版
に
は
正
し
く
「
丑
冬
御
改
」
と
あ
る
。

　
　
　
④
蓮
池
町
で
は
、
本
文
小
計
額
の
「
百
七
匁
六
分
」
に
抹
消
線
が
引
か
れ
た
う
え
で
そ
の

　
　
脇
に
「
七
拾
七
匁
六
分
」
と
い
う
書
き
込
み
が
な
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
こ
の
抹
消
と
書
き

　
　
込
み

が

「
店
運
上
帳
」
作
成
時
の
書
き
誤
り
に
た
い
す
る
訂
正
な
の
か
ど
う
か
、
判
断
が
つ

　
　
き
か
ね
た
。
本
文
の
各
賦
課
額
を
合
計
す
る
と
「
百
七
匁
六
分
」
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
本

　
　
稿
で

は
と
り
あ
え
ず
、
「
百
七
匁
六
分
」
を
作
成
時
の
正
し
い
額
と
み
な
し
た
。
こ
の
町
に
は

　
　
特
別
運
上
銀
は
課
せ
ら
れ
て
い
な
い
の
で
、
こ
の
額
を
そ
の
ま
ま
表
に
入
れ
た
。
な
お
刊
本

　
　
で

は
「
百
七
匁
六
分
」
の
箇
所
を
「
百
七
拾
七
匁
六
分
」
と
し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
誤
り
で

　
　
あ
る
。

　
　
　
⑤
竪
町
上
で
は
、
本
文
小
計
額
の
「
六
拾
五
匁
八
分
」
に
抹
消
線
が
引
か
れ
て
い
る
が
、

　
　
訂
正
額

は
書
き
込
ま
れ
て
い
な
い
。
本
文
欄
内
の
各
賦
課
額
を
合
計
す
る
と
「
六
拾
五
匁
八

　
　
分
」
に
な
る
の
で
、
こ
の
抹
消
線
は
誤
っ
て
引
か
れ
た
も
の
だ
と
判
断
し
た
。
こ
れ
に
欄
外

　
　
の
髪
結
五
匁
を
加
え
た
額
が
こ
の
町
の
賦
課
額
の
総
計
で
あ
る
。

（
2
9
）
　
「
櫛
田
神
社
文
書
」
の
八
七
七
か
ら
九
二
八
の
う
ち
、
八
八
七
ー
二
、
八
八
七
ー
三
、
九
二

　
　
五
、
九
二
六
を
除
い
た
五
〇
点
。

（
3
0
）
①
作
成
年
代
が
記
さ
れ
て
い
な
い
四
〇
点
は
、
「
櫛
田
神
社
文
書
」
の
八
八
七
ー
一
、
八
八

　
　
八
か

ら
九
二
四
、
九
二
七
、
九
二
八
。

　
　

②
作
成
年
代
が
記
さ
れ
て
い
る
一
〇
点
は
、
同
文
書
の
八
七
七
か
ら
八
八
六
。

（
3
1
）
　
そ
れ
ぞ
れ
「
櫛
田
神
社
文
書
」
の
入
七
七
と
入
七
八
。

（
3
2
）
　
註
（
3
0
）
①
に
挙
げ
た
絵
図
の
う
ち
、
九
一
五
、
九
一
八
、
九
二
四
を
除
い
た
三
七
点
。

（
3
3
）
　
「
櫛
田
神
社
文
書
」
四
一
六
。
な
お
こ
の
記
録
に
は
「
行
町
年
寄
名
代
　
喜
平
殿
」
と
あ
る

　
　
が
、
行
町
の
年
寄
の
名
は
記
さ
れ
て
い
な
い
。

（
3
4
）
　
「
竪
町
上
絵
図
」
（
「
櫛
田
神
社
文
書
」
九
〇
七
）
の
み
は
、
不
在
地
主
の
場
合
、
そ
の
姓
名

　
　
の
右
に
居
町
が
記
さ
れ
て
お
り
、
居
付
地
主
と
不
在
地
主
の
別
が
完
全
に
わ
か
る
。

（
3
5
）
　
「
櫛
田
神
社
文
書
」
九
＝
一
。
な
お
、
同
文
書
に
は
「
（
仮
）
行
町
絵
図
」
と
い
う
史
料
も

　
　
あ
る
が
（
九
二
一
）
、
こ
れ
は
浜
小
路
町
の
絵
図
で
あ
る
。
ち
な
み
に
同
じ
く
「
（
仮
）
浜
小

　
　
路
町
絵
図
」
と
い
う
史
料
も
あ
る
が
（
九
二
二
）
、
こ
れ
は
洲
崎
町
流
古
門
戸
町
の
絵
図
か
と

　
　
思
わ
れ
る
。

（
3
6
）
①
文
政
八
（
一
八
二
五
）
年
一
〇
月
の
「
土
居
流
間
数
改
帳
」
で
は
（
「
櫛
田
神
社
文
書
」

　
　
八
一
六
）
、
行
町
の
総
間
数
は
一
二
五
間
三
尺
五
寸
五
歩
と
な
っ
て
い
る
が
、
こ
の
う
ち
一
間

　
　
は
井
土
地
と
記
さ
れ
、
残
り
の
一
二
四
間
三
尺
五
寸
五
歩
が
一
般
の
屋
敷
と
な
っ
て
い
る
。
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「
行
町
絵
図
」
の
ほ
う
で
は
「
井
」
の
文
字
で
1
7
の
屋
敷
の
前
に
井
土
地
が
描
か
れ
て
い
る
が
、

　

井
土
地
そ
の
も
の
の
間
数
は
記
さ
れ
て
い
な
い
。
こ
れ
を
一
間
と
取
れ
ば
「
行
町
絵
図
」
と

　
　
「
土
居
流
間
数
改
帳
」
の
内
容
は
完
全
に
一
致
す
る
。
一
方
、
③
で
詳
述
す
る
「
宝
永
録
」
で

　
　
は
1
7
の
屋
敷
に
重
複
す
る
形
で
井
土
地
が
記
述
さ
れ
て
い
る
が
、
両
者
の
表
口
は
別
立
て
と

　
　
さ
れ
、
井
土
地
の
表
口
に
つ
い
て
は
一
間
と
明
記
さ
れ
て
い
る
。

　
　

②

『石
城
志
』
に
は
宝
暦
＝
二
（
一
七
六
三
）
年
の
博
多
各
町
の
姿
が
記
さ
れ
て
お
り
、

　

行
町
の
家
数
は
四
八
軒
、
町
内
の
間
数
は
や
は
り
一
二
五
間
三
尺
五
寸
五
歩
と
あ
る
［
津
田

　
　
｝
九
七
七
（
一
七
六
五
）
　
巻
之
二
］
。
ち
な
み
に
同
書
の
家
数
は
町
内
の
間
数
と
関
連
づ
け

　
　
ら
れ
お
り
、
実
際
の
家
屋
の
数
で
は
な
く
、
屋
敷
の
数
を
表
し
て
い
る
。
よ
っ
て
、
こ
の
あ

　
　
と
文
政
六
（
一
八
二
三
）
年
三
月
ご
ろ
ま
で
に
屋
敷
の
併
合
が
若
干
あ
り
、
四
八
筆
が
四
六

　

筆
・
に
減
っ
た
こ
と
に
な
る
。

（
3
7
）
①
以
下
の
四
例
は
そ
れ
ぞ
れ
同
一
人
物
と
し
た
。
2
5
の
居
付
地
主
入
江
新
蔵
と
4
3
の
地
主

　
　
入
江
新
三
。
3
3
の
居
住
者
大
工
善
平
と
そ
の
地
主
成
田
善
兵
衛
。
3
5
の
居
住
者
米
屋
孫
治
と

　
　
そ
の
地
主
五
十
嵐
孫
次
。
4
1
の
家
主
で
4
2
の
居
住
者
で
も
あ
る
米
屋
伊
兵
衛
と
4
4
の
一
軒
の

　
　
家
主
米
屋
伊
平
。

　
　

②
逆
に
、
と
も
に
1
7
の
一
軒
の
居
住
者
で
あ
る
亦
吉
と
亦
吉
は
別
人
と
し
た
。
同
一
人
物

　
　
で
あ
れ
ば
ど
ち
ら
か
が
居
宅
で
は
な
く
、
そ
の
居
宅
で
な
い
ほ
う
の
家
屋
に
「
抱
」
と
記
さ

　
　
れ

る
は
ず
だ
か
ら
で
あ
る
。
同
じ
理
由
で
、
3
9
の
居
住
者
万
屋
吉
右
衛
門
と
4
4
の
一
軒
の
居

　
　
住
者
吉
右
衛
門
も
別
人
と
し
た
。

　
　

③
ま
た
、
1
の
一
軒
の
居
住
者
菱
屋
亦
七
と
1
5
の
地
主
春
田
亦
七
、
1
7
の
一
軒
の
居
住
者

　
　
利
八
と
2
6
の
地
主
白
重
利
八
、
3
1
の
地
主
大
野
藤
右
衛
門
と
3
2
の
居
住
者
鍛
冶
藤
右
衛
門
、

　
　
34

の

地
主

篠
崎
み

ね
と
3
9
の
地
主
み
ね
（
姓
は
書
き
漏
ら
さ
れ
て
い
る
）
に
つ
い
て
も
、
ひ

　
　
と
ま
ず
、
そ
れ
ぞ
れ
別
人
と
み
な
し
た
。

（
3
8
）
　
「
抱
」
の
語
が
付
さ
れ
て
い
る
家
屋
は
九
軒
で
あ
る
が
、
納
屋
と
し
て
利
用
さ
れ
て
い
る
3
1

　
　
の
屋
敷
に
は
「
抱
」
の
語
が
明
ら
か
に
脱
落
し
て
い
る
。
そ
し
て
こ
の
屋
敷
は
点
線
で
二
分

　
　
さ
れ
て
い
る
の
で
、
二
軒
の
納
屋
が
あ
っ
た
と
解
釈
し
た
。
よ
っ
て
居
宅
以
外
の
家
屋
は
一

　
　
一
軒
と
な
る
。

（
3
9
）
　
土
田
充
義
ら
は
、
博
多
の
南
北
路
の
一
つ
で
あ
る
東
町
筋
に
面
し
た
東
町
流
浜
口
町
上
に

　
　
お

い

て
、
同
筋
と
掛
町
筋
と
の
交
叉
点
周
辺
の
屋
敷
割
の
変
遷
を
調
べ
た
。
そ
れ
に
よ
る
と
、

　
　
近
世

初
頭
に
は
東
町
筋
を
表
口
と
し
て
い
た
屋
敷
割
が
、
江
戸
後
期
に
は
掛
町
筋
を
表
口
と

　
　
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
。
そ
の
原
因
は
、
城
下
町
福
岡
の
建
設
に
あ
っ
た
と
い
う
。
天
正

　

　
一
五
二
五
八
七
）
年
の
豊
臣
秀
吉
に
よ
る
町
割
に
よ
っ
て
博
多
は
陸
と
海
と
を
結
ぶ
四
筋

　
　
の

南
北
路

を
主
要
街
路
と
し
て
再
興
さ
れ
た
が
、
慶
長
六
（
一
六
〇
一
）
年
に
黒
田
長
政
が

　
　
那

珂

川
を
挟
ん
で
博
多
の
西
に
福
岡
を
建
設
し
た
さ
い
は
、
（
引
用
者
註
　
唐
津
街
道
な
ど

　
　

の
）
東
西
路
を
主
要
街
路
と
し
て
こ
れ
を
建
設
し
た
。
こ
れ
に
よ
っ
て
南
北
路
の
重
要
性
が

　

低
下

し
、
替
わ
っ
て
博
多
と
福
岡
な
ど
と
を
結
ぶ
東
西
路
が
博
多
の
主
要
街
路
に
な
っ
て

　
　
い
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
［
土
田
・
宮
原
一
九
八
七
］
。

　
　

行
町
に
お
け
る
土
居
町
筋
と
掛
町
筋
と
の
交
叉
点
の
屋
敷
割
に
つ
い
て
も
、
同
様
の
変
遷

　
　
が
あ
っ
た
と
断
定
で
き
る
。

（
4
0
）
　
文
政
六
（
一
八
二
三
）
年
四
月
改
の
「
御
禮
式
記
録
」
に
は
（
「
櫛
田
神
社
文
書
」
六
一
一
）
、

　
　
「
行
町
米
屋
喜
八
」
と
あ
る
。
こ
の
人
物
で
あ
ろ
う
。

（
4
1
）
　
絵
図
に
は
「
年
寄
喜
右
衛
門
」
と
い
う
署
名
と
押
印
が
あ
る
が
、
絵
図
に
は
ほ
か
に
同
名

　
　
の
者
が
い
な
い
の
で
中
村
喜
右
衛
門
と
断
定
で
き
る
。

　
　

と
こ
ろ
で
「
土
居
流
片
土
居
町
記
録
」
の
享
和
三
（
一
八
〇
三
）
年
条
に
は
「
行
之
町
年

　
　
寄
　
喜
右
衛
門
」
と
あ
り
（
福
岡
市
博
物
館
蔵
、
「
中
西
毅
藏
資
料
」
一
（
一
）
お
よ
び
（
二
）
）
、

　
　
文
化
三
（
一
八
〇
六
）
年
の
「
櫛
田
宮
御
葺
替
日
記
　
壱
」
に
も
「
行
之
町
年
寄
喜
右
衛
門
」

　
　
と
あ
る
（
「
櫛
田
神
社
文
書
」
四
一
四
）
。
こ
れ
ら
も
中
村
喜
右
衛
門
と
同
一
で
あ
ろ
う
か
。

（
4
2
）
弘
化
元
（
一
八
四
四
）
年
に
編
集
が
始
ま
り
慶
応
四
二
八
六
八
）
年
に
出
版
さ
れ
た
伊

　
　
藤

道
保
の
「
筑
紫
遺
愛
集
」
は
、
お
も
に
江
戸
後
期
に
孝
心
奇
特
な
ど
の
理
由
で
福
岡
藩
か

　
　
ら
賞
さ
れ
た
様
々
な
階
層
の
人
々
の
事
蹟
記
録
で
あ
る
［
伊
藤
一
九
七
三
（
一
八
六
八
）
］
。

　
　
　
こ
の
な
か
に
「
行
町
桶
屋
新
藏
」
が
孝
心
者
と
し
て
天
保
三
（
一
八
三
二
）
年
に
賞
さ
れ

　
　
た
と
あ
り
、
さ
ら
に
「
新
藏
か
従
弟
に
、
弥
平
と
い
ふ
者
あ
り
。
近
辺
に
居
住
し
け
る
」
と

　
　
あ
る
［
同
書
二
二
六
～
二
二
七
］
。
こ
の
新
藏
が
2
5
の
居
付
地
主
に
し
て
4
3
の
地
主
新
三
で

　
　
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
、
従
弟
の
弥
平
と
は
4
3
の
居
住
者
桶
屋
弥
平
で
あ
る
。

（
4
3
）
　
「
櫛
田
神
社
文
書
」
七
二
七
。
ま
た
、
寛
政
元
（
一
七
八
九
）
年
の
「
秘
記
郡
町
浦
御
用
帳
」

　
　
に
、
博
多
行
之
町
の
宗
七
が
捨
子
を
養
育
し
た
と
の
記
述
が
あ
る
［
西
日
本
文
化
協
会
編
一

　
　
九

九

三

　
一
八
＝
。
こ
の
宗
七
は
紅
屋
宗
七
と
同
一
人
物
で
あ
ろ
う
か
。

（
4
4
）
　
「
櫛
田
神
社
文
書
」
九
三
二
。

（
4
5
）
　
「
櫛
田
神
社
文
書
」
八
九
〇
。

（
4
6
）
　
「
店
運
上
帳
　
岡
新
町
流
」
、
「
櫛
田
神
社
文
書
」
八
四
三
　
二
。

（
4
7
）
①
「
石
橋
源
一
郎
資
料
（
追
加
分
）
」
二
〇
二
八
。
表
紙
の
み
は
原
本
の
複
写
で
は
な
く
、

　
　
石
橋

に
よ
っ
て
補
わ
れ
た
も
の
の
よ
う
で
あ
る
（
裏
表
紙
の
複
写
は
な
い
）
。
表
題
が
原
本
ど

　
　
お

り
な
の
か
ど
う
か
は
不
明
。
表
紙
に
は
ま
た
「
原
本
　
下
澤
徹
所
藏
」
と
あ
る
が
、
原
本

　
　
の

所
在
は
確
認
で
き
な
か
っ
た
。

　
　
　
②
こ
れ
と
同
じ
記
録
の
写
真
版
が
福
岡
市
総
合
図
書
館
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
が
（
「
宝
永
録
」
、

　
　
「
三
宅
長
春
軒
文
庫
」
＝
二
五
七
）
、
こ
れ
に
は
原
本
の
半
分
弱
（
七
丁
表
）
ま
で
し
か
収
め

　
　
ら
れ
て
お
ら
ず
、
表
紙
と
裏
表
紙
の
写
真
も
な
い
。
筆
者
は
以
前
こ
の
写
真
版
に
も
と
つ
い

　
　
て

論
文

を
発
表
し
た
が
［
宇
野
二
〇
〇
三
］
、
そ
の
直
後
に
電
子
複
写
版
の
存
在
を
知
り
、

　
　

こ
れ
を
閲
覧
し
た
。
そ
の
結
果
、
既
発
表
の
拙
稿
に
は
不
適
切
な
解
釈
や
不
鮮
明
な
写
真
に

　
　
よ
る
誤
読
が
多
く
、
参
照
に
耐
え
う
る
論
文
で
な
い
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
そ
こ
で
本
稿
の
②
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に
お
い
て
、
こ
れ
を
全
面
的
に
改
訂
し
増
補
し
た
。

（
4
8
）
①
「
宝
永
録
」
の
補
論
に
、
宮
崎
長
平
・
嘉
吉
と
い
う
兄
弟
が
書
い
た
「
譲
渡
讃
文
」
と

　
　
い
う
文
書
の
写
し
が
収
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
も
「
祇
園
会
山
笠
井
松
難
子
児
子
当
番
」

　
　
と
い
う
文
言
が
あ
る
が
、
「
祇
園
会
能
当
番
」
に
つ
い
て
は
や
は
り
触
れ
ら
れ
て
い
な
い
。

　
　
　
②
行

町
に
は
、
山
笠
当
番
は
八
年
ま
た
は
九
年
に
一
度
回
っ
て
来
て
（
こ
の
点
に
つ
い
て

　
　
は

少

し
あ
と
で
詳
述
す
る
）
、
児
子
当
番
は
二
八
年
に
一
度
回
っ
て
来
た
。
そ
れ
に
た
い
し
て

　
　
能
当
番
は
四
九
年
に
一
度
だ
け
回
っ
て
来
た
。
能
当
番
を
勤
め
る
頻
度
は
か
な
り
少
な
い
と

　
　
い
え
る
。
ま
た
、
能
当
番
費
用
の
全
額
を
記
し
た
近
世
史
料
は
見
出
せ
な
い
が
、
三
当
番
そ

　
　
れ

ぞ
れ
が
果

た
す
行
事
内
容
か
ら
み
て
［
津
田
一
九
七
七
（
一
七
六
五
）
　
巻
之
六
。
山
崎

　
　
編
　
一
九
一
〇
］
、
能
当
番
の
費
用
は
、
山
笠
当
番
は
も
ち
ろ
ん
児
子
当
番
と
比
べ
て
も
か
な

　
　
り
少
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
頻
度
も
少
な
く
費
用
の
負
担
も
軽
か
っ
た
た
め
、
能
当
番

　
　

は
あ
え
て
言
及
さ
れ
な
か
っ
た
と
考
え
て
お
く
。

　
　
　
③
し
か
し
山
笠
と
児
子
の
「
両
当
番
」
で
は
な
く
「
諸
当
番
」
と
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
に

　
　
何
か
積
極

的
な
意
味
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
こ
に
は
能
当
番
も
含
ま
れ
て
い
る
か
ら
だ
と
考

　
　
え
ら
れ
な
い
こ
と
も
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
「
宝
永
録
」
の
「
諸
当
番
」
に
は
能
当
番
は
含
ま
れ

　
　
て
い
な
い
と
す
る
理
解
は
、
あ
く
ま
で
も
暫
定
的
な
も
の
で
あ
る
。

　
　
　
④
な
お
、
「
宝
永
録
」
本
論
作
成
後
の
行
町
の
最
初
の
児
子
当
番
は
天
保
＝
　
（
一
八
四
〇
）

　
　
年
で
（
「
松
難
子
山
笠
記
録
参
」
、
「
櫛
田
神
社
文
書
」
］
○
〇
四
ー
三
）
、
同
じ
く
能
当
番

　
　
は
元
治
二
（
一
八
六
五
）
年
で
あ
っ
た
［
落
石
　
一
九
六
一
二
四
二
］
。

（
4
9
）
　
「
六
銭
」
は
「
六
拾
文
銭
」
と
も
書
か
れ
、
銭
六
〇
文
を
銀
一
匁
相
当
と
す
る
と
い
う
計
算

　
　
の
断
り
書
き
で
あ
る
。
「
定
」
の
他
の
箇
所
で
単
に
「
銭
…
…
匁
」
「
銭
…
…
目
」
と
あ
る
の

　
　
も
同
意
で
あ
る
。

（
5
0
）
　
六
つ
の
山
笠
当
番
町
を
記
し
た
最
古
の
番
付
記
録
は
寛
文
九
（
一
六
六
九
）
年
の
も
の
で
、

　
　
そ
れ
か
ら
明
治
初
期
ま
で
の
間
、
行
町
の
山
笠
当
番
が
九
年
間
隔
で
あ
っ
た
の
は
次
の
四
回

　
　
だ
け
で
あ
る
［
落
石
一
九
六
一
　
一
四
八
～
二
五
三
］
。
享
保
二
（
一
七
一
七
）
年
～
享
保
一

　
　
一
（
一
七
二
六
）
年
、
明
和
三
（
一
七
六
六
）
年
～
安
永
四
（
一
七
七
五
）
年
、
文
化
］
二

　
　
二

八
一
五
）
年
～
文
政
七
二
八
二
四
）
年
、
元
治
元
二
八
六
四
）
年
～
明
治
六
二
八

　
　
七
三
）
年
。

　
　

ち
な
み
に
「
宝
永
録
」
の
本
論
作
成
後
の
行
町
の
山
笠
当
番
年
を
明
治
初
期
ま
で
拾
う
と
、

　
　
天
保
＝
　
（
一
八
四
〇
）
年
、
嘉
永
元
（
一
八
四
八
）
年
、
安
政
三
（
一
八
五
六
）
年
、
元

　

治
元
（
一
八
六
四
）
年
、
明
治
六
二
八
七
三
）
年
と
な
る
［
同
書
二
二
八
～
二
五
三
］
。

（
5
1
）
　
山
崎
藤
四
郎
は
、
洲
崎
町
流
橋
口
町
の
「
宅
地
券
帳
」
を
実
例
と
し
て
解
説
を
加
え
て
い

　
　
る
［
山
崎
編
一
九
七
三
（
一
八
九
〇
）
　
下
巻
一
一
二
～
一
一
五
］
。

（
5
2
）
　
当
番
を
勤
め
る
頻
度
が
違
う
の
で
、
各
当
番
費
用
は
別
立
て
で
計
算
さ
れ
、
必
要
な
時
期

　
　
に
徴
収
さ
れ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
た
だ
、
山
笠
当
番
と
児
子
当
番
と
い
う
二
つ
の
（
ま
た

　
　
は
能
当
番
を
含
め
た
三
つ
の
）
費
用
の
徴
収
時
期
が
た
ま
た
ま
重
な
る
と
い
う
こ
と
は
あ
っ

　
　
た
は
ず
で
あ
る
。

（
5
3
）
　
し
か
し
仕
組
借
屋
四
筆
の
表
口
間
数
は
も
ち
ろ
ん
春
田
抱
の
と
き
と
同
じ
く
定
切
銭
の
賦

　
　
課
対
象
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
そ
の
表
屋
敷
の
地
主
で
あ
る
町
中
構
成
員
が
賦
課
額
を
な
ん

　
　
ら
か
の
形
（
分
担
す
る
な
ど
）
で
藩
に
納
め
た
の
は
い
う
ま
で
も
な
い
。

（
5
4
）
　
「
（
仮
）
行
町
絵
図
」
（
「
櫛
田
神
社
文
書
」
九
三
〇
　
］
二
　
二
）
。
平
山
惣
助
の
ほ
う
は
居

　
　
町
を
行
町
と
記
し
て
い
る
。
こ
の
人
物
は
出
金
帳
の
平
山
宗
助
と
同
一
人
物
か
、
も
し
く
は

　
　
な
ん
ら
か
の
関
係
の
あ
る
人
物
で
あ
ろ
う
。

（
5
5
）
　
同
書
の
同
頁
に
は
こ
の
と
き
の
行
町
の
人
口
も
載
っ
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
「
男
百
七

　
　
十
七
口
（
平
民
）
女
百
六
十
八
口
（
平
民
）
総
計
三
百
四
十
五
口
」
で
あ
る
。

（
5
6
）
　
「
河
内
家
系
図
」
（
福
岡
県
立
図
書
館
寄
託
資
料
「
河
内
資
料
」
三
〇
〇
三
）
と
、
「
河
内
卯

　
　
兵
衛
略
歴
原
稿
」
（
同
資
料
三
〇
〇
六
）
に
よ
る
。

（
5
7
）
　
図
2
に
は
、
3
9
の
居
住
者
万
屋
吉
右
衛
門
と
4
4
の
一
軒
の
居
住
者
吉
右
衛
門
と
い
う
人
物

　
　
が
出
て
い
る
。
前
者
の
万
屋
に
つ
い
て
は
博
多
の
郷
土
史
家
が
そ
の
姓
を
秋
武
で
あ
る
と
伝

　
　
え
て
い
る
の
で
［
小
田
部
一
九
八
六
六
八
六
］
、
後
者
が
白
水
吉
右
衛
門
で
は
な
い
だ
ろ
う

　
　
か
。

（
5
8
）
　
補
論
は
「
天
保
十
一
年
庚
子
六
月
桶
屋
嘉
平
儀
町
中
和
熟
之
次
第
」
（
以
下
、
「
和
熟
之
次

　
　
第
」
と
い
う
）
、
宮
崎
兄
弟
の
手
に
な
る
「
譲
渡
設
文
」
の
写
し
、
「
土
居
町
下
春
田
三
右
衛

　
　
門
よ
り
別
紙
讃
文
ノ
写
」
（
以
下
、
「
別
紙
讃
文
」
と
い
う
）
、
仕
組
借
屋
の
売
却
禁
止
規
定
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ
ベ
　

　
　
条
、
か
ら
成
る
。
末
尾
に
は
後
筆
で
「
東
公
園
　
元
中
間
町
住
人
／
野
村
千
太
郎
被
蔵
」
と

　
　
あ
る
。

（
5
9
）
①
引
用
文
中
の
「
私
」
が
長
平
と
嘉
吉
の
ど
ち
ら
を
指
し
て
い
る
の
か
は
判
然
と
し
な
い
。

　
　
「
譲
渡
讃
文
」
末
尾
で
長
平
が
先
に
署
名
・
捺
印
し
て
い
る
こ
と
か
ら
長
平
の
ほ
う
と
も
思
え

　
　
る
が
、
こ
れ
だ
け
で
は
断
言
で
き
な
い
。

　
　

②
こ
の
家
屋
敷
は
、
「
和
熟
之
次
第
」
で
は
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ザ

　
　
　
　
一
　
表
口
壱
間
六
尺
入
武
拾
壱
間
　
　
此
裏
奥
二
而
横
壱
軒
六
尺

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ぐ
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

入
七

間
ハ
久
光
又
七
抱
也

　
　
　
　
　
　
　

右
家
大
工
棟
梁
之
儀
ハ
此
節
よ
り
梅
野
千
藏
江
相
極
候
事

　
　

表
口
と
入
の
長
さ
か
ら
こ
の
屋
敷
が
図
2
の
4
5
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
、
文
政
六
二

　

八
二

三
）
年
三
月
ご
ろ
に
は
そ
の
表
店
は
宮
崎
嘉
平
所
有
の
納
屋
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

　

そ
の
後
、
天
保
一
一
（
］
八
四
〇
）
年
六
月
に
は
こ
の
表
店
は
表
屋
敷
と
と
も
に
宮
崎
兄
弟

　
　
の
ど
ち
ら
か
の
所
有
と
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
「
和
熟
之
次
第
」
で
は
こ
の
家

　

屋
敷
は
「
嘉
平
儀
所
持
之
家
屋
敷
」
と
記
さ
れ
、
「
別
紙
讃
文
」
で
は
「
嘉
平
抱
之
家
屋
敷
」

　

と
記
さ
れ
て
い
る
。
名
義
上
は
長
平
か
嘉
吉
の
所
有
で
あ
っ
た
が
、
事
実
上
は
父
親
の
嘉
平

　
　
の
所
有
と
周
囲
に
は
認
識
さ
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
こ
れ
を
町
中
に
譲
渡
す
る
と
し
て
お
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り
、
「
抱
之
家
屋
敷
」
と
明
記
さ
れ
て
も
い
る
の
で
、
こ
こ
に
は
嘉
平
は
居
住
し
て
い
な
か
っ

　

た
と
考
え
ら
れ
る
。

　
　
　
一
方
、
「
宝
永
録
」
の
本
論
の
小
間
割
法
の
記
述
か
ら
、
天
保
九
二
八
三
八
）
年
八
月
ご

　

ろ
に
宮
崎
嘉
平
が
表
屋
敷
（
ま
た
は
一
筆
全
体
）
の
居
付
地
主
で
角
地
の
裏
屋
敷
も
所
有
し

　

　
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
し
か
し
そ
れ
以
外
の
屋
敷
に
つ
い
て
は
言
及
が
な
く
、
こ
の
時

　

点
で
4
5
の
表
屋
敷
の
正
式
な
地
主
が
嘉
平
で
な
か
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ

　
　
の
時
点
で
す
で
に
長
平
ま
た
は
嘉
吉
が
4
5
の
表
屋
敷
の
名
義
上
の
地
主
に
な
っ
て
い
た
か
、

　

も
し
く
は
こ
の
時
点
で
は
ま
だ
宮
崎
親
子
以
外
の
人
物
が
こ
の
表
屋
敷
の
地
主
で
あ
っ
た
こ

　
と
に
な
る
。

　
　

ま
た
以
上
の
こ
と
か
ら
、
天
保
九
（
一
八
三
八
）
年
八
月
ご
ろ
の
嘉
平
は
、
文
政
六
二

　
　
八
二
三
）
年
三
月
ご
ろ
と
同
じ
く
2
3
に
居
住
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　
　

③
町
中
は
4
5
の
表
屋
敷
と
表
店
を
譲
渡
さ
れ
た
あ
と
、
こ
れ
を
既
存
の
仕
組
借
屋
二
軒

　

　
に
加
え
て
い
る
。
仕
組
借
屋
の
売
却
禁
止
規
定
に
「
右
惣
借
家
都
合
拾
弐
軒
之
処
、
町
中
永

　

代
仕
組
二
付
、
後
年
」
の
売
却
を
禁
ず
る
と
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
貸
屋
分
の
仕
組
銭
に

　

　
つ
い
て
は
「
宝
永
録
」
に
規
定
が
な
い
の
で
、
既
存
の
＝
軒
の
仕
組
銭
と
同
額
に
さ
れ
た

　

と
考
え
て
お
く
。

　
　

④
天

保

二
　
（
一
八
四
〇
）
年
六
月
の
4
5
の
裏
屋
敷
の
地
主
は
久
光
亦
七
で
あ
る
が
、
こ

　
　
の
二
年
前
に
書
か
れ
た
出
金
帳
に
記
さ
れ
た
彼
の
所
有
表
店
一
軒
と
い
う
の
は
こ
こ
に
立
っ

　

　
て
い
た
も
の
で
あ
ろ
う
か
。

（
6
0
）
①
こ
の
出
金
時
に
長
平
が
所
有
し
て
い
た
表
店
一
軒
と
い
う
の
は
、
図
2
の
2
3
の
屋
敷
に

　

　
立
っ
て
い
た
嘉
平
の
居
宅
か
、
あ
る
い
は
1
8
か
ら
1
9
に
か
け
て
の
裏
屋
敷
に
立
っ
て
い
た
嘉

　
　
平
抱
の

貸
屋
三

軒
の
う
ち
の
一
軒
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
る
。
つ
ま
り
、
天
保
九
（
一
八

　
　
三
八
）
年
八
月
以
降
に
嘉
平
か
ら
長
平
へ
家
屋
な
い
し
家
屋
敷
の
一
部
が
譲
渡
ま
た
は
相
続

　
　
さ
れ
て
い
た
と
解
釈
し
た
。

　
　

②
な
お
、
宮
崎
氏
で
天
保
九
二
八
三
八
）
年
八
月
ま
で
に
出
金
し
て
い
る
清
作
は
、
図

　
　

2
の
2
2
の
地
主
宮
崎
太
兵
衛
と
な
ん
ら
か
の
関
係
の
あ
る
人
物
で
あ
ろ
う
か
。

（
6
1
）
①
1
か
ら
9
に
当
た
る
屋
敷
分
は
「
（
仮
）
行
町
絵
図
」
「
券
帳
直
し
願
」
と
い
う
一
対
の

　
　
史
料
か
ら
作
成
し
（
「
櫛
田
神
社
文
書
」
の
九
三
〇
　
一
四
－
五
　
一
と
九
三
〇
ー
一
四
ー
五

　
　
－
二
）
、
2
7
か
ら
3
2
と
、
3
5
か
ら
4
4
に
当
た
る
屋
敷
分
は
「
券
帳
直
し
願
」
か
ら
作
成
し
た
（
同

　
　
文
書
九
三
二
）
。

　
　
　
②
ど
ち
ら
の
「
券
帳
直
し
願
」
も
福
岡
県
庁
に
宛
て
た
屋
敷
の
所
有
権
移
譲
申
請
書
で
あ

　
　

る
が
、
図
4
に
は
、
新
た
に
地
主
と
な
る
予
定
の
者
で
は
な
く
、
こ
の
時
点
で
の
地
主
の
姓

　
　
名
を
記
し
て
い
る
。
間
数
は
京
間
で
あ
る
。
両
申
請
書
に
記
載
さ
れ
て
い
る
屋
敷
は
合
わ
せ

　
　
て

二
六

筆
・
七
〇
間
四
尺
四
寸
で
あ
る
。
つ
ま
り
文
政
絵
図
に
描
か
れ
て
い
た
行
町
全
体
の

　
　
四

六
筆
・
一
二
四
間
三
尺
五
寸
五
歩
の
う
ち
、
半
分
強
の
屋
敷
だ
け
が
記
載
さ
れ
て
い
る
。

　
　

③
角
屋
敷
と
そ
れ
に
続
く
数
筆
の
屋
敷
の
う
ち
、
東
西
路
に
面
し
て
い
て
形
式
上
の
入
が

　

事
実
上
の
表
口
と
な
っ
て
い
る
区
画
（
片
仮
名
で
示
さ
れ
て
い
る
箇
所
）
を
図
2
の
対
応
部

　

分

と
比
較
す
る
と
、
角
屋
敷
の
事
実
上
の
入
が
さ
ら
に
延
び
て
お
り
、
角
屋
敷
の
重
要
性
が

　
　
さ
ら
に
増
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

（
6
2
）
　
刊
本
の
対
応
箇
所
は
［
宮
本
編
一
九
五
八
三
一
九
～
三
二
二
］
で
あ
る
。

（
6
3
）
①
「
店
運
上
帳
」
で
は
名
の
み
し
か
挙
げ
ら
れ
て
い
な
い
無
税
の
人
物
の
条
に
つ
い
て
、

　
　
そ
の
名
の
上
に
別
人
の
名
を
記
し
た
紙
が
貼
ら
れ
、
空
白
部
に
は
そ
の
別
人
の
営
業
内
容
と

　
　
運
上
銀
賦
課
額
が
書
き
足
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
よ
く
あ
る
。
運
上
銀
を
当
分
は
払
え
そ
う
に

　
　
な
い
人
物
ま
た
は
無
税
の
ま
ま
転
出
・
死
亡
し
た
人
物
の
替
わ
り
に
、
運
上
銀
免
除
職
か
ら

　
　
運
上
銀
賦
課
職

に
転
じ
た
人
物
ま
た
は
近
年
独
立
し
て
運
上
銀
賦
課
職
の
営
業
を
始
め
て
そ

　
　
れ
が
軌
道
に
乗
っ
た
人
物
な
ど
を
加
筆
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

　
　

行
町
の
項
に
も
こ
の
形
式
の
加
筆
が
散
見
さ
れ
る
が
、
「
店
運
上
帳
　
土
居
流
」
作
成
時
点

　
　
で
の
運
上
銀
賦
課
職
従
事
者
を
問
題
に
し
て
い
る
の
で
、
こ
の
形
式
で
加
筆
さ
れ
た
人
物
の

　
　
情
報
は

表
に
入
れ
な
か
っ
た
。

　
　

②
営
業
内
容
と
運
上
銀
賦
課
額
が
、
無
文
字
の
白
の
貼
紙
で
抹
消
さ
れ
て
い
る
条
も
あ
る
。

　
　
平
助

の

「
代
呂
物
店
　
同
三
拾
目
」
と
又
七
の
「
質
　
同
三
匁
」
の
部
分
が
そ
れ
で
あ
る
（
「
同
」

　
　
は
「
銀
」
の
意
）
。
後
年
、
営
業
不
振
や
廃
業
・
転
業
な
ど
の
理
由
で
無
税
に
変
更
さ
れ
た
の

　
　
で

あ
ろ
う
。
ど
ち
ら
も
変
更
時
期
は
記
さ
れ
て
い
な
い
が
、
こ
れ
ら
の
営
業
内
容
と
賦
課
額

　
　
は
「
店
運
上
帳
　
土
居
流
」
作
成
時
に
は
存
在
し
て
い
た
も
の
な
の
で
、
表
に
入
れ
た
。

　
　
　
③
刊
本
に
は
「
温
鈍
　
同
拾
五
匁
　
喜
平
」
と
あ
る
が
、
こ
れ
は
誤
り
で
、
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ

　
　
ル
ム
版
に
は
「
拾
匁
」
と
あ
る
。
表
で
訂
正
し
て
お
い
た
。

　
　
　
④
欄
内
に
「
糀
室
　
同
弐
拾
目
　
米
屋
太
兵
衛
」
と
あ
り
、
欄
外
に
は
「
酒
造
　
銀
百
五

　
　
拾
目
　
米
屋
太
兵
衛
」
と
あ
る
。
「
店
運
上
帳
」
で
は
酒
造
業
者
は
ほ
ぼ
常
に
同
じ
町
内
の
糀

　
　
室
営
業
者
と
同
名
で
あ
る
の
で
［
三
上
一
九
八
四
七
八
～
七
九
］
、
こ
の
両
者
は
同
一
人
物

　
　
と
み
な
し
た
。
五
十
嵐
太
兵
衛
で
あ
る
。

　
　
　
ま
た
、
欄
内
の
吉
野
屋
卯
助
と
欄
外
の
よ
し
の
屋
卯
助
も
も
ち
ろ
ん
同
一
人
物
で
、
河
内

　
　
卯
助
で
あ
る
。

　
　
　
⑤
欄
外
の
「
酒
造
　
銀
百
五
拾
目
　
米
屋
太
兵
衛
」
の
う
ち
、
「
米
屋
太
兵
衛
」
の
箇
所
は

　
　
貼
紙

で
、
そ
の
下
に
は
「
よ
し
の
屋
」
と
あ
る
。
こ
れ
は
「
店
運
上
帳
　
土
居
流
」
作
成
時

　
　

に
書
き
誤
り
が
あ
り
、
そ
れ
を
貼
紙
で
訂
正
し
た
も
の
で
あ
る
。
「
店
運
上
帳
」
で
は
屋
号
が

　
　
単
独
で
書
か
れ
て
い
る
例
は
な
く
、
常
に
名
を
伴
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
こ
の
箇
所
は
執
筆
者

　
　
が

「
よ
し
の
屋
」
ま
で
書
い
た
時
点
で
書
き
誤
り
に
気
づ
き
、
貼
紙
で
「
米
屋
太
兵
衛
」
と

　
　
訂
正

し
た
の
で
あ
る
。
吉
野
屋
に
つ
い
て
は
多
く
の
史
料
が
残
さ
れ
て
い
る
が
（
福
岡
県
立

　
　
図
書
館
寄
託
資
料
「
河
内
資
料
」
）
、
酒
造
業
を
営
ん
で
い
た
事
実
は
な
い
。

　
　
　
⑥
髪
結
の
伊
介
の
条
は
の
ち
に
抹
消
線
を
引
か
れ
た
う
え
で
、
「
伊
助
」
と
い
う
表
記
で
欄
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内
に
書
き
直
さ
れ
て
い
る
。
無
税
の
「
伊
助
」
と
い
う
人
物
も
い
る
が
、
こ
れ
と
は
別
人
と

　

　
み
な
し
た
。

　
　
　
⑦
各
人
の
賦
課
額
の
小
計
を
計
算
す
る
と
七
〇
三
匁
六
分
に
な
る
。
し
か
し
「
店
運
上
帳

　
　
　
土
居

流
」
そ
の
も
の
に
は
、
六
九
三
匁
六
分
と
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
矛
盾
は
、
変
更
時

　
　
期
の
記
さ
れ
て
い
な
い
書
き
込
み
を
筆
者
が
本
文
と
誤
認
し
て
い
る
か
、
「
店
運
上
帳
　
土
居

　
　
流
」
作
成
時
に
、
誰
か
の
条
へ
の
書
き
誤
り
に
た
い
し
て
訂
正
額
を
記
し
た
貼
紙
ま
た
は
無

　
　
文
字
の

貼
紙
が
貼

ら
れ
、
そ
れ
が
の
ち
に
脱
落
し
て
し
ま
っ
て
小
計
と
合
わ
な
い
よ
う
に
み

　
　
え
て
し
ま
っ
て
い
る
か
、
何
か
そ
う
い
っ
た
事
情
に
よ
る
の
だ
ろ
う
。

　
　
　
こ
の
表
で
は
六
九
三
匁
六
分
を
採
用
し
た
う
え
で
、
総
計
を
算
出
し
た
。
表
の
ー
と
2
で

　
　
も
同
様
で
あ
る
。

　
　

⑧
各
賦
課
額
の
小
計
が
「
店
運
上
帳
」
に
実
際
に
記
載
さ
れ
て
い
る
額
と
合
わ
な
い
町
が

　
　
他

に
も
散
見
さ
れ
る
が
、
こ
れ
も
⑦
の
事
情
に
よ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

（
6
4
）
　
「
新
三
」
と
表
記
さ
れ
る
名
は
「
店
運
上
帳
　
土
居
流
」
の
行
町
の
項
に
は
記
さ
れ
て
い
な

　
　
い
が
、
明
治
三
（
一
八
七
〇
）
年
三
月
の
「
在
郷
出
振
売
御
免
札
受
帳
」
に
は
「
行
の
町
年

　
　
寄
新
三
」
と
あ
る
（
「
櫛
田
神
社
文
書
」
七
九
三
）
。
こ
れ
は
入
江
新
三
の
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。

（
6
5
）
註
（
5
9
）
②
に
引
用
し
た
と
お
り
、
梅
野
千
藏
は
天
保
＝
　
（
一
八
四
〇
）
年
六
月
に
大

　
　
工
で
あ
っ
た
。
し
か
し
大
工
が
梅
野
氏
の
家
職
で
あ
っ
た
の
か
否
か
は
不
明
で
あ
る
。
こ
の

　
　
一
族
に
比
定
で
き
る
者
の
名
は
「
店
運
上
帳
　
土
居
流
」
の
行
町
の
項
で
は
確
認
で
き
な
か
っ

　
　
た
が
、
大
工
を
家
職
と
し
て
い
た
の
な
ら
、
記
載
そ
の
も
の
が
な
か
っ
た
こ
と
に
な
る
。

（
6
6
）
　
こ
の
人
物
は
出
金
帳
に
記
載
の
日
高
平
吉
と
同
一
人
物
か
、
同
名
の
後
商
で
あ
ろ
う
。
と

　
　
こ
ろ
で
、
元
治
元
（
］
八
六
四
）
年
に
行
町
は
山
笠
当
番
を
勤
め
た
が
、
同
年
六
月
の
「
祇

　
　
園
会
山
笠
定
格
渡
帳
」
に
「
行
町
年
寄
平
吉
」
と
あ
る
（
「
櫛
田
神
社
文
書
」
↓
〇
二
四
ー
一
）
。

　
　
さ
ら
に
翌
慶
応
元
二
八
六
五
）
年
に
行
町
は
能
当
番
を
勤
め
た
が
、
同
年
六
月
の
「
祇
園

　
　
会
山
笠
井
能
定
格
渡
帳
」
に
も
「
行
町
年
寄
平
吉
」
と
あ
る
（
同
文
書
一
〇
二
五
ー
一
）
。
こ

　
　
れ

ら
は
日
高
平
吉
の
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。
他
方
、
「
店
運
上
帳
　
土
居
流
」
の
行
町
の
項
に
は

　
　
平
吉
と
い
う
名
は
み
え
な
い
。

（
6
7
）
　
文
政
六
（
一
八
二
三
）
年
三
月
ご
ろ
の
表
地
借
・
表
店
借
の
人
数
も
わ
か
ら
な
か
っ
た
が
、

　
　
藩
政
期
の
い
か
な
る
時
点
に
お
い
て
も
こ
の
人
数
は
不
明
で
あ
る
。

（
6
8
）
①
「
山
笠
見
」
と
は
、
断
言
は
で
き
な
い
が
、
先
行
す
る
山
笠
と
の
距
離
を
視
認
し
て
速

　
　
度
調
整
を
指
示
す
る
役
で
は
な
い
か
と
思
う
。
距
離
が
詰
ま
り
過
ぎ
る
と
速
度
を
上
げ
う
と

　
　
か
落
と
せ
と
か
で
喧
嘩
に
な
り
や
す
く
、
こ
れ
を
防
こ
う
と
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

　
　

②

「東
長
寺
行
」
と
「
承
天
寺
行
」
は
、
山
笠
よ
り
先
に
伏
勢
（
伏
兵
）
を
率
い
て
そ
れ

　
　
ぞ
れ
の

寺
の
門
前
に
行
き
、
山
笠
の
円
滑
な
反
転
に
勤
め
た
役
で
あ
ろ
う
。
追
い
山
の
順
路

　
　
で
は
こ
の
両
寺
は
少
し
く
突
出
部
を
形
成
し
て
お
り
、
そ
の
門
前
で
山
笠
を
反
転
さ
せ
る
こ

　
　
と
に
な
っ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
各
五
〇
人
の
伏
勢
は
、
お
そ
ら
く
加
勢
人
で
あ
ろ
う
。
こ

　
　
れ

に
該
当
す
る
役
は
今
日
存
在
し
な
い
が
、
明
治
末
期
以
降
の
山
笠
の
著
し
い
小
型
化
に
伴

　
　
い
反
転
が
容
易
に
な
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
③
「
台
廻
り
掛
り
」
は
山
笠
の
周
辺
に
あ
っ
て
昇
き
手
の
安
全
と
山
笠
の
保
全
を
図
る
役
。

　
　
「
東
長
寺
才
判
承
天
寺
才
判
若
者
中
」
は
、
両
寺
の
門
前
で
は
若
者
中
が
こ
の
役
を
勤
め
る
と

　
　
い
う
意
味
か
と
思
わ
れ
る
。

　
　

④
山
昇
き
の
さ
い
、
昇
き
手
と
後
押
し
は
激
し
く
発
汗
し
息
切
れ
す
る
。
山
台
の
四
本
脚

　
　
に

嵌
め

ら
れ
た
鉄
沓
は
摩
擦
で
熱
を
帯
び
る
。
山
台
・
昇
き
棒
・
柱
を
固
定
し
て
い
る
縄
も

　
　
摩
擦
で
熱
を
帯
び
る
。
そ
こ
で
脇
か
ら
頻
繁
に
水
を
か
け
て
冷
や
す
。
「
水
才
判
」
は
こ
の
水

　
　
を
管
理
す
る
者
を
い
う
。
こ
の
う
ち
「
半
切
掛
」
は
半
切
桶
で
水
を
か
け
る
役
で
あ
る
。
「
手

　
　
田
子
」
は
手
桶
で
水
を
か
け
る
役
の
こ
と
で
あ
る
。
「
荷
ひ
水
」
は
、
大
き
な
担
い
桶
に
水
を

　
　
入

れ
、
そ
の
担
ぎ
棒
に
二
人
一
組
が
着
い
て
こ
れ
を
運
ぶ
役
で
あ
る
。
半
切
掛
と
手
田
子
は
、

　
　
沿
道
の
家
が
厚
意
で
出
し
て
い
る
桶
の
水
を
自
分
の
桶
に
汲
ん
で
担
い
桶
に
移
し
替
え
る
作

　
　
業
も
す
る
。

　
　

⑤
表
で
は
四
組
の
半
切
掛
そ
れ
ぞ
れ
に
便
宜
的
に
片
仮
名
を
振
っ
た
が
、
原
文
で
は
組
ご

　
　
と
に
担
当
区
域
が
記
入
さ
れ
て
い
る
。
追
い
山
の
順
路
を
四
分
し
て
そ
れ
ぞ
れ
に
担
当
者
を

　
　
割
り
振
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
手
田
子
は
川
口
町
の
若
者
中
が
勤
め
て
い
る
。
同
町
は
能
当

　
　
番
と
児
子
当
番
に
お
い
て
片
土
居
町
の
催
合
相
手
で
あ
り
、
そ
の
縁
で
山
笠
当
番
の
手
伝
い

　
　
を
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
荷
ひ
水
は
加
勢
人
と
は
別
に
雇
用
し
た
こ
と
が
「
山
笠
銭
出
入

　
　
控
帳
」
の
別
の
箇
所
に
記
さ
れ
て
い
る
。

　
　

⑥

「
留
主
請
持
諸
事
才
判
」
は
、
普
段
は
外
に
、
と
い
う
註
記
か
ら
す
る
と
、
山
笠
に
付

　
　
き
添
わ
ず
、
追
い
山
順
路
の
所
々
に
待
機
し
て
必
要
な
指
示
を
与
え
た
役
で
あ
ろ
う
。

　
　

⑦
「
本
昇
仕
舞
御
届
ケ
役
」
は
、
山
笠
が
追
い
山
の
ゴ
ー
ル
地
点
（
「
廻
り
留
め
」
と
い
う
）

　
　
に
達
す
る
と
、
そ
の
旨
を
櫛
田
神
社
に
控
え
て
い
る
博
多
年
行
司
に
届
け
る
役
で
あ
る
。
「
御

　
　
役
場
」
は
普
通
に
は
年
行
司
役
場
を
指
す
が
、
こ
こ
で
は
年
行
司
を
指
し
て
い
る
。

（
6
9
）
　
①
刊
本
の
対
応
箇
所
は
［
宮
本
編
一
九
五
八
三
二
五
～
三
二
七
］
で
あ
る
。

　
　

②
梅
屋
武
右
衛
門
の
営
業
内
容
「
志
商
人
宿
」
は
、
正
し
く
は
「
志
荷
商
人
宿
」
で
あ
る
。

　
　
志
荷
商
人
と
は
藩
の
認
可
を
受
け
て
農
村
に
行
っ
て
生
活
必
需
品
を
振
れ
売
り
す
る
商
人
で

　
　
あ
る
が
［
宮
本
編
一
九
五
八
二
五
一
］
、
志
荷
商
人
宿
の
具
体
的
な
営
業
内
容
は
確
認
で
き

　

な
か
っ
た
。

　
　

③

「志
商
人

宿
同
五
匁
梅
屋
武
右
衛
門
」
は
貼
紙
で
あ
る
が
、
そ
の
下
に
は
「
か
み

　

結
同
五
匁
久
吉
」
と
あ
る
。
こ
れ
は
「
店
運
上
帳
土
居
流
」
の
作
成
時
に
書
き
誤
り

　
　
が
あ
り
、
そ
れ
を
貼
紙
で
訂
正
し
た
も
の
で
あ
る
。
髪
結
は
欄
外
に
書
か
れ
る
べ
き
営
業
内

　

容
だ
か
ら
で
あ
る
。
実
際
、
久
吉
の
条
は
欄
外
に
書
き
直
さ
れ
て
い
る
。

　
　

④
欄
外
の
久
吉
の
条
は
の
ち
に
抹
消
線
を
引
か
れ
た
う
え
で
、
再
び
欄
内
（
梅
屋
武
右
衛

　
　
門
の
条
の
直
前
）
に
書
き
直
さ
れ
て
い
る
。

101



国立歴史民俗博物館研究報告

　第121集2005年3月

（
7
0
）
　
彼
に
た
い
す
る
町
中
の
債
権
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。
文
中
の
辰
は
安

　
　
政
三
（
一
八
五
六
）
年
、
巳
は
安
政
四
（
一
八
五
七
）
年
で
あ
る
。

　
　
　

大
工

　
　
　
　
　

清
右
衛
門
殿

　
　

辰
二
月

　
　　一

金
弐
両

竪
顯
り

　
　
　
　

此
利
壱
貫
六

百
三
拾
八
文

　
　
　
　
　

内
壱
両
受
取

（
7
1
）
①
福
岡
市
博
物
館
蔵
、
「
中
西
毅
藏
資
料
」
四
。
こ
の
記
録
が
片
土
居
町
の
も
の
で
あ
る
旨

　
　
は
ど
こ
に
も
記
さ
れ
て
い
な
い
。
し
か
し
記
載
人
名
は
三
節
で
み
る
片
土
居
町
の
同
時
期
の

　
　
記
録
「
山
笠
銭
出
入
控
帳
」
の
そ
れ
と
ほ
と
ん
ど
重
な
り
、
ま
た
「
店
運
上
帳
土
居
流
」

　
　
の
片
土
居
町
の
項
の
そ
れ
と
も
多
く
重
な
る
。
さ
ら
に
こ
の
記
録
の
旧
蔵
者
の
中
西
氏
は
長

　
　
く
同
町
に
居
住
し
て
い
た
。
以
上
か
ら
、
こ
の
記
録
が
こ
の
町
の
も
の
で
あ
る
こ
と
に
疑
い

　
　
は
な
い
。

　
　

②
中
西
金
次
郎
二
八
六
六
～
？
）
に
よ
る
と
［
中
西
編
一
九
］
八
五
六
～
六
二
、
同

　
　
家
は
初
代
善
右
衛
門
が
士
分
を
捨
て
て
片
土
居
町
に
移
っ
て
綿
屋
と
な
り
（
一
入
世
紀
末
期

　
　
ご
ろ
か
）
、
そ
の
の
ち
久
平
、
善
右
衛
門
、
久
吉
と
続
い
た
と
い
う
。
三
代
目
善
右
衛
門
の
代

　
　
に
零
落
し
、
金
次
郎
の
父
で
あ
る
久
吉
（
一
八
二
九
～
］
八
九
二
）
は
天
保
一
一
（
一
八
四

　
　
〇
）
年
に
、
絹
博
多
織
の
株
を
有
す
る
一
一
二
戸
の
ひ
と
つ
富
屋
の
徒
弟
と
な
っ
た
と
い
う
。

　
　
廃
藩
置
県
に
よ
っ
て
株
仲
間
が
解
散
す
る
と
久
吉
は
独
立
し
、
以
来
、
同
家
は
同
町
を
拠
点

　
　
に
長
く
博
多
織
の
製
造
と
販
売
を
続
け
た
。

　
　

久
吉
と
い
う
人
物
は
表
5
に
は
二
人
い
る
。
一
人
は
営
業
内
容
が
未
記
載
で
、
も
う
一
人

　
　
は
髪
結
で
あ
る
。
前
者
が
中
西
久
吉
と
思
わ
れ
る
。
博
多
織
に
つ
い
て
は
［
杉
原
　
一
九
九
八
］

　
　
に
詳
し
い
。

（
7
2
）
　
こ
の
五
人
の
う
ち
、
藤
八
は
表
4
と
5
に
名
が
出
て
お
り
、
清
五
郎
は
表
4
に
名
が
出
て

　
　
い
る
。
他
の
三
人
は
両
表
の
ど
ち
ら
に
も
名
が
出
て
い
な
い
。

（
7
3
）
　
表
4
に
あ
る
文
久
元
（
一
八
六
こ
年
六
月
の
五
人
の
組
頭
取
と
比
較
す
る
と
、
安
政
二

　
　
二

八
五

五
）
年
以
後
に
忠
平
が
退
い
て
花
村
貞
次
に
替
わ
っ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

（
7
4
）
　
福
岡
市
博
物
館
蔵
、
「
中
西
毅
藏
資
料
」
五
。

（
7
5
）
　
山
飾
り
を
構
成
す
る
諸
品
の
費
用
や
加
勢
人
雇
用
の
費
用
な
ど
。

（
7
6
）
　
表
5
に
は
、
「
徳
平
」
と
い
う
名
は
あ
る
が
「
惣
吉
」
と
い
う
名
は
な
い
。

（
7
7
）
　
納
屋
に
か
け
ら
れ
た
額
に
つ
い
て
は
、
な
ぜ
か
計
上
さ
れ
て
い
な
い
。
あ
る
い
は
居
宅
の

　
　
話
が
出
た
つ
い
で
に
納
屋
の
話
に
触
れ
た
だ
け
で
、
納
屋
に
か
け
ら
れ
た
金
は
山
笠
当
番
費

　
　
用
以
外
の
使
用
目
的
で
集
め
ら
れ
た
も
の
か
。

（
7
8
）
　
文
政
八
（
一
八
二
五
）
年
一
〇
月
の
「
土
居
流
間
数
改
帳
」
を
み
て
も
片
土
居
町
の
総
間

　

数
は
や
は
り
一
六
一
間
八
寸
で
あ
る
（
「
櫛
田
神
社
文
書
」
八
一
六
）
。
こ
の
記
録
に
は
「
寺

　
　
地
」
の
間
数
も
記
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
分
は
七
七
間
五
尺
で
あ
る
。
残
り
の
八
三
間
二
尺
三

　
　
寸
が
一
般
家
屋
用
の
屋
敷
の
間
数
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
マ
マ
ソ

（
7
9
）
①
「
社
一
戸
」
は
「
金
刀
毘
羅
神
社
」
で
、
町
の
中
央
に
あ
り
、
創
立
年
は
不
詳
、
明
治

　
　
九
（
一
八
七
六
）
年
に
無
格
社
に
定
め
ら
れ
た
と
あ
る
［
三
原
編
一
九
八
〇
（
一
八
八
〇
）

　
　
　
二
五
九
］
。
同
社
は
、
称
名
寺
内
に
あ
る
と
『
筑
前
国
続
風
土
記
附
録
』
に
記
さ
れ
て
い
る

　
　
「
金
毘
羅
権
現
」
の
こ
と
で
あ
ろ
う
［
加
藤
・
鷹
取
一
九
七
七
（
一
七
九
八
）
　
＝
二
一
］
。

　
　
明
治
初
期
の
神
仏
分
離
の
さ
い
に
称
名
寺
か
ら
独
立
し
た
と
思
わ
れ
る
。
同
社
は
、
「
山
笠
銭

　
　
出
入
控
帳
」
に
は
「
金
毘
羅
宮
」
と
し
て
出
て
い
る
。

　
　

②
明
治
初
期
の
こ
と
と
思
わ
れ
る
が
、
順
弘
庵
は
栄
昌
庵
に
併
合
さ
れ
た
た
め
、
浄
土
宗

　
　
の
寺
院
は
一
宇
と
な
っ
て
い
る
［
三
原
編
一
九
八
〇
二
八
八
〇
）
　
二
六
一
］
。

（
8
0
）
　
同
書
の
同
頁
に
は
こ
の
と
き
の
片
土
居
町
の
人
口
も
載
っ
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
「
男

　
　
百
五
十
九
口
（
士
族
十
八
口
平
民
百
四
十
一
口
）
女
百
四
十
二
口
（
士
族
十
三
口
平
民
百
二

　
　
十
九
口
）
総
計
三
百
一
口
」
で
あ
る
。

（
8
1
）
　
銭
六
〇
文
を
銀
］
匁
と
し
て
計
算
す
る
と
、
こ
れ
は
八
五
一
匁
と
三
一
文
と
な
る
。
と
こ

　
　
ろ
が
文
久
元
（
一
八
六
一
）
年
六
月
の
「
祇
園
入
目
銭
渡
判
取
帳
」
を
み
る
と
各
山
笠
当
番

　
　
町
に
支
給
さ
れ
た
御
渡
り
銭
は
八
五
一
匁
五
分
で
（
「
櫛
田
神
社
文
書
」
一
〇
二
一
　
こ
、

　
　
一
文
だ
け
値
が
違
う
。

（
8
2
）
　
三
苫
氏
は
呉
服
町
流
の
市
小
路
町
下
に
居
住
し
当
主
は
代
々
惣
吉
を
名
乗
っ
て
い
た
。
宝

　
　
暦
二
（
一
七
五
二
）
年
に
居
町
の
山
笠
造
り
に
は
じ
め
て
か
か
わ
っ
た
と
伝
え
ら
れ
、
以
後
、

　
　
江
戸
後

期
か
ら
明
治
初
期
ま
で
六
山
笠
の
棟
梁
を
独
占
に
近
い
形
で
勤
め
た
［
山
崎
編
一
九

　
　
一
〇
三
二
。
博
多
山
笠
行
事
記
録
作
成
委
員
会
編
｝
九
七
五
　
六
六
～
六
七
］
。

（
8
3
）
　
詳
細
は
不
明
だ
が
、
近
世
の
博
多
に
は
町
単
位
で
強
固
な
年
齢
階
梯
制
が
存
在
し
、
祇
園

　
　
山
笠
や
松
難
子
で
も
重
要
な
役
割
を
担
っ
て
い
た
ら
し
い
。
な
お
、
明
治
・
大
正
期
を
中
心

　
　
と
し
た
年
齢
階
梯
制
に
か
ん
す
る
報
告
が
存
在
す
る
［
博
多
山
笠
行
事
記
録
作
成
委
員
会
編

　
　
一
九
七
五
　
三
～
二
七
］
。

　
　
　
弛
緩
は
し
て
い
る
が
、
現
在
で
も
こ
の
制
度
は
両
祭
礼
に
お
い
て
機
能
し
て
お
り
、
年
齢

　
　
集
団
は
子
供
組
・
若
者
組
・
中
年
組
・
老
人
組
に
分
け
ら
れ
る
。

引
用
・
参
照
文
献

※

公

刊
さ
れ
た
文
献
の
み
を
掲
げ
る
。
未
公
刊
史
料
に
つ
い
て
は
、
本
文
と
註
か
ら
必
要
な
書
誌

情
報
が
得
ら
れ
る
は
ず
で
あ
る
。
丸
括
弧
内
に
記
し
た
年
は
、
そ
の
文
献
の
成
稿
年
も
し
く
は

　
初
版
発
行
年
で
あ
る
。

伊

藤
道
保
　
一
九
七
三
（
一
八
六
八
）
　
「
筑
紫
遺
愛
集
」
伊
東
尾
四
郎
編
『
福
岡
県
史
資
料
（
続
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第
一
輯
）
』
名
著
出
版

宇
野

功
［
　
一
九
九
八
　
「
都
市
祭
礼
の
起
源
説
話
の
生
成
と
祭
礼
の
「
不
変
性
」
の
確
立
ー
幕

　
末
以
降
の
博
多
祇
園
山
笠
に
お
け
る
革
新
と
伝
統
　
　
」
『
西
日
本
宗
教
学
雑
誌
』
二
〇

宇
野
功
一
　
一
九
九
九
　
「
近
世
博
多
松
離
子
に
お
け
る
儀
礼
の
政
治
性
」
『
日
本
民
俗
学
』
二
一

　
九

宇
野
功
一
　
二
〇
〇
三
　
「
幕
末
博
多
行
町
に
お
け
る
祭
礼
費
用
賦
課
法
の
変
更
」
『
西
日
本
宗
教

　

学
雑
誌
』
二
五

落
石
栄
吉
　
一
九
六
一
　
『
博
多
祇
園
山
笠
史
談
』
博
多
祇
園
山
笠
振
興
会

貝
原
益
軒
　
一
九
八
〇
二
七
〇
九
）
　
伊
東
尾
四
郎
校
訂
『
筑
前
国
続
風
土
記
』
文
献
出
版

加
藤
一
純
・
鷹
取
周
成
　
一
九
七
七
（
一
七
九
八
）
　
川
添
昭
二
他
校
訂
『
筑
前
国
続
風
土
記
附
録

　
　
上

巻
』
文
献
出
版

久
留
島
浩
　
一
九
八
九
　
「
祭
礼
の
空
間
構
造
」
高
橋
康
夫
・
吉
田
伸
之
編
『
日
本
都
市
史
入
門
－

　
　
空

間
』
東
京
大
学
出
版
会

小

田
部
博
美
　
一
九
八
六
　
『
博
多
風
土
記
』
海
鳥
社

杉
原
実
　
一
九
九
八
　
『
博
多
織
史
（
改
訂
増
補
）
』
葦
書
房

高
牧
實
　
二
〇
〇
〇
　
『
近
世
の
都
市
と
祭
礼
』
吉
川
弘
文
館

田
坂
大
蔵
　
一
九
九
四
　
「
博
多
祇
園
山
笠
の
起
源
と
歴
史
」
『
F
U
K
U
O
K
A
　
S
T
Y
L
E
』

　
九

津
田
元
顧
・
津
田
元
貫
　
一
九
七
七
（
一
七
六
五
）
　
檜
垣
元
吉
監
修
『
石
城
志
』
九
州
公
論
社

土

田
充
義
・
宮
原
種
生
　
一
九
八
七
　
「
博
多
町
人
町
十
字
路
周
辺
の
宅
地
割
の
変
遷
　
　
福
岡
市

　
の

都
市
史
的
研
究
二
　
　
」
『
日
本
建
築
学
会
中
国
・
九
州
支
部
研
究
報
告
』
七

富
井
康
夫
　
一
九
七
一
　
「
祇
園
祭
の
経
済
基
盤
」
同
志
社
大
学
人
文
科
学
研
究
所
編
『
京
都
社
会

　
史
研
究
』
法
律
文
化
社

中
西
金
次
郎
編
　
一
九
一
八
　
『
中
西
博
多
織
工
場
光
栄
記
　
全
』
私
家
版

西

日
本
文
化
協
会
編
　
一
九
九
三
　
『
福
岡
県
史
　
近
世
史
料
編
　
福
岡
藩
御
用
帳
（
二
）
』
福
岡

　
県

博
多
人
形
沿
革
史
編
纂
委
員
会
編
　
二
〇
〇
一
　
『
博
多
人
形
沿
革
史
』
博
多
人
形
商
工
業
協
同
組

　
合

博
多
山
笠
行
事
記
録
作
成
委
員
会
編
　
一
九
七
五
　
『
博
多
山
笠
記
録
』
博
多
祇
園
山
笠
振
興
会

原
田

安
信
編
　
一
九
七
五
・
七
六
・
七
八
二
七
六
〇
ご
ろ
）
　
秀
村
選
三
他
校
註
『
博
多
津
要
録

　
　
全
三

巻
』
西
日
本
文
化
協
会

福
岡
市
総
合
図
書
館
文
書
資
料
課
編
　
二
〇
〇
二
　
『
平
成
＝
二
年
度
　
古
文
書
資
料
目
録
　
七
』

　
福

岡
市
総
合
図
書
館
文
書
資
料
課

又
野
誠
　
一
九
九
三
　
「
近
世
中
期
福
岡
・
博
多
の
町
方
に
お
け
る
役
負
担
と
切
銭
に
つ
い
て
」
「
福

　
岡
市
博
物
館
研
究
紀
要
』
三

又

野
誠
　
一
九
九
七
　
「
近
世
中
後
期
博
多
の
年
寄
の
記
録
類
　
　
「
土
居
流
片
土
居
町
記
録
」
と

　
寛
政
四
年
土
居
町
上
の
「
記
録
」
　
　
」
『
福
岡
市
博
物
館
研
究
紀
要
』
七

三

上
禮
次
　
↓
九
八
四
　
「
慶
応
二
年
－
明
治
四
年
に
お
け
る
博
多
の
営
業
構
造
と
、
各
町
の
営
業

　
的
特
性
の
分
析
」
「
九
州
芸
術
工
科
大
学
一
般
・
基
礎
教
育
系
列
研
究
論
集
』
九

三

原
恕
平
編
　
一
九
八
〇
（
一
八
八
〇
）
　
田
坂
大
蔵
校
訂
『
筑
前
国
福
岡
区
地
誌
』
文
献
出
版

宮
本
又
次
編
　
一
九
五
八
　
『
九
州
経
済
史
論
集
　
第
三
巻
』
福
岡
商
工
会
議
所

守
屋
毅
　
一
九
八
五
　
「
都
市
祭
礼
と
風
流
　
　
そ
の
歴
史
的
展
望
　
　
」
宮
田
登
他
『
日
本
民
俗

　
文
化
大
系
＝
　
　
都
市
と
田
舎
』
小
学
館

安
見
有
定
　
↓
九
六
四
二
七
〇
五
）
　
三
宅
安
太
郎
校
訂
『
筑
陽
記
』
聖
福
寺
文
庫
刊
行
会

山
崎
藤
四
郎
編
　
一
九
七
三
（
一
八
九
〇
）
　
『
石
城
遺
聞
（
上
・
下
巻
合
本
）
』
名
著
出
版

山
崎
藤
四
郎
編
　
一
九
一
〇
　
『
追
懐
松
山
遺
事
』
私
家
版

付
記

　
福
岡
市
博
物
館
蔵
の
諸
資
料
の
閲
覧
に
当
た
っ
て
は
、
同
館
の
又
野
誠
氏
と
福
間

裕
爾
氏
に
便
宜
を
計
っ
て
い
た
だ
い
た
。
「
櫛
田
神
社
文
書
」
中
の
数
点
の
資
料
の

複
写

に
さ
い
し
て
は
、
九
州
大
学
大
学
院
生
の
飯
嶋
秀
治
氏
に
援
助
を
受
け
た
。
残

念

な
が
ら
結
局
は
み
つ
か
ら
な
か
っ
た
の
だ
が
、
行
町
で
幕
末
ま
た
は
明
治
時
代
に

書
か
れ

た
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
数
点
の
史
料
の
所
在
調
査
に
お
い
て
は
、
同
町
の

長
老
で
あ
る
糸
山
正
光
氏
に
御
尽
力
を
賜
っ
た
。
史
料
解
釈
上
の
二
、
三
の
疑
問
点

に
か
ん
し
て
は
、
本
館
歴
史
研
究
部
名
誉
教
授
の
塚
本
学
氏
・
同
教
授
の
久
留
島
浩

氏
・
同
助
手
の
岩
淵
令
治
氏
に
御
教
示
を
仰
い
だ
。
以
上
、
記
し
て
感
謝
す
る
。

　
ま
た
、
註
（
4
7
）
②
に
も
記
し
た
が
、
本
稿
の
②
は
既
発
表
の
拙
稿
［
宇
野
二

〇

〇

三
］
を
大
幅
に
改
訂
・
増
補
し
た
も
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
非
常
勤
研
究
員
）

（二
〇

〇

四
年
四
月
二
二
日
受
理
、
二
〇
〇
四
年
七
月
二
一
日
審
査
終
了
）
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The　System　of　Tums　by　Chous　and重he　Method　to　Collect　Festival　Funds　in

Chous　fbr　Hakata　Gion・Yamakasa　Dllring　the　Edo　Period

UNo　Kouiti

Using　the　GiorYamakasa　festival　held　in　Hakata　during　the　Edo　period　as　an　example，　this　paper

brings　to　light　the　increase　in　the　cost　of　festival　and　the　subsequent　changes　to　the　method　of　col－

lec6ng　fbsdval　funds　and　the　broadening　of　the　group　that　provided　these　funds．　The　study　centers

on　two　chous（administrative　districts），Gyou－no－chou　and　Kタtadoi－machL

　　There　were　two　parts　to　taldng　tums　for　the　Gion－Yamakasa－one　that　involved　the　Yamakasa

and　the　other　Noh．　This　paper　looks　at　tums　for　the　Yamakasa，　the　more　important　and　more　costly

of　the　two．　Tums　were　circulated　among　the　ch皿s　so　that　each　chou　took　a　tum　only　once　every

several　to　ten　years　or　so，　which　enabled　them　to　put　together　the　huge　amount　needed　during　the

interim　period．　This　is　responsible　for　the　gradually　increasing　elegance　of　the　festival．

　　　However，　the　cost　of　staging　the　Yamakasa　skyrocketed　at　the　late　of　the　Edo　period，　maldng　it

very　di伍cult　for　chous　that　were　not　very　well　off　to　gather　the　funds　required　using　their　tradi－

tional　methods　of　collection．　It　was　in　response　to　this　situation　that　the　method　employed　fbr　col－

lecting　funds　was　changed　and　the　group　of　people　called　on　to　provide　such　fUnds　was　broadened．

　　Astudy　of　the　two　chous　shows　that　the　group　of　people　providing　the　funds　and　the　group　of

people　who　ran　the　festival　when　it　was　their　tum　was　expanded　to　include　all　households　in　the

chou．　This　expansion　reached　particularly　extreme　proportions　in　Katadoi－machi　at　the　end　of　the

Edo　peHod．　The　same　levy　was　placed　on　each　household　in　the　chou，　and　with　regard　to　running

the免stival　as　well，　it　appears　that　in　p亘nciple　each　household　head　played　an　equal　role．　Though　of

ad近erent　nature，　both　chous　managed　to　raise　some　of　the　funds　required　by　using　houses　and

land　o㎜ed　by　their　Choujuu（body　that　administered　the　chou）．
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